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第１号（９月１日）（金曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ４ 

 １.開  議 ·······································································································   ４ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ４ 

 １.会期の決定 ····································································································   ４ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ４ 

 １.議案第４１号・議案第４２号 一括上程 ·······················································   ８ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第４３号 上程 ······················································································  １０ 

   説明、質疑、産業厚生委員会付託 

 １.議案第４４号・議案第４５号 一括上程 ·······················································  １４ 

   説明、質疑、産業厚生委員会付託 

 １.議案第４６号 上程 ······················································································  １５ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

 １.議案第４７号 上程 ······················································································  １６ 

   説明、休憩、全協、質疑、表決 

 １.議案第４８号 上程 ······················································································  １７ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 

 １.議案第４９号～議案第５６号 一括上程 ·······················································  ２１ 

   説明、質疑 

   議案第４９号～議案第５１号 総務文教委員会付託 

   議案第５２号～議案第５６号 産業厚生委員会付託 

 １.散  会 ·······································································································  ２４ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第２号（９月12日）（火曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ２６ 

 １.一般質問 ·······································································································  ２６ 

   堀内貴志議員 ································································································  ２６ 

   １ 防災ラジオの現状とＦＭたるみずの普及について 

    （１） 防災ラジオの活用状況について 

    （２） ＦＭたるみずの電波の受信状況と利用状況について 

    （３） ＦＭたるみず放送の普及の在り方について 



 

 

－２－ 

   ２ 全国学力・学習状況調査の結果を踏まえて 

    （１） 全国で実施された学力・学習状況調査の結果について、本市の分 

       析結果はどうだったのか 

    （２） 今回の学力・学習調査の結果をどのように受け止めているのか 

    （３） 更なる学力・学習能力の向上のための取組は 

   ３ 職員や市民の表彰制度の設置について 

    （１） 信賞必罰について 

     ～本気・やる気を持たせるために 

    （２） 表彰制度の導入について 

   川越信男議員 ································································································  ３８ 

   １ たるみずスポーツランドについて 

    （１） オープン予定とオープニングイベントについて 

    （２） 記念事業としての施設使用無料について 

    （３） オープン後の施設の利用計画について 

    （４） 将来を見据えた今後の展望について 

   ２ 税務行政について 

    （１） 税の申告について 

    （２） 未申告者について 

    （３） 未申告者対策について 

    （４） 徴収率向上の取組について 

   ３ 消費生活相談の現状と活動について 

    （１） 本市の相談実態について 

    （２） 高齢者における被害について 

    （３） 防止対策・相談体制について 

   ４ 南の拠点整備事業について 

    （１） 事業の進捗状況について 

    （２） 工事等への影響について 

    （３） ＰＦＩ審査会について 

    （４） ＰＦＩ事業候補者決定の分析について 

   感王寺耕造議員 ·····························································································  ４８ 

   １ 障害者差別解消法について 

    （１） 本市、公共施設のバリアフリー化・障害者用トイレ・点字ブロッ 

       ク等の設置状況と今後の対応は 

    （２） 市職員に対する対応要領は 



 

 

－３－ 

    （３） 障害者差別の相談窓口はどうなっているのか。また、今後どのよ 

       うに充実を図り問題を解決していくのか 

    （４） 条例制定の考えは 

    （５） 学校教育での差別を解消する学習は 

    （６） 南の拠点におけるバリアフリー化における対応予定は 

   梅木 勇議員 ································································································  ６０ 

   １ 空き家対策について 

    （１） 空き家対策事業の実績を聞く 

    （２） 課題はないか 

    （３） 対策委員会・協議会の開催状況は 

    （４） 調査等の計画は進められているか 

   ２ 自治公民館について 

    （１） 位置づけと認識は 

    （２） 付属設備の助成はできないか 

   ３ 放置竹林について 

    （１） 農地等と住宅地域の現状の認識について 

    （２） 対応・対策をどのように進めるか 

   川畑三郎議員 ································································································  ７０ 

   １ 垂水中央運動公園について 

    （１） 体育館改修事業について空調設備の設置は考えていないか 

   ２ 飛岡地区改良区について 

    （１） 水源確保の状況は 

    （２） 圃場整備後の分担金について 

   北方貞明議員 ································································································  ７３ 

   １ 顕彰モニュメント建立について 

    （１） モニュメント予算内容と今後の計画について 

   ２ 市民館情報提供コーナーについて 

    （１） 移転は考えていないのか 

   ３ 南の拠点について 

    （１） 計画用地の土地の面積取得率は。地権の取得者は、何人中何人 

       か。地権者との交渉の遅れの原因は。売買契約が終了している地 

       権者に対して支払が遅れていると聞いているが、支払手続はどう 

       なっているのか 

   川菷達志議員 ································································································  ８０ 



 

 

－４－ 

   １ 本市農業の現状について 

    （１） 農地集積化に対する現状と課題について 

   ２ 南の拠点事業について 

    （１） 道の駅、森の駅との協議内容、時期について 

    （２） 本市の労働力不足の中、人員確保について 

    （３） マリンスポーツについて 

    （４） 土地の確保状況について 

   ３ 市内文化施設及び各公園について 

    （１） 管理状況と今後について 

    （２） 公園数、所在地、利用者数、管理費等について 

   ４ 職員採用について 

    （１） 技術職について 

   ５ 全国学力テストについて 

    （１）本市の現状、対策について 

 １.日程報告 ·······································································································  ９２ 

 １.散  会 ·······································································································  ９３ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第３号（９月13日）（水曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ９６ 

 １.一般質問 ·······································································································  ９６ 

   池之上誠議員 ································································································  ９６ 

   １ 市立小・中学校の今後について 

    （１）児童・生徒数について 

    （２）垂水中央中学校以外への進学先について 

    （３）小学校統合、小中一貫校について 

   ２ 垂水絹糸跡地の土地売買・交換について 

    （１）土地開発基金への買戻し理由について 

    （２）一般会計歳出２億４千万円の使途について 

    （３）ＡＺホテルへの土地交換について 

    （坪単価４万７千円と等積・等価交換の根拠等） 

   ３ 「南の拠点」について 

    （１）当初計画スケジュールにおける供用開始時期 

  平成３０年８月１日への影響について 

    （２）ＰＦＩ事業について 



 

 

－５－ 

      ア 実施方針、募集要項案質疑への回答について 

      イ 事業候補者の決定説明資料全てについて 

    （事業者構成員、選定委員会10人、提案内容 等） 

   持留 良一議員 ····························································································· １０９ 

   １ 防災対策問題について 

    （１）豪雨対策（平成29年台風５号）について 

      ア 従来の経験や発想にとらわれず警報の出し方、避難の仕方、被 

       災者支援などを常に点検・検証し、対策に生かす必要がある。台 

       風５号の防災対策での課題・問題は 

    （２） 学校施設・公共施設（避難所に指定）の防災機能の課題について 

      ア 文科省の調査での本市の状況と課題、そして対策の具体化は 

      イ 公共施設（避難所に指定）の状況と課題、そして対策の具体化は 

   ２ 福祉問題について 

    （１）母子家庭（シングルマザー）対策は（貧困からの救済と貧困の予防 

       に対する取組） 

      ア 実態の把握（人数や生活・労働状況等）ができているのか 

      イ 施策があっても必要な女性にその支援が届いているのか（体制と 

       取組） 

      ウ 相談支援の取組は（相談件数と支援体制） 

      エ これらを踏まえて、課題と対策は 

    （２）学童保育所・指導員の待遇改善（身分や労働条件の改善）と未開所 

       地域の対策について 

      ア 「取り組んでいきたい」と、その後の検討と方向は、正規化は、 

       平均年収は、有給休暇は、昇給は、時間外手当等勤務実態と改善 

       策は 

      （ア） 厚生労働省「放課後児童クラブ運営指針」 

      ～指導員 子どもとの安定的、継続的なかかわりが重要であるため、 

      放課後児童支援員の雇用にあたっては、長期的に安定した形態に 

      すること 

      イ 未開所地域（新城・柊原等）の現状と今後の取組は 

   ３ 農業問題について 

     ～生産や生活を支援する政策の推進（地域農業振興策） 

    （１）地域農業（集落）の持続・再生をめざす取組は 

      ア 垂水の農業の現状は（2015年農林業センサスから） 



 

 

－６－ 

    （ア）農家の減少は（過去10年間の離農） 

    （イ）基幹的従事者で70歳以上の割合は 

    （ウ）同居農業後継者がいない農家の割合は 

    （エ）名義不明農地の割合は 

    （オ）農林課職員の変動は（過去10年間） 

      イ 集落営農の現状と集落営農の方向性についての見解は 

     ～「競争」より「協同」「連帯」を重視した地域政策で、集落の構成員が 

     助け合う、本当の意味での集落営農と家族経営を支援する取組が必要で 

     はないか 

      ウ 新規参入者の支援や育成について課題や対策についての考え方 

      は（この間の取組の総括と対策の必要性） 

    （ア）若者の農村への定住増加やふるさと回帰等の対策は 

    （イ）市独自の新規就農支援策は十分か。課題と対策は 

    （ウ）技術指導などの支援策は 

   ４ 南の拠点事業について ～ 総括的に取組を検証 

    （１）事業の進め方について問題はなかったか。議会への説明・審議、 

     企業への提案、市民への報告・説明は 

    （２）審査とその公開・報告についての見解は 

      ア 「実施の検討にあたっては、事前に適切な需要見通しを行うな 

      ど、事業自体の必要性を十分に検討するとともに、事業者選定段階 

      においても、需要変動リスクが存在する事業または大きな事業につ 

      いては、過大な需要見通しを前提とした事業提案でないか十分に審 

      査すること」（通知） 

    （３）選定委員会の公平性と信憑性は（職員の位置づけは） 

      ア 過半数を市の職員が占めている中で、公平性と信憑性（客観性 

      及び専門性）は「担保」できたのか。職員のＰＦＩの理解度はどう 

      であったのか。どのような意見等があったのか 

   村山芳秀議員 ································································································ １２４ 

   １ 南の拠点事業について 

    （１）商工会説明会でのやり取りについて 

    （２）ＡＺホテル用地との土地交換について 

    （３）土地開発公社取得の民間活力エリアの具体的計画について 

   ２ 指定管理者制度について 

    （１）指定管理者制度導入から12年が経過したが既存の指定管理の自己 



 

 

－７－ 

      評価は 

    （２）新たな指定管理に向けた取組状況について 

   ３ 市有財産の売却について 

    （１）過去５年間の売却状況について 

    （２）今後の売却方針について 

   堀添國尚議員 ································································································ １３５ 

   １ 錦江湾横断道路について 

    （１）現状と課題、今後の取組、実現した場合、垂水市にどのような効 

      果をもたらすか 

   ２ 牛根地区の市道、農道、林道について 

    （１）除草、降灰除去、改善、補修工事は 

   ３ 市営住宅の管理について 

    （１）老朽化した住宅の建て替え等は（敷地の補修改善等） 

    （２）外国人の入居基準の現状と対応の改善は 

    （３）空部屋の管理の状況は 

   ４ 国道から（陸上競技場、テニスコート）市道への進入路の拡幅につ 

      いて 

    （１）今後利用者の増大が（新装オープン、スポーツ合宿、国体開催等 

      で）予想される。利便性の向上を図るべきでは 

    （２）周辺の照明は十分か 

   ５ 医療行政について 

    （１）今後の取組 ～交通の便も悪い牛根地区の病弱な高齢者をどうい 

     う方法で守っていくのか 

   ６ 災害時の公共交通機関の運行について 

    （１）磯脇橋の流失により路線バスの運行がストップし、生保受給者が 

     高額な運賃を出し、タクシーで鹿児島の病院に行った。今後、災害時 

     の公共交通機関の代替手段を検討すべきと考えるが 

   ７ 防災行政無線の放送について 

    （１）垂水市に居住している外国人に対して緊急時の放送は、英語の使 

      用を検討する必要があると思うが 

 １.日程報告 ······································································································· １４６ 

 １.散  会 ······································································································· １４６ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第４号（９月22日）（金曜日） 



 

 

－８－ 

 １.開  議 ······································································································· １４８ 

 １.諸般の報告 ···································································································· １４８ 

 １.報告第１１号 上程 ······················································································ １４９ 

   報告 

 １.議案第４３号～議案第４６号、議案第４８号～議案第５６号、請願第６号・ 

   請願第７号 一括上程 ·················································································· １５０ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第５７号～議案第６５号 一括上程 ······················································· １５４ 
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平 成 ２ ９ 年 第 ３ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

９ ・ １ 金 本会議  
会期の決定、委員長報告、議案等上程、説明、質疑、討

論、一部表決、一部委員会付託 

９ ・ ２ 土 休 会   

９ ・ ３ 日 〃  傍聴 

９ ・ ４ 月 〃   

９ ・ ５ 火 〃  （質問通告期限：正午） 

９ ・ ６ 水 〃   

９ ・ ７ 木 〃   

９ ・ ８ 金 〃   

９ ・ ９ 土 〃   

９ ・１０ 日 〃   

９ ・１１ 月 〃   

９ ・１２ 火 本会議  一般質問 

９ ・１３ 水 本会議  一般質問 

９ ・１４ 木 休 会 委員会 産業厚生委員会  （議案審査） 

９ ・１５ 金 〃 委員会 総務文教委員会  （議案審査） 

９ ・１６ 土 〃   

９ ・１７ 日 〃   

９ ・１８ 月 〃  敬老の日 

９ ・１９ 火 〃   

９ ・２０ 水 〃   

９ ・２１ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

９ ・２２ 金 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質

疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

 

２．付議事件 

件            名 

 

報告第１１号 定住促進住宅の家賃等の請求に関する訴えの提起についての専決処分の報告に

ついて 

議案第４１号 平成２８年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第４２号 平成２８年度垂水市病院事業会計決算の認定について 
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議案第４３号 垂水市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例 案 

議案第４４号 垂水市営住宅条例の一部を改正する条例 案 

議案第４５号 垂水市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第４６号 大野原辺地に係る総合整備計画の変更について 

議案第４７号 垂水市教育委員会委員の任命について 

議案第４８号 平成２９年度垂水市一般会計補正予算（第３号） 案 

議案第４９号 平成２９年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第５０号 平成２９年度垂水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第５１号 平成２９年度垂水市交通災害共済特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第５２号 平成２９年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第５３号 平成２９年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第５４号 平成２９年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第５５号 平成２９年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第５６号 平成２９年度垂水市水道事業会計補正予算（第１号） 案 

議案第５７号 平成２８年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第５８号 平成２８年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第５９号 平成２８年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６０号 平成２８年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６１号 平成２８年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６２号 平成２８年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６３号 平成２８年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６４号 平成２８年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６５号 平成２８年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 

請 願 

請願第 ６号 国民健康保険税を値上げをしないよう求める請願書 

請願第 ７号 小・中学校給食費の負担の軽減を求める請願書 

 



 

 

 

平 成 ２ ９ 年 第 ３ 回 定 例 会  

 

会   議   録  

 

第 １ 日  平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ 日  
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本会議第１号（９月１日）（金曜） 

  出席議員  １４名 

       １番  村 山 芳 秀              ８番  持 留 良 一 

       ２番  梅 木   勇              ９番  池 山 節 夫 

       ３番  堀 内 貴 志             １０番  北 方 貞 明 

       ４番  川 越 信 男             １１番  森   正 勝 

       ５番  感王寺 耕 造             １２番  川 菷 達 志 

       ６番  堀 添 國 尚             １３番  篠 原 炳 則 

       ７番  池之上   誠             １４番  川 畑 三 郎 
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   併    任  長 濱 重 光          農業委員会          

   監査事務局長  中 谷 大 潤          事 務 局 長  二 川 隆 志 

   企画政策課長  角 野   毅          水 産 商 工          
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   税 務 課 長  楠 木 雅 己          土 木 課 長  宮 迫 章 二 

   市 民 課 長                   水 道 課 長  萩 原 竹 和 

   併    任                   会 計 課 長  川 畑 千 歳 

   選 挙 管 理                   消 防 長  後 迫 浩一郎 

   委 員 会                   教 育 長  坂 元 裕 人 

   事 務 局 長  和 泉 洋 一          教育総務課長  池 松   烈 
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   事 務 局 長  田之上   康          書    記  野 村 宏 治 

                            書    記  瀬 脇 恵 寿 
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 平成29年９月１日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成29年第３回垂水

市議会定例会を開会いたします。 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  これより、本日の会議を

開きます。本日の議事日程は、お手元に配付い

たしたとおりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（池山節夫）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において持留良一議員、池之上誠議

員を指名いたします。 

   △会期の日程 

○議長（池山節夫）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る８月25日、議会運営委員会が開催され、

協議がなされた結果、本定例会の会期をお手元

の会期日程表のとおり、本日から９月22日まで

の22日間とすることに意見の一致を見ておりま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月22日までの22日

間と決定いたしました。 

   △諸般の報告 

○議長（池山節夫）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から平成29年５月分、６月分及び７

月分の出納検査結果報告がありましたので、写

しをお手元に配付しておきましたから、御了承

願います。 

 次に、国道220号の道路整備促進の陳情につ

いては、７月18日に市長並びに国道整備促進特

別委員会の森委員長と大隅河川国道事務所へ要

望し、翌週の７月24日には、市長並びに国道整

備促進特別委員会の堀添副委員長と九州地方整

備局へ要望し、８月10日には市長並びに国道整

備促進特別委員会の皆さんと国土交通省幹部並

びに県選出衆議院議員の森山先生に要望してま

いりましたので、御報告いたします。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  おはようございます。６

月定例議会後の議会に報告すべき主な事項につ

いて御報告をいたします。 

 初めに、７月６日に発生いたしました平成29

年７月九州北部豪雨災害により被災されました

皆様を初め、関係者の方々に心からお見舞いを

申し上げますとともに、犠牲になられた方と御

遺族の皆様方に対し、深くお悔やみを申し上げ

ます。 

 本市の被災地に対する支援につきましては、

７月14日住宅提供等の各種生活支援に関する、

受け入れ支援相談窓口を県内で一番先に市民課

相談係に設置をいたしました。また、現金につ

きましては、７月12日から８月15日までの期間、

市役所本庁、牛根支所、新城支所の３カ所に現

金箱を設置いたしましたところ、23万9,326円

が寄せられましたので、垂水市社会福祉協議会

を通じて、被災地へお届けをいたしました。垂

水市民の御善意に厚く御礼を申し上げる次第で

ございます。 

 梅雨期間における大雨対策といたしましては、

２度の災害警戒本部の設置、避難所の開設対応

をいたしました。台風５号の接近に関する対策

につきましては、８月４日午後３時に災害警戒

本部を設置し、同日午後４時に市内全域に避難

準備、高齢者等避難開始情報を発令して、早目

の避難準備を呼びかけ、５時に９カ所の避難所
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を開設し、６時には避難勧告へ切りかえました。

最大時には115世帯、184名の方々が９カ所の避

難所に避難されましたが、台風の進路が太平洋

側へ反れたこともあって、大きな被害もなく通

過していきました。 

 今後も、早目の避難を呼びかけ、早目の情報

収集、早目の情報伝達で防災対策を進め、人災

ゼロの対策体制に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、企画政策課所管事項について報告を申

し上げます。 

 南の拠点整備事業でございますが、８月21日

に民間事業者等選定委員会を開催し、拠点施設

Ｂ棟をＰＦＩ事業で整備する優先交渉事業者を

選定いたしました。選定された事業者は、鹿児

島総合企業体グループで、代表企業が鹿児島市

の株式会社南日本総合サービス、構成企業が鹿

児島市の株式会社東条設計、鹿屋市の豊明建設

株式会社、東京都のリニューアブル・ジャパン

株式会社、本市の株式会社秀建設、協力会社が

株式会社垂水未来創造商社でございます。現在、

基本協定を締結し、提案に基づく契約事項の調

査作業を行っております。11月中旬までに仮契

約、12月議会で契約に関する議案を提出したい

と考えております。 

 次に、新総合計画の策定状況でございますが、

市民、職員合わせて延べ230人の参加をいただ

いた鹿児島大学公開講座の結果等を活用して、

基本構想素案を作成いたしました。今後、パブ

リックコメントや総合開発審議会での答申をも

とに、最終調整を行いまして、12月議会で御提

案できるよう作業を進めてまいります。 

 次に、地域振興でございますが、国の過疎地

域等集落ネットワーク圏形成支援事業の採択を

受けた垂水地区において、実施計画に基づき事

業が進められております。ふれあいの交流促進

事業として、８月７日から13日にかけてマイ

ロードで七夕祭りを開催し、各振興会や子供会

を中心に、子供から大人まで一緒になり、竹の

切り出しから飾りづくり、飾りつけなどを行い、

夏の夕べを彩りました。今後、旧田中邸の空き

家を活用して、ふれあいの拠点となる整備等を

計画しております。その他の事業につきまして

も、事業達成に向けて地区を支援してまいりま

す。 

 また、牛根新城地区につきましては、平成24

年度に策定した地域振興計画に見直し計画の策

定作業に取り組んでおり、既に牛根地区で４回、

新城地区で２回、見直し委員会を開催しており

ます。今後も年内策定に向けて引き続き協議を

重ねてまいります。 

 次に、ふるさと応援寄附金でございますが、

本年度は、８月23日現在１万2,246件、約２億

2,913万円の御寄附をいただいております。本

年度は本市のふるさと納税のＰＲや返礼品の充

実を進めていることから、昨年の同時期と比較

し、件数が4,253件増の約1.5倍、金額が約

8,424万円増の約1.6倍と伸びております。 

 次に、水産商工観光課所管について報告を申

し上げます。 

 まず、８月12日に開催をされましたたるみず

ふれあいフェスタ2017夏祭りでございますが、

ことしも市内外の多くの事業者様や個人の皆様

方から、大変ありがたい協賛金により実施する

ことができました。そして、主催されました垂

水市商工会青年部の皆さんに対し、この場をお

借りして深く感謝を申し上げたいと思います。

当日は、本市を含めて大隅半島内５カ所で夏祭

りが開催されましたが、お盆に帰省された方々

を初め、市内外から昨年より5,000人多い約４

万5,000人の来場者がございました。 

 開会宣言の後、垂水高等学校出身のお笑い芸

人フリートークによりますライブや同校生徒で

結成しております鹿児島フィッシュガールのカ

ンパチの解体ショー、よさこい踊りなど、昼間

のイベントの充実が図られ、早い時間から多く
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の来場者があったことにより、会場内の出店者

はもちろんのこと、周辺商店街の活性化に貢献

できたものと考えております。 

 加えまして、西田あいさんのスーパーライブ

にも多くの来場者があり、メインであります花

火の際には、会場のほとんどを埋め尽くし、夜

空を彩る6,000発の花火を御堪能していただき

ました。 

 次に、スポーツ合宿の受け入れ状況でござい

ますが、７月から８月にかけて鹿児島実業高校、

樟南高校、兵庫県神戸市からＦＣみなとＧＲＡ

Ｗサッカー部、鹿児島商業高校、鹿児島女子高

校、中京高校の剣道部が本市で合宿を実施いた

しました。 

 昨年と比較いたしますと、滞在延べ人数は

745人多い、2,049人で夏休み期間中では過去最

高となりました。これまでの誘致活動の成果が

出てきているようでございますので、今後も継

続して取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、農林課所管事項について報告を申し上

げます。７月７日から８日の梅雨前線豪雨によ

り農業用施設では、新城の東山口地区において

水路災害が１件発生いたしましたので、災害復

旧申請採択に向けて準備を進めているところで

ございます。 

 ７月29日から30日の２日間、霧島市の姶良中

央家畜市場で開催されました第11回全国和牛能

力共進会、鹿児島県最終予選会に肝付地区第５

区代表として上市木、笠木ヒサ子さんの牛が県

代表として選抜され、９月７日から宮城県で開

催される全国和牛能力共進会に出場することに

なりました。５年に１度のこの大会は和牛のオ

リンピックと呼ばれており、本市からの出品は

第100回大会以来15年ぶりの快挙となります。

５年後の次回大会は鹿児島県霧島市で開催され

ますので、ぜひ、和牛日本一の称号を他の鹿児

島県からの出品牛ともども持ち帰ってもらいた

いと期待をしているところでございます。 

 次に、学校教育課所管事項について報告を申

し上げます。 

 ７月６日、わくわくどきどき夢教室を文化会

館で開催し、市内全小中学生が参加いたしまし

た。本年度は鹿児島交響楽団によるフルオーケ

ストラの音楽鑑賞で、吹奏楽に弦楽器が加わっ

たときの音楽の広がりや奥深さを感じることが

できました。 

 また、子供たちがよく知っている曲の演奏や

指揮者体験をさせていただき、とても充実して

おりました。演奏終了後では、自分の指揮で

オーケストラの演奏ができて嬉しかった。自分

も楽器を演奏するので、もっと練習して楽器の

演奏者になりたい、自分の夢を持って努力して

いけば叶いそうな気がしてきたなどの、子供た

ちの夢を膨らませる感想が聞かれました。 

 また、８月８日、９日の２日間、あつまれわ

んぱく夏の勉強会を市内小学校４年生から６年

生の希望者を対象に、垂水中央中学校で開催を

いたしました。本年度は130人の参加があり、

希望する教科を重点的に学習いたしました。指

導者は市内の各小中学校の約40人の先生方がボ

ランティアとして協力してくださいました。子

供たちからは、夏休みの学習がよく進んで嬉し

い、先生方がわかりやすく丁寧に教えてくださ

った、来年もまた参加したいなどの感想が寄せ

られ、一方先生からは、精一杯学習する子供た

ちの姿を見ることができとてもよかった、他校

の子供のことを知ることができ貴重な経験とな

ったという声が寄せられました。参加者及び指

導者ともに増加の傾向にあり、この事業が定着

し、内容も充実してきているものと考えており

ます。 

 次に、社会教育課関係でございますが、７月

17日海の日に、第11回錦江湾シーカヤック大会

ｉｎ垂水が柊原垂水南漁港隣の海岸で開催をさ

れ、小学４年生の部から親子の部までの８部門

に鹿児島市など県内５市のほか、遠くは宮崎県
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都城市や熊本県人吉市から87チーム、174人の

御参加をいただきました。大会は、大隅青少年

自然の家のほか、関係団体の皆様を初め地元柊

原の方々の御協力をいただき、天候にも恵まれ、

盛会のうちに終了することができました。 

 ８月４日に市立図書館では、垂水大空襲から

72年、「戦争があったころのことを知ろう」の

企画展を開催いたしました。これは昭和20年８

月５日の垂水大空襲や戦争体験を語り継いでい

くために、毎年内容を工夫し開催いたしており、

当日は78名の参加がありました。 

 内容としましては、実際にインパール作戦に

従軍された森山さん、中国大陸戦線に従軍され

た野添さんの貴重なお話や、戦争体験記の朗読

を行い、合わせて戦時中の資料の展示を行いま

した。参加者からは従軍した父のことを思い出

し、胸が熱くなりましたとの感想が寄せられま

した。 

 次に、８月30日、垂水市文化会館、自主文化

事業、笑顔で健康、元気、三遊亭円楽・林家三

平落語会を開催し、約850名の皆様にご来場い

ただきました。本事業は、市民の心に潤いを与

え、あしたを生きる原動力とすることで、元気

な垂水づくりを促進するという趣旨のもと、本

物の舞台芸術の場を提供するとともに、市民の

皆様に楽しみと元気をお届けすることができた

と思っております。 

 次に、本市の交通事故の発生状況についてで

ございます。 

 前年同時期を比較しますと、発生件数が16件、

死亡者数で１名、負傷者数で23名、いずれも増

加しております。今後も、鹿屋警察署、交通安

全協会などの関係機関並びに振興会の御協力を

賜りながら、交通事故の発生や死亡事故の減少

を図るための交通安全対策を強化してまいりま

す。 

 次に、主な出張業務について報告を申し上げ

ます。 

 県外出張につきましては、６月６日には東京

にて、全国市長会、理事・評議員合同会議に、

翌日７日は第87回全国市長会議に理事として出

席し、各種議案の審議を行ってまいりました。 

 また、同日、全国青年市長会役員会に副会長

として第132回全国過疎地域自立促進連盟理事

会には理事として出席をし、各種議案の審議を

行うとともに、意見交換を行ってまいりました。 

 ７月21日には福岡にて暑気払い夏の夕べに参

加し、財界関係者との情報交換を行ってまいり

ました。 

 ７月24日には福岡にて九州中央整備局に対し、

国道整備促進特別委員会の要望活動を行い、翌

日25日には大隅総合開発期成会として関係省庁

に対し、要望活動を行ってまいりました。 

 ８月３日には、沖縄にて平成29年度九州地区

漁港漁場大会へ出席し、各種議案の審議を行う

とともに、水産関係者との情報交流を行ってま

いりました。 

 ８月９日には、本市と鹿児島市、霧島市、鹿

屋市の４市で構成しております桜島火山活動対

策協議会の要望事項について、地元選出国会議

員や関係省庁に対して要望活動を行ってまいり

ました。 

 また、翌10日には関係省庁に対して、国道整

備促進特別委員会の要望活動を行ってまいりま

した。 

 ８月17日には、熊本にて第31回全国青年市長

会総会に副会長として出席をし、各種議案の審

議を行うとともに、意見交換を行ってまいりま

した。 

 次に、県内の主な出張業務でございますけれ

ども、６月19日には県観光連盟総会に出席し、

各種議案の審議を行うとともに、観光関係者と

の情報交流を行ってまいりました。 

 ７月５日には、鹿屋警察署管内国際化対策連

絡協議会に出席し、各種議案の審議を行ってま

いりました。 
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 ７月18日には、大隅国道河川事務所に対し、

国道整備促進特別委員会の要望活動を行ってま

いりました。 

 ７月29日には、姶良地区家畜市場で開催され

ました鹿児島県畜産共進会、全協、県最終予選

会に本市から1頭出席しましたので、激励に行

ってまいりました。 

 ８月８日には、第75回国民体育大会鹿児島県

準備委員会総会及び燃ゆる感動かごしま国体、

鹿児島大会実行委員会総会に出席し、各種議案

の審議を行うとともに、国体関係者との情報交

流を行ってまいりました。 

 ８月21日には、南九州市で開催されました鹿

児島県市長会定例会に出席し、各種議案の審議

を行うとともに、被災３県市町村への人的支援

についての意見交換を行ってまいりました。 

 ８月24日には、大隅森林組合通常総代会に出

席し、各種議案の審議を行ってまいりました。 

 そのほか、役員を務めます鹿児島豊かな海づ

くり協会理事会、県漁業信用基金協会理事会、

県農業信用基金協会理事会、県浄化槽推進市町

村協議会、県港湾協会通常総会等に出席し、各

種議案の審議を行ってまいりました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

 ここで、保健課長より発言の申し出がありま

したので、これを許可します。 

○保健課長（鹿屋 勉）  おはようございます。 

 ７月21日に開かれました、公営企業決算特別

委員会において、平成28年度垂水市病院事業会

計決算書に一部修正がございました。内容とい

たしましては、お手元に配付いたしましたとお

りでございますので、修正がたよろしくお願い

申し上げます。 

 なお、監査意見書につきましても、監査委員

に訂正をお願いしたところでございます。今後

は、このようなことがないよう慎重に業務を進

めてまいりますので、御理解のほどよろしくお

願い申し上げます。 

   △議案第41号・議案第42号上程 

○議長（池山節夫）  日程第４、議案第41号及

び日程第５、議案第42号の議案２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第41号 平成28年度垂水市水道事業会計剰

余金の処分及び決算の認定について 

議案第42号 平成28年度垂水市病院事業会計決

算の認定について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  ここで、公営企業決算特

別委員長の審査報告を求めます。 

   ［公営企業決算特別委員長北方貞明議員登壇］ 

○公営企業決算特別委員長（北方貞明）  皆さ

ん、おはようございます。去る６月23日の平成

29年第２回定例会において、公営企業決算特定

委員会付託となり、閉会中の継続審査となりま

した、議案第41号平成28年度垂水市水道事業会

計剰余金の処分及び決算の認定について、並び

に議案第42号平成28年度垂水市病院事業会計決

算の認定について、去る７月21日に公営企業決

算特別委員会を開き審査いたしましたので、そ

の結果を御報告申し上げます。 

 審査に当たりましては、予算が議決の趣旨、

目的に従って適正かつ効率的に執行されたかど

うか、問題点はなかったか、そしてどのような

行政効果が発揮できたか、そのことで今後の行

財政運営において、どのような改善工夫が必要

かに重点を置き、さらに計数的なことについて

は、監査委員の審査意見書を十分尊重し、決算

報告書、監査意見書に基づいて審査を進め、関

係課長の説明を求めながら予算執行の実績を確

認し、その適否について慎重に審査いたしまし

た。 

 それでは、両決算の主な質疑について申し上
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げます。 

 まず、水道事業会計決算について、経営の健

全性、効率性という観点から、水道料金の見直

しの検討をするのかとの質疑に対し、平成29、

30年度が水道ビジョンの見直しの時期となって

おり、水道管の耐震化を図る上で、水道料金の

値上げをお願いせざるを得ない状況になるので

はないかと考えていると答弁がありました。 

 次に、修繕費と建設改良費に1,000万以上の

多額の不用額が生じているのはなぜかとの質疑

に対し、修繕費については、性質上、頻度や状

況について見通しが立たないためであり、建設

改良費については、県所管、土木課所管の工事

が翌年度に移行するためであるとの答弁があり

ました。 

 また、病院事業会計決算においては、説明前

に担当課より決算書のうち、当初予算額記載内

容に修正がある旨の報告があり、修正内容につ

いては、修正内容が記載された決算書の対象

ページと決算意見書の差し替え版をお手元に配

付していおりますので、ご覧ください。 

 審査の中で、入院患者が増えて収益が上がっ

た背景は何かとの質疑に対し、徳洲会病院の閉

院の影響が大きいと分析しており、本年２月の

段階で病床の稼働率は100％を超えていたとの

答弁がありました。 

 次に、医師看護師等の確保の問題についての

取り組みと、その結果についてはどうかとの質

疑に対し、取り組みについては病院のホーム

ページに掲載しており、医師については１名増

員、看護師については新卒者１名、徳洲会病院

の経験者の補充があり、薬剤師についてはなか

なか応募がなく、医療関係者の人材は常時不足

の状況が発生しているとの答弁がありました。 

 次に、中央病院の今後の方向性についてどう

考えるかとの質疑に対し、地域医療構想の中心

となるべく施設としての存在価値を見い出し、

予防医療に力を入れていきたいとの答弁があり

ました。 

 以上、主な質疑を申し上げました。 

 まとめといたしまして、監査委員の決算意見

書にありますように、水道事業会計については、

収益の基礎となる給水人口が減少傾向にあり、

営業収益が左右される上、施設の減価償却や企

業債の借り入れによる償還額等が経営を圧迫す

ることが懸念される中、新たな企業債の借り入

れを行ってはいるが、利益が増加し、借り入れ

残高が順当に減少してきていることが、経営努

力の大きな成果である点、病院事業に置いては、

老朽化が進んだ全身用エックス線ＣＴ診断装置

一式などを一新し、シリンジポンプ簡易調整検

査機を購入することにより、高度化、専門化、

多様化していく医療需要に対応し、高度医療

サービスの提供を果たしており、年々人口が減

少している中で、医療の質の向上と安定収益の

確保を図りながら、経営改善に努力している点

などが評価されています。本委員会としては、

両事業とも引き続き経営基盤の安定化と経営の

健全化に努めていただくよう求めているもので

す。 

 以上の質疑などを踏まえた上で、議案第41号

平成28年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及

び決算の認定について、剰余金の処分について

は原案のとおり可決し、決算については適正で

あると認め、認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第42号平成28年度垂水市病院事業

会計決算認定については、修正案のとおり可決

し、決算については適正であると認め、執行部

から出された修正後の決算を認定することに決

定いたしました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑ありませんか。それ

では質疑なしと認めます。これで質疑を終わり
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ます。 

 これから、討論を行います。討論はありませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。ただいまの委員長の報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第41号平成28年度垂水市水道事業会

計剰余金の処分及び決算の認定については、原

案のとおり可決、決算については認定すること

とし、議案第42号平成28年度垂水市病院事業会

計決算の認定については、認定することに決定

いたしました。 

   △議案第43号上程 

○議長（池山節夫）  日程第６、議案第43号垂

水市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進

委員の定数に関する条例案を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（二川隆志）  皆さん、

おはようございます。議案第43号垂水市農業委

員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数

に関する条例案について、御説明申し上げます。 

 本議案は、平成28年４月１日に施行されまし

た農業共同組合法等の一部を改正する等の法律

により、農業委員会等に関する法律が改正され

ましたことにより、上程させていただくもので

ございます。 

 その中におきまして、農業委員会の委員につ

きましては、従来、公職選挙法の準用により選

挙権を持っていた農民から選任された委員と各

種団体から選出された委員で構成されておりま

したが、改正後におきましては、これを市町村

長が議長の同意を得て任命されることとされて

おります。 

 また、この場合におきまして、農業委員会の

委員の過半数を認定農業者とすることなど、委

員の任命に対して一定の要件を満たさなければ

ならないとされたところ、認定農業者等が自ら

各地域の活動まで行うこととするのでは、委員

となった認定農業者の負担が過大となる恐れが

あると考えられますことから、その役割を軽減

するために農地利用最適化推進委員を新設する

ことになり、互いに連携して農地利用の最適化

を推進し、担い手への集積、集約化、耕作放棄

地の発生防止、解消、新規参入の促進を行うこ

ととされているところでございます。 

 このようなことから、本市における農業委員

会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に

関する事項を定めるに当たり、条例を制定しよ

うとするものでございます。 

 それでは、条例案の内容を御説明申し上げま

す。 

 第１条でございます。条例の趣旨、規定とな

ります。第２条は農業委員会の委員の定数、第

３条は農地利用最適化推進委員の定数で、それ

ぞれ10名ずつとなっております。 

 なお、附則といたしまして第１項はこの条例

を公布の日から施行すること。第２項は現在の

選挙委員の定数を規定しております。垂水市農

業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止す

ること。第３項は垂水市報酬及び費用弁償条例

の一部の改正を行い、農業委員会会長、農業委

員会会長代理及び農業委員会委員の報酬につい

て、別表第２条の関係で報酬額の欄に年額24万

円以内で実績加算額として市長が定める額を追

加し、農地利用最適化推進委員の報酬につきま

して、別表第２条関係で農業委員会委員の項の

次に、区分の欄に農地利用最適化推進委員、報

酬の欄に月額３万円に加えて年額24万円以内で

実績加算額として市長が定める額、費用弁償の

欄に旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅

費相当額と同様に追加することとしております。 

 第４項につきましては、経過措置としまして
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現行の農業委員会の委員の皆様の任期でありま

す平成30年５月31日までは、この条例は適応せ

ず、廃止前の垂水市農業委員会の選挙による委

員の定数条例及び改正前の垂水市報酬及び費用

弁償条例、別表の既定はなお、その効力を有す

るものとするものでございます。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  それでは、今の議案に対して

質疑をしていきたいというふうに思います。 

 ポイントは、先ほど言われたとおり、公選制

から任命制に変わったということで、その中で

もやっぱり農家の代表制としての維持ができる

仕組みということで、現場からもそういう声が

上がったということで、先ほど１点の要件が課

せられたということを言われました。確かに、

そういう中身であります。 

 そこで、お聞きしたい１点目が、この定数10

名、農業委員10名、それから推進委員10名とい

うふうになっています。上限もあったかという

ふうに思いますが、この定数の条件、例えば農

業者数、農地面積等があったかというふうに思

うんですが、なぜ10名になったのか。 

 それから、先ほど推進委員については、大変

だから推進委員を置くと言われましたけど、こ

れについても委嘱しなくてもいい条件というの

が確かにあるはずです。いわゆる遊休地集積が

進んでいるところは、一定の条件をクリアすれ

ば委嘱しなくてもいいというふうになっている

かと思いますけども、ちょっと先ほどの説明じ

ゃ、ちょっとそのあたりが十分じゃなかったん

じゃないかというふうに思います。この点につ

いての補足説明が必要じゃないかなというふう

に思います。 

 それと、農業委員の選出についてなんですけ

れども、先ほど言われたとおり、用件が課せら

れたというふうにありました。１つは議会の同

意を必要とするということがあります。それか

ら、あと農業者等からの候補者の推薦及び募集

を行うと。これを主に１カ月ということを聞い

てますけども、その結果を公表し結果を尊重す

ると。じゃあ、定数を超えた場合はどうなるの

かということがあります。この点について、定

数を超えた場合の対応について、どんなふうに

されるのか。 

 それと、あと３つ目が、農業委員の半数以上

が、先ほど認定農家が占めると、農業者が占め

るということで、農業者以外でも中立の立場で

公正な判断ができる人を１人以上入れるという

ことと、それから重要な点だと思うのですが、

女性や青年を積極的に登用することなども課せ

られたというふうに聞いているんですけれども、

これについてはどのように対応されるのか、こ

の辺についてお聞きしたいと思います。 

○農業委員会事務局長（二川隆志）  まず、10

名の定数につきましてですけれども、こちらに

つきましては、平成17年に１回目の改正を行っ

ておりまして、こちらのほうにつきまして、12

名から10名という形で改正をしております。そ

の際におきましては、当時農地面積におきまし

ては1,260ヘクタールが垂水市の農地でござい

ました。その際に、定数では12名を確保できる

んですけれども10名という形で、あと各種団体

からの推薦をいただいて、４名いただいて14名

で定数としておりました。今回の改正によりま

して、推薦枠というところが撤廃されましたの

で10名という形では堅持したいというところと、

現在の農地面積につきましては、当時平成17年

から29年におきましては、約2,000ヘクタール、

現在のところ1,060ヘクタールが垂水市の耕地

面積でございます。この面積につきまして、農

業委員の方々に審議していただくんですけれど

も、まず、今後におきましてもまず、農地面積

につきましては1,060ヘクタールを堅持してい
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きたいというところでは、やはり10名を必ず確

保して臨みたいと。それによって、今回は農業

委員会の選任につきましては、地区割を行った

形での公募ができませんので、そういったとこ

ろを補完していただくために、推進委員につき

ましては地区割によって公募ができますので、

そういったところを補完したいというふうな考

えでございます。 

 続きまして、推進委員のほうを選任しなくて

もいい理由なんでございますけれども、具体的

には、まず農業委員会が推進委員を委嘱しない

ことができる市町村という形の定義でございま

すが、この場合では遊休農地率が１％以下、そ

して担い手の農地集積率が現在70％以上である

自治体につきましては、委嘱しなくてもいいと

いうことでございますけれども、今のところ、

本市におきましては遊休農地率につきましても、

担い手の集積につきましてもこの枠にはまらな

いというところで、委嘱させていただくという

ふうに決めたところでございます。 

 それから、農業委員の方々について、募集を

かけた際、認定農家であるとか女性の方々、そ

して中立の立場の方々をどのように公募するか

というところでございますけども、こちらにつ

きましては、まず公募につきましては、農業者

であることなど、あと女性であること、中立で

あることなど、条件を選定した形での公募はで

きないという形になっておりますが、そういっ

たところにつきましてはまず、あと認定農業者

の方々につきましては、認定農業者の方々の会

に積極的に情報を流して公募を募りたいという

形で考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 あと、公募をかけた際に応募者数がオーバー

した場合、その場合につきましてはもちろん選

定委員会という会を開催して、その中から選定

させていただくという形になると思います。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  上限が10名、本市の場合は10

名に当たるのかなと思っておりますけれども、

逆に言うと遊休地、それから集積がなかなか進

んでないということの一方でもあらわれ、また

推進委員の役割が大変重要になっていくのかな

というふうに思うんですが、あと農業委員の選

出の問題で、定数を超えた場合の問題です。こ

の点にてついて、十分な中身ちょっとなかった

んですけれども、こういった場合については、

大事なのはやっぱり公平性、透明性がきちっと

担保されてないと、いわゆる何で選ばれたのか

っていうのが、第３者にはなかなかわかりずら

いという点が出てくるというふうに思うんです。

だから、そういう措置をどんなふうに講じてい

くのか。 

 例えば、国は応募した全農業委員の意見を聞

いたとか、パブリックコメントの実施等をやる

べきではないかという、そういう例示も示して

ます。当然、選考委員会の設置、それから応募

段階での選考基準をきちっと示していくという

ことが言われているわけなんですけども、これ

についてもやっぱりそういう対応、準備という

のは当然されると思うんですが、そういう考え

方があるのかどうなのか、それとあと要件が満

たされれば、市内に居住するとか農地を所有す

るとか、それから耕地に従事するとか、農地を

所有するという資格は問われなくなるというこ

とが言われているわけなんです。 

 こういうことで、その中立委員を農業者以外

からも選出は可能になるということですが、こ

れらについて問題、課題というのはないのか。

この辺についてちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○農業委員会事務局長（二川隆志）  もし今回、

農業委員をそういった条件で選定するに当たっ

てはさまざまな問題が発生すると思います。そ

ういったところの知識でありますとか、地域性

でござますとか、そういったところにつきまし
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て、我々としては推進委員、そちらのほうに地

域に精通した方々が選任されればというような

形で考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  選考基準とか先ほどいろいろ、

パブリックコメントの問題とか言いましたけど

も、そのあたりはきちっとやっていくのかどう

なのか、そのあたりもやっぱりしないと、本当

に第３者的にはどんな形で選任されたのかわか

らないという部分もあると思うんです。当然、

候補者の方々も意見を主張したいということが

あると思うんです。その点についてどんなふう

な中身なのかということを、先ほど質疑したん

ですけど。 

○農業委員会事務局長（二川隆志）  現在も、

このような形で新体制に移行している自治体の

ほうが約８割ございます。ですので、そういっ

たところの先進地の事例からこれも含めて、参

考にさせていただきながら、本市において中身

的な部分も検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（池山節夫）  ほかに質疑はありません

か。 

○堀内貴志議員  この件については、今後、産

業厚生委員会のほうでしっかり審議されると思

いますけれども、私、総務文教委員会に所属し

てますので、見とって１点だけちょっと質問し

たいことがありました。 

 報酬及び費用弁償の条例の関係で、現行では

この委員に対して月額報酬のみ支給されており

ますけれども、改正案では月額に合わせて年額

が支給されるというふうになってます。額は24

万円以内で市長が定める額ということですが、

この理由と、例えばどういう場合に支給される

のか、その点だけを教えていただきたいと思い

ます。 

○農業委員会事務局長（二川隆志）  まず、今

回の月額報酬についてはその据え置きという形

で考えております。実績加算額についてでござ

いますけれども、これにつきましては24万円、

現在こちらの考え方につきましては、委員の

方々の活動実績による支払い、そして成果実績

による支払いと、この２つの関係でやっており

ます、考え方が示されているところでございま

して、こちらにつきましては、根拠としまして

は、活動実績につきましては、交付額につきま

しては一定の実績があれば月額6,000円をお支

払いすると、交付しますと。 

 成果実績払いについては、最高で月額１万

4,000円を交付するという形でございますけれ

ども、こちらにつきましては従来の活動、農業

者の意向の把握、意向を踏まえて出していって

いるのは調整など、こういった活動は従来の活

動実績払いの支払い交付となります。 

 あと、成果実績につきましてですけれども、

いかにしてこの農地の集積の進捗状況を上げる

か、この集積率のパーセントによって活動の実

績として点数が付けられるという形になります。

最終的に、１月から12月までのこの成果実績を

とりまとめまして、翌年１月に国のほうへ報告

するという形でございます。 

 最終的には国から、その交付実績に基づいた

査定が行われまして、２月に交付金があり、３

月末の年度末に実績額に応じた交付金をまた委

員の皆さんに支払いたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  確認だけ１点。いわゆる、今

まで月額で報酬支払しとったですが、月額にプ

ラスして年額を支払うということは、単純に考

えると、簡単に考えると業務が増えるというこ

とでよろしいんでしょうか。その関係で、年額

の加算が加えられたという理由でよろしいのか、

その点だけ。 

○農業委員会事務局長（二川隆志）  基本的な
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業務は増えるというふうに考えております。特

に、この遊休農地の解消というところを国が求

めておりますので、そのことになります。 

 以上でございます。 

○議長（池山節夫）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいまの議案第43号は、産

業厚生委員会に付託の上審査したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第43号は産業厚生委員会に付託

の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第44号・議案第45号上程 

○議長（池山節夫）  日程第７、議案第44号及

び日程第８、議案第45号の議案２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第44号 垂水市営住宅条例の一部を改正す

る条例案 

議案第45号 垂水市病院事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  説明を求めます。 

○土木課長（宮迫章二）  おはようございます。

議案第44号垂水市営住宅条例の一部を改正する

条例案について、御説明申し上げます。 

 垂水市営住宅条例は、公営住宅法に基づく支

援住宅の設置及び管理について必要な事項を定

めることを目的に制定した条例でございます。 

 今回の本条例の一部改正は、第７次地方分権

一括法により、公営住宅法の一部改正が平成29

年７月26日に施行され、公営住宅の家賃に関す

ることについて一部改正されたため、条例にお

いても整理する必要が生じたものであります。

法の改正の概要について説明しますと、公営住

宅の入居者が認知症であるもの、知的障害者等

である場合において、当該入居者が収入の申告

をすることが困難な事情にあると認めるときは、

当該入居者からの収入の申告がなくても、公営

住宅法施行例で定めるところにより、当該入居

者の毎月の家賃を定めることができるようにな

りました。 

 それでは、添付してあります新旧対象表で御

説明申し上げます。 

 改正する箇所をアンダーラインでお示しして

あります。第５条の改正規定は文言の整理でご

ざいます。第６条第２項は市営住宅の入居者資

格のうち、同居するものがいないものが入居で

きる市営住宅について規定していたものです。 

 平成24年４月１日に施行された第１次一括法

による公営住宅法の一部改正により、同居親族

要件が廃止後も独自に単身入居可能な住宅につ

いて、制限を設けていましたが、市営住宅への

入居相談と空き家の状況から制限を設ける必要

はないと考えられることから、同項を削り、ど

の市営住宅においても単身での入居申し込みを

可能とするものです。 

 第９条第２項の改正規定は、文言の整理でご

ざいます。 

 第15条、第４項は認知症等で入居者で収入の

申告をすることが困難な事情にあると認めると

きの、家賃の算出について新たに規定を加える

ものであります。 

 次に、第31条第３項を同条第４項とし、同条

第２項の次に、認知症等で収入の申告をするこ

とが困難な事情であると認められる入居者が、

収入超過者と認定されたときの家賃の算出につ

いて、新たに規定を加えるものであります。 

 第31条第４項の改正規定は、同条における新

たな項の追加に伴う文言の整理でございます。 

 第33条から第39条までの改正は、これまで説
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明してまいりました、条文の追加及び政令の条

ずれに伴う条項の整理でございます。 

 なお、附則としまして、この条例は公布の日

から施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○保健課長（鹿屋 勉）  議案第45号垂水市病

院事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例案について、御説明申し上げます。 

 垂水市立医療センター、垂水中央病院の管理

運営につきましては、昭和62年３月の開設以来、

公益社団法人肝属郡医師会の協力を得て、平成

17年度まで業務委託、平成18年度から現在まで

指定管理者制度にて事業を進めてまいりました。

肝属郡医師会の献身的な取り組みにより、重大

な医療過誤もなく、黒字基調の健全な経営が維

持されておりますが、垂水徳洲会病院が撤退す

るなど、本市における医療をめぐる動きには目

まぐるしいものがあり、市民の要望の高い医療

体制の充実を図っていくためには、垂水中央病

院の管理運営をより一層強化していく必要があ

ります。今後も地域に根差した医療を実践する

とともに、適切な管理運営により、健全な経営

を維持していくために、指定管理制度における

医療料金の取り扱いを、料金収受代行制から利

用料金制へ変更するため、本条例の一部を改正

しようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容を添付いたしておりま

す新旧対照表で御説明申し上げます。 

 第９条は、管理方法の変更に伴い、見出し第

１項、第２項及び第４項にございます料金の文

言を利用料金に改め、その他文言の修正を行う

ものです。 

 第10条及び第11条におきましても、同じ内容

で見出しと条項の修正を行うものでございます。 

 次に、第14条の見出しを指定管理者による管

理に改め、同条中、第３条の後に及び第10条を

加えるものでございます。 

 次に、第17条から第19条を１条ずつ繰り下げ、

新たに第17条として、利用料金制の条項を加え

第１項において地方自治法、第244条の２、第

８項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の

収入として収受させるものとし、第２項から第

４項において、利用料金の額を決定する際の垂

水市長の権限を担保する内容を規定するもので

ございます。 

 なお、附則としまして第１項は、改正後の条

例を平成30年４月１日から施行しようとするも

のでございます。 

 第２項は、この条例の施行日前の診療及び検

査にかかる料金等につきましては、従前の扱い

とするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいまの議案第44号、議案

第45号は、いずれも産業厚生委員会に付託の上

審査したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第44号及び議案第45号は産業厚

生委員会に付託の上、審査することに決定いた

しました。 

   △議案第46号上程 

○議長（池山節夫）  日程第９、議案第46号大

野原辺地に係る総合整備計画の変更についてを

議題といたします。説明を求めます。 

○企画政策課長（角野 毅）  おはようござい

ます。議案第46号大野原辺地に係る総合整備計

画の変更について、御説明申し上げます。 

 大野原辺地にかかる総合整備計画につきまし
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ては、平成25年から平成29年度までの５カ年に

わたり、市道田地明垂桜線の改修工事を実施し、

その財源に辺地対策事業債を充当するための計

画変更を、平成27年第３回市議会定例会にて上

程し、議決をいただいたところでございますけ

れども、今回、当計画を変更することについて

議会の議決を求めようとするものでございます。 

 辺地にかかる総合整備計画とは、辺地にかか

る公共的施設の総合整備のためにも、財政上の

特別措置等に関する法律に定めれた、用件に該

当している地域を辺地として、辺地とその他の

地域との間における住民の生活文化水準の著し

い格差の是正を図ることを目的として策定する

ものでございます。総合整備計画の変更内容に

つきまして、御説明申し上げます。 

 市道田地明垂桜線については、改修工事を平

成25年度から平成29年度まで計画をいたしてお

りますけれども、その財源の辺地対策事業債に

ついて、充当額を増額するための計画変更でご

ざいます。今回の平成29年度分の事業費の変更

につきましては、600万円から700万円の増額、

全額辺地対策事業債を充当する計画となってお

ります。 

 なお、この辺地にかかる総合整備計画に基づ

いて実施される、事業の必要経費につきまして

は、元利償還に要する経費の80％が交付税措置

される辺地対策事業債を財源とすることができ

るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいまの議案第46号は、総

務文教委員会に付託の上審査したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第46号は産業厚生委員会に付託

の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第47号上程 

○議長（池山節夫）  日程第10、議案第47号垂

水市教育委員会委員の任命についてを議題とい

たします。説明を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  議案第47号の垂水市教育

委員会委員の任命についてを御説明申し上げま

す。 

 現在、垂水市教育委員会委員であります葛迫

幸平氏が平成29年10月17日をもって任期満了と

なりますことから、同氏を再任しようとするも

のでございます。 

 再任しようとする葛迫幸平氏の住所は垂水市

市木365番地、生年月日は昭和29年12月21日で

ございます。任期は４年となっておりますので、

平成29年10月18日から、平成33年10月17日まで

となります。 

 なお、本議案は中央教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議

会の同意を求めるものでございます。ご同意い

ただきますよう、よろしくお願いを申し上げま

す。 

○議長（池山節夫）  ここで、暫時休憩いたし

ます。休憩時間中、全員協議会室におきまして

全員協議会を開きますので、ただいまの議案を

持って御参集願います。 

     午前10時52分休憩 

 

     午前11時15分休憩 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  この方を選ぶときに、いわゆ

る芸術分野ということで非常にこれまでの教育
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委員としての中身から、大変期待というか、そ

のあたりの求められる中身があったかというふ

うに思うんですが、この３年間の中で、芸術家

といはいえ、そういう関係からどういう役割と

か結果とか、今見てらっしゃるのはこの点につ

いて、教育長のほうから。 

○教育長（坂元裕人）  ありがとうございます。

葛迫委員の、いわゆる委員としての評価という

のは、今おっしゃったとおり美術家としての、

いわゆる専門性を、例えば和田英作コンクール

です。これのメイン審査委員としてやっていた

だいておることと合わせて、現在は学校のいわ

ゆる図工、美術教育、これは講師として学校現

場に出向いて、教職員に具体的に指導したり、

あるいは市民講座の講師として絵画を好まれる

方々のニーズに合わせた指導も賜っているとい

うふうに、幅広い分野で学校教育のみならず、

社会教育も含めて、貢献の度合は高いというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（池山節夫）  いいですか、ほかに質疑

ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいまの議案第47号垂

水市教育委員会委員の任命については、同意す

ることに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第47号については、同意するこ

とに決定いたしました。 

   △議案第48号上程 

○議長（池山節夫）  日程第11、議案第48号平

成29年度垂水市一般会計補正予算（第３号）案

を議題といたします。説明を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  議案第48号平成29年

度垂水市一般会計補正予算（第３号）案を御説

明申し上げます。 

 補正の内容を記載しました参考資料をお配り

しておりますので、合わせてご覧ください。今

回の主な補正は、歳出が４月の人事異動に伴う

人件費の不足分についての増額補正、新庁舎建

設基本設計委託業務、浜平地区水路敷設替え工

事等でございます。歳入につきましては、各事

業に伴う国庫支出金及び県支出金、ふるさと応

援基金繰入金等を増額補正しようとするもので

ございます。また、特別会計の前年度決算確定

による一般会計からの繰出金にかかわる精算金

も特別会計繰入金として予算計上しております。 

 今回、歳入歳出とも２億2,123万4,000円を増

額しますので、これによる補正後の歳入歳出予

算総額は121億9,716万5,000円になります。補

正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

４ページまでの第１表歳入歳出予算補正に掲げ

てあるとおりでございます。 

 次に、歳出の事項別明細でございますが、主

な事務事業等の補正について御説明いたします。

なお、人件費の説明は省略させていただきます。 

 ９ページをお開きください。２款総務費５目

安心安全対策費の報償費は、高齢者の運転免許

証自主返納にかかわる商品券の額を変更したこ

とによる増額補正でございます。負担金補助及

び交付金は、自転車利用時のヘルメット着用促

進を図るため、高校生以下及び65歳以上を対象

に、自転車用ヘルメット購入に対し、補助金を

交付しようとするものでございます。 

 同じく、８目財産管理費の需用費は、庁舎屋

上部分の防水補修及び空調等の修繕料でござい

ます。 

 同じく、10目企画費の補償費及び委託料でご

ざいますが、新庁舎建設検討委員会の謝金、新

庁舎建設基本設計にかかわる委託料でございま

す。 

 同じく18目ふるさと納税制度事業費は志布志
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市及び大崎町で開催されるふるさと納税九州サ

ミットｉｎ大隅半島にかかわる食糧費と負担金

でございます。委託料につきましては、関東関

西在住者をターゲットにした垂水市ふるさと納

税プロモーション委託業務でございます。 

 11ページをお開きください。３款民生費６目

老人福祉の報償費から需用費までは看護師の謝

金や協議のための普通旅費、口腔ケアや指導用

消耗品等でございますが、鹿児島大学との連携

した健康長寿事業にかかわる経費でございます。 

 12ページをお開きください。４款衛生費４目

環境衛生費は、集落水道施設の災害復旧及び改

良にかかわる補助金、簡易水道特別会計の人件

費、修繕費の増加による繰出金でございます。 

 同じく９目潮彩町排水処理施設事業費の積立

金は、潮彩町排水処理施設事業費の前年度決算

額を基金に積み立てることで、大規模の修繕等

に備えるものでございます。 

 次に、13ページをご覧ください。６款農林水

産業費５目農林振興費の負担金補助及び交付金

は、農業用水源確保のための水源施設、排水施

設、電気施設に対しての補助金、耕作放棄地で

の営農に対する補助金、新規就農者支援の補助

金でございます。 

 同じく11目農地費の委託料は、上野台地排水

機能不全による浸食被害に対して、県事業での

対策を要望するための概要状況調査委託でござ

います。 

 次に、２項林業費２目林業振興費の委託料は、

市有林間伐予定地の測量委託費と市有林間伐実

施事業委託でございます。 

 同じく、７目林道整備事業費の公有財産購入

費は、林道海潟麓線開設事業における国道から

林道への進入路用地買収費用でございます。 

 14ページをお開きください。６款農林水産業

費２目水産業振興費の負担金補助及び交付金は、

元垂水の浄化施設のレーン取り替えにかかわる

補助金でございます。 

 次に、７款商工費２目商工業振興費の需用費

は、道の駅たるみずの給水加圧ポンプ等の修繕

費でございます。特定財源として垂水市観光振

興基金を充当しております。 

 同じく、４目観光施設整備費の使用料及び賃

借料は、昨年の台風16号災害にかかわる高峠つ

つじケ丘公園登山道の災害復旧等にかかわる重

機借上料でございます。 

 次に、８款土木費２項道路橋梁費１目道路維

持費の工事請負費は、道路維持にかかわる補修

費と浜平地区水路敷設替工事にかかわる費用で

ございます。 

 15ページをご覧ください。同じく５項都市計

画費２目公園費の工事請負費は垂水中央運動公

園、垂水スポーツランドの改修費用が建築単価

の上昇より不足するため、増額補正するもので

ございます。 

 16ページをお開きください。10款教育費２項

小学校費３目小学校施設整備費の工事請負費は、

新城小学校の裏庭一部のコンクリート舗装工事

費でございます。 

 一番下になりますが、同じく５項社会教育費

５目公民館費は新城地区公民館の雨漏り対策に

かかる工事費でございます。 

 17ページをご覧ください。同じく８目芸術文

化振興費の委託料は、下宮神社に建立されてい

る。瀬戸口藤吉翁及び和田英作画伯の顕彰碑の

移転、保存にかかわる費用、並びに両氏の記念

モニュメントの建立費用でございます。 

 同じく、６項保健体育費２目体育施設費の需

用費は垂水中央運動公園の水道料の不足による

増額補正、備品購入費は垂水中央運動公園並び

に各地区公民館で利用いただくためのグラウン

ドゴルフ用品一式にかかる費用でございます。

これらに対する歳入は、前に戻っていただきま

して、５ページの事項別明細書の総括表及び７

ページからの歳入明細にお示ししてありますよ

うに、それぞれの事務事業に伴う国庫支出金、
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県支出基金、ふるさと応援基金を含む基金繰入

金、特別会計の前年度決算にかかる一般会計へ

の繰入金、一般会計の前年度繰越金等を充てて

収支の均衡を図るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○感王寺耕造議員  担当の委員会ではないもの

ですから、ここでちょっと１点だけお願いをし

ます。 

 13ページです。６款の農林水産業費、そのう

ちの５目の農業振興費です。農業用水の水源確

保対策事業です。これについては、以前、３カ

年の事業で実施してたんですけれども、しばら

くお休みして29年度単年度で事業実施というこ

とで、当初予算が２件で300万ですか、予算計

上したかと思うんですけども、674万2,000円の

また追加ということで、何件分、結局要望が多

かったということだと思うんです。何件分あっ

たのか、それとあとこれだけ要望があるわけで

すから、単年度に限らず恒常的な予算をやっぱ

りつくっていただきたいと思うんです。 

 この分については大切な部分ですので、市長

に２点目は答弁いただければと思いますけれど

も、予算のもうそろそろ財政課長のところへお

願い行かなきゃいけない時期です。予算とって

こなきゃいけない時期になりますんで、財政課

長の前で市長、ちょっとその辺の考え方示して

ください。以上です。 

○市長（尾脇雅弥）  詳細は農林課長がお答え

いたしますけども、予算の考え方につきまして

は、ちょうど今、来年度の編成時期でございま

す。ご覧のとおり20課長さんもいらっしゃいま

すので、それぞれの分野があるということであ

ります。ただ、時期に応じて中身をしっかり吟

味して大事なところには予算を付けていくとい

う考え方で協議を重ねて、予算付けをしていき

たいというふうに思っております。よろしくお

願いいたします。 

○農林課長（二川隆志）  建設費でございます。

当初予算におきましては２件対応させていただ

いております。上野台地と、原田地区の農地に

おいて実施させていただいております。追加予

算につきましては、３件予定をしております。

農作物の品質向上及び肉用牛、ブロイラーとの

飼養に伴う水源確保ということで、ブロイラー

の業者さん、そして肉用牛生産業の方と農業生

産の方３名ということで、３カ所を予定してお

ります。以上でございます。 

○感王寺耕造議員  また新規に３件増えてきた

と。そのほかの取り組みたいという方もいるよ

うに私も聞いております。水源の確保について

は、畜産業もそうですけども園芸農家ですね、

なかなか上野台地でも、今の既存施設で足りな

いって声もいただいておりますんで、市長、ほ

かの事業もいっぱいあるわけですけども、農業

にとっては水源確保という部分はやっぱり一番

の問題ですので、一応そういうことでお願いし

たいと思います。以上です。 

○議長（池山節夫）  ほかに質疑はありません

か。 

○梅木 勇議員  ちょっとお聞きします。17

ページ、教育費になりますけれども、教育費の

目８の芸術文化振興費の中で説明がありました

けど、委託料を組んでます。下宮神社の瀬戸口

藤吉、あるいは和田英作の顕彰碑を移転すると

いうようなことでありましたけど、どこへ移転

されるのか。また、私も以前、この件について

は質問したことがありますけれども、市民館の

敷地にあります和田英作のアトリエ、あれも一

緒に移転は考えてはおられないのか。そこらあ

たりをお聞かせいただきたいと思います。 

○社会教育課長（野嶋正人）  まず、御質問い

ただきました移転先については、今は文化会館

の入り口の付近を考えております。移転の背景
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についても御説明させていただいてよろしいで

すか。移転の背景、理由はよろしかったでしょ

うか。（「お聞かせください」と呼ぶ者あり）

わかりました。よろしいですか。 

○議長（池山節夫）  聞かせてください。 

○社会教育課長（野嶋正人）  移転の経過につ

いて、ちょっと長くなりますが、いい機会です

ので説明させていただきたいと思います。 

 実は、和田画伯と瀬戸口藤吉翁の顕彰碑につ

いては、昭和41年の建設よりもうすでに51年経

過しております。顕彰碑自体に実はもうかびが

入ったりして、また顕彰碑の前の草とかツツジ

の木なんかがすごく生い茂って、見学に来られ

た方や文化財関係者より、どうにかしてほしい

という声が多数寄せられていたところでした。

特に一昨年の国民文化祭、全国各地からおいで

いただいたんですけれども、そのときに見学さ

れた方が、すごく管理が行き届いてないという

ことで、いろいろとお話いただいたところでし

た。 

 それと実は、もう今、建設時の関係者がお亡

くなりになられていることから、敷地を所有さ

れてる鹿児島神社側の清掃作業等も機材や人手

の確保にすごく苦慮されておりまして、昨年平

成28年の10月に神社側より要望書が出されて、

顕彰碑を垂水市民の共有財産と考え、公共施設

へ移転し管理してほしいとの要望書が神社側か

ら出されました。これを受けまして、社会教育

課としてもこのまま、管理が行き届かないまま、

放置したままでよいのかと考えたところです。

その際、いろいろと文化財関係者の方々やらお

話をさせていただきながら、この度どうしても

敷地が神社側であって市の所有じゃないという

ことでその要望を汲んだ形で、このたびこうい

う予算を計上させていただきました。文化財関

係者の方々からも社会教育課の計画どおり、今

後の将来にわたって、管理を考えた場合、鹿児

島神社側の要望を汲み、垂水市の偉人であるこ

とから垂水市民共有の財産として行政がしっか

りと管理してもらうため、その方向で進めてほ

しいとの意見をいただいております。これらを

受けて、今回予算計上をさせていただきました。 

 先ほど申しましたように、文化会館敷地への

移転を考えているところですが、この本議会の

議決をいただきましたならば、改めて市民共有

の財産として市全体で顕彰し、より多くの方々

の目に触れ親しまれることになり、ひいてはふ

るさとを愛し、ふるさとを誇りとする子供の育

成につながるものと考えておりますし、また建

立された方々の思いを大事にし、生かすことが

できるのではないかと考えております。 

 私どもといたしましては、この議会でこの予

算を議決いただきましたら、ワンクッション置

きまして、議決後には市報等でこういうふうな

計画があるということで、広くまた市民の方々

からも意見をお伺いしながら、また神社側とも

協議を重ねてまいりたいと思っているところで

す。 

 それと２つ目になりましたが、アトリエにつ

いては今、検討中でございまして、やはり古い

建物でございますので、来年、確かに市政60周

年、瀬戸口藤吉150年明治150年いろんな行事が

重なるんですけれども、今のところ検討中とい

うことで御了解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（池山節夫）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本案は各所管常任委員会

に付託の上、審査したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第48号は各所管常任委員会に付
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託することに決定いたしました。 

   △議案第49号～議案第56号上程 

○議長（池山節夫）  日程第12、議案第49号か

ら日程第19、議案第56号までの議案８件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第49号 平成29年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）案 

議案第50号 平成29年度垂水市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）案 

議案第51号 平成29年度垂水市交通災害共済特

別会計補正予算（第１号）案 

議案第52号 平成29年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第１号）案 

議案第53号 平成29年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第１号）案 

議案第54号 平成29年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計補正予算（第１号）案 

議案第55号 平成29年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第１号）案 

議案第56号 平成29年度垂水市水道事業会計補

正予算（第１号）案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  説明を求めます。 

○市民課長（和泉洋一）  議案第49号平成29年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）案について御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は歳入歳出とも534万9,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を28億5,414万2,000円とする

ものでございます。主な補正の理由でございま

すが、平成28年度国民健康保険特別会計決算に

伴います退職者医療交付金返還金の補正などで

ございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。なお、金額はお示しして

ありますので、省略させていただきます。 

 ７ページをお開きください。４款１項前期高

齢者納付金等は前期高齢者納付金に不足が生じ

ましたので増額するものでございます。 

 ８款２項特定健康診査等事業費は、特定健診

等に係る健康管理システムの改修に伴う委託料

を増額するものでございます。 

 11款１項償還金及び還付加算金は、平成28年

度国民健康保険特別会計決算に伴います退職者

医療交付金の返還金でございます。 

 11款４項繰出金は、平成28年度国民健康保険

特別会計決算に伴います法定外繰入金の精算で

ございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開きください。１款国民健康保

険税は現時点での収入見込みによる補正でござ

います。７款県支出金は歳出の特定健康診査等

事業費の増額に伴います特別県調整交付金の増

額分でございます。 

 11款繰越金は、平成28年度国民健康保険特別

会計決算に伴います前年度繰越金でございます。 

 以上で、議案第49号平成29年度垂水市国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）案の説明を

終わりますが、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 続きまして、議案第50号平成29年度垂水市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案に

ついて御説明申し上げます。 

 今回の補正額は、歳入歳出とも84万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を２億2,415万7,000円

とするものでございます。補正の理由でござい

ますが、過年度分の保険料の還付金を補正する

ものでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。歳出から御説明いたしま

す。 

 ７ページをお開きください。２款１項償還金

及び還付加算金は、過年度分の後期高齢者医療

保険料の歳出還付金及び還付加算金を補正する
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ものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。６

ページをお開きください。５款２項償還金及び

還付加算金は、後期高齢者医療広域連合から歳

出と同額の歳入があるものでございます。 

 以上で、議案第50号平成29年度垂水市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）案の説明

を終わりますが、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 続きまして、議案第51号平成29年度垂水市交

通災害共済特別会計補正予算（第１号）案につ

いて御説明申し上げます。今回の補正は、歳入

歳出とも191万3,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を738万2,000円にしようとするものでご

ざいます。補正の理由でございますが、共済加

入者の交通死亡事故が相次ぎ発生し、今後の交

通災害共済見舞金の支給に不足が見込まれるこ

とから、補正をしようとするものでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。歳出から御説明いたしま

す。 

 ７ページをお開きください。１款１項事業費

は見舞金に不足が見込まれるため増額補正する

ものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開きください。３款１項基金繰

入金は垂水市交通災害共済基金からの繰入金を

増額するものでございます。 

 ４款１項繰出金は、前年度繰越金を補正する

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  議案第52号平成29年

度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１号）

案について御説明申し上げます。１ページに記

載してありますように、今回の補正は歳入歳出

それぞれ１億45万5,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を22億1,951万1,000円とするもので

ございます。補正の理由でございますが、平成

28年度決算に伴う国等への返還金や市負担金の

精算に伴う繰出金が主なものでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出から御説明い

たします。 

 ７ページをお開きください。１款総務費１項

総務管理費１目一般管理費は、介護給付費準備

基金への積立金を計上しております。 

 ４款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目

第１号被保険者保険料還付金は、平成28年度介

護保険料等の還付未済分の還付金に対応するも

のでございます。３目償還金は、平成28年度事

業費確定による国・県への返還金でございます。 

 ４款諸支出金２項繰出金１目一般会計繰出金

は、同じく平成28年度事業費確定による一般会

計への返還分でございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。６

ページをご覧ください。 

 ４款１項支払基金交付金１目介護給付費交付

金及び２目地域支援事業支援交付金は、平成28

年度事業費確定による追加交付分でございます。 

 ８款１項１目の繰越金は、平成28年度決算額

の確定に伴い補正するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第53号平成29年度垂水市老

人保健施設特別会計補正予算（第１号）案につ

いて御説明申し上げます。１ページに記載して

ありますように、今回の補正は歳入歳出それぞ

れ621万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額

を５億9,903万4,000円とするものでございます。

補正の理由でございますが、平成28年度繰越金

の確定に伴う補正でございます。 

 それでは事項別明細書の歳出から御説明いた

します。 

 ７ページをお開きください。１款事業費１項

１目の老人保健施設事業費は繰出金の支出費目

構成に伴い、名目予算分を減額するものでござ
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います。 

 ３款諸支出金１項１目の繰出金は、前年度繰

越金を一般会計へ繰り出すものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをご覧ください。４款１項１目の繰

越金は、平成28年度決算額の確定に伴い補正す

るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○生活環境課長（髙田 総）  議案第54号平成

29年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補

正予算（第１号）案について御説明申し上げま

す。今回の補正の理由でございますが、平成28

年度繰越金の確定に伴うものでございます。 

 １ページに記載してありますように、補正の

額は歳入歳出それぞれ109万7,000円を追加し、

歳入歳出の予算の総額を3,131万7,000円とする

ものでございます。 

 それでは、事項別明細書により歳出から御説

明申し上げます。 

 ７ページをお開きください。３款諸支出金１

項１目繰出金につきましては、前年度繰越金を

一般会計に繰り出すものでございます。 

 続きまして歳入でございますが、６ページで

ございます。３款繰越金につきましては、平成

28年度漁業集落排水処理施設特別会計の繰越金

の確定に伴い、補正するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水道課長（萩原竹和）  議案第55号と議案第

56号につきましては、水道課所管でございます

ので、一括して御説明申し上げます。 

 まず、議案第55号平成29年度垂水市簡易水道

事業特別会計補正予算（第１号）案について御

説明申し上げます。１ページをお願いいたしま

す。今回の補正額は歳入歳出それぞれ374万円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

4,026万3,000円にするものでございます。補正

の主な理由は、平成28年度簡易水道事業特別会

計の繰越金確定に伴う歳入歳出及び不足の修繕

に対応するための、修繕費に不足が見込まれる

ための各増額補正でございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より、歳出から御説明申し上げます。なお、金

額はお示ししてありますので、省略させていた

だきます。 

 ７ページをお願いいたします。１款総務費１

項１目一般管理費の３節職員手当等４節共済費

は、平成29年４月の人事異動に伴う各種手当等

に不足を生じましたので増額補正するものでご

ざいます。 

 11節需用費は、年度中に発生した修繕にかか

る執行予定分と、当初の執行予定分を除きます

と、今後の不足の修繕に対応できない可能性が

あるために、増額補正するものでございます。 

 ３款諸支出金１項１目繰出金の28節繰出金は、

平成28年度の繰越金の確定に伴い、一般会計へ

繰り出すものでございます。 

 次に、歳入でございますが、前の６ページを

ご覧ください。１款使用料及び手数料１項１目

使用料の１節簡易水道使用料は、平成28年度簡

易水道使用料の未納額の滞納繰越分として計上

するものでございます。 

 ２款繰入金１項１目一般会計繰入金の１節一

般会計繰入金は、一般会計からの繰入金を増額

補正しまして、収支の均衡を保っております。 

 ３款繰越金１項１目繰越金の１節前年度繰越

金は平成28年度簡易水道事業特別会計の繰越金

確定に伴い、繰越額を計上するものでございま

す。 

 続きまして、議案第56号平成29年度垂水市水

道事業会計補正予算（第１号）案について御説

明申し上げます。補正の主な理由は、人事異動

に伴う人件費及び南の拠点、浜平地区整備事業

に係る配水管敷設工事に伴う工事請負費の各増

額補正でございます。 
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 それでは、参考資料により御説明も致します

ので６ページをお開きください。なお、金額は

お示ししてありますので、省略させていただき

ます。 

 まず、収益的収入及び支出ですが、１款水道

事業費用１項営業費用２目排水及び給水費の節

給料手当法定福利費は、平成29年４月の人事異

動に伴う人件費の不足額に対し、増額補正する

ものでございます。 

 次に、資本的収入及び支出の支出ですが、１

款資本的支出１項建設改良費２目排水設備工事

費の節工事請負費は南の拠点、浜平地区整備事

業に係る配水管布設工事に伴う工事請負費を計

上しております。南の拠点整備事業に係る配水

管敷設につきましては、企画政策課の整備事業

として５月以降水道管敷設についての意見協議

を行ってきてまいりました。６月議会終了後の

７月に委託業者から設計書が提出されましたと

ころで、再度、確認、協議を行ったところでご

ざいます。 

 その中で、防災拠点の機能の確保としての役

割、その公共性、必要性の面を考慮し、合わせ

て南の拠点に接続する地域の環境、南側の給食

センターや水産試験場、北側を含めた住宅地区

など、周辺地域への安定した水道水供給の保持

や、緊急時のバイパス的な水道の整備など、給

水機能の向上を図り、水道環境をより総合的に

勘案し、事業整備を水道課で行うこととなった

ものです。 

 １ページにお戻りください。したがいまして、

２条は平成29年度垂水市水道事業会計予算（第

３条）に定めた収益的支出の営業費用を92万

3,000円増額し、総額２億5,067万1,000円とす

るものでございます。 

 ３条は、予算第４条中の資本的支出の建設改

良費を1,300万円増額し、総額１億5,385万

3,000円とするものでございます。 

 次のページをお開きください。第４条は、予

算第８条に定めた議会の議決をへなければ流用

できない経費の職員給与費を92万3,000円増額

するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第49号から議案第56

号までの議案８件については、いずれも所管の

各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査いたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第49号から議案第56号までの議

案８件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託の上、審査することに決定い

たしました。 

 本日の日程は、以上で全部終了しました。 

   △日程報告 

○議長（池山節夫）  明２日から11日までは、

議事の都合により休会とします。 

 次の本会議は、12日及び13日の午前９時30分

から開き、一般質問を行います。質問者は、会

議規則第62条第２項の規定により、５日の正午

までに質問事項を具体的に記載の上、文書で議

会事務局へ提出願います。 

   △散  会 

○議長（池山節夫）  本日はこれをもちまして

散会いたします。 

     午前11時52分散会
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平成29年９月12日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △一般質問 

○議長（池山節夫）  日程第１、これより一般

質問を行います。 

 １回目の質問は登壇して行い、再質問は質問

席からお願いします。なお、本日の質問時間は

答弁時間を含めて１時間以内とします。 

 また、質問回数については、制限なしといた

します。また、いずれも初回の発言時間を20分

以内に制限しますので、御協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。 

 最初に、３番、堀内貴志議員の質問を許可し

ます。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  おはようございます。本日、

久しぶりに一番手で登壇しました、垂水の稔り

生む風の堀内貴志でございます。 

 きょうの質問、私にとって２期７年目の26回

目の一般質問になりますが、関係各課の皆様に

おかれましては、本日も積極的な御答弁をよろ

しくお願いいたします。 

 さて、この週末９日土曜日には、北朝鮮が建

国記念日を迎えるということで、大陸弾道ミサ

イルＩＣＢＭ発射等の警戒が強まる中で、県内

各地で運動会やさまざまな行事が開催されまし

た。垂水市においても、土曜日に垂水高校、日

曜日には垂水中央中学校の運動会が開催され、

多くの家族や関係者でにぎわいました。 

 その一方で、鹿児島県は職員を待機させる等

の対応に追われ、運動会や土曜授業があった学

校では全国瞬時警報システム癩癩Ｊ癩ＡＬＥＲ

Ｔが作動した際の流れを生徒らに呼びかけたと

いう報道もありました。 

 今、日本を含め世界中が一番脅威に感じてい

るのは、この北朝鮮の問題ではないかと思いま

す。 

 ７月28日に北朝鮮から発射された大陸間弾道

ミサイルＩＣＢＭは、日本上空を通過し、北海

道襟裳岬の東約1,180キロの太平洋上に落下し

ました。 

 さらに、９月３日には６回目の核実験を行い

ましたが、その威力はこれまでの核実験をはる

かに上回る規模でした。 

 政府は、この核実験の爆発規模を当初約70キ

ロトンとしていましたが、その後120キロトン、

さらには160キロトンと情報修正しています。 

 160キロトンと言うと、第二次世界大戦の末

期にアメリカが広島に投下した原爆16キロトン

の約10倍の規模であり、さらに厄介なのは、原

爆ではなく水爆だったということです。 

 北朝鮮国営の朝鮮中央通信は、核爆弾を高高

度の空中で爆発させ、広い地域に極めて強力な

電磁パルス攻撃まで加えられるとも伝えており、

防衛省関係者の間では宇宙から襲ってくる津波

であると危機感を募らせています。 

 北朝鮮がこのまま挑発を繰り返し、脅威の度

合いが上昇すれば、軍事的衝突の可能性も一層

高まります。日韓など関係国に深刻な被害を及

ぼす最悪の事態だけは絶対に避けなければなり

ません。 

 けさ、国連の安保理においては、新たな対北

朝鮮制裁決議が全会一致で採択されたようです

が、我が国も警戒を怠らず、万全の備えをしつ

つ、アメリカを中心に世界各国の外交努力によ

って対話による解決が図られることを強く訴え、

本日の質問に入っていきたいと思います。 
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 まず１つ目は、防災ラジオの現状とＦＭたる

みずの普及についてお尋ねをいたします。 

 防災ラジオについては、平成26年度の事業と

して約１億7,380万円の予算を投入して開始し、

ことしで３年目を迎えます。これまでさまざま

な場面で情報提供や避難誘導等がなされたと思

いますが、具体的にどのように活用されてきた

のか。そして、防災ラジオに対して市民の評価

はどうなのか、お尋ねします。 

 私は、導入当時の平成26年第１回３月議会に

おいて、コミュニティＦＭ整備事業について質

問した際に、電波の不感地帯と改善策について

質問いたしました。そのときには、牛根、海潟、

柊原、新城などの一部において、約1,000世帯

に聴取しづらい範囲がある。送信所の移設や外

部アンテナを設置することにより、市内全域で

聴取可能になるとの回答を得ていますが、その

後、電波の不感地帯はなくなり、市内全域で聴

取が可能になったのか、お尋ねします。 

 大きな２つ目は、全国学力・学習状況調査の

結果についてお尋ねいたします。 

 文部科学省は、８月28日、2017年度全国学

力・学習状況調査、いわゆる全国学力テストの

結果を発表しました。全国学力テストは、小学

校６年生と中学３年生の児童生徒を対象に、こ

とし４月に実施し、県内の公立722校、２万

7,748人が参加したと聞いています。 

 出題科目は、国語と算数及び数学で、それぞ

れＡ問題とＢ問題が出題され、全部で４科目と

いうことになりますが、それぞれの平均回答率

について、全国平均と比較した場合の鹿児島県

の結果を見ると、小学校では国語Ａと算数Ａが、

全国平均とかろうじて同数であるものの、国語

Ｂ、算数Ｂ、中学校の全科目にいずれも全国平

均を下回っている結果が出ています。新聞記事

でも「鹿児島県中学校全科で平均割れ」と大き

く見出しで報じられていました。 

 ここで気になるのは、やはり垂水市の児童生

徒の結果はどうだったのかということです。垂

水市に居住する子供たちには、鹿児島県だけで

はなく、全国レベルで戦える学力や人間性を培

ってほしいという考えは誰でも思うことではな

いでしょうか。 

 そして、理想としては、垂水市で子育てをす

れば、学力向上と人間形成にすばらしい効果が

あると評判になれば、子育て世代の人口増にも

それなりの効果が得られるのではないかと思っ

ています。 

 そこで、まずお聞きしたいのは、2017年度全

国学力・学習状況調査の結果で、垂水市の児童

生徒の場合は、全国県内レベルの比較とその分

析結果はどうだったのかについてお尋ねします。 

 ２つ目は、やはり何かを実施したら、その結

果を確かめ、結果を分析して、将来にどのよう

に生かすかということで改善策が見つかるもの

であると思います。 

 ことしの学力結果について、どのように受け

とめているのか、お尋ねをいたします。 

 大きな３つ目は、職員や市民の表彰制度の設

置について質問をいたします。 

 平成23年10月、今から６年前になりますが、

協和地区の運動会の会場での出来事です。 

 １人の高齢の女性が倒れ、心肺停止の状態に

なった。会場では、地域の運動会ということも

あり、多くの地域の方がその現場に居合わせた。

そして、偶然にも、本市の消防職員と看護師の

資格を持った方もおり、即座に応急処置に当た

りました。 

 不幸中の幸いだったのは、緊急対応のできる

本市の職員と看護師の資格を持った人が居合わ

せたことです。ともに連携して救急車が到着す

るまでの間に、心肺蘇生法及び人工呼吸を施し、

まもなく高齢の女性は息を吹き返しました。そ

の高齢の女性の方は、その後病院に搬送され、

しばらく入院治療を受けられた後に退院をして、

現在では後遺症もなく元気で日々を過ごしてい
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らっしゃいます。 

 テレビのドキュメンタリー番組で制作しても

いいような見事な好事例であると思いました。

私が首長だったら、尊い命を救ったこの方々に、

即座に表彰状をあげたいくらいでした。 

 公務員だから当然だと思うかもしれません。

しかし、世の中では見て見ぬふりをする方も多

くいらっしゃる中で、突然に近くで緊急事態が

起こったその現場で、積極的に行動した、その

行為はたたえるべきではなかったかと、今でも

思っています。 

 信賞必罰という言葉があります。意味は、皆

様、御存知のとおり、功績があれば、必ず賞を

与え、罪があれば必ず罰すること。賞罰のけじ

めを厳正にして確実に行うことです。 

 悪いことをしたら罰するのは当然のこと。し

かし、その逆、功績があれば、賞を与えること

は、この垂水市にはない。職員がよいことをし

ても、当然のこととして賞はもらえていない。

罰する規定はあっても、賞を与える規定はない。 

 私は、職員や市民の本気、やる気を奮い立た

せる一つの方法として、表彰制度を検討しては

いいのではないかと思います。表彰する基準や

内容については、今後、調査をして決めなけれ

ばいけないと思いますが、まずは表彰制度の導

入について、どのように考えておられるのか、

お尋ねをいたします。 

 以上で１回目の質問を終ります。 

○総務課長（中谷大潤）  おはようございます。

今議会の答弁者のトップバッターということに

なります。どうかよろしくお願いいたします。 

 防災ラジオにつきましては、公共施設及び社

会福祉施設等を含む市内全世帯へ配付し、これ

まで本放送や試験放送により、災害警戒本部設

置や避難所開設、道路規制、イベント情報など、

さまざまなことについて情報発信することで利

活用され、防災ラジオの有効性は広く市民へ浸

透し、多くの自治体で活用されているところで

す。 

 防災ラジオ配付後の主な活用実績につきまし

ては、平成27年６月の深港川土石流災害におき

まして、深港橋の通行どめや片側交互通行、避

難所開設、避難準備情報及び避難勧告発令、被

害状況及び対策説明等の発信において二十数回

活用しました。 

 28年１月の大雪による断水におきましては、

断水情報、生活用水提供家庭情報、給水班出動、

陸上自衛隊給水車出動、復旧完了等の発信にお

いて10回ほど活用しました。 

 昨年９月の台風16号におきましては、台風情

報や被害状況、礒橋通行止め、避難所開設、避

難準備情報発令、断水情報、災害ボランティア

等の発信において20回ほど活用しました。 

 本年８月の台風５号におきましては、大雨警

報発令情報、避難所開設、避難準備情報及び避

難勧告発令等の発信において10回ほど活用しま

した。 

 自動的にスイッチが入り、ＦＭたるみず以外

の放送中にも割り込む緊急放送ですが、簡潔で

わかりやすい放送を心がけなければならずに、

文面や放送時間帯に制約がある中、迅速かつ確

実な伝達が図られることから、緊急時の情報収

集手段の大切な情報源として多くの市民に活用

され、早目の避難、防災・減災につながって有

効性は高く評価されていると認識しており、今

後も防災ラジオを活用して、迅速かつ確実な情

報発信に努めてまいります。 

 ＦＭたるみずの電波の受信状況についてでご

ざいますが、電波法が改正され、コミュニティ

ラジオ放送でも受信障害対策中継放送局の設置

が可能となったため、市役所に設置されている

本局アンテナ及び道の駅たるみずに設置されて

いる中継アンテナから電波を発信して、市内全

域において受信が可能となってはおりますが、

地理的条件や室内・室外の環境等により、受信

状態に不都合を生じている地域や世帯について
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は、個別にアンテナを設置することで解決を図

っています。 

 また、感度が悪い、電池切れやアダプターの

未接続などの理由により、防災ラジオが聞こえ

にくい、聞こえないとの問い合わせについても、

家庭訪問や聞き取りなど、その都度対応してお

ります。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  堀内議員の全国

学力・学習状況調査についての御質問にお答え

いたします。 

 本調査は、全国的な義務教育の機会均等と、

その水準の維持向上の観点から、各地域におけ

る児童生徒の学力・学習状況を把握、分析する

ことにより、児童生徒一人ひとりの学習改善や

学習意欲の向上につなげることを目的として実

施しております。 

 本年度は４月18日に、本市の小学６年生86人

と、中学３年生81人を対象に実施いたしました。 

 教科は、国語、算数・数学の２教科で、主と

して知識に関するＡ問題と、主として活用に関

するＢ問題で構成されております。 

 その結果が、先月28日に公表されました。本

市の結果、平均通過率につきましては、小学校

は、国語、算数のＡ・Ｂともに、全国平均より

１から９ポイント、また、県平均より１から６

ポイント下回りました。 

 中学校は、国語、数学のＡ・Ｂともに、全国

平均より３から５ポイント下回りました。また、

数学Ａは、県平均を１ポイント上回ったものの、

ほかは２から３ポイント下回りました。 

 また、教科の領域ごとの結果を見ますと、全

国や県と同様、Ａ領域よりＢ領域、特に、思

考・判断し、表現していく力が不足しているこ

とが伺えます。 

 また、受験の対象が、小学６年生と中学３年

生であり、毎年変わりますことから、年度によ

って異なる結果が出てまいりますが、例年の傾

向として、特にＢ領域に大きな課題があると思

われます。 

 一方、学習に取り組む姿勢などを見る学習状

況調査では、１日当たりの家庭での読書の時間、

学級での話し合い活動における他者の意見や少

数意見の尊重、地域での活動やボランティアへ

の参加等につきましては、小中学校ともによい

結果となっております。 

 これは、地域や家庭の中での成長の可能性を

伺わせる本市の強みであると捉えており、学校

と地域や家庭との連携がうまくいっていること

の証でもあると捉えております。 

 続きまして、今回の学力・学習状況調査の結

果をどのように受けとめているのかということ

についてお答えいたします。 

 これまで学校教育課といたしましては、学力

向上が本市の最重要課題であるとの認識に立ち、

授業力の向上のために管理職研修会や各学校に

おける職員研修などで、より具体的で積極的な

指導を行うとともに、指導方法改善のために、

ＩＣＴ機器の導入や外国語活動指導講師の派遣

などを進めてまいりました。 

 しかしながら、十分な成果に結びついていな

い現状でございますので、危機感を持って各学

校とともに詳細に結果分析を行い、具体的な改

善策を検討し、学校及び教育委員会が連携を密

にして、実効性のある取り組みをより積極的に

推進しなければならないと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○総務課長（中谷大潤）  職員の表彰制度につ

いてお答えいたします。 

 公務員を取り巻く環境が厳しさを増している

現在、公務員が住民の期待に応える行政サービ

スを提供していくためには、職員一人ひとりが

その能力を発揮するとともに、組織全体として、

公務能率を向上させることが求められています。 

 組織が最高のパフォーマンスを発揮するため
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には、人材育成に積極的に取り組み、適材適所

の職員配置を行う公平・公正な人事管理が、活

気ある職場を形成し、職員の士気の維持・向上

にも資するものでありますことから、人事行政

のあり方が今まで以上に問われているとの認識

を持っております。 

 地方公務員法の一部改正により法制化され、

昨年度から本格的運用が始まった人事評価制度

の業績評価において、目標を設定して、職務の

遂行度や達成度などの成果・業績を評価する一

方、目標以外の業務への取り組み状況等の評価

基準が設定され、突発的な課題への対応や、担

当する業務以外に積極的に取り組む姿勢を評価

する項目があります。 

 そこで、評価者である係長及び課長が面談の

上、功績をねぎらい、所見を記載して記録に残

し、たたえますので、議員仰せの提案制度によ

る職員の意識高揚はある程度図られていると考

えております。 

 人材育成は、職員一人ひとりの在職期間を見

渡した長期的な視野で実施されることが望まし

いとされてきています。 

 昇給や昇格については、一つの業務に精通す

ること、一つの提案や提言も大切ではあります

が、配置先で与えられた幅広い業務を適切に処

理、対応して、サービスの質を維持・向上させ

る能力も必要です。 

 提案や功績などがあった職員に対し、何らか

の形で表彰する制度は、職員の意識改革及び意

識高揚、職場の活性化につながると思います。 

 本市においても、職員がやる気を持って業務

に取り組めるような環境づくりとしての表彰に

つきましては、業務に関し、一部分だけに焦点

を当ててよいのか、与えられた業務の処理、対

応は不適切でよいのかということや、日常的な

功績、地区における公民館活動、ボランティア

活動などに対し誰がどう評価するのかなど、表

彰基準の規定、制定等を調査して、人事評価制

度の充実を図る過程、見直しの中で、本市の実

情にふさわしい表彰制度のあり方を検討してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  おはようござい

ます。堀内議員の表彰制度の導入についての御

質問にお答えをいたします。 

 本市では、市民に対しての表彰制度といたし

ましては、垂水市名誉市民条例及び垂水市社会

教育関係表彰規定、その他の表彰といたしまし

ては、社会福祉、文化、芸術、スポーツ部門等

の表彰がございます。 

 各表彰につきましては、各部門とも垂水市に

おいて多年にわたり尽力され、特に功労のあっ

た団体及び個人を表彰するものであります。 

 しかしながら、一定の基準に該当することが

必要であり、各種関係協議会並びに団体等が功

績のあった市民を推薦し、各種大会等において

市長が表彰しているところでございます。 

 今月３日には、福祉大会におきまして、多年、

福祉活動に尽力され、特に功績のあった団体及

び個人を社会福祉協議会が推薦され、市長が表

彰をしております。 

 議員御指摘の表彰制度につきましては、さま

ざまな分野が対象となりますことから、新たな

基準を設ける必要があると考えております。 

 今後、制度構築に向け、調査研究をしてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 まず１問目、防災ラジオの現状とＦＭたるみ

ずの普及についてから２回目の質問をいたしま

す。 

 防災ラジオですが、今課長のほうから今まで

の実績について話がありました。広く市民に活

用されておると。防災情報、さまざまな情報に

基づいて市民に活用されているということです。 

 これ活用されなければいけない事業です。と
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いうのは、冒頭でも話しましたけど、26年度の

事業で１億7,380万の予算を投入して使ったわ

けです。だから、活用されなければいけない。

要は、緊急時に緊急放送が各家庭に伝わらなけ

ればいけないと思っております。 

 この各家庭整備されて以降、私の耳に入って

きたのは、電源を抜いて、あと停電時の対応に

備えるための電池も切れているという状態の家

庭もあるというふうに聞いている。 

 行政として、各種家庭に配付して整備が整っ

たということで、市民の皆さんが全員緊急のと

きに聞ける環境にあるかということは、これか

らやっぱり調査して、そういう環境にないとこ

ろについては、指導して協力を求めていかなけ

ればならないと思うんです。 

 いざというときの連絡体制、要は情報を発信

する、市民の命を守る防災ラジオでもあります

ので、ぜひともこの聞ける体制、全市民に聞け

る体制できる状況、整えていただきたいと思い

ますけれども、その点についてどうお考えなの

か、まず聞きたいと思います。 

 そして、あとこの防災ラジオじゃなくて、今

度はＦＭたるみずの放送、一体全体市民のどれ

ぐらいの人が日々聞いているのか、これも気に

なるところであります。 

 ＦＭたるみず放送というのは、垂水市民並び

来訪者などを対象に、住民、学校、商店、会社、

行政、ＮＰＯ等の協議連携して、主にコミュニ

ティ放送事業を行うことにより、地域に密着し

たコミュニケーション空間を提供し、豊かで平

和な地域社会の基盤整備と活性化に寄与するこ

とを目的としている。この目的が達成されてい

るのかどうか。 

 平成21年３月に開局してからことしで８年目

を迎えます。現在、どれぐらいの市民が日々聞

いているのか気になるところですが、わかる範

囲でわかったら教えてください。 

 あと３つ目が、この普及のあり方です。日ご

ろからやっぱりＦＭ放送を聞く環境がやっぱり

必要です。このＦＭたるみず、これの運営、厳

しい状況になるということは、せっかく予算を

投入した防災ラジオとしての機能も運営が厳し

い状況になるんではないかということが考えら

れる。 

 そのＦＭたるみずの普及のあり方についても

積極的に検討する必要があるのではないかと思

いますけど、その点についてどのようにお考え

なのか、この３点についてちょっとお聞きしま

す。 

○総務課長（中谷大潤）  防災ラジオ未開封の

世帯とか、乾電池切れやアダプターの未接続世

帯などの情報が寄せられ、チラシ配付や広報誌

においてラジオの利活用を啓発しておりますが、

まだ、そういった市民がいらっしゃるのであれ

ば、周知啓発のあり方についての徹底を図り、

未活用世帯の解消に努めてまいりたいと考えま

す。 

 次に、ＦＭたるみず放送の利用状況でござい

ますが、ラジオ放送の性質上、リアルタイムで

視聴している人数を把握することは困難でござ

います。しかしながら、ＦＭたるみず放送が実

施した街頭調査によりますと、調査対象者のう

ち８割以上の方がＦＭたるみず放送を聞いたこ

とがある、または知っていると回答されたとの

ことで、市民の認知度はかなり高いと考えてお

ります。 

 このようなことから、市民の方にＦＭたるみ

ず放送を利用していただく環境は整っていると

考えますが、各世帯において確実に緊急割り込

み放送を受信していただくために、防災ラジオ

の電池残量確認及びアダプター接続推奨につい

ての周知徹底を図り、防災ラジオが確実に機能

を果たせるように努めてまいります。 

 ＦＭたるみずは、平成21年３月１日開局し、

現在は常勤職員２名と20名を超えるボランティ

アスタッフで運営されています。運営資金は、
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主に、会費や放送事業収入で賄われていますが、

財政基盤は脆弱でありますので、市としまして

は番組放送を委託することで側面からの財政支

援を行っております。 

 制度上、市が放送事業者になれないため、Ｎ

ＰＯ法人として設立していることから、ＦＭた

るみずにおいても広告収入の営業活動を強化す

るなど収入確保に努力していただいているよう

ですが、思うような収益があらわれていないよ

うです。 

 ＮＰＯ法人としての健全な運営、維持のため

には、市の支援が不可欠でありますので、地域

の重要なメディアとして位置づけ、持続性のあ

る運営を求めていくとともに、安心・安全なま

ちづくりのため、ＦＭたるみずとの共存共栄に

向けた取り組みとして普段からより多くの市民

に聞いていただける番組づくりへの協力と、必

要に応じた支援策を検討してまいります。 

○堀内貴志議員  まず、その防災ラジオ、アダ

プターに入れていない、電源を入れていないと

いうところ、要は防災ラジオを聞けないという

相談のあるところはいいんです。相談もなくて

聞ける環境のないところ、これを把握して、や

っぱり指導に努めると。これは一つこれからも

よろしくお願いしたいと思います。 

 あと、このＦＭたるみずの普及のあり方につ

いて。 

 今、課長のほうから、やっぱり共存共栄に努

めてまいるというお話がありました。ＦＭたる

みずが経営していかないと防災ラジオも機能も

効力を発しないよということですから、やっぱ

り普及に努める必要があると思います。 

 市として、これは提案なんですけど、市民に

もっと聞いていただくために、例えばの話です。

例えば、市役所の１階のフロア、市民の方が待

ち合わせの場所に使ったり、時間調整に使った

り、座っておられる場所。あそこでＦＭたるみ

ずを聞ける環境はできないのかということ。あ

と、教育委員会、市民館のほうにもあります。

１階フロア、あのフロアも市民の方が時間調整

やなんかで立ち寄られることをよく見ます。だ

から、あのフロアの中でＦＭたるみずを聞ける

環境はできないか。あとは商工会に協力をして、

商店の中で聞ける体制はできないか。さまざま

なもっとＦＭたるみずを広める手段があると思

いますけど、そういうことはできないか、その

点についてお聞きしたいということ。 

 あと番組表、私も気になりまして、いつどう

いう番組をしておるんだろうということで調べ

ましたら、ＦＭたるみずのホームページの中で

ありました。それを見るとこんな一覧表です。

これぱっと見てわからないんですよ。だから、

全部を広報する必要はありませんけど、せめて

垂水市が情報を発信する、垂水市の番組もしく

は、垂水市の情報を発信する番組ぐらいは載せ

ていただいてもいいんではないかと。載せる努

力はしてもいいんじゃないかと。市の広報誌も

しくはホームページですね。 

 特に、ＦＭかのやのほうは、南九州新聞に

日々番組表を載せて市民に情報を流していると

いうことがあります。 

 だから、垂水市も何とか市民に日ごろから聞

いていただく環境をつくることによって、また、

経営が厳しいＦＭたるみずの運営も新たなスポ

ンサーがつくのではないかなと思いますので、

その点について、どのように思っていられるの

か、お聞きしたいと思います。 

 以上、２点です。 

○総務課長（中谷大潤）  ただいま議員のほう

からいろんな御提案をいただいたところでござ

いますが、１回フロアで番組を聞く環境づくり

とか、商工会との連携など、関係機関との協議

を要する、また、関係課との、また協議も必要

なことから、即答することは非常に難しいとこ

ろでございますけれども、提案の内容を踏まえ、

今おっしゃられましたＦＭたるみず放送の番組
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表、これにつきましては市のホームページにも

リンクするのは、それほど難しいことではない

かと考えますので、実現可能なことにつきまし

ては、早急に関係課及び関係機関と協議を行っ

て、少しでも番組を聞いていただけるような体

制を整えてまいりたいと考えます。 

○堀内貴志議員  ぜひともこのＦＭたるみず聞

く環境を整えてほしいということです。少なく

とも垂水市の情報を発信する番組、何月何日の

何時から何時までＦＭたるみずで流しています

よということぐらいは、市のホームページなり、

市報なり、そんなに行数はかからないと思いま

すので、載っけていただきたいなと思います。 

 あと、確実に緊急時に情報が伝わるように、

電源を切っておられる方、電池のない方、これ

も把握して改善に努めていただきたいというこ

とを訴えておきます。１問目のテーマは終りに

したいと思います。 

 次、２問目の全国学力・学習状況調査の結果

を踏まえての２回目の質問をいたします。 

 先ほど課長のほうから、私このテーマについ

ては、平成20年第３回９月議会でも同じような

ことを質問しました。当時の学校教育長は、教

職員の現状に危機感を喚起し、各学校が指導法

改善に努めるように指導する。本市の平均を各

学校に公表し、各学校が自校の現状を比較でき

るようにする。電子黒板等のＩＣＴ機器や県が

作成している鹿児島チャレンジ・鹿児島ベーシ

ックを有効に活用し、学習内容の確実な定着を

目指すなどを実施して学力向上に努めてまいり

ますと答えております。 

 先ほど課長の答弁でおおむねこれは、実施さ

れているということが理解できましたので、こ

の点については聞くつもりでおりましたけど結

構です。改善されて実施されているということ

です。 

 その中で、昨年度からＰＣタブレット等のＩ

ＣＴ機器を使った授業が開始されています。そ

の効果というか、子供たちの評価、これについ

てちょっとお聞きしたいということと、あと

「夢の実現！学びの教室」「集まれわんぱく！

夏の勉強会」なども開催されております。これ

も学力向上を図ってのことだと思います。参加

者の状況や現時点での評価、これもお聞きした

いと思います。 

 さらに、これ以外に、何か実施されている取

り組み等ありましたら、ぜひともこの場でお話

していただきたいと思いますけれども、その点

よろしくお願いします。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  さらなる学力、

学習能力の向上のための取り組みについてお答

えいたします。 

 今回の学力調査が、子供たちの学力の全てを

見取ることができるものではなく、一部をあら

わしているものであることは御理解いただいて

いると思いますが、学校教育課といたしまして

は、先ほども申し上げましたとおり、今回の結

果を率直に受けとめ、各学校と危機感を共有し

ながら改めて学力向上は、本市の学校教育にお

ける最重要課題であり、これまで以上に積極的

な取り組みを推進しなければならないと考えて

おります。 

 そのために、先ほど議員がおっしゃられまし

たいろいろな取り組みをしてきているわけでご

ざいますが、ＩＣＴ機器等の活用につきまして

は、昨年度入れていただきましたタブレット、

本年度はスクリーン、プロジェクター等を整備

しております。 

 こういうものを活用して、子供たちが全員で

同じものを見ながら、操作をしながら語り合い、

話し合い、深め合っていく、そういう学習が展

開されているというふうに思っております。各

学校では、教職員も積極的な活用を図っている

ということでございますので、この成果も必ず

あらわれてくるのではないかというふうに思っ

ております。  
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 授業改善につきましては、このようにそれぞ

れの学校で取り組んでおられることを教育委員

会としても学校教育課としても積極的に後押し

をしていく、そういうふうなことを考えており

ます。 

 ＩＣＴ機器等の活用によって、学習活動を活

性化する、授業の質的な変化が生まれるという

ことを期待しております。 

 さらに、「集まれわんぱく！夏の勉強会」、

これにつきましては、小学校４年生、５年生、

６年生を対象としておりますが、参加者が本年

度は130人、教職員が40人、協力をしていただ

いております。 

 子供たちからは、先生から丁寧に教えていた

だけてわかりやすい。そしてまた、先生方は、

子供たちの状況がよくわかって、他校の子供の

様子もよくわかって、非常に参考になったとい

うような好意的な評価をいただいているところ

でございます。 

 年々参加者、職員数もふえてきておりまして、

市民に受け入れられている、保護者からの評価

も高いというふうに受けとめております。 

 それから、「夢の実現！学びの教室」につき

ましては、昨年度から中学１年生を対象に進め

てまいりました。月２回、土曜日の午後に実施

している授業でございますが、これにつきまし

ては、本年度は８月以降、中学校の部活動、３

年生が終了するのを受けて、そこからあと高校

受験を目指しております中学３年生の学習の場

を提供するということで実施、３年生まで対象

を広げて実施しているところでございます。 

 先日、第１回目を行いましたけれども、12名

の子供たちが参加して、本当に真剣に学習をし

ている姿が見られて、その子供たちの学習成果

がきちっと結果に反映されることを願っている

ところでございます。この取り組みについても、

非常に有効な取り組みであるというふうに考え

ております。 

 それから、学校教育課といたしましては、各

学校と連携をしながら、家庭での学習の充実も

図っていきたいというふうに考えております。 

 現在、各学校では、帰りの会等で、垂水タイ

ムと言いまして、きょうの学習の内容をもう一

度おさらいをしながら、きょう家に帰ったら、

このような勉強をするんだということを子供た

ちと先生方が一緒になって決めるという、そう

いう垂水タイムというのを実施しております。

このような取り組みも家庭との連携が深まって

いく一つであると考えておりますので、教育委

員会としても家庭教育の推進も一緒になって考

えていけたらいいなというふうに考えておりま

す。 

 さらに、子供たちの学力向上に一番大事なこ

とは、教職員の指導力、授業力を上げていくと

いうことでございますので、これについても学

校教育課としましても積極的に力を入れてまい

りたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  今回、ＩＣタブレットを活用

して、学力向上を図るということで、環境は整

ったというふうに思っております。ということ

は、後はどのように学力を上げていくか。実績

としては、その年によって児童生徒の個人差も

あると思います。思いますけれども、実績とし

ては、ことしは全国平均に比べると全般的に下

回っている結果が出たんだよと。これはもう真

剣に受けとめて、対策を講じなければいけない

というふうに思います。 

 あと家庭学習の件、前回私質問したときにも、

当時の教育長は、家庭学習にも力を入れていき

たいというふうに話されております。家庭学習

に力を入れる。要は家庭学習についてやる子も

おればやらん子もおる。やらない子をいかにや

らせるかということが一番の課題ではないかと

思います。 
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 勉強だけじゃなくて、それ以外のことも大切

なんですけれども、とりあえずやらない子を、

家庭学習でやらない子等をいかにやらせるかと

いうのが大きな課題になってくるのではないか

と思いますので、その点もしっかりと指導して

いただければなと思います。 

 最後、せっかくですから教育長にお聞きしま

す。 

 学力テストの向き合う姿勢、学校によって温

度差があり、現場の教員同士で話題にすること

も少ない。一方では、学校全体で結果を分析し

て授業改善に取り組む学校もある。学校や教師

によって取り組む姿勢もさまざまあるようです

が、そんな中で、教育委員会主導で土曜日など

を利用した学習支援で学力向上の底上げをして

いるところもあります。 

 まさに、垂水市がやっている「集まれわんぱ

く！夏の勉強会」とか、学びの教室は、まさに

それに該当するんではないかと思います。 

 現坂元教育長、着任されて６カ月目に入りま

した。郷土の子供たちに対する熱い思いは、誰

よりも高いと思っております。前教育長は、先

ほども話したように、「夢の実現！学びの教

室」や「集まれわんぱく！夏の勉強会」など、

垂水市の子供たちにさまざまな学習の能力向上

の機会を多くつけられてきました。このことは、

引き続き継続されると思いますが、新しい教育

長のカラーも出さなければならないと思います。 

 まずは、今回の垂水市の児童生徒の学力・学

習状況調査の結果について、教育長としてどの

ように考えているのか。そして、さらなる学力、

学習能力の向上のための取り組みについてどの

ように考えておられるのか、教育長のお考えを

お聞かせください。 

○教育長（坂元裕人）  今回の学力調査の結果

を受けて、教育長としてどのよう対応していく

のかという御質問にお答えします。 

 学校教育課長も答弁しましたように、今回の

調査結果が、子供たちの学力の全てをあらわし

ているとは考えておりませんが、教育長としま

しても、今回の結果を真摯に受けとめ、喫緊の

課題として具体的な対応を進めていかなければ

ならないと考えております。 

 まずは、現状分析や改善策を教育委員会だけ

でなく、各学校レベルにおいても具体的に検討

するよう求めてまいります。そのことが、各学

校にも危機感を共有し、実践につながると考え

るからでございます。 

 そして、そのことを学校の実情に応じて学校

だより等で保護者にも知らせ、子供を伸ばすと

いう思いを共有していただきたいと考えます。 

 授業を改善することは、学力向上にとって不

可欠ですので、学習の目当てとまとめの整合性

を明確にすること、学習の山場においては、主

体的で対話的な深い学び、いわゆるアクティ

ブ・ラーニングを取り入れること、授業の終わ

りにおいては、学習内容を定着させる場を確実

に設定することの３点を改めてしっかり取り組

みを指導してまいります。 

 また、本市のＩＣＴ環境は、これまで私が経

験したどの学校よりも大変充実しておりますの

で、タブレットやプロジェクター等を大いに活

用した授業改善を積極的に進めてまいります。 

 子供たちが同じ写真や資料、動画を見ながら

発表したり、話し合ったりする学習は、学習意

欲が増すとともに大きな学習成果につながって

いくものと考えます。 

 また、次期学習指導要領においては、小学校

で英語科が教科化され、３年生以上で英語を学

習することになりますことから、英語学習にも

力を入れてまいりたいと考えております。 

 グローバル化する今日の社会にあって、子供

たちが英語でコミュニケーションを図ることが

できるようにすることは、英語の学力向上及び

国際化した社会の中で生きていくための自信に

もつながっていくものと考えます。 
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 さらに私が、今回の学習指導要領の改訂に伴

い絶好のチャンスであると考えておりますこと

は、市内８小学校の卒業生は、垂水中央中学校

に進学することになりますので、各小中学校の

教育内容を系統的にまとめてある教育課程の見

直しを進めていきたいと考えております。 

 このことは、今回の学習指導要領改訂の趣旨

でもある社会に開かれた教育課程の作成という

ことでもあります。教育課程は、各学校が作成

することとなっております。そこで、管理職の

研修会等において、小中学校９年間を見通し、

そろえることが子供たちにとって大事なことで

あれば積極的にそろえ、また、学校として特色

を出したい内容であれば、特色のある教育活動

として全面に打ち出すような教育課程を作成し

て教育活動を充実させたいと考えております。 

 つまり各学校において、垂水市としての共通

性と各学校の独自性を十分に発揮する教育を展

開していただきたいと考えております。 

 本年４月の教育長就任以来、各小中学校を見

て回りましたが、本年度はどの学校も落ち着い

た雰囲気の中で学習が進められておりますこと

から、新しい教育の方向性にできるだけ早く対

応することと、これまで進めてまいりました小

中連携をより強化することにより、児童生徒の

学力向上は大いに期待できると思っております。 

 一方、教職員につきましても、各小学校の教

員が垂水中央中学校に出向いたり、逆に垂水中

央中学校の教員が各小学校に出向いたりするこ

とで、相互に子供たちの様子を見たり、授業力

向上のための相互研修や連携を進めたりしやす

い環境づくりにも力を入れてまいりたいと考え

ております。 

 特に、校長、教頭の管理職につきましては、

これまで豊富な実践を持っていらっしゃること

から、自分の学校だけでなく、他校の教職員の

授業力向上及び児童生徒の学力向上のために指

導者として積極的に相互派遣させていただきた

いと考えております。 

 繰り返しになりますが、垂水市の将来を担う

子供たちの能力を最大限伸ばし、立派な社会の

担い手になっていただくよう力強く取り組みを

進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。全国

学力テストの結果が全てでないことは、十分、

私も理解しております。命の尊さ、あと生きる

力を身につける、郷土の歴史や史跡を踏まえた

教育、そのことは学力テストに出てきませんけ

れども、重要なことだと思います。 

 子供たちの成長は無限大だということです。

理想としては、垂水市内で通うと学力がアップ

する、さらには学力だけでなく人格も磨かれる

ということが評判として伝わればいいかなと。

そのことで子育て世代の人口増にもつながれば

もっとよしということです。まさに今後の教育

長の手腕が問われるときです。しっかりとした

対応をよろしくお願いしたいと思います。 

 そして、将来的に、垂水市のリーダーとなる

人物があらわれること。大きく捉えるならば、

将来の日本を支える人物がこの垂水市出身の中

から出てほしいという願いを込めて、そのため

に子供たちのさまざまな教育に力を入れてほし

いということを訴えて、この２問目のテーマは

終わりにしたいと思います。 

 ３つ目のテーマ、職員や市民の表彰制度の設

置について、両課長から回答がありました。現

在は、人事評価でちゃんとやっているというこ

とです。人事評価で成績の優秀者については、

功績をねぎらいという言葉が出てきました。こ

の功績をねぎらいというのは、どのようにねぎ

らっておるのか、ちょっとそれをお聞きしたい

ということと、あと市民に対しては、これまで

多年にわたり、その業務で功績のあった人に、

機会あるごとに表彰状、感謝状を授与している

ということです。 
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 今まで授与した功績に該当しない項目でも何

かないかということも検討しなければならない。

先ほど課長は、そのことについても今後検討さ

れるとおっしゃいましたので、その点はしっか

りと検討していただきたいということを思いま

す。 

 それで、職員に対して、これまで市長賞なん

て感謝状、感謝状は違いますね、表彰状、市長

賞。 

 私警察に長いことおりました。警察では、毎

年月１回、２日間にわたって召集行事というの

があって、そこで教養を受けます。各課長の教

養を受けます。その前段階で署長賞、その月に

優秀な成績をおさめた人については賞をもらい

ます。市長賞です。年間表彰もあります。成績

優秀者については、給料にも反映されるし、昇

給にも反映されると。そういうような制度をと

って士気を上げているということがあります。 

 私、市議になってずっと見てきましたけれど

も、市長賞を職員がもらったのかなと。冒頭で

も話しましたけど、いい事例があったにもかか

わらず、ただ、いいことをやったというねぎら

いの言葉だけで、ものになるものはなかった。

そのことがちょっと気になって今回のテーマに

しましたけれども。 

 例えば、これから調査研究していかなければ

いけませんけど、こういうような場合も含めて、

私用の場合も含めて、顕著な人命救助があった

場合だとか、垂水市にとって有力な情報提供、

提案をした場合だとか、あと日々皆さんがやっ

ているボランティア活動、清掃活動、少年育成

のボランティア活動、いろいろなさまざまな活

動がありますけれども貢献している人。特に、

このボランティアについては、やる人はやるけ

ど、やらない職員はやらないと。参加した人は

それなりのやっぱり評価を与えるべきではない

かなと思います。そのことが、その職員、市民

の本気とやる気。 

 一番、私テーマに書いてありますけど、信賞

必罰、本気とやる気、ここです。本気とやる気

をつくるためにこの制度をつくってはいかがと

いうことで提案しました。 

 再度確認します。今後、この表彰制度につい

て、調査研究して、実施に向けて検討するとい

うことでよろしいか。一言で結構です。確認だ

けお願いします。 

○総務課長（中谷大潤）  それでは、まず、功

績をねぎらうということでございますが、今年

度から評価者は係長も行うように改めておりま

す。というのは、一番、身近で職員の仕事ぶり

を見ている、理解しているということもありま

して、まず、係長が職員の被評価者を評価する

という制度に改めたわけですけれども、一人ひ

とりと密接な面談をいたしまして、そこで、被

評価者から受けた業績、功績につきまして、そ

こで言葉をかけて功績をねぎらう。その後、所

見を記載して記録に残すということもあります

ので、これがまた文書化されて、後々まで残っ

ていくということで功績をねぎらうという意味

合いの答弁にしたところでございます。 

 それから、職員における表彰制度、人事評価

制度の充実、これはまだ本格的運用が始まって

２年目ですので、今後見直しをしていく中で、

評価制度の中で功績を評価するのか、あるいは

また、別途評価制度というものを策定するのか。

そこはこの人事評価制度の充実を図る過程の中

であり方を検討してまいります。 

○堀内貴志議員  何かトーンがダウンしたよう

な気がします。 

 あり方を検討する。実施に向けて検討するの

かしないかをお聞きしたいわけで、検討するの

かどうか、それをまず端的に聞きたいというこ

とと、あと功績をねぎらいという言葉で、今出

たのは、言葉をかける、記録を残す、記録を

後々に残す。これだけで本気、やる気が出ると

思いますか。その点をお聞きしたい。 
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 私は、思うのは、功績をねぎらって、要は言

葉をかける、記録を残して、あと、やっぱり昇

給、給料がワンランクアップするだとか、昇格、

階級が上がるだとか、やっぱそこまで発展した

ほうがいいと思うんですよ。警察と比べるわけ

じゃないけど、警察は間違いなくそれを制度化

しております。で本気、やる気を出しておると。

内心から、職員も市民も内心からやる気を出さ

ないと、この垂水市はよくならない、私は思っ

ています。職員のやる気を出すために、一生懸

命取り組んでいただきたいということ。 

 課長には、もう一回聞きます。表彰制度につ

いて、今後、いろんな例がありますので、今後、

調査研究をしていかなければいけませんけど、

実施に向けて前向きに検討するつもりがあるの

かないか。あるのかないのか、その点をお聞き

したいということ。 

 あと、市長に対して、私は今回、職員の、い

や市民に対して本気とやる気を奮い出させるた

めに、この表彰制度を考えました。市長は、職

員の本気とやる気を導くための何か必要な事業、

必要なこと、何か考えておられるのか。この表

彰制度についてぜひとも検討してほしいと思っ

ていますけれども、市長の考え、お聞きします。 

○市長（尾脇雅弥）  表彰制度に関しては…… 

○堀内貴志議員  ちょっと待って、課長から。 

○議長（池山節夫）  市長のほうが先でいいで

す。 

○市長（尾脇雅弥）  議長の指名をいただきま

したので、私のほうでお答えいたしたいと思い

ます。 

 先ほどから表彰制度について、堀内議員の意

見がいろいろあります。趣旨としてはよく理解

できる部分であります。ただ、課題はその両課

長からありましたその一定の基準というところ

だというふうに思っております。来年度60周年

ということでもありますので、先ほど総務課長

もありましたけれども、いろんな角度から、両

方から見ていかなければいけないと思いますの

で、検討していきたいというふうに思っており

ます。 

○総務課長（中谷大潤）  まず、人事評価は能

力、実績主義を実現するためのツールであるこ

と。人事の公平性、公正性を担保するものであ

ること。人事システムの客観性、透明性を高め

るものであること。人材育成につながるもので

あると考えておりますことから、人事評価制度

による個人面談の結果は、人事評価の中で本人

の功績をたたえることにつながっていると考え

ておりますことから、垂水市にふさわしい表彰

制度の導入につきましては、やはりこの人事評

価の見直し、充実とともに、庁の中で本市の実

情に応じた表彰制度を考えていくということで

ございます。 

○堀内貴志議員  表彰制度については、市長が

検討していくということで了解したいと思いま

す。ただ、その人事評価、功績をねぎらい、言

葉をかける、記録に残る、これだけで職員の本

気、やる気が出るのかなというふうに疑問に思

いますので、ぜひとも今後職員、市民も含めて

内心から本気、垂水市のために本気、やる気を

見せるための政策をどんどん取り込んでいただ

きたいという願いを込めて本日の質問は終わり

にしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、10時40分から再開いたします。 

      午前10時29分休憩 

 

      午前10時40分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、４番、川越信男議員の質問を許可しま

す。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  おはようございます。９月に

入りましたが、まだまだ日中は暑さ厳しく、本



－39－ 

来ならば秋の気配を少しずつは感じさせてくれ

る時期でありますが、季節、気候が変わってき

ているのかなと思います。 

 また、容赦ない自然の猛威にも驚かされます。

台風もですが、記録的短期間の大雨、50年に一

度の記録的大雨などの発表があり、大雨による

土砂災害、ライフラインの断絶など、被害が各

地で多発しており、どのような対策を講じてい

かれるのか、非常に厳しい判断をされなければ

ならない状況が発生していくのかなと心配して

いるところであります。 

 そうした気候の変化にも負けずに、水稲はだ

んだんと色づき、稲穂を垂れてまいり、実りの

秋の気配を感じさせてくれているようです。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

先に通告しておりました順に質問いたします。

市長、副市長並びに関係課長の明快な答弁をお

願いいたします。 

 まず、たるみずスポーツランドについて伺い

ます。 

 たるみず中央運動公園内の陸上競技場につい

て、多目的利用型の施設への改修が進められ、

昨年12月議会において「たるみずスポーツラン

ド」と決定されたところであります。 

 また、その後の愛称募集では、「たるスポ」

という応募が最も多くて、この愛称に決定され

たとお聞きしました。 

 現在も多くの業者による工事も急ピッチで進

められており、完成が待たれているところであ

ります。 

 これまで10月１日にオープン予定と聞いてお

りますが、当初の予定どおりにオープンできる

のか、伺います。 

 また、オープニングイベントは、どのような

計画があるのか伺います。 

 次に、税務行政について伺います。 

 私は、この質問は平成26年の６月議会でも質

問いたしました。市民の義務であります申告は、

公平であるべきであり、不信感を持たれないよ

うに行うのが行政の役割であると思います。 

 まず、申告の期間、申告の会場や、申告の仕

方や、申告者の人数等をお聞きいたします。 

 次に、消費生活相談の活動についてお聞きい

たします。 

 この質問は、平成28年９月議会でお聞きいた

しましたが、再度、現在の実態についてお聞き

いたします。 

 本市の相談実態について、相談内容、相談者

の年齢層及び割合を教えていただきたいと思い

ます。 

 最後に、南の拠点整備事業についてお聞きい

たします。 

 ９月議会開催初日に、企画政策課より現在の

進捗状況、ＰＦＩ事業の事業候補者の決定や提

案された事業等の説明がありました。説明の中

で、提案された施設のイメージ図が示されまし

たが、私の印象としては、非常に楽しみな施設

になるのではと期待しているところでございま

す。 

 現場では、解体工事も始まっており、いよい

よスタートしているのかなと思いますが、用地

取得、建物補償については、全て終了している

のか、まず伺いまして、１回目の質問を終わり

ます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  おはようござい

ます。それでは、川越議員のたるみずスポーツ

ランドについての御質問にお答えいたします。 

 まず、オープン予定についてでございますが、

たるみずスポーツランドのオープンは、10月１

日を予定いたしております。また、オープニン

グイベントにつきましては、同じく10月１日に

記念式典終了後に開催する予定でございます。 

 オープニングイベントの開催趣旨といたしま

しては、今回の施設改修の目的が、多目的な用

途にあわせて、安心・安全な環境で活動や交流

できる施設として、また、スポーツに広く親し
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んでもらえる施設となりますことを目指してお

りますことから、さまざまなデモンストレーシ

ョン競技などを行うよう計画いたしております。 

 具体的な内容といたしましては、式典終了後

に、まず、外周603メートルのウォーキング

コースを参加者の皆様に歩いていただこうと考

えております。 

 次に、サッカーのデモンストレーション試合

を行いますが、特にサッカーで一生懸命頑張っ

ている垂水市内の子供や中学校の生徒の皆さん

の夢を叶えるために、第１試合目は、市内小学

生チームと鹿児島実業サッカー部、第２試合目

は、市内中学生チームと同じく鹿実サッカー部

との親善試合を計画いたしており、第３試合目

は、鹿実サッカー部の皆さんによる紅白試合で、

本格的で実践的な試合をご覧いただけるよう計

画いたしております。 

 このサッカーのデモンストレーション試合終

了後には、たるみずスポーツランドのフィール

ドを本城川沿いからＡ、Ｂ、Ｃの３ブロックの

３面に分けまして、各種競技を行う計画でござ

います。 

 まず、Ａブロックでは、ちびっこサッカー大

会として、市内の幼稚園、保育園の中から秋の

行事で忙しい中、２つの園の園児たちが、各２

チーム、計４チームでかわいらしくミニサッ

カーで芝生の上を駆け回っていただきます。 

 また、同じく真ん中のＢブロックでは、記念

式典においでいただきました参加者の皆様が、

自由に参加いただけるグラウンドゴルフ競技を

計画しておりまして、グラウンドゴルフの競技

を通してさわやかな風と施設環境を堪能してい

ただこうと考えております。 

 また、市体育館側のＣブロックでは、ソフト

ボールのデモンストレーション試合を垂水市内

の少年ソフトボールチームと市外の少年ソフト

ボールチームとで行っていただく予定でござい

ます。 

 なお、Ａ、Ｂ、Ｃの３ブロック３面での競技

は、同時進行で行いまして、たるみずスポーツ

ランドの多目的な利用形態を実感していただこ

うと考えております。 

 このように、さまざまな利用形態のスポーツ

競技や試合を、来場者の皆様に見学や体験をい

ただき、また、スポーツ競技の試合等に参加し

ていただく団体や選手の皆さんにも、たるみず

スポーツランドの施設のすばらしさを体感して

いただき、今後の利用促進につなげてまいりた

いと考えております。 

 なお、議員の皆様には、記念式典への御案内

を差し上げていただいておりますが、あわせて

オープニングイベントも御見学、御体験いただ

ければ幸いでございます。 

 以上でございます。 

○税務課長（楠木雅己）  川越議員の税務行政

についての御質問にお答えいたします。 

 地方税法第317条の２では、市町村内に住所

を有する者は、原則として毎年３月15日までに

総務省令で定める申告書を１月１日現在の住所

所在地の市町村長に提出しなければならないと

されております。ただし、給与所得及び年金所

得以外の所得のない方、または前年の所得税に

ついての確定申告書が提出された方等について

は、申告義務が免除されることとされておりま

す。 

 御質問の平成29年度市県民税申告の期間につ

きましては、平成29年１月31日から３月15日ま

での実質32日間、申告会場につきましては、市

内の振興会長さん宅、自治公民館、地区公民館、

市民館、市役所本庁の計23カ所となっておりま

す。 

 申告の方法は、申告の必要な方、申告の必要

のない方、受け付け期間、場所、申告に必要な

もの、申告書の郵送先、問い合わせ先、申告書

記入例を詳細に記載した申告の手引きと申告書

を対象者と思われる方へ事前に送付するととも
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に、振興会の回覧や広報誌、ホームページでも

周知し、申告をお願いいたしております。 

 申告当日は、手引きに記載してある申告に必

要な書類等を持参いただき、パソコン上で昨年

の申告内容と比較した上で提出していただいた

帳簿等に基づき原則５人の市民税係の職員で１

人当たり10分から30分程度の聞き取り等で申告

を受けております。この申告期間で、職員が申

告をとった申告者数は実績で2,085名となって

おります。 

 以上でございます。 

○市民課長（和泉洋一）  消費生活相談の現状

と活動、本市の相談実態についての御質問にお

答えします。 

 垂水市消費生活センターは、平成23年度に設

置され、市民からの消費生活に関する相談及び

苦情について年間100件前後の相談等を受けて

おります。 

 議員御質問の相談内容につきましては、販売

購入形態で分類いたしますと、テレビショッピ

ング等の通信販売による相談、不用品や貴金属

買い取りなどの訪問購入に関する相談、光回線

などの電話勧誘販売による相談が多く寄せられ

ております。 

 また、販売ではない相談、例えば注文してい

ないものが宅配便で届く。個人情報を聞き出そ

うと不審な電話などの相談も多数寄せられてい

るところでございます。 

 相談者の年齢層につきましては、平成28年度

垂水市消費生活センターに91件の苦情が寄せら

れておりますが、一番多かったのが50歳代の13

件で、全体に占める割合は14％でございました。 

 次に多かったのは70歳代の12件、13％、80歳

代の11件、12％、30歳代の10件、11％となって

います。 

 なお、警察等の関係機関からの相談や情報提

供のみにより、年齢不明と分類したものが24件、

26％ございますが、年齢層を問わず苦情が寄せ

られているところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  川越議員の御質

問でございます。南の拠点用地取得の状況につ

きましてお答えをいたします。 

 南の拠点整備エリア全体の対象者は、登記名

義人ほか法定相続人を含めまして50筆、67人、

このうち本市の施行計画エリア内の対象者は40

筆、64人でございます。 

 土地売買契約の締結状況でございますが、９

月８日現在35筆、61人と契約締結の手続中で、

残り５筆が交渉が難航しているところでござい

ます。 

 また、本市の施行計画エリア内の建物補償で

ございますが、対象物件４件全ての所有者と建

物補償の契約が成立し、８月17日から順次解体

工事が始まっている状況でございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。それ

では、一問一答方式でお願いいたします。 

 まず、たるみずスポーツランドについてであ

ります。 

 オープニングイベントの計画について答弁が

ありましたが、ウォーキングコースを活用して

の歩こう会、幼稚園や小中学生、高校生による

サッカーやソフトボール、さらには、グラウン

ドゴルフ大会など多くの競技が計画されている

ようです。 

 当日は、天候に恵まれて、多くの市民の皆さ

んとオープンをお祝いしたいものでございます。 

 それでは、２回目の質問ですが、この施設は、

いろいろな目的のもとに改修をされましたが、

まずは、子供から大人まで多くの市民がスポー

ツを楽しんだり、体力づくりや健康増進のため

に利用されることを願っております。 

 そこで、オープニング記念の取り組みとして、

施設使用料を無料化し、開放することで市民に

親しまれる施設となると思いますが、そのよう
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な考えはないか、また、あるとすれば、どのぐ

らいの期間を考えているのか、伺います。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、川越

議員の御質問にお答えいたします。 

 記念事業としての施設使用料の無料化につい

てでございますが、社会教育課といたしまして

も、より多くの方にいち早く気軽に施設を体験

していただきまして、また、御利用いただくこ

とにより、市民の皆様に親しんでいただきます

ように、あわせて今後の利用促進につなげてま

いりたいと考えておりますことから、本年12月

末までの３カ月間は、垂水市内外を問わず、利

用団体、グループの方の使用料を無料とし、ま

た、垂水市内の利用団体グループの方に限り、

さらに３カ月延長し、オープンから計半年間明

けて、年度末の３月までは市内の皆様には使用

料を無料にする予定でございます。 

 なお、施設利用の受け付けに当たりましては、

市内の利用団体、グループの方を優先したいと

考えております。 

 なお、たるみずスポーツランドの使用料その

ものにつきましては、本年の３月議会で議決を

いただきましたが、旧陸上競技場と同程度であ

り、また、減免規定の適用も以前と同様に行い

ますことから、使用料無料の期間終了後も芝管

理作業の期間を除きました期間は、利用者の皆

様にとっては従来と変わりなく御利用いただけ

ますことを広報してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  オープニングから半年間無料

開放する計画があると答弁がありました。ぜひ

無料開放し、多くの市民に利用していただくこ

とが整備をした目的であり、施設のよさを感じ

ていただき、市民の憩いの場所としていただき

たいと思います。 

 そこで伺います。華やかなオープニング後の

施設の利用計画が重要であると思います。施設

整備をして利用率を上げていかなければ、整備

した意味を市民に問われるかと思います。オー

プン以降、どのような競技の利用計画や利用者

からの申し込みがあるのか伺います。 

○社会教育課長（野嶋正人）  川越議員の御質

問にお答えいたします。 

 オープン後の施設の利用計画につきましては、

まず10月４日には、垂水市主催のグラウンドゴ

ルフ大会、10月７日から９日までは、九州管内

の18の高校が集うサッカー大会、10月22日には

市民体育祭を、たるみずスポーツランドのお披

露目も兼ねて、また、社会体育の関係者の方や

地区公民館の皆様の関係者の御理解をいただき

まして、プログラムの内容につきましても、た

るみずスポーツランドの施設に合った内容に変

更し、開催する予定でございます。 

 また、毎月第３日曜日は家庭の日であります

ことから、大きな大会等がない限り、一般の皆

様に無料開放し、家族や保護者等のグループの

方に御利用いただくことを考えております。 

 なお、今回施設の利用案内のパンフレットも

新しく準備いたしましたので、施設の有効利用

や利用者の増につなげるべく、有効に活用して

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  いろいろと利用の申し込みが

市内外からあるようですが、市民の方々の憩い

の場所とあわせて、交流人口を増やす意味から

も、この施設を県内外のスポーツ団体等にＰＲ

し、利用率を高めていく必要もあるかと思いま

すが、最後に将来を見据えた今後の展望があれ

ばお答えいただきたいと思います。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、川越

議員の質問にお答えいたします。 

 将来を見据えた今後の展望についてでござい

ますが、このたるみずスポーツランドの活用に

つきましては、今回の施設の改修内容が競技人

口の多いグラウンドゴルフやサッカー、ソフト
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ボールなどの競技や、外周603メーターのウ

オーキングコースも整備しますことから、利用

者の多目的な利用に対応できるように、また、

市民の皆様がいつでも、どこでも、いつまでも

生涯にわたってスポーツに親しみ、体力の向上

と健康の保持増進を図れるようにという目的が

達成することを目指しております。 

 このことから、たるスポの改修目的が将来に

わたっても実現され、従来よりも多岐にわたり

利用促進が図れるように運営してまいりたいと

考えております。 

 また、市民の皆様や利用団体の皆様がより安

全で、安心して利用していただけるように、さ

らに、より便利で快適に利用しやすい活動の場

として、また、憩いの場として身近で楽しい施

設になりますように努めてまいります。 

 あわせて水産商工観光課とも連携し、スポー

ツ団体の合宿の誘致活動にも力を注いでまいり

ますとともに、広域的な大会等の開催や誘致を

図り、より利用者の増加が図れるよう運営して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。ぜ

ひともにぎやかなオープニングを実施していた

だきたいと思います。 

 次に、税務行政についての２回目であります

が、私は決して税務課の申告の仕方、取り方に

ついて疑問を持っているわけではありません。

毎年きちんと申告される方々がいらっしゃる一

方で、申告をされていない方々もおられると聞

いております。 

 そこでお聞きいたします。本市の全体の申告

者数と未申告者数と未申告者の実態と原因、要

因はどこにあると考えておるか伺います。 

○税務課長（楠木雅己）  未申告者についての

御質問にお答えいたします。 

 平成29年度市県民税等の全ての申告者数のう

ち、給与支払い報告書や年金支払い報告書、確

定申告書等で申告なされた方々を除く申告義務

者数は3,372名であり、このうち平成29年８月

31日現在での未申告者は37名となっております。 

 未申告者の実態と原因はどこにあると考えて

いるかとの御質問でございますが、担当が訪問

し、説明しても申告は必要はないなど、面会を

拒否される方や、不在のため差し置きをしても

連絡のない方、または、当日書類がそろわず、

後日申告の約束をしても申告されない方、居住

実態のない方などさまざまでございます。 

 このように、申告意識の低さ等が考えられま

すが、申告の必要性について、粘り強く説明、

説得をし、申告をしていただくよう進めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。未申

告者の実態はわかりましたが、しっかりと申告

されておられる方々の不信感を持たれないため

に、未申告者対策についてどのような取り組み

をされているのか、伺います。 

○税務課長（楠木雅己）  未申告者対策につい

ての御質問にお答えいたします。 

 未申告者対策といたしましては、申告期間終

了後、未申告者に対しまして５月と６月の２回

にわたり、文書にて申告の勧奨をいたしており

ます。 

 その後、８月14日から25日までの２週間にわ

たり未申告者に係る実態調査を実施し、職員が

本人と面談を行うことで未申告者の申告意識の

啓発を行っております。 

 この期間の訪問者数は69名で、うち26名の申

告がございました。８月31日現在では37名が未

申告の状態でございます。 

 先ほども答弁いたしましたが、未申告者につ

きましては、面会を拒否されたり、不在のため

差し置きをしても連絡のない方、または、当日、

書類がそろわず、後日申告の約束をしても申告

されない方、居住実態のない方など、さまざま
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でございます。 

 未申告者につきましては、国民健康保険税の

軽減措置や国民年金の免除を受けられなくなり、

公営住宅や保育園等の手続に必要な所得証明書

などが発行ができなくなるなどのデメリットを

説明し、申告に応じていただくよう努めている

ところではございますが、未申告者の解消には

至っていないのが実情でございます。 

 なお、未申告者に係る実態調査により、居住

実態のないと思われる方につきましては、後日、

市民課へ実態調査を依頼し、調査の結果、確認

が取れれば、住民票の職権削除を行っておりま

す。 

 重複いたしますが、粘り強く申告の必要性を

説明し、申告をいただくよう進めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○川越信男議員  さまざまな要因はあるかと思

いますが、公平公正な税務運営を行われるのが

税務課の仕事だと思います。適正な申告による

適正な納税を期待して、未申告者対策に重点を

置いていただきたいと思います。 

 そこで、28年度徴収率の前年度比較と、徴収

率向上の取り組みについてでありますが、税収

率の科目ごとについてと、税収率向上の取り組

みについてお聞きいたします。 

○税務課長（楠木雅己）  徴収率向上の取り組

みについての御質問についてお答えいたします。 

 まず、税目ごとの徴収率でございますが、市

民税につきましては、平成27年度が95.66％、

平成28年度が96.51％、対前年比0.85％の上昇、

固定資産税につきましては、平成27年度が

92.32％、平成28年度が93.82％、対前年比

1.50％の上昇、軽自動車税につきましては、平

成27年度が92.59％、平成28年度が94.49％、対

前年比1.90％の上昇、市たばこ税及び入湯税に

つきましては、各年度とも100％でございます。 

 市税全体では、平成27年度が94.29％、平成

28年度が95.41％、対前年比1.12％の上昇とな

っております。 

 次に、徴収率向上の取り組みでございますが、

平成25年度に鹿児島県国民健康保険団体連合会

による国民健康保険税収納率向上アドバイザー

派遣事業を導入し、滞納整理の強化を行いまし

た。 

 また、県下19市で構成されます都市税務協議

会や先進地視察で研修を深めたこと、さらには

税務署及び県との連携を図るなど、取り組んで

きたところでございます。 

 具体的な取り組みにつきましては、平日、昼

休み時間の窓口開放及び毎週木曜日の夜間窓口

の開設、嘱託徴収員による定期的な訪問徴収、

一斉催告書等の発送、滞納者に対する厳正な滞

納処分を実施いたしております。 

 また、滞納処分までの経緯でございますが、

まず、納期内納付がない場合は、20日以内に督

促状を発送し、それにもかかわらず納入のない

方につきましては、早期納入を促すため、年４

回の催告書の発送及び、それに伴う夜間窓口の

開設も行っております。うち１回は、県との合

同催告も実施いたしております。 

 このような処理を行った後、分納相談等のな

い滞納者につきましては、実態調査の上、給与、

預金等の差し押さえ等の滞納処分を実施いたし

ております。 

 なお、本年度からは差し押さえ動産のイン

ターネット購買にも取り組んでおります。 

 今後もこれらの取り組みを強化し、新しい滞

納者を未然に防止することや、滞納繰り越しと

なっている滞納者につきましては、新たに賦課

される現年度の納税を徹底することで、滞納の

累積化を防止することの２点を目標に市民の納

税意識を高めながら、徴収率向上に努めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ぜひとも適正な申告、徴収率
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の向上を目指し、歳入確保に努めていただきた

いと思います。 

 次に、消費生活相談ですが、本市の相談実態

の中で、いつも被害に遭われるのが高齢者の

方々ではないかと思います。県内の事例も答弁

いただきましたし、マスコミ、警察等が報道し

ますが、なかなか減少しません。 

 そこで、高齢者の方々の被害等で具体的な事

例はどのようなものがあるか、お聞きいたしま

す。 

○市民課長（和泉洋一）  高齢者の被害事例に

ついての御質問にお答えします。 

 光回線の相談では、電話料金が安くなると言

葉巧みに説明され、光回線に変更することによ

り、逆に今までより電話料金が高額になったと

の相談がありました。 

 インターネットは使用されない高齢者であり、

消費生活センターから代理店の説明不足と強引

な勧誘を指摘し、従来の安価なアナログ回線に

戻すことができました。 

 また、消火器は要りませんかと、突然業者が

訪問し、購入したが、業務用の消火器で重たく、

いざというときに使えそうもないので返品した

いとの相談もございました。 

 この事例では、購入直後であったため、クー

リングオフについて説明し、クーリングオフの

はがきを記入送付し、消火器は返品、お金も返

してもらうことができました。 

 ２つの具体例を挙げて御説明いたしましたが、

このように、特に高齢者をねらって必要ではな

いものを強引に購入を迫り、契約をさせるケー

スがあるようでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。相談

内容や被害事例等を踏まえ、今後の対策をどの

ように考えておられるか、防止対策の考えをお

聞きいたします。 

 また、高齢者被害対策については、福祉課と

の連携も必要かと思いますが、相談体制の検討

をお願いしたいのですが、どのように考えてお

られるか、伺います。 

○市民課長（和泉洋一）  防止対策・相談体制

についての御質問にお答えします。 

 平成29年度におきましては、７月までに９回

公民館等に出向き啓発活動を行いました。うち

６回は出前講座としまして、高齢者の皆さんに

悪徳商法被害防止のための説明を行っています。 

 また、３回は市民が集まる会議等において、

途中時間をもらい、啓発活動や消費生活セン

ターの活動を紹介しているところでございます。 

 その他、県補助金を活用して、平成28年度は

高齢者への啓発等をしまして、悪質商法に注意

を促すカレンダーを福祉課等とも連携いたしま

して老人クラブを通じて配付いたしました。 

 １年間カレンダーをめくることにより、いろ

いろな手口を紹介できることから、被害防止に

役立っているものと考えております。 

 また、12月には、悪質商法にだまされないた

めのパンフレットを家族等が集まることの多い

年末年始時期の話題になるようにと全世帯に配

付したところでございます。 

 次に、小中高校生の対策としまして、「これ

さえ読めばネットトラブル怖くない！」と題し

たパンフレットを市内小中学校及び垂水高校に

配付し、児童生徒だけでなく、保護者に対して

も注意喚起を行っております。 

 なお、平成29年度においても、同補助金を活

用して、被害防止を図る事業を実施していく予

定でございます。 

 次に、市の相談体制についてでございますが、

垂水市消費生活センターでは、資格を持つ嘱託

相談員１名を雇用して対応に当たっております。

相談員が研修等により不在の場合は、市職員が

かわりに対応しておりますが、困難なケース等

につきましては、県センターに問い合わせなが

ら相談を受けているところでございます。 
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 業者は、日々新しい手口を使ってまいります

ので、高齢者や若者など、全ての市民が悪質商

法による被害を受ける可能性があります。今後

も消費者が不利益をこうむらないように啓発に

努めるとともに、適切、迅速な相談業務を心が

けてまいります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 それでは、最後の南の拠点整備事業について

２回目の質問をいたします。 

 １回目でお聞きいたしました用地交渉と建物

補償の進捗状況については理解いたしましたが、

用地については難航しているところがあるとの

ことですが、造成工事にも影響すると考えられ

ます。契約の見込みがあるのか。なければ、ど

のような対応を行う予定なのか、伺います。 

○企画政策課長（角野 毅）  土地売買契約が

難航していることに対する造成工事等への影響

につきましてお答えをいたします。 

 土地売買契約が難航している土地は現在３件、

筆数では５筆ございます。 

 １件目ですが、事業同意はいただいておりま

すけれども、売買に対する合意がいただけてい

ない状況がございます。対応でございますけれ

ども、引き続き交渉を粘り強く継続していきた

いと考えているところでございます。 

 ２件目、１筆でございますけれども、一部相

続人と交渉ができない状況となっております。

対応でございますけれども、現所有者がいらっ

しゃいますので、その方と調整をしながら、解

決ができるよう進めているところでございます。 

 ３件目、３筆ございますけれども、相談人と

事業説明及び土地の売買交渉を粘り強く行って

おりますけれども、事業同意及び契約が非常に

難しい状況となっております。 

 対応でございますが、今後も粘り強く交渉を

行ってまいりたいと思っておりますけれども、

代替地の活用と対象エリアからの除外を含めま

して検討しているところでございます。 

 造成工事等への影響につきましては、工事進

捗に影響を与えないよう開発行為許可申請エリ

アを２工区に分割をし作業を進めているところ

でございます。この工区割についてですが、エ

リア中央の水路で分割をしており、この水路よ

り北側は土地の売買契約を全て終了しているこ

とから、先日、開発行為申請を行ったところで

ございます。 

 なお、造成工事につきましては、開発行為の

許可が下り次第、着工を予定しておりますけれ

ども、計画的な発注を行い、建築工事等に影響

がないよう進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  用地交渉、造成工事の状況で

すが、工区を２つに分けて開発行為、許可申請

を行うなど工夫されていることは理解しました。 

 用地交渉についても、難しいところもあるよ

うですが、事業推進のためにも思い切った判断

を行うことも必要かと思います。 

 本事業は、地方創生を実現するための事業で

す。地方創生は、一刻の猶予も許されない危機

感のもとで前進させていかなければならないと

の方向性が示されています。 

 一方で、法令を遵守しながら、必要な手続を

確実に行うことが重要です。今後も関係機関と

連携を密にして、確かな事務手続を効率的に行

っていただきますようお願いいたします。 

 次に、ＰＦＩについて質問いたします。 

 ９月１日の全員協議会で、企画政策課からＰ

ＦＩ事業の事業候補者の決定、提案された事業

者等の説明がありましたが、審査会の様子、例

えば、提案事業者の熱意等は感じられたのか、

審査会の委員長である副市長に伺います。 

○副市長（長濱重光）  ＰＦＩ事業に係ります

審査会の様子、提案事業者の熱意は感じられた

のかにつきまして、垂水市南の拠点整備事業に

係る民間事業者選定委員会委員長を務めており
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ますので、私のほうでお答えをいたします。 

 ＰＦＩ事業提案に係る審査会は、ホームペー

ジで公表されております募集要綱、業務要求水

準書並びに事業候補者決定基準に基づきまして

去る８月21日に学識経験者２人を含みます垂水

市南の拠点整備事業に係る民間事業者と選定委

員会で審査をいたしました。 

 初めに、事業提案者のプレゼンでございます

が、設計、建築、維持管理、運営の事業者代表

など８名の御出席のもと、大変熱意のある理路

整然とした御説明をいただき、その内容は非常

にわかりやすいものでございました。 

 説明の内容を具体的に申し上げますと、設計、

建設に関します事項でございますが、利用者の

視点に基づくわかりやすいゾーニングや錦江湾

の美しい景色を最大限に生かした敷地利用計画

を御提案いただきました。 

 次に、維持管理に関する事項でございますが、

ＰＦＩの事業実績があり、また、ＩＳＯ癩癩国

際認証に基づき、安心・安全・快適な施設づく

りに資する維持管理の考え方、さらに、予防保

全的修繕と事後保全的修繕の組み合わせにより

ます費用対効果を意識した修繕計画の必要性を

御提案いただきました。 

 また、事業計画に関する事項につきましては、

本市の考え方をよく理解された上で実施体制や

資金調達、計画等を御提案いただいたところで

ございます。 

 さらに地域貢献に関する事項につきましては、

建設時点から地元企業を活用していくこと、さ

らに地域雇用の創出、地域経済の活性化に努め

ていくことを御提案いただきました。 

 さらにまた収益、サービスに関する事項でご

ざいますが、６次産業化に対する市内事業者の

ニーズに応えるため、販売する場所の確保と展

開策について、施設サービスの魅力ある提案が

ございました。 

 このようなプレゼン内容に加え、資料の完成

度、さらにはプレゼンに臨む姿勢から、自分た

ちの技術力を生かして、垂水市を盛り上げてい

きたいという意気込みや情熱、本気度を委員一

同感じられたものと思っております。 

 その後、委員それぞれが提案書やプレゼン内

容を総合的に審査し、採点いたしましたが、平

均103.4点と、事業候補者決定基準であります

75点を大きく上回っていたことから、最適任者

として選定をしたところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  最後ですが、ＰＦＩで整備さ

れる建物は、南の拠点のシンボルになるもので

す。透明性と公平性を確保した事業進捗で、Ｐ

ＦＩの特性である民間活力を活用した効率的な

運営と質の高い公共サービスが提供できるよう

に事業を進めてほしいと思います。 

 今回の事業候補者を決定した決め手をどのよ

うに分析しているのか、同じく副市長に伺いま

す。 

○副市長（長濱重光）  ＰＦＩ事業候補者決定

の分析につきましてお答えいたします。 

 今回の事業候補者決定のプロセスは、事業提

案書を垂水市南の拠点整備事業に係る民間事業

者と選定委員会で審査をしていただき、その結

果を市の最高意思決定機関であります垂水市経

営会議で報告をし、事業候補者を決定したもの

でございます。 

 経営会議での報告では、施設のデザイン設計

も大きな関心ではありましたけれども、今回の

事業候補者決定基準の中で特に重要視し、ポイ

ントでありました地域貢献に関する事項の確認

が中心となりました。 

 この拠点施設は、地域経済の活性化、つまり

市全体の稼ぐ力の向上を実現するために必要な

施設であり、このことは事業候補者決定基準に

おいても配点を高く設定するなど、重要視して

いたところでございます。 

 特に、御提案いただきましたキッチンスタジ
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オや販売スペースの確保や地域資源の付加価値

向上や商品の売り方の工夫、さらには成功事例

の共有や専門家のアドバイスなど、民間視点に

よるさまざまなアイデアが施設全体の魅力アッ

プにつながることなど、経営会議におきまして

も高い評価が得られたところでございます。 

 このように、ＰＦＩ事業の特色であります設

計から運営まで、民間のアイデア、ノウハウを

活用した形で全体的に高いレベルで御提案をい

ただき、そして、本市が重要視した地域貢献に

関する事項につきましても、具体的で実現性の

ある提案であったことが事業候補者決定の決め

手になったと分析をいたしております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。早

期のオープンを目指して頑張っていただきたい

と思います。 

 これで質問を終わります。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、11時35分から再開いたします。 

      午前11時23分休憩 

 

      午前11時35分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、５番、感王寺耕造議員の質問を許可し

ます。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さん、おはようございま

す。質問に入る前に、昨日、大きいビッグニ

ュースがございました。本日付の南日本新聞で

すけれども、全国和牛能力共進会宮城大会第11

回が９月７日から11日開催されました。この部

分で全９区あるわけですけれども、４区の部分

で、４部門で鹿児島県が１席をとりました。宮

崎県が１席を３つ、大分が１つですね。開催地

である宮城は１つということで、鹿児島の完全

制覇ということで、宮崎の３連覇をとどめまし

て団体優勝という部分で大変うれしいことだと

思っております。 

 また、これ関係者一同だけではなくて、１面

トップになったということは、それだけ経済効

果、県内における経済効果があるということだ

と私は考えております。 

 通告はしていないんですけれども、今回の場

合は、垂水からも牛が出ました。懸垂幕が出て

おります。ありがたいことで、上市木にお住ま

いの笠木ヒサ子さん、後継者もきちっとおられ

ます。この方の牛が２席ということで健闘して

いただきました。大変ありがたいことでござい

ます。垂水の牛の名声を高めていただいたとい

うことで感謝申し上げます。 

 それとまた、市職員も、農林課振興係の職員

も時間外に全共出品が始まってから、朝晩２時

間半、５時間、引き運動をしていただきました。

お手伝いしていただきました。本当に心から感

謝申し上げます。 

 ただ、５年後、鹿児島県霧島市で、またこの

大会が開かれます。今回の場合は、笠木さんが

たまたま垂水市の品評会に出していただいた。

それからは、とんとん拍子に進みまして、フロ

ックとは言わないんですけども、埋もれた原石

を磨いて磨いて２席という結果が出たわけです

ね。 

 それでまた片一方、審査の基準、市長もおわ

かりのとおり、例えば、生産部門については、

分娩間隔であるとか、あと枝肉の部分について

は、肉のうまみ成分、サシだけではなくて、Ｂ

ＭＳだけではなくて、実際８区でも宮崎県の脂

肪交雑は11番だったんですけれども、鹿児島の

やつは12番でした。でも、逆転現象が起こって、

旨味の成分、オレイン酸、不飽和脂肪酸の部分

で負けてしまった。それで１席と２席が逆転し

たということがあります。 

 ５年後の全共を見据えて、今度は地元開催で

ございますから、また、２連覇果たしていかな
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ければいけない。そのことが、やはり本市だけ

にとどまらず、鹿児島県全体の経済の浮揚効果

を果たしていけると思っております。 

 この部分について、通告はしておりませんが、

きょうは質問が大項目１つでございますので、

時間が余ると思いますので、市長、通告はして

いませんが、答弁いただけるなら、５年後の全

共を見据えて、どのような形でまた垂水の牛を

全共の大会に導いていくのか、体制を含め、そ

の辺も含めて、最後答弁いただければありがた

いと思っております。通告していませんので強

制はいたしません。よろしくお願いします。 

 それでは、早速質問に入らせていただきます。 

 昨年４月１日より障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律、通称「障害者差別解消

法」が施行されました。 

 この法律は、障害による差別を解消し、誰も

が分け隔てなく共生する社会を実現することを

目的として制定されました。 

 行政機関や民間事業者に対し不当な差別的取

り扱いを行ってはいけないと法的義務が課され

るとともに、行政機関には法的義務、しなけれ

ばならないのに対しまして、民間事業者は、努

力義務、実施に努めるという違いがあります。 

 その施行を受けての本市の取り組み状況と問

題点、今後の対応について質問してまいります。 

 まず、本市公共施設のバリアフリー化、障害

者用トイレ、点字ブロック等の設置状況、問題

点、今後の対応について、各担当課長答弁くだ

さい。 

 総務課長には、市職員に対する対応要領の内

容と、職員研修の具体的な取り組みについて答

弁願います。 

 福祉課長には、障害者差別の相談窓口がどう

なっているのか。直近の相談の件数、また、今

後どのように相談窓口の充実を図り、問題を解

決していくのか、答弁ください。 

 最後に、学校教育での障害者差別を解消する

学習の現状と問題点、今後の取り組みについて

学校教育課長に答弁願います。 

 以上で１回目の質問を終ります。 

○市長（尾脇雅弥）  すみません。感王寺議員

から私のほうへ全共についての御質問がありま

したので、冒頭答弁をさせていただきたいと思

います。 

 今回、宮城県で開催をされたわけであります。

私も10年前の鳥取大会以来、２回目現地に赴い

て応援をさせていただきました。 

 先ほど感王寺議員がおっしゃったように、こ

の大会の大変さ、すごさ、さらには我々の職員

も含めて関係の皆さんが一生懸命努力をして最

高の結果が出たということは、私も大変うれし

く思っているところでございます。 

 きょう、あしたで牛を育てられるものではあ

りません。何年、何十年という思いの中で、皆

様が最終的にはここを目指しながら頑張られる

わけでありますけれども、何万頭、何十万頭と

いう牛の中で鹿児島県からは30頭という、その

中に１頭垂水からの牛が選ばれて全体の２席と

いう、大変すばらしい成績でありましたし、15

年ぶりということでありました。 

 これまで２回団体賞は宮崎がチャンピオンと

いうことでありましたけれども、さまざまな評

価項目の見直しや、さまざまな研究努力を重ね

て、我々としてはこれまでもナンバーワンであ

るというふうに思っておったところであります

けれども、客観的な評価をいただけたというこ

とは、大変ありがたかったなというふうに思っ

ております。 

 そして、今後のことについてということであ

りますけれども、今回は、先ほど感王寺議員が

おっしゃったような形で、ある意味、タイミン

グよくといいますか、原石を発見していただく

形で出品ができたわけでありますけれども、じ

ゃ５年後同じような形で、そう簡単に出場でき

るものではありませんので、垂水市も畜産業界
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においては、若い後継者の方がいっぱいいらっ

しゃいます。また、この業界の未来は明るいと

いうふうに思っておりますので、しっかり環境

整備、戦略を練りながら、また、いろいろ御相

談しながら、どういうハード・ソフトの対応を

していけばいいのかということを考えさせてい

ただきたいと思います。 

 来年は、垂水市も60周年、あるいは西郷どん、

さらにはオリンピック、そして、国体という、

この年に日本一というのがとれたということは、

先ほど号外が出ましたけれども、いろんな意味

でこれからプラスの波及効果大きいと思います

ので、その波にしっかりと乗っかって、生産者

がしっかりとそこに参画できるような仕組みを

つくっていきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  感王寺議員の御質問

にお答えいたします。 

 土木課で管理しております公共施設のバリア

フリー化の現状でございますが、まず、公園な

どにあるトイレは、牛根境鉄道記念公園や荒崎

パーキングなど、市内の公園の９カ所にトイレ

が設置してありますが、このうち宮脇公園など

３カ所に身障者用のトイレが設置してございま

す。 

 現在、中央運動公園陸上競技場を改修工事中

でございますが、その中でトイレの新築工事も

発注しているところでございまして、新設のト

イレにつきましては、身障者も使用可能な多目

的トイレを計画しているところでございます。 

 また、新たに改修工事を推進しているスポー

ツランドの南側観覧席につきましても、高齢者、

障害者の移動と円滑化のために必要な特定公園

施設の設置の基準に関する条例に基づき、車椅

子でそのまま進入できるようにスロープを設け、

また、手すりも設置するようになっております。 

 体育館の内部改修につきましても、車椅子で

入れるような計画となっております。なお、体

育館内にあるトイレも、現在、身障者用は１カ

所ございますが、さらに利用しやすいように多

目的トイレとして改修し、一般用のトイレも男

女ともに大便器を和式から洋式に改修する計画

としております。 

 次に、市営住宅についてお答えいたします。 

 市営住宅につきましては、新城大浜団地の平

屋４戸及び２階建て４戸がバリアフリー対応で、

玄関、浴室、トイレに手すりが設置され、室内

の段差も解消されており、２階建ての４戸につ

いては、階段に手すりが設けられております。 

 また、元垂水団地中央棟には、身障者対応の

住宅が２戸あり、浴室、トイレの手すりの設置

に加え、玄関までのスロープ、玄関から室内に

かけての段差も解消され、車椅子での生活が可

能となった構造となっております。 

 その他の市営住宅では、建設年度が古く、バ

リアフリー対応とはなっておりませんが、建て

替え予定の中之平団地につきましては、建て替

え後の住宅はバリアフリー対応で計画しており

ます。 

 次に、定住促進住宅につきましては、定住水

之上団地に車椅子での生活が可能な住宅が２戸

ありますが、他の部屋や定住錦江町団地の部屋

はバリアフリー対応とはなっておりません。 

 定住促進住宅の１戸建ての団地、第２二川団

地４戸、第２海潟団地２戸、第２新城麓団地６

戸でございますが、これらの住宅は、バリアフ

リー対応の住宅となっております。 

 以上でございます。 

○財政課長（野妻正美）  感王寺議員の御質問

にお答えいたします。 

 全国の官公庁施設のバリアフリー化は、厚生

省が公共施設の出入り口のスロープ化、自動ド

ア化、障害者用トイレの整備や公共施設、公園

等に車椅子を配備するよう昭和48年に身体障害

者福祉モデル都市設置要綱を定め、建設省から

は歩車道段差切り下げ、誘導ブロック指針が出
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されております。 

 昭和56年２月には、建設省が策定した官庁営

繕における身体障害者の利用を考慮した設計指

針をもとに、今日まで生活環境整備のための建

築設計基準により全国で庁舎窓口業務を行う公

共施設について所要の措置を講じるよう要請さ

れております。 

 本市の庁舎の整備状況につきましては、記録

が残っておりませんが、恐らく先ほど述べた当

時の厚生省が策定した身体障害者福祉モデル都

市設置要綱に基づき、公共施設の出入り口のス

ロープ化や玄関の自動ドア化、障害者用トイレ

を整備し、正面玄関のスロープは昭和48年以降

に整備したものではないかと思われます。 

 正面玄関スロープは、その後、平成６年に高

齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建

築物の建築の促進に関する法律、いわゆるハー

トビル法が制定され、スロープの角度や幅など

の基準が示されたことにより、以前より幅を広

くした改修を行いました。 

 平成５年には、庁舎新館の新築にあわせて本

館トイレ全てにおいて全面改修を行いましたが、

同時に、正面玄関近くにあります１階トイレの

隣に車椅子対応の障害者用トイレを新たに整備

しております。 

 男子トイレの小便器は、幼児や児童など、身

長の低い子供も利用できるよう小便受け口の高

さが35センチメートル以下の低リップ型にし、

平成23年には、１階女子トイレ内に赤ちゃんの

おむつ交換ができるよう、おむつ交換台も設置

しております。 

 また、平成18年６月に高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバ

リアフリー新法が制定されたことに伴い、平成

19年５月、市役所正面駐車場に障害者駐車場を

整備し、あわせて市民から要望が多かった正面

玄関から２階、３階へ昇降する階段に片方しか

なかった手すりを両方に設置しております。 

 平成25年１月には、同じく市民から要望があ

った正面玄関にも手すりを設置しております。 

 そのほかにも、足が不自由な方用として、正

面ロビーに車椅子の配置、相談窓口に車椅子等

の来客者対応のためのローカウンターの設置や

老眼鏡の配備、聴覚障害者補助として筆談ボー

ドを各課に配付したりしております。 

 以上のとおりですが、現在の庁舎は、昭和33

年建築と当時の建築基準で建てられている中で、

バリアフリー新法に示してあります建築物移動

等円滑化基準に基づき整備してきております。 

 しかし、庁舎は古い建物のためバリアフリー

化できないものがあるのが現状です。今後、建

設予定である新庁舎につきましては、高齢者や

障害者等の弱者を区別しないで、全ての人が利

用可能な環境づくり、いわゆるユニバーサルデ

ザインは当然検討されるものと考えております。

現在の庁舎について改善すべき点があれば関係

課と協議してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、感王

寺議員御質問の社会教育課所管の施設等の状況

等についてお答えいたします。 

 まず、社会教育分野の所管施設のうち、まず、

市民課のバリアフリーにつきましては、１階部

分はフラット化しておりますが、２階へは階段

を利用していただいております。障害者用トイ

レにつきましては、１階に設置しておりますが、

２階にはございません。 

 次に、市民館併設の垂水地区公民館を除く８

地区公民館のバリアフリーにつきましては、１

階出入り口の段差がない地区公民館は、柊原、

新城、牛根地区の各３地区公民館となっており

ますが、２階へは全ての館において階段を利用

していただいております。 

 障害者用トイレにつきましては、各地区公民

館とも設置はいたしておりませんが、洋式トイ

レを全地区公民館に設置いたしております。 
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 また、大野自然学校につきましても旧校舎を

利用しました施設でありますことから、１階部

分はフラット化しておりますが、２階へは階段

を利用していただいております。なお、障害者

用トイレはございませんが、洋式トイレは設置

いたしております。 

 次に、文化社会体育関係の施設のうち市文化

会館と市体育館は、スロープを設置し、バリア

フリー化を図っており、障害者用トイレも設置

いたしておりますが、市体育館及び市文化会館

とも２階へは階段を利用していただいておりま

す。 

 その他、中央運動公園にあります平屋の施設

であるキララドーム内及び野球場前にある屋外

トイレにつきましては、障害者用トイレを設置

しております。なお、中央運動公園内は、点字

ブロックを設置しておりません。 

 次に、市立図書館でございますが、１階部分

はフラット化しておりますが、２階へは階段を

利用していただいております。障害者用トイレ

につきましては、１カ所設置しております。点

字ブロックについては設置してございません。 

 なお、今後の対応についてでございますが、

図書館を例にいたしますと、視覚障害のある方

への配慮といたしましては、点字資料大活字本

及び読書用拡大鏡を設置しております。また、

本年度は、聴覚障害のある方からのリクエスト

により、ＮＨＫ雑誌「みんなの手話」を定期購

入し閲覧に供するなど配慮させていただいてお

ります。 

 このように、社会教育課といたしましても、

施設及び業務運営の面で障害のある方の要望を

今後もお聞きしながら、また、関係課とも協議

をしながら共生する社会づくりに向けて改善を

行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（池松 烈）  感王寺議員の小

中学校施設のバリアフリー化、障害者用トイレ、

点字ブロック等の設置状況と今後の対応につき

ましてお答えいたします。 

 設置状況につきましては、小学校におきまし

ては、これまで障害のある児童の入学時や児童

の障害の程度の状況に応じ、段差の解消、ス

ロープの設置、階段等の手すりの設置、トイレ

の洋式化、広さの確保、パーテーションパネル

の設置などの改修、それから、シャワー設備の

設置を含めた特別支援教室への改修など、中学

校におきましても同様の改修を図るとともに、

御存知のとおり、エレベーターの設置を行い、

障害のある児童生徒がより快適に学校生活が過

ごせるよう対応を図ってきたところでございま

す。 

 しかしながら、児童生徒の状況に応じた個別

での対応となっており、全ての障害へのきめ細

やかな対応には至っていない状況でございます。 

 また、学校を訪れていただく障害のある保護

者の方々を初め一般の方々に対しましては、各

学校の先生方の共通理解や御配慮により適切な

対応をしていただいているのが実情でございま

す。 

 今後の対応につきましては、今までどおり、

障害のある児童生徒の入学時や児童生徒の障害

の程度の状況に応じ、関係課を初め、各学校と

連携調整を図りながら、ソフト面、ハード面か

ら整備を図っていきますとともに、平成32年度

までに策定を求められております学校施設の長

寿命化計画との整合性を図りながら、文部科学

省の学校施設バリアフリー化推進指針を踏まえ

た整備を図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○総務課長（中谷大潤）  障害者差別解消法に

関する職員対応についてお答えいたします。 

 障害があってもなくても、誰もが分け隔てら

れず、お互いを尊重して、暮らし、勉強し、働

いたりできるように、差別を解消して、誰もが

安心して暮らせる豊かな共生社会の実現を目的
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として、障害者差別解消法が平成28年４月１日

に施行されたことに伴い、本市においても職員

が法律にのっとり、障害を理由とする差別の解

消の推進に関して必要な施策を実施するために、

垂水市職員における障害を理由とする差別の解

消の推進に関する対応要領を平成29年１月１日

に策定いたしました。 

 この要領において、見えない、聞こえない、

歩けないといった機能障害を理由にして、区別

や排除、制限をすること。車椅子や補装具、盲

導犬や介助者など、障害に関連することを理由

にして区別や排除、制限をすることなど差別の

解消の推進に関する留意事項を職員に示してお

ります。 

 職員の障害者対応としまして、法律の施行に

先立ち、平成28年２月に実施した障害者に対応

する接遇研修におきまして、実際にアイマスク

を装着して、庁舎内を歩行したり、車椅子を自

分で操作したりして、障害者の目線に立った体

験型の研修を行い、消防職員や現業職員、臨時

職員を含むほぼ全職員が障害者が他人とコミュ

ニケーションを図る際の多様な手段に対応する

要領について学んでおります。 

 以上でございます。 

○福祉課長（保久上光昭）  障害者差別の相談

窓口は、どうなっているのか。また、今後どの

ように充実を図り、問題を解決していくのかと

の御質問にお答えをいたします。 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律、通称、障害者差別解消法は、平成28年４

月１日から施行され、障害者に対しての不当な

差別的取り扱いの禁止と、合理的な配慮の提供

が定められたところでございます。 

 相談窓口の設置につきましては、法律が施行

された直後の平成28年５月に垂水市、鹿屋市、

肝付町、錦江町、東串良町、南大隅町の肝属地

区２市４町を初め、鹿児島県や障害者団体、社

会福祉協議会などの32の関係機関で構成してお

ります肝属地区障害者自立支援協議会で協議を

行い、相談窓口は厚生省を初めとする肝属地区

障害者自立支援協議会の構成機関に設置するこ

ととし、障害者が相談しやすい窓口を選んで相

談できるような体制を整えたところでございま

す。 

 この寄せられた相談につきましては、肝属地

区全体で情報を共有し、連携を図り、解決の手

段を講じていくように定めております。 

 また、この障害者自立支援協議会には、障害

者差別解消法第17条で定める障害者差別解消支

援地域協議会を設置し、寄せられた相談を収集

し、地域での差別解消解決等に向けた取り組み

を実践していくようにしております。 

 法律が施行されてから、本市福祉課の窓口に

おきましては、これまで障害により不当な差別

を受けたといった相談は今のところございませ

んが、いつでも相談に対応できるような体制は

整えているところでございます。 

 今後の充実をどう図るかということにつきま

しては、障害者差別による相談案件にかかわら

ず、障害等を持った方の相談窓口は基本的に福

祉課が担い、日々さまざまな相談等を受けつけ

ているところでございます。その相談体制は、

相談に訪れた障害者の方の内容により対応がで

きるような体制を整えていっているところでは

ございます。 

 なお、相談内容によっては、専門的、技術的

な知識が必要なものもありますので、その場合

には、庁内の各部署や専門スタッフを配置して

おります肝属地区障害者自立支援協議会との連

携を図りながら対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  学校教育におけ

る差別解消の学習及び取り組みについてお答え

いたします。 

 今日の社会においては、同和問題を初め、男
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女の違いや高齢者、外国人、障害者など、さま

ざまな人権にかかわる課題がございます。この

ような現状を踏まえ、学校教育を推進するに当

たっては、人権教育は全ての教育の基本である

という基本理念に立って、一人ひとりの人権を

大切にした教育活動を展開しております。 

 その際、県教育委員会人権同和教育課が教職

員の児童生徒へかかわる視点として、見つめる

のＭ、思いをめぐらすのＯ、向き合うのＭの頭

文字３つをあわせてＭＯＭ（モム）というキャ

ッチフレーズを作成しており、このＭＯＭの視

点をもとに、全職員がチーム学校として共通認

識、共通実践に取り組んでおります。 

 具体的に述べますと、社会科では同和問題に

関する正しい理解と認識を深めるような学習、

保健等ではＨＩＶ感染者などの病気に関する差

別の解消について考える学習、総合的な学習の

時間では、高齢者や外国人、障害者などに対す

る差別解消についての学習等を行っております。 

 また、道徳の学習におきましては、いじめ問

題を考える週間等に、相手の立場を尊重し、思

いやる心を育てる授業を行うなど、豊かな心づ

くりの学習も行っており、保護者や地域の方々

に授業参観をしていただいているところでござ

います。 

 さらに、各学校では、障害のある子もない子

も全児童生徒に学びやすい環境を提供するとい

うユニバーサルデザインの視点を取り入れた授

業を行い、間違いや失敗を許容する雰囲気づく

りをしております。 

 このように、差別はあってはならないとの共

通認識のもと、人の痛みを考えること、人を傷

つける生き方を許さないことなどを大切にした

学級づくりをするとともに、一人ひとりの個性

を尊重し、得手、不得手の理解と、協力するこ

との大切さを伝えながら、所属感や自己有用感

を味わうことができるようにしております。 

 教育委員会といたしましても、障害者差別解

消法の趣旨にのっとり、教育機会の均等化を実

現するために合理的配慮を行っております。具

体的には、本人の障害の状況に応じて、特別支

援教育支援員による支援や、必要な教材、備品

等及び教育環境の整備などでございます。 

 また、一人ひとりに適した就学先を示すため、

保育所や幼稚園、各小中学校から当該児童生徒

についての詳細な状況を提出していただいた上

で、医学、心理学、教育学など専門的な観点か

ら当該児童生徒及び保護者との相談を実施し、

保護者の心情や願いにも寄り添いながら、特別

支援学校や特別支援学級及び通常学級など、児

童生徒にとって最も適した就学先を決定してい

るところでございます。そして、就学後も常に

状況を把握しながら、必要に応じて就学先の再

検討も行っているところでございます。 

 今後とも子供たちが障害者差別解消法の趣旨

をしっかりと受けとめ、障害のある人もない人

もお互いを理解し、尊重し合って、ともに幸せ

に生活していける社会の担い手となれるよう、

学校教育の充実を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、13時20分から再開いたします。 

      午後０時６分休憩 

 

      午後１時20分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ５番、感王寺耕造議員の質問を続行いたしま

す。 

○感王寺耕造議員  再質問をする前に、共通の

認識として確認しておきたいということがあり

ますんで、ちょっと述べさせていただきたいと

思います。 

 まず、総務課長の申されたとおり、この障害

者差別解消法、これは障害による差別を解消し、
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誰もが分け隔てなく共生する社会を実現するこ

とを目的として制定されております。 

 ただ、ここの部分で注目すべきポイントは、

障害者、ここで言う障害者が障害者手帳を持つ

人のみに限られないという点でございます。障

害者差別解消法では障害者を次のように定義し

ております。「障害者、身体障害、知的障害、

精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機

能の障害がある者であって、障害及び社会的障

壁により継続的に日常生活、または社会生活に

相当な制限を受ける者」であるということでご

ざいます。 

 結局、障害者手帳を持っていなくても、例え

ば御高齢になって足腰が弱ってきたとか、いろ

んなさまざまな要因が出てくるわけですよね。

そういうもの、方々も含めて、その障害のとら

まえ方ということでございます。 

 各担当課長から公共施設のバリアフリー化、

または障害者トイレとか、点字ブロック等の設

置状況とか、いろいろ詳しく説明いただいたん

ですけれども、道半ばであるのかなという感じ

がしております。 

 財政的な予算、予算的な部分もあるんでしょ

うけども、ただ、冒頭、最初の質問でちょっと

抜けた部分がありますけれども、合理的な配慮

の提供という部分があるわけですよね。その箇

所の部分で指導要領の部分で適切に対処してい

ただいているんですけれども、例えば、社会的、

合理的配慮の不提供、この部分はだめですよと。

各民間事業者は努力義務ですけれども、行政機

関に限っては、これは必須義務、法的義務があ

るわけですよね。だから、予算的な問題があり

ますけれども、その部分を適時にやっていく必

要があるのかなと思っております。 

 合理的配慮の不提供という、提供ということ、

不提供ということですね。これを禁じているわ

けですけれども、合理的配慮の提供ということ

は何かというと、先ほど拡大鏡とかの話も出ま

したけれども、読み書きが困難な方に、文字の

読み書きが困難な方にタブレットや音声読み上

げソフトを提供していく。また、当然のことな

がら、移動が困難、肢体不自由の方が自力で移

動できない場所にスロープやエレベーターをつ

けていくと。 

 また、指示理解が困難な方に、複雑な方に、

指示を一つずつ分けて伝えたり、イラストで伝

えていく。そういうやっぱり方法論、手順の部

分も問題がございます。ハードの部分じゃなく

てですね。 

 また、あと疲労とか緊張しやすい方、発達障

害のお子さんたちも結構やっぱりそういう傾向

があると思うんですが、こういう方々のために

休憩スペースを設けたり、そういう部分も必要、

そういうスペースも必要になってくるというこ

となんですよね。 

 道半ばということなんですが、これから新た

な施設がつくられていきます。その中で、例え

ば、この間案内いただいたですけども、「わく

わくスポーツランド」ですよね。視察させてい

ただいたんですけれども、トイレの数がこれが

足りるのかって私指摘しました。その部分につ

いて、やっぱり改善の余地があるんと思うんで

すけれども、その部分についても社会教育課長

のほうにもう一遍お願いします。 

 あと道の駅の部分ですね。この間の資料いた

だいているんですけれども、国交省原案の部分

でトイレの部分やらきちっとやるんですけど、

ただ、レストラン、物産館の部分ですね。この

部分、トイレこれで足りるのかよという部分が

あると思うんですよね。その部分について、や

っぱ事業者と協議していかなきゃいけないんで

すけれども、その点についてどういうような形

で企画課長が思っておられるのか、その部分に

ついてお伺いします。 

 あと、この部分に関連して、視覚障害者の

方々ですね。庁舎内も一人では歩けないような
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状況なんですね。今、このような、これはミニ

チュアモデルですけど、30センチ角の部分で、

こういう形でずっとつけていくと発光素材にも

なっているんですよね。避難誘導路にもなる。

それでまた、こういう部分をやっぱ庁舎内にも、

そんなに高いもんじゃないですからつくってい

かなきゃいけない。 

 また、動線の確保の部分で企画課長は、こう

いう部分のやっぱり設置という部分も物産館の

中にやっぱり設置していかなきゃいけないと思

うんですが、その辺の取り組みについて、今後、

新しい企画に対してどのように対処していくの

かという部分でまず質問いたします。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、新た

にできるスポーツランドのトイレの数等につい

ては、ちゃんと配慮しているのか、足りるのか

ということで御質問いただきました。 

 現在、先ほど土木課長のほうからも答弁がご

ざいましたように、新しいたるみずスポーツラ

ンドの施設内、旧管理の建物の中にあるとは別

に、本城川のほうの道路の際のところに、新し

くまたトイレを設けることにいたしました。こ

れは、そもそもこの中央運動公園を歩行される

方、ウォーキングされる方が多いということと、

また、新たにスポーツランド内にスタンドを設

けまして、本城川沿い。特に、あそこが車椅子

でも入れるように、御利用いただけるような構

造になっておりますので、少しでも近いところ

にトイレを準備したいということで今度設置さ

せていただきました。 

 今のところでは、男子用の洋式便所が２つで

女性用が３つ、身障者用が１つということで準

備しております。一応、これをまず完成させて

いただきまして、御利用いただきまして、また、

皆様方の御利用者やら要望とかに、また耳を傾

けながら今後改善してまいりたいと思います。

よろしくお願いします。 

○企画政策課長（角野 毅）  南の拠点におけ

るバリアフリー化の対応予定ということでお答

えをいたします。 

 南の拠点で本市が主体的に整備を実施する施

設につきましては、ＰＦＩ施設とマリン施設、

この両施設がございます。このうちＰＦＩ施設

につきましては、本市が求める機能を示しまし

た業務用給水遵守に鹿児島県福祉のまちづくり

条例を遵守すべき法令として示しております。 

 あわせまして、事業候補者決定基準には、ユ

ニバーサルデザイン等に配慮した計画的工夫を

評価の視点として示したところでございます。 

 このような要求水準に対しまして、事業候補

者からは提案がございましたが、この内容は本

施設の内部、外部とも段差を設けない計画とし、

ユニバーサルデザインの考え方を徹底いたしま

すというふうになっておりました。 

 このようなことから、高齢者や障害者はもち

ろんのこと、全ての方にとって利用しやすい施

設となること、障害者差別解消法における合理

的な配慮による共生社会を実現できるものと考

えており、このことが南の拠点のコンセプトで

もございます。年齢、性別を問わず、地域住民、

観光客、みんなが楽しめる公園づくりの一翼を

担うものと認識をいたしております。 

 なお、マリン施設におきましても同様の考え

方のもと配慮してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  全ての人が共生できる社会、

どういう障害を持っている方々でも社会参画で

きるような施設、この部分の整備という部分が

必要だと思っていますので、既存の施設につい

ても、これは法的義務ですから、財政課長。や

はりいろんな団体、障害の団体がございます。

その方々のお声を拾い上げながら、きちっとき

ちっとやっぱやっていただく必要がありますん

で、その点をお願いしておきます。 

 あと、土木課長に１点質問しますけれども、

公営住宅のほうもいろいろお答えいただきまし
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た。ちょっと少ないのかなという数が。私考え

ております。と言いますのが、やっぱり先ほど

申しましたように、高齢の方々ですよね。足腰

が弱ってきている方々、やっぱそういう方々の

部分についても部分的な補修とかという部分の

考えが必要だと思うんですけれども、この部分

についての考え方、どのように思っておられる

のか、どのようなまた計画していくのか。その

点を答弁してください。 

 それから、あともう１点、相談窓口の部分で

すね。福祉課長のほうから答弁いただいて理解

したんですけれども、ただ、なかなか障害によ

っては、声が届かないという問題もあるんです

よね。特に精神障害の方々ですね。この方々の

団体があるんですけれども、肝属の会長さんと

お話する機会があったんですが、なかなか精神

障害ていうと、普通の方々一般に受け入れられ

ない。それとやっぱり障害をお持ちの御家族も、

そういう仲間の会というか、障害者、精神障害

の仲間の会みたいな部分に参加されないという

んですよね。ちょっと見には、もう普通の人と

変わらないわけですから、そういう問題もある

んですよね。 

 なかなか一つ相談窓口はきちんとつくってい

る、相談はありませんということなんですけれ

ども、結局、それは私から言わせると、声なき

声を拾い上げてないんじゃないんですかという

部分を指摘したいんですよ。 

 だから、結局、先ほど申しました合理的配慮

の不提供はいけませんという部分に施策として

反映されていないんじゃないかと思うもんです

から、その辺についてどのようにこれから対処

していくのか、その点についてとりあえずお答

えください。 

○土木課長（宮迫章二）  公営住宅の高齢者向

けの部分的な補修ということでございますが、

この補修につきましては、その身障者の関係の

改修といいますか、その方法で個人の申請によ

り改修をしていただいているところでございま

す。 

○福祉課長（保久上光昭）  議員の精神障害を

持った親の会に入会しづらい状況にあるという

あたりを把握しているのかということも含めて

のことだと思うんですが、例年、精神障害のあ

る方とその家族の皆さんで構成されている、先

ほど会長さんと言われた肝属地区精神障害者福

祉促進の会の皆さんが陳情要請キャラバンの行

動で、また、知的障害のある方を持つ家族の皆

さんで構成されている肝属地区手をつなぐ育成

会の皆さんが啓発活動で来庁されておりまして、

それぞれ家族会員の皆さんとの意見交換をさせ

ていただく中で、そういった皆さんの意見反映、

状況把握については努めてきているところでは

あります。 

 今年度、肝属地区精神障害者福祉促進の会の

皆さんが陳情要請キャラバン行動に見えるのが

今月22日の予定となっております。今回は、家

族支援についての陳情要請とのことでもありま

すので、そこらあたりの話をまたお聞きしなが

ら、家族会員の皆さんとの意見交換をさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

 あと知的障害のある方の手をつなぐ育成会の

ほうにつきましても、７日の日に啓発活動で前

年同様に来庁されておりまして、その意見交換

の中で会員増が難しいといった課題というのは

共通認識が図れたところであります。 

 また、市の広報誌での広報周知の必要性につ

いても意見の同意を見たところでもありますの

で、そういった形でこれからも家族会員増に向

けては市独自の紹介パンフレットをつくる、作

成して福祉課窓口での入会案内に取り組んでま

いりたいというふうに考えます。 

 あと議員からもありましたように、社会全体

でそういう認識を持つ必要があるという認識の

もとに、障害を持つ全ての方やその家族が不当

な差別を受けることのないように、また、合理
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的な配慮を提供できるようにしていくために周

知広報活動に積極的に取り組んでまいりたいと。

それぞれの障害に配慮したわかりやすい周知啓

発活動に努めてまいりながら、肝属地区障害者

自立支援協議会での働きかけ等についても積極

的に取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○感王寺耕造議員  土木課長には、１点だけ要

望しておきますけれども、個人の申請によって

快適な部分改修するということなんですけども、

この部分、広く広報して、不都合な点があった

ら相談してくださいというような部分ですね。

ここきちっとしていなきゃいけないと思うんで

すよ。その点について現在なさっているのか、

なさってないのか、要望じゃなくて、これ返答

ください。 

 あとこの障害者差別解消法の大もとの窓口で

ある福祉課長にお願い、これはもう要望でいい

ですけれども、やはり声なき声を拾い上げて、

それをきちんとした公共サービスにつなげてい

くっていう方策の部分が一番根本的な部分です

から、課長のとこがですね。そこの部分は密に

連携をとってやっていただきたいと思います。 

 新庁舎の部分についても、もう協議会ですか、

立ち上がってどうするのかという部分の協議が

なされていると思うんですけども、その部分に

ついてもこの障害者差別解消法の大もとの部分、

目的の部分ですね。ここをきちっと考えてやら

なきゃいけないと思うんですが、この点につい

ては市長の答弁を求めますので、よろしくお願

いします。 

○市長（尾脇雅弥）  この法律の一番大事なこ

とは、障害を理由とすることによっての差別が

あってはならないと。これは皆さん、共通認識

であります。 

 今、担当課長がそれぞれ申し上げましたけれ

ども、感王寺議員からもありますけれども、声

なき声をどうやって拾っていって、財源とかタ

イミングの問題も現実的にあるというふうに思

いますので、その辺のところを先ほど例を挙げ

ていただいた南の拠点の整備、あるいは新庁舎

等々はこれからということでありますので、そ

の辺にはしっかり盛り込んで、現在ある施設に

対してどうフォローしていくかということを幅

広く協議して、一つ一つ具現化していきたいと

いうふうに考えております。 

○土木課長（宮迫章二）  市営住宅のその改修

というのは、土木課のほうの改修の計画ではあ

りませんが、それは、またその関係課からの要

望があって、申請が上がってくれば、改造の許

可を出してしていただくということで、そっち

のほうの補助があるのではないかと思っており

ます。直接土木課のほうでの事業というのは取

り組んではいないと思います。 

○感王寺耕造議員  現在、さまざまな福祉機器

が開発されています。一つ一つ精査していただ

いて導入していただきたい。 

 それで後、私、昔、視覚障害者の方の介助ボ

ランティアしておりまして、雲取山とか、東京

ありますけど、あと丹沢とか、そんな部分一緒

に山に登った経験があります。 

 だから、視覚障害の方だといっても、やっぱ

り山にも登れるし、どこにも行かれるんですよ、

はっきり言って。行かれるんですよ。だから、

やっぱり運動公園も、今度わくわくスポーツラ

ンドという形になったわけですよね。そして、

また国体も始まります。そういうようなときに、

やっぱりこういったような点字ブロック、それ

でまたこういう形にすりゃ、車椅子の方にも障

壁にならないような優れものです。屋内でも発

光素材入っていますから光って、万が一でも誘

導路になるという部分もあるんですよね。その

辺についても検討していただきたいと思ってお

ります。 

 あと市長を初め、私これ名刺なんですけれど

も、点字の名刺なんですよね、ですね。こうい
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う部分もやはり市長初め我々議員もですけれど

も、課長クラスの方々は、やっぱり何枚かでも

つくる必要があるんじゃないかなと僕は考えて

おりますので、その点については精査して導入

方々検討ください。 

 あと、総務課長に１点だけ振っておきますけ

れども、対応要領をきちっとつくっていただい

て、立派なものができているなという感想は持

ったんですね。年２回ですか、今まで２回、ア

イマスクとか車椅子の体験ということをなさっ

ているということなんですけれども、総務課長、

私それだけじゃ足りないと思うんですよね。障

害の中身っていう部分は、人それぞれによって、

また、物すごく裾野が広いんですよね。だから、

そういった座学的な部分を職員の方々は研修す

べきじゃないか。 

 それで、先ほど福祉課長には振りましたけれ

ども、各障害者団体の方々の声を聞く機会も、

やっぱりそれぞれ職員研修の場でやるべきじゃ

ないかと思うんですけれども、その辺について

質問いたします。 

○総務課長（中谷大潤）  お答えいたします。 

 今の質問に対することですけれども、先ほど

答弁しました障害者に対する接遇研修の際にも、

この職員における障害を理由とする差別の解消

の推進に関する対応要領についての概要説明も

一応しておりますので、事例とあわせて。ただ、

おっしゃるように、障害者の範囲、ここで言う

障害者差別法で言う障害者の範囲は広うござい

ますので、ただ、アイマスクと車椅子だけを使

った研修だけを実施しておりますけれども、今

後はまたいろんな障害者を想定したまた研修も

また検討してまいりたいと考えます。 

○感王寺耕造議員  ぜひとも法の目的を達成す

るためにも、職員研修の充実ということを要望

しておきます。 

 あと何点かあるんですが、教育長にお願いし

たいんですけれども、昔は就学拒否があったん

ですよね。私も経験しました。小学校は、車椅

子の女の子だったんですけれども、普通の小学

校へ行きたいということで教育委員会とも協議

したんですけど、就学拒否されまして、中学上

がるときね。それでまた、そこで出された条件

が、保護者かもしくは介助者を一緒に登校しな

さいという部分でやり合ったことがあるんです

よね。そういうことは、もう現在ないと思うん

ですけど、先ほど学校教育課長から、その子供

と個性を伸ばすために進学先を進めていくとい

う部分があったんですが、その辺も含めて、こ

れでまたやはり先ほど学校教育課長からもあり

ましたけれども、やはり人権問題、ジェンダー

の問題とか、同和の問題とか、障害の問題とか、

これがやっぱり全ての教育の基本だということ

があったんですが、教育長にもたまには答弁願

いたいんで、教育長のその辺の考え方、ちょっ

とあれば聞かせてください。 

○教育長（坂元裕人）  先ほど来、感王寺議員

の御質問に対する各課長の答弁等聞いておりま

すけれども、やはり学校教育課長が申し上げま

したとおり、教育の基盤に人権教育を据える、

これはもう間違いのないことで、先ほど職員の

研修のことを聞かれましたけれども、学校職員

も実はそういうところの研修は徹底してやって

おります。そして、その中身については確実に

子供におろしていくということも大事だろうと

思いますね。早いうちからのそういう人権教育。

そういうことを子供自身がやっぱり学んでいき

ながら、大人になっていく、その過程を私は大

事にしていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  あと２点ほどですね。総務

課長、この法律は、行政機関、あと民間事業者

の部分にも対応を求めているんですよね。民間

事業者へのこの法の呼びかけというか、その辺

の部分についてはどのように考えられておられ

るのか、対策をですね。その部分に１点。 
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 それで、最後に市長については、最初の通告

では、条例制定という考え方なんですけど、こ

れはもう条例制定じゃなくて、例えば市民憲章

の部分であったりとか、こういう部分はやっぱ

り呼びかけていかなきゃいけないと私は思うん

ですけれども、その辺についてのお考え、市長、

お答えください。 

 この２点で終わりにいたします。 

○総務課長（中谷大潤）  障害者差別解消法に

対する対応につきまして、総務課におきまして

は、あくまでも市の職員に対する対応だけでご

ざいますので、民間とか、そういったものに対

する対応につきましては福祉課の対応ですので、

福祉課長がお答えいたします。 

○福祉課長（保久上光昭）  それでは、民間事

業者に対する部分につきましては、まずそうい

った障害者差別解消法に係る周知活動、これは

基本的に肝属地区障害者自立支援協議会を中心

に構成市町の２市４町で連携して進めてきてい

るところでございまして、これまでに肝属地区

管内の住民や、各福祉サービス事業所職員等を

対象とした障害者差別解消に関する研修会を平

成28年８月に鹿屋市で開催するなど、啓発活動

には努めてきているところではあります。 

 そういった形でございまして、そういう意味

では周知が十分かといいますと、今後また制度

が始まったばかりということでもありますので、

そこら辺の課題として残っている部分ではあり

ます。 

 以上です。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどからこの問題に関

して、感王寺議員のおっしゃる趣旨よく理解す

るところでございます。条例制定となりますと、

全国で４市ということでありますので、趣旨は

賛同なんだけれども、いろいろ課題があるとい

うことも理解できるところでありますので、し

っかりときょういただいた御意見を参考に、他

市町村の動向を見ながら、とはいうものの、や

っぱりその趣旨というのが大事でありますので

検討させていただきたいというふうに思うとこ

ろであります。 

○感王寺耕造議員  ぜひともハードの部分もそ

うですけれども、補助具ですよね。やっぱり福

祉に関する補助具、その辺の部分をきちんとや

っぱり導入していただきたいと思っております。 

 もうちょっと時間が残ったんで、冒頭全共の

話したんですけど、市長、通告外にもかかわら

ず御答弁いただきまして大変感謝いたしており

ます。 

 最後になりましたんですけれども、今回９区

で、これ肥育部門で鹿屋市の薬師さんという方

が１席とられました。枝肉単価が１キロ当たり

５万１円ということです。１頭の価格が2,475

万495円ということです。そういうことですね。 

 冒頭申し上げましたとおり、畜産業、黒毛和

牛ていう部分はなかなか裾野の広い分野でござ

いまして、飼料屋さん、薬屋さんですね。飼料

会社、あと港湾関係の方々もお仕事なさってい

ますね。あとトラック、あとパッカーですね。

いわゆる処理場、食肉工場ですね。そういう部

分もあります。 

 そういう部分、今回はチャンピオンになった

と。５年間は全国一を語れるんですよ、全国一

をですね。また、次の５年後もやはり全国一を

取って、頑張ってもらいたいと思いますので、

そのお金くれというわけじゃなくって、いろん

なやっぱり体制づくりのために尽力いただけれ

ばと思っております。 

 最後は、市長にエールを送りまして、これで

私の質問を終わります。どうもありがとうござ

いました。 

○議長（池山節夫）  次に、２番、梅木勇議員

の質問を許可します。 

   ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  眠たい時間帯となってまいり

ましたが、よろしくお願いいたします。 
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 ことしの夏の暑さは記録的で、９月２日の新

聞では県内は奄美地方を中心に厳しい暑さとな

り、与論島で猛暑だった2013年８月の月間平均

気温を0.6度上回る30.3度となるなど、県内全

33観測点のうち、半数近くの15地点で歴代最高

を記録したとありました。 

 そのような最中、８月５日から８月13日まで

の期間、マイロードにおいて垂水校区まちづく

りのイベントとして、第１回七夕飾りが行われ

ました。 

 垂水校区47の振興会が作成した七夕飾り75本

が各ゾーンに展示され、市民の皆さんが楽しま

れました。今後も市民の皆さんが大いに楽しま

れるよう、ますますの盛り上がりを期待したい

と思います。この七夕飾りを９月１日発行の市

議会だよりの表紙に掲載したところでございま

す。 

 厳しい猛暑の８月が過ぎ、９月に入り、朝夕

の涼しさが感じられるようになりましたが、日

中はまだまだ強い暑さですが、先日、本当かと

か、ついにやったとかというようなビッグニ

ュースがありました。それは皆さんもそう思わ

れたと思いますが、日本学生対抗選手権におい

て、陸上男子100メートル決勝で桐生祥秀選手

が日本人初の10秒を切る９秒98の日本記録を樹

立したことでした。 

 日本陸上競技連盟が認めた最初の日本記録は、

1911年に出た12秒０、そこから、106年を要し、

新たな時代に突入したと記事にあります。 

 10日には、垂水中央中学校の第８回体育大会

がありましたが、ここでも男子100メートル走

で３年生の池田君が、これまでの記録を更新す

る12秒27の中央中学校新記録をたたき出しまし

た。暑さを吹き飛ばす気持ちの弾む走りで、２

人に拍手を送りたいと思います。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました質問に入らせていた

だきますので、御答弁よろしくお願いいたしま

す。 

 まず１問目、空き家対策について質問いたし

ます。 

 空き家については、これまで空き家を有効に

活用するため、空き家の売り物件や賃貸物件を

紹介する空き家バンク登録制度を初め、空き家

の家財道具等の処理費用を補助する空き家有効

活用推進事業、平成27年度からは市内の移住ま

たは定住を促進するため、空き家バンクに登録

された建物をリフォームする費用を補助する空

き家リフォーム推進事業、平成28年度からは市

外からの転入を空き家バンクに登録されている

賃貸物件への入居に対し、家賃を補助する空き

家バンク移住促進事業、また景観、住環境の向

上及び安心・安全を確保するとともに、地域経

済の活性化を図るため、空き家の解体撤去に要

する費用を補助する空き家解体撤去事業が取り

組まれ、人口が減少する中不在となり、やがて

景観、住環境等から社会問題となる空き家が増

加する社会現象にただいま申し上げた施策が取

り組まれていますが、空き家対策事業の実績を

伺います。 

 ２問目は、自治公民館についてでございます

が、市内には大字公民館を含め、振興会ごと等

に43の自治公民館があるようですが、自治公民

館はそれぞれの振興会会合、年間の行事や老人

会の会合、子供育成会、各種組織などの使用、

また自然災害、火災等の発生後の避難や救援炊

き出し、行事炊き出しにも活用されます。 

 市役所等からは税の申告、各種座談会や選挙

時の投票場等に使用されます。地域の社会活動

の拠点として、振興会、地域住民にとりまして

はなくてはならない地域の大切な公共施設であ

ります。このような自治公民館を市役所から見

た位置づけ、認識についてお聞かせください。 

 ３問目は、放置竹林について質問いたします。

竹林は、至るところに存在しますが、春から初

夏には、タケノコが出て食用として親しまれて
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います。また、竹細工製品が日常生活にも幅広

く使われ、大いに活用されていましたが、近年

では代替製品等に押され、竹の利用が激減して

います。放置された竹林が拡大し、隣地まで進

入し、どんどん拡大していく現象となっていま

す。 

 放置竹林の周辺で耕作されていた畑が一、二

年休耕すると、瞬く間に竹が侵入拡大し、竹林

化され、耕起不能状態となってしまいます。 

 住宅地域では、隣の住宅敷地に竹の根が伸び

生えて始末に追われている。このような現象に

ついての認識をお聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終ります。 

○企画政策課長（角野 毅）  梅木議員の空き

家対策事業の実績についてお答えをいたします。 

 本市における企画政策課所管の空き家対策関

連事業は３事業ございます。初めに、垂水市空

き家有効活用推進事業支援補助金について報告

をいたします。 

 当事業は、平成25年度より空き家バンク制度

への登録の障害となる空き家内の家財道具等の

処理費用について補助金を交付することで、空

き家バンク制度への利用の促進を図り、定住促

進のさらなる活性化に寄与することを目的とし

た事業でございます。補助額は、家財道具撤去

費用に３分の２を乗じて得た額、上限は５万円

となっております。 

 平成28年度の実績は13件で、予算額100万円

に対しまして執行額52万円、予算執行率は52％

でございました。 

 平成29年度は、８月末現在で４件の申請、う

ち１件が交付済みとなっております。 

 垂水市空き家リフォーム促進事業補助金につ

きましては、平成27年度より市内にある空き家

の有効活用を図り、市内への移住、または定住

を促進するため、空き家のリフォームに要する

費用に対し、補助金を交付する事業でございま

す。 

 この事業は、対象工事20万円以上の工事に対

し50％を補助しており、上限は50万円となって

おります。平成28年度の実績は12件で、予算額

750万円に対しまして執行額は488万円、予算執

行率65％でございました。 

 平成29年度は、申請予定が現在３件ございま

す。これらの事業を推進することにより、空き

家バンクの登録数は順調に登録件数を伸ばして

いるところでございます。 

 次に、空き家バンク移住促進事業補助金につ

いて報告をいたします。 

 当事業は、平成28年度より垂水市へ移住され

る方に対し空き家バンク登録物件の家賃を補助

することにより移住の促進及び空き家の有効活

用を図ることを目的とした事業でございます。 

 この事業は、子供が２人以上の世帯は、月額

１万5,000円、単身世帯は月額5,000円、それ以

外の世帯は月額１万円の家賃補助を３年間交付

するものでございます。 

 平成28年度の実績は３件で、内訳といたしま

して、単身世帯が２件、夫婦世帯が１件でござ

います。予算額180万円に対し執行額は14万

5,000円、予算執行率は８％でございました。 

 ちなみに、平成29年度は８月末現在で２件の

実績で、いずれも子供さんが２人以上いらっし

ゃる世帯でございます。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  空き家対策の事業に

つきまして土木課で実施しております空き家解

体撤去事業の実績についてお答えいたします。 

 空き家対策につきましては、平成28年度に市

民の安心・安全と住環境及び良好な景観の促進

を図るため、また、地元建設業者に依頼するこ

とで、地域経済の活性化にもつながるというこ

とで、空き家解体撤去事業を新設いたしました。 

 この事業は、対象工事30万円以上の工事に対

し、30％を補助しております。ただし、上限は

30万円となります。 
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 また、解体後、同年度内に住宅を新築する場

合は、50％を補助します。ただし、上限は50万

円となります。 

 平成28年度の実績は、一般が32件、新築貸与

分が１件で、予算額994万7,000円に対しまして、

執行額918万2,000円、執行率92.3％でございま

した。 

 平成29年度は、８月31日現在で一般分が15件、

新築貸与分が４件で、予算額800万円に対しま

して、申請額580万9,000円で、申請率72.6％で

ございます。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  梅木議員の自治

公民館についての御質問についてお答えさせて

いただきます。 

 まず、自治公民館の位置づけにつきましては、

社会教育法に規定がございますように、まず、

地区公民館は市が条例により設置した社会教育

の機関であり、また、自治公民館とは住民の自

主的、民主的な組織を基礎とし、住民が管理し

自主的に運営する施設であり、同じく社会教育

法では公民館の類似施設として規定され、位置

づけられております。 

 次に、自治公民館についての認識といたしま

しては、住民の皆様にとりましては、地域内で

の話し合いや地域住民の交流を図るためのより

身近な集会所として、また、自治活動の拠点と

して重要な施設であると認識いたしております。 

 また、福祉や生活環境、防犯、防災などの活

動の場として、自治公民館の果たす役割は大き

く、地域のつながりや住みよい地域づくりにと

っても大切な施設となっておりますことを認識

いたしております。 

 以上でございます。 

○農林課長（二川隆志）  梅木議員からの放置

竹林の農地等の現状の認識についてお答えさせ

ていただきます。 

 現在のところ、垂水市内の農地における放置

竹林の正確な場所や箇所数、面積については把

握しておりません。 

 毎年農業委員の方々に農地の利用状況調査を

行っていただいておりますが、調査内容は、遊

休農地を農地として復元再生可能なのか、ある

いは農地として復元不可能な土地なのかの判断

を行っていただいており、現況が竹林になって

いる農地なのかなど、分類して把握はできてお

りません。 

 現状、竹林化した周囲の耕作農家の方からい

ただいた苦情で初めて認識しておりまして、そ

の後、事務局職員が現地確認を行って、地区担

当の農業委員へ相談等を行った上で、地権者に

現況と周囲に迷惑のないように対策を講じるよ

う文書で通知文を送付し、また、必要であれば、

シルバー人材センターや森林組合など作業委託

業者等の紹介を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（髙田 総）  梅木議員の放置

竹林についての質問において、私のほうからは

住宅地域における放置草木を含めた現状の認識

についてお答えいたします。 

 個人が所有する土地等につきましては、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律第５条及び垂水

市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関す

る条例第６条の規定により、その所有者または

管理者は、土地等を清潔に保つなど、適正管理

に努めなければならない義務がございます。 

 現在、本市におきましては、空き家や空き地

が数多く見受けられ、管理者等による適正な管

理がされていない土地や相続等の手続がされて

おらず、管理者等が不明で、無管理の土地につ

いて近隣住民の方々から適正管理の指導をお願

いしたい旨の苦情が平成28年度においては放置

竹林の苦情を含めて45件あったところでござい

ます。 

 現在、その対策といたしまして、放置竹林を

含む適正な管理がされていない土地につきまし
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ては、管理者等を調査し、管理者等が市内在住

の場合には、文書や職員が直接出向いて、また、

管理者等が市外在住の場合には、文書により適

正管理をお願いしているところでございます。 

 その実施状況でございますが、管理者等が市

内在住の場合には、即座に対応していただける

ことが多いものの、管理者等が市外在住の場合

や、管理者等が不明の場合には、なかなか対応

していただけないのが実情でございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  それでは、一問一答方式でお

願いいたします。 

 まず初めに、空き家対策についてでございま

すけれども、空き家の所有、有効活用を図るた

め、空き家の整理やリフォームをする事業、転

入・移住にも結びつける事業、活用しない空き

家は解体を促す事業等など、諸事業の取り組み

実績をお聞きしましたけれども、ただいまお聞

きしましたことからしまして、企画関係の３つ

の事業の執行率といいますか、これが半分程度、

１つの事業がちょっと50％を超えておるという

内容のようでございますけれども、これがこう

いう50％前後に推移しているということについ

て、どのような課題といいますかね、そこあた

りがあったらお聞かせいただきたいと、こうい

うようなふうに思っております。 

 それで、本市は、他市町に比べ早目の対策が

講じられており、非常に政策的には評価しなけ

ればならないと、私はこういうふうに考えてお

ります。しかしながら、今言いました、ここ二、

三年だけの数字ですけれども、この事業が始ま

ってもまだ二、三年しか経過していないという

ことから、そこにさっき言った課題が浮かび上

がってきているような気がしています。 

 そこで、これらの事業を推進する中で、例え

ば、前も聞いたことがあるんですけれども、賃

貸物件として活用したいが、家の中には思いの

ある家財道具等があり、踏ん切りがつかないと

の声が聞かれたり、空き家移住促進事業では、

平成28年度の予算に比べ29年度の予算は50万円

の減となっているが、ここはなっております。

ここあたりは前年度の執行状況を見て、このよ

うな数字の予算になったのかなと、ただ、自分

ではこういうような推測もしております。 

 空き家解体撤去事業については、申請書に添

付する書類が多く揃えるのに大変だとの声が来

ていたりするが、ここあたりをどのように考え

ていらっしゃるか、今、私が申しました課題等

についてお聞かせいただいたらと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  企画政策課が所

管いたします事業の課題についてお答えをいた

します。 

 全体の課題といたしましては、空き家バンク

制度の関連事業について、制度の認知度の低さ

が課題であるというふうに考えております。 

 個別の事業の課題については、垂水市空き家

有効活用推進事業支援補助金では、家財道具の

残っている空き家は全て当事業を活用していた

だいておりますけれども、利用者実績が伸びな

い状況というものがございます。 

 空き家リフォーム推進事業補助金は、工事費

の50％を市が負担するものでございますけれど

も、空き家にお金をかけたくないといった声も

複数出てきておりまして、活用に至らないケー

スが非常に多く発生しているようでございます。 

 空き家バンク移住促進事業補助金は移住者に

対する事業でありますことから、市外の方々へ

の周知の方法が今後課題になってくると考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  事業を進めるに当た

り課題はないのかとの御質問についてお答えい

たします。 

 申請の際、交付要綱に基づきまして交付金交

付申請書を提出していただいております。添付

書類としましては、申請者が準備する書類は住
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民票など、納税証明書など、固定資産名寄せ台

帳などの写し、登記事項証明書、または所有権

等を確認できる書類でございます。 

 解体業者が準備する書類としまして、解体撤

去にかかる見積書の写し、解体撤去業者の建設

業の許可等の写し、位置図、平面図など解体撤

去前の写真でございます。そのほかに同意書、

委任状、空き家証明書、誓約書を提出していた

だいておりますが、補助金を出す以上はいずれ

も必要な書類ではないかと考えております。 

 また、空き家解体の制度を設置している他市

の要綱も同じような書類の提出を求めているよ

うでございます。 

 これまで、直接土木課への手続が面倒である

との意見は伺っておりませんが、申請書につい

てお問い合わせいただきましたら、担当者が丁

寧に説明し、基本的な書類につきましては提出

をしていただいているところでございます。 

 予算の執行率も高く実績が出ておりますが、

議員の言われますような意見があるのであれば、

今後、他市状況なども調査し、改善できるとこ

ろがあれば検討したいと考えております。 

○梅木 勇議員  ただいま課題等についてお聞

きしましたけれども、企画政策課のほうの課題

としては大きく、まだ認知度が低いと、この事

業の認知度が低いというようなことですけれど

も、この認知度を広めるためには、後で申しま

すけれども、やっぱり、家屋調査をしてデータ

ベースを作成するというのができれば、またこ

れに基づいた認知度も広め方ができるのではな

いかというようなふうにも思いますけれども、

そこあたりも今後の課題として検討していただ

ければと思っております。 

 空き家撤去事業の申請については、添付書類

は12枚にもなっておりますが、申請する人から

は、書類が面倒で補助はやめようかと思ったと

の声もありますが、簡素化は図れないか検討を

お願いしたいと思っております。 

 次に、前年12月に空き家に関する問題を解消

し、空き家対策を総合的かつ計画的に推進する

ために、空き家等対策委員会が設置されていま

す。ことしの４月からは、空き家等対策協議会

条例が施行されていますが、対策委員会、対策

協議会の開催状況をお聞かせください。 

○市民課長（和泉洋一）  対策委員会・協議会

の開催状況についての御質問にお答えいたしま

す。 

 本市の空き家対策につきましては、副市長を

委員長として市の課長級職員で構成します垂水

市空き家等対策委員会、市長及び学識経験者等

で組織します垂水市空き家等対策協議会を開催

し対策を進めておりますので、その状況につい

て説明をさせていただきます。 

 まず、垂水市空き家等対策委員会の開催状況

でございますが、ことし１月、５月、７月と３

回開催しております。主な協議内容としまして、

１回目は、垂水市空き家等対策計画策定スケジ

ュール等について、２回目は、対策協議会の構

成及び計画策定方針案について、３回目は、計

画案について協議をしているところでございま

す。また、その下部組織としまして、係長級職

員で組織しますワーキンググループにおいて、

基礎的、実務的検討を行っておりますが、８月

末までに５回、開催をしているところでござい

ます。 

 次に、垂水市空き家等対策協議会でございま

すが、ことし３月の市議会第１回定例会におき

まして、垂水市空き家等対策協議会条例を議案

可決をいただきまして、４月１日、条例を施行

しております。市長を会長とし、住民代表及び

法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験

者の合計７人で構成し、５月と７月の２回、開

催しているところでございます。１回目は、空

き家等対策計画の策定方針案、２回目は、計画

案について御協議いただいております。なお、

本市議会の最終日の全員協議会におきまして、
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垂水市空き家等対策計画案について議員の皆様

方に御説明を申し上げ、その後、パブリックコ

メントを実施する予定としております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。 

 これまで対策委員会が５回、開催されている

と、それと対策協議会が５月と７月の２回とい

うようなことでございます。 

 そこで、空き家等対策の推進に関する特別措

置法が、平成27年５月26日完全施行されました。

市町村長は、空き家等への調査、固定資産税情

報の内部利用が可能となり、市町村はデータ

ベースの整備等を行うよう努力することがうた

われ、特定空き家に対しては、除却、修繕、立

木竹の伐採等の措置の助言、または指導・勧告

等が可能となり、さらに行政代執行の方法によ

り強制執行が可能となりました。 

 昨年、第３回市議会定例会で私が一般質問し

た定住促進事業の中で、本市の空き家情報は、

平成24年11月、土木課が中心となった調査で住

宅敷地外からの外観調査であり、利用可能かど

うかの把握までは至っておらず、調査の結果は

空き家総数1,061戸、そのうち廃屋とされた物

件が214戸との答弁をいただいております。こ

の調査から、やがて５年となり、状況も変わっ

ているのではないでしょうか、また、法は制定

され、特定空き家という言葉も出てきています。

特定空き家は、最終的に強制執行もできること

になりましたが、空き家対策計画の作成を進め

るためにも空き家調査が必要ではないかと思わ

れますが、空き家調査についてお聞かせいただ

きたいと、今、先ほど対策協議会の中で、２回

の開催の中で、それなりの計画を協議したとい

うようなことがありますけども、要は、私は、

まず、調査が先ではないかというようなふうに、

考えていますが、これについてお聞かせいただ

きたいと思います。 

○市民課長（和泉洋一）  調査等の計画は進め

られているかの御質問にお答えします。市内の

空き家調査は、議員御指摘のように平成24年11

月に、市職員を中心に振興会長さん方の御協力

もいただいて基礎調査を実施しております。 

 調査は、敷地外からの目視による外観調査に

よる方法で行っておりまして、当時、調査の取

りまとめを担当した土木課の集計では、市全体

で空き家総数が1,061戸、そのうち廃屋が214戸

でございました、ただし、この調査は空き家等

対策の推進に関する特別措置法施行前だったこ

と、調査以降５年が経過していることなどから、

議員御指摘のように再調査を検討する時期に来

ていると思われます。 

 しかしながら、市内全域を対象とする空き家

調査には多額の経費がかかることや、調査費用

に係る国等の補助制度が今のところないことか

ら、財源の手当ても考慮しながら、今後、調査

の実施時期や実施方法を検討する必要があると

いうふうに認識をしております。 

 また、危険性が高い特定空き家等の調査判定

につきましては、宅地内への立ち入り調査が必

要な場合もございますので、税務課、土木課、

生活環境課等関係課と連携いたしまして、調査

対象の選定や調査の実施方法などを今後検討し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。 

○梅木 勇議員  ただいまの答弁で、調査を行

うには多額の経費を必要とするというような言

葉がありましたけれども、実際、調査をすると

すれば、どのような形で調査を行うように想定

というのか計画を進めておられるのか、ちょっ

とお聞かせいただきたい。 

○市民課長（和泉洋一）  先ほど答弁を申し上

げましたとおり、平成24年の調査では職員によ

る外観調査ということで、不完全な調査であっ

たであろうというふうに考えられますので、今

後、議員がおっしゃるようにデータベース化を

していくとすれば、専門業者に委託しての調査



－67－ 

が必要になるかというふうに考えております。

その際に、多額の経費がかかるというふうに考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。 

 空き家調査を行うことで、具体的に空き家と

特定空き家等のデータベースができ、施策への

展開、さらに諸事業の推進につながり、その延

長に防犯・防災、景観等の地域住民の生活環境

保全が保たれることになります。 

 また、先ほど土木課長に検討をお願いしたい

と申しました、それぞれの事業の申請書類の簡

素化にもつながっていくのではないかと、この

ように考えているところでございますので、で

きるだけ、そういう経費の面がございますけれ

ども調査を早めていただきたいと思っておりま

す。 

 次に、自治公民館について質問いたします。 

 先ほどは、使用についての現状を述べ、認識

を伺いましたが、自治公民館についての役割や

大切さを深く理解していただいていると受けと

めたところでございます。 

 公民館は、先ほど申しました、さまざまな方

面から使用されていますが、利便性を備え、維

持していかなければなりません。利便性や機能

を備えるには、放送施設、炊き出し用調理器具、

空調設備等も必要です。これらの附属整備の設

置や更新に助成はできないか伺います。 

○社会教育課長（野嶋正人）  梅木議員の御質

問の附属設備の助成はできないかについてお答

えいたします。 

 現在、社会教育課では、自治公民館への補助

につきましては、垂水市自治公民館建築に対す

る補助交付規則により支援させていただいてい

るところでございます。 

 これは、自治公民館の建物の整備につきまし

ては、費用が多額になり各自治公民館の運営費

だけでは負担が大きくなることから、新築で

162万円、修理で36万円を限度額として本市の

財政状況を鑑み、補助申請のあったものについ

て内容精査の上、予算化し、補助金を交付いた

しております。 

 議員、ただいま御提案いただきました、エア

コン等の空調設備の購入にかかわる補助につき

ましては、県内では霧島市や南大隅町が実施し

ているようですが、他市町では、自治公民館が

各地域において自主的に設置され、管理運営を

地区住民の方々で行っておられることから、近

隣の他団体においても本市同様、建物について

のみの補助となっているようでございます。 

 しかしながら、自治公民館への本市の建築補

助に関する規則が制定された、昭和45年に比べ

ますと地域の人口減や高齢化などにより、自治

会組織の運営そのものが難しい状況になりつつ

ありますことや、当時は空調設備がそれほど普

及していなかったことを考えますと、高齢者の

皆様方の自治公民館の利用等にも配慮させてい

ただきますと、空調設備に対する助成も検討す

る課題であると考えております。 

 今後は、この空調設備のほか議員御指摘いた

だきました、その他の面につきましても、その

他の附帯設備につきましても、あわせまして補

助の意義や補助対象範囲等を整理いたしました

上で、関係課と協議しながら検討してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○市民課長（和泉洋一）  自治公民館の附属設

備の助成はできないかとの御質問の中で、市民

課が所管している事項についてお答えいたしま

す。 

 市民課相談係が担当しております、垂水市放

送施設設置補助金交付要綱に基づきまして、放

送施設への補助は可能となっておりまして、平

成28年度は４団体に総額12万9,000円、平成29

年度は８月末時点で、３団体に総額４万1,000

円の補助を行っております。補助額は放送施設
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の設置に要する総工事費の３分の１以内であり

ますが、既存施設の修繕、買い換え等も補助対

象となっております。施設設置前に位置図、見

積書、故障状況の写真などを添付していただい

て、事前申請が必要となりますので、詳しくは

市民課相談係にお問い合わせいただければと存

じます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。 

 今、社会教育課長の答弁では、県内では霧島

と南大隅町が助成、補助か、それを行っている

ということでございますけれども、その前に、

もう一言、またちょっとお聞きしたいことがあ

ります。 

 今、社会教育課長が申されたように、現在、

自治公民館に対する補助としましては、昭和45

年に制定された新築と大改築修理に対する補助

交付規則がありますが、制定から50年近くたっ

たこの規則が、現状に沿った内容かどうか、な

っているのかどうか、教育長に見解をお伺いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○教育長（坂元裕人）  昭和45年の補助交付規

則ということで、確かに、今の時代に沿ったも

のなのかという御質問でございますけれども、

内容等の点検については、他市町の状況等も参

考にするよう社会教育課、今後、調査研究を指

示したいと思います。 

 以上です。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。 

 私は、この規則の第５条がありますけれども、

この第５条については古材を使って建築すると

いうような内容になっておりますけども、これ

が今の現状に合っているのかというようなふう

に、私は思います。ここあたりを、今、教育長

が申されましたけれども、調査研究していきた

いというようなことでございますけれども、で

きましたら、これらの改正も合わせて、地域で

は人口減少に伴い、戸数の減少、振興会費の減

収となり、高齢者のひとり暮らし等を考慮すれ

ば、会費の値上げもできかねて、運営費に苦慮

している現状があります。 

 このようなことも考慮いただき、附属設備、

先ほど、放送施設については補助があるとのこ

とでございましたけれども、昨今、エアコンは

必需品となってきております。これらに、ぜひ、

助成ができるよう検討の要望をお願いして、こ

の件については終わります。 

 次に、放置竹林についてでございますけれど

も、竹にはさまざまな種類があり、私たちの周

辺では、モウソウチク、ダイミョウダケ、コサ

ンダケ、チンチク等が多く見られます。タケノ

コの食用としての種類も種々あり、デメ、コサ

ン、カラ、ハッチツ、モソというようなタケノ

コのおいしい順番を表している言葉もあるそう

です。食用として、あるいは竹材用として維持

管理しているうちは問題はありませんが、これ

が放置されると隣接して侵入拡大し、耕作や敷

地の維持管理に影響が出てきます。タケノコが

出る時期、竹の成長時期には放置竹林の隣接地

の田畑に行くたびに、所構わず出てくるタケノ

コの除去に大変です。住宅地域も同様で、空き

家では竹が侵入しても誰も除去しないために、

瞬く間に空き家が竹に取り込まれてしまいます。 

 昨年６月議会において、持留議員が竹林対策

についての一般質問で、放置竹林の対策の強化

が求められていると質問されており、農林課長

の答弁は、「放置竹林の対策としまして、竹林

所有者との関係で難しい面がありますが、鹿児

島県森林環境保全関係事業で、景観保全、防災

等の広域的機能の維持増進を目的に、幹線道路

等の沿線や集落周辺の竹林等の伐採整備をする

ことが可能です」また、「侵入竹林の現状につ

きましては、農林課では把握しておりませんが、

森林整備の中で対策を講じてまいりたいと思い

ます」と、答弁されています。 

 その後、放置竹林問題にどのように対応され
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てきたのか、これから対応・対策をお聞かせく

ださい。 

○農林課長（二川隆志）  梅木議員の、放置竹

林の今後の対応・対策をどのように進めるのか

についてお答えさせていただきます。 

 毎年度、農業委員の方々に農地の利用状況調

査を行っていただいておりますが、今後、調査

の際に竹林等であるかどうかの確認も行ってい

ただけるようにお願いをしてまいりますととも

に、まずは、事務局職員も現地調査確認等に赴

いた際には、極力、調査地域周辺の現況把握を

行うように努めてまいりたいと考えております。 

 また、地権者の方にも自分の土地の現状を確

認、認識していただくために、注意喚起と対策

等について技連会だよりや、場合によっては広

報誌などを活用して周知を図り、地権者の方に

早目に対応をとっていただけるようにしていか

なければならないというふうに考えております。 

 また、放置竹林の駆除の先進的な対策や対応

を行う自治体がないか、県などを通じ情報収集

を継続的に進めてまいりますとともに、遊休農

地化の解消及び農地維持の啓発に努めてまいり

たいと考えております。以上でございます。 

○生活環境課長（髙田 総）  梅木議員の、住

宅地域における対応・対策をどのように進める

かの質問にお答えいたします。 

 先ほども答弁いたしましたように、放置竹林

を含む適正な管理がされていない土地等につき

ましては、個人の所有であり、また、個人が管

理すべきものであることから、なかなか解決が

困難な問題となっているところでございます。 

 これまでも、近隣市町の担当者と、その対応

や対策について情報交換を行ってきたところで

ございますが、どの市町におきましても具体的

な方策がなく解決に至らないのが現状となって

いるようでございます。 

 このことにつきましては、今後の問題解決に

向けた対応や対策でございますが、本市の環境

保全の観点から、何らかの対策を講じる必要が

あると強く認識しておりますことから、10月26

日に開催されます、県下19市で構成する鹿児島

県都市環境衛生問題協議会に本市からの議題と

して、空き地の雑草対策についてを事務局に提

案しているところでございます。今回の機会を

利用し、県内19市の所管課から情報収集を行い、

住宅地域の放置竹林を含めた土地の適正管理の

問題解決に向けて、少しでも対策を進めていけ

るように取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  先ほど申しました、昨年の農

林課長の答弁の中で、鹿児島県環境保全関係事

業で何とか可能だと、集落周辺と申しますか、

そういう表現がありましたので、この事業にち

ょっと期待をしているというような気持ちもご

ざいますけれども、今、生活環境課長が言われ

ましたように、10月ですか、県内の19市のそう

いう協議会で検討するということですので、ぜ

ひ検討していただけたらと思っております。 

 竹は成長力が強く、地下茎は１年で８メート

ルも延びるとされており、非常に繁殖力が旺盛

であります。点在している放置竹林がどんどん

拡大し、周辺に影響をしていく状況ですが、ま

だ、農地に対して把握ができていないようであ

ります。農地の放置竹林は他の遊休農地とは違

い、竹林化してしまうと農作物を作付できる状

態に復元することは、なかなか難しいと思われ

ます。調査をし、早目の対策を進めなければ農

地等の荒廃がますます拡大し、けもの等の隠れ

場所や住宅地域では環境保全にも問題です。 

 拡大、侵入防止対策としては、伐採、地下茎

の侵入防止策、薬剤による枯殺等があるようで

すが、検討して対策を講じていただくよう要望

いたしまして、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩いたしま
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す。 

 次は、２時45分から再開いたします。 

      午後２時33分休憩 

 

      午後２時45分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、14番、川畑三郎議員の質問を許可しま

す。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  朝夕は涼しくなりましたが、

まだまだ残暑厳しい日々が続いております。鹿

児島地方気象台は９月１日、８月の気候統計値

を発表、県内は奄美地方を中心に厳しい暑さと

なり、県内全33観測地点のうち半数近くの15地

点で、８月の月間平均気温が歴代最高を記録、

気象台によると奄美地方周辺で太平洋高気圧と

チベット高気圧が折り重なり、県内は晴れの日

が多く温かい空気も入りやすかった、奄美南部

ではまとまった雨が降らず、与論島の総雨量は

８月の観測史上最も少ない32.5ミリ、沖永良部

も平年の３割を満たない48ミリと報道、県内は

９月も気温が平年より高くなると予想され、特

産のインゲン、キヌサヤ等への影響が心配され

ます。 

 それでは、先日通告いたしておりました案件

につきまして質問いたします。 

 まず、体育館改修事業について、３年後には

東京オリンピック、鹿児島県で開催されます国

民体育大会、垂水市はフェンシング競技が開催

予定であり、それまで体育館の改修工事が予定

されております。陸上競技場も市民に親しまれ、

利用していただくため、多目的利用型の施設と

して改修され、垂水スポーツランドと名称を変

更し、10月１日リニューアルオープンの運びと

なりました。次は、体育館の改修であります。 

 資材等の高騰等もあり、事業費も膨らむので

はないかと考えますが、一部市民の方から空調

施設の設置についてお話を聞きました。今回の

改修工事で設置は考えていないのかお伺いいた

します。 

 次に、飛岡地区土地改良区内の水源確保につ

いて、圃場整備とため池からのパイプライン用

水施設を同時に行い、昨年、植えつけを行い、

順調に成育をしていましたが、９月20日未明の

台風16号により大きな被害を被りました。今年

度は災害復旧し、植えつけも終わって米もそれ

なりに成育をしているようですが、雨量もなく、

ため池の水不足もあり、パイプラインからの取

水ができない箇所もありました。空気を引き込

んでのことではないかと考えられます。今後も

水源の確保が必要とされます。その対応は。 

 次に、圃場整備後の工事分担金について、昨

年台風で災害を受けなければ、確定測量を着手

し、計画どおり進んでいたと考えます。今後の

計画はどうなっていくのかお尋ねして、１回目

の質問を終わります。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、川畑

議員の市体育館改修事業について空調設備の設

置は考えていないのかについてお答えいたしま

す。 

 現時点の計画では、空調設備の設置は入って

おりません。これは、本年から改修を進めてい

る市の体育館の経費が、現時点では３カ年で計

約６億2,000万円かかる見込みでありまして、

また、中央運動公園内の他施設の改修も控えて

おりますことから、本市の財政状況等も考慮し

なければならいことや、国の補助対象は既存施

設や設備の改修のみでございまして、新規に設

置いたします空調設備につきましては国の補助

対象とならず、もし、設置するとなると市の一

般財源のみで賄わなければならないという課題

がございます。 

 また、最近の体育施設等の空調設備は初期費

用や維持管理コストを考慮し、今までの冷風吹

き出しの方式とは異なる輻射熱型の新しい規格
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の空調設備が主流となってきておりますが、こ

の規格の空調機を垂水市の市体育館に設置する

場合の試算といたしましては、１階部分のみだ

けでも設置費用が約３億1,000万円となり、ま

た、２階客席まで設置した場合は、合計３億

6,000万円の費用がかかると試算しておりまし

て、高額であることや維持管理費用の負担の課

題もございます。 

 参考までに、平成32年の鹿児島国民体育大会

の正式競技が開催される類似体育館の空調設備

につきまして調査いたしましたところ、21施設

のうち９施設が従来より設置しております。他

の未設置の12施設につきましては、新たに設置

する予定または検討中である施設は３施設、今

後、新たに設置する計画はないと回答をいただ

いた施設は９施設でございました。 

 また、国民体育大会終了後の一般の方々の体

育館利用時の空調機の使用につきましては、温

度管理された環境の中でのスポーツを望まれる

方もいらっしゃいますし、また、一方では、体

育館は本来汗をかいて体を鍛える所など、意見

もさまざまでございます。 

 あわせて設置費用や、維持管理費用の対費用

効果、また、空調使用料も原価に基づき高額に

なった場合には、利用者にとっては低廉な金額

を望まれることもあり、財政的な負担の面や公

平な利用者負担の原則から見ますと困難な状況

が考えられます。 

 なお、鹿児島国体において垂水市で開催され

るフェンシング競技は、マスクやメタルジャケ

ット等を装着されますことから、10月開催でも

南国鹿児島での開催ということもあり、体育館

内の室内温度が高めになることが予想されます。

そこで、国民体育大会時の空調につきましては、

開催予定期間である10月４日から７日までの気

温等のデータを来月、収集・分析いたしました

上で、日本フェンシング協会などの関係機関や

関係課と対応等について、今後、協議してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○農林課長（二川隆志）  川畑議員の飛岡土地

改良区の水源確保についての御質問にお答えい

たします。 

 飛岡地区は農地の圃場整備とため池からのパ

イプライン用水施設の整備を同時に行ったとこ

ろでございます。年度初めには、パイプライン

に空気が混入することで、各圃場への用水が断

水して農地に水が供給できない事態が連続し、

耕作者の皆様方に大変御心配をおかけしたとこ

ろでございます。 

 大隅地域振興局や垂水市土地改良区と連携し

て原因の調査、検討をしてまいりましたが、い

まだ明確な原因究明と解決策を見出していない

状況でございます。 

 一つの要因としましては、耕作者の皆様方が

新しいパイプラインの使い方に不慣れであった

ために、一斉に取水蛇口を全開にしてしまい、

一方では水が出るが、一方では水が送り込まれ

るまでの間に空気を引き込んでしまって、水が

出なくなってしまったのではないかと考えられ

ております。 

 今後、県よりパイプライン等用水施設が譲渡

されますけれども、不具合などの問題点等、互

いに連携して解消した上で、施設の維持管理や

運用方法など県、耕作者、改良区とともに研修

を行って施設譲渡後も円滑に施設が利用できま

すよう県に要望してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、今年度断水したもう一つの要因として、

夏場の天候がよく、高温だったため、ため池の

湧水が減ったことで貯水量が減り、水圧等にも

影響を及ぼした結果、空気が混入しやすくなっ

た可能性も考えられております。 

 以前は、河川からの水を取り入れて用水を賄

っていたとのことですので、従来からの施設を

再利用して水を補充するということも必要かと
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考えております。そのためには、従来施設の清

掃を、維持管理のために改良区や耕作者の方々

の御協力も必要となりますが、今後、渇水期に

おいて用水の安定供給を行うためにも関係者の

方々と連携して検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 もう一つの方法としましては、小井手ため池

と飛岡新ため池の間に、新たにパイプラインを

敷設し、ため池の水を供給・補充していく方法

もございますけれども、布設延長が700メート

ル以上にもなり多額の費用が必要となりますこ

とから、早期の実現は困難と思われております。

引き続き、関係者の皆様と連携して水源の確保

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、圃場整備後の分担金についての

質問にお答えさせていただきます。 

 飛岡地区の圃場整備の現状から御説明させて

いただきます。 

 飛岡地区の圃場整備は県営の中山間地域総合

整備事業により、圃場整備とため池からの用水

をパイプラインで配水する用水施設整備を同時

に行っております。平成27年10月に着手し、平

成28年５月に完了したところでございます。現

在、一時利用指定により耕作を行っていただい

ている状況でございますが、昨年、工事完了後、

確定測量に着手し、平成29年度以降、換地計画、

換地処分を行う計画を行う計画でございました

けれども、昨年の台風災害の被災により現地の

測量ができなくなり、本年度、災害復旧事業の

完了後、再度、確定測量をやり直す予定でござ

います。当初の計画より、換地計画、換地処分

がそれぞれ１年遅れとなる見込みでございます。 

 議員お尋ねの圃場整備事業における地権者の

方々の分担金でございますけれども、換地計画、

換地処分が遅れていることにより、換地・不換

地等の面積、また、支払方法についても一括払

いか分割払いか等を決定しておらず、いまだ金

額が確定できていない状況でございます。 

 今後、地権者会議を開催させていただき、そ

の会議で方針を決定していただいた上で必要に

応じ、垂水市土地改良区がＪＡ等から借り入れ

を行い、精算事務を進める予定と伺っておりま

す。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありがとうございます。 

 まず、中央運動公園についての体育館の改修

事業ですけれども、陸上競技場はもう１日に

オープンするわけですけれども、今後、体育館

にも相当な費用が予想されます。 

 今の課長のほうで、答弁をいただきました。

それによりますと、費用的にも相当の高額にな

ると、東京オリンピックが近づいている中で、

普通でもなんですけども、最近、資材が高騰し

ているという状況を聞きます。そういった中で

の、この空調施設なんですけれども、なかなか

金額が張るということで、今回は入っていない

んですけれど、今後もなかなかだというような

ことのようですので、今後、まだ安くて機能が

いい機器がないか国体時の選手や県外からの観

光客へのおもてなしの面からも、臨時的でも空

調機を設置できないか、そういうことも検討を

していただきたいと。それをしなさいというこ

とではないんですけれども、そういうことも、

今後やっぱり検討するべきではないかと思いま

すので、要望にさせていただきたいと思います。 

 また、一方、別な面から見ますと、体育館は

熊本地震のときのように、大規模災害時に多く

の垂水市の被災者の皆さんが集まる施設にもな

ると思うんです。熊本大震災のときのようなの

があれば、それから梅雨時期の避難所となりま

すと、空調機のない体育館での避難生活への不

満が熊本でも報道されておりました。そういう

ことを考えた場合、そしてまた、桜島が爆発し

た際は、桜島の住民の方の避難所として垂水市

の体育館を利用させると聞いているところです
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けれども、このような状況の中で、大規模災害

は起こらないに越したことはありませんけれど

も、起きないほうがいいわけですけれども、体

育館の空調は今後の大きな課題になるんじゃな

いかと私は思っておりますので、これを機会に

そういうことも考えながら執行部のほうも、前

に私は検討を進めていったほうがいいじゃない

かということを、これはもう要望ということで

お願いをしておきますので、一応、この体育館

の改修事業についての空調設備の設置について

は、一応もう、きょうはこれで終わらせていた

だきます。 

 それと、この飛岡改良区内の水源の確保です

けれども、この件について、私もここに田んぼ

がありまして、植えつけをしているんですけれ

ども、昨年完了いたしまして、まだ配分が、測

量していなかったので仮配分ということで土地

をいただいて、植えつけもできて、去年も順調

に行ったわけです。だけど、去年の台風のおか

げで全滅まではいかないけど、大きな被害を受

けて刈り入れができなかったということです。

ことしは災害復旧をしていただいて、順調に植

えつけもできて、現在、来ておったんですけれ

ども、ことしは御承知のように夏場に雨が少な

かったというようなことがありまして、取水の

もととなるため池がちょっと水の水源が下がっ

たというようなことから、一部水が出ない場所

が出たと、これも県のほうも来ていただいて協

議をしたわけですけれども、水量が少ないので

一部のところに出してしまうと、また、別なと

ころから空気を取り入れてしまって、なおさら

水が出なくなったという状況じゃないかと言わ

れているわけですけれども、今後、そういうこ

とがあってはもういけないなと思うので、課長

がおっしゃったように上にため池があるんです

けれども、そこからの引き込みも地権者の方が

いろいろお話をされたんですけれども、県とし

ては検討するというような話もされましたけれ

ども、なかなか距離もあるし金額的にも張るの

で、今、おっしゃったように、みんなで協議し

ていけば、昨年は順調にきたわけですから、そ

ういうことを考えれば、もうちょっとみんなで

協議するように指導をしながら、この水源の確

保には努力していただきたいと思いますので、

これもそういうことでお願いしておきます。 

 ２番目の圃場整備後の分担金ですけれども、

これも最初、この圃場整備をする段階で、前課

長がいろいろ骨を折っていただきまして、前の

岩元副市長にもお願いいたしまして、負担金を

一部下げてもらえないかということで、そうい

う話が進んでおったんです。そういうことだっ

たんですけれども、去年の災害で災害復旧をし

なければならないという状況が出てきまして、

これはまだ、県の分配がなかったので、個人の

負担というような、もうしないよというような

ことがいろいろありまして、そこを市が中に入

っていただいて、その分については市が、この

災害復旧の費用を見るということに決まって、

負担金も普通どおりもらえますよということを

話が大体決まっているところなんですけれども、

これが、ことし本当はもう済まなけりゃならな

いのが、そういうことで１年になったというこ

とで、１年後にはそれが確定して進んで行くと

いうことですので、そういうことで早目にこれ

も処理していただいて、地権者とか当たって早

く終わらすということで、市役所のほうも土地

改良区やら共有しながらやっていただきたいと

いうことを、これも要望して、きょうは私はこ

れで終わります。 

 ありがとうございます。 

○議長（池山節夫）  次に、10番、北方貞明議

員の質問を許可します。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  それでは、早速質問に入らせ

ていただきます。 

 顕彰碑モニュメント建設について、来年度は
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市政60周年を初め、瀬戸口藤吉翁生誕150年と

ともに、瀬戸口記念コンクールの第20回大会も

あり、記念行事も大分計画されているようです。

その中で来年度へ向けて、今議会に平成29年度

補正予算で、教育費で芸術文化振興費に瀬戸口

藤吉翁、和田英作画伯の顕彰碑保存業務委託と

顕彰碑モニュメント建設委託が610万円計上さ

れています。モニュメントに関する予算の内容

とオープンまでの計画をお聞かせください。 

 次に、市民館の情報提供コーナーパソコン室

について質問いたします。 

 今年の夏は、連日30度を超える猛暑が続きま

した。そういう中で、市民館の情報提供コー

ナーのパソコン室ではスポットクーラーを使用

していますが、室内は午前中から30度を超え、

この中で子どもたちがパソコンを利用していま

す。市民館の中には教育委員会もあり、このよ

うな状況は教育委員会でも把握されていると思

っています。 

 現在、どのように考えているか、今後、別な

場所に移転を考えているかお聞かせください。 

 南の拠点について、朝方、川越議員の質問と

重複する部分もありますけれども、よろしくお

願いいたします。 

 現在、既に解体作業が始まっているところも

あります。また、契約に至っていないところも

あると聞いています。土地開発公社で購入する

計画用地の面積のうち取得率は幾らか、地権者

と取得者は何人中何人か、地権者との交渉の遅

れている原因は何か、売買済みの地権者に対し

て支払が遅れていると話を聞きましたが、どう

なっているかお聞かせください。 

 以上で１回目を終わります。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、北方

議員の御質問についてお答えしたします。 

 まず、顕彰碑モニュメント建立についての予

算内容と今後の計画についてでございますが、

まず、予算内容について御説明させていただき

ます。現在、鹿児島神社敷地内に建立されてい

る、瀬戸口藤吉翁顕彰碑と和田英作画伯顕彰碑

の垂水市文化会館敷地内の移転にかかわる費用

とモニュメントを作成するための委託料計610

万円を予算計上させていただいたおります。内

訳といたしましては、瀬戸口藤吉翁顕彰碑の移

転業務委託料が140万円、和田英作画伯顕彰碑

の移転業務委託料が210万円、両顕彰碑の移転

先である垂水市文化会館敷地内に新たに建立す

るモニュメント作成委託料が、それぞれ130万

円ずつでございます。 

 この移転の経緯につきましては、本市が輩出

した２大偉人、瀬戸口藤吉翁と和田英作画伯の

顕彰碑は昭和41年に建立され、現在までの51年

もの間、鹿児島神社関係者や地域住民の皆さん

が清掃等を行われてきたところでございます。

しかしながら、平成28年10月に鹿児島神社より、

作業人員の確保が困難であり顕彰碑の管理者も

特定できないことから、両顕彰碑ともに市民の

共有財産と考え、市公共施設内に移転の上、管

理をしてほしい旨の要望書が提出されました。

これを受けまして社会教育課では、鹿児島神社

関係者、文化財保護審議会委員及び史談会関係

者の皆さんと協議を重ねながら、今後、垂水市

として将来にわたって顕彰碑を管理し、両人の

功績を広く広報し、顕彰を継続させていただく

ために計画させていただいたものでございます。 

 また、モニュメントにつきましては、現在の

顕彰碑は銘文のみで両偉人のお顔を知る術がな

く、また、垂水市が行っております両偉人の顕

彰事業を紹介するモニュメントもなく、一般の

見学者の皆様や、小学校等の遠足や見学の際に

より詳しい提供が望まれておりました。あわせ

て、この垂水市議会における一般質問等におい

ても瀬戸口藤吉翁と和田画伯は垂水市の宝であ

り、これからも功績を代々伝えていくためにも、

今ある顕彰碑とは別に、来年の瀬戸口藤吉翁生

誕150周年にふさわしい形あるものを後世に残
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るようなものを実現してほしいとの御要望をい

ただいておりました。これを受けまして、それ

ぞれのモニュメントには、表面に顔写真を陶板

に印刷し、建立いたしたいと考えております。 

 また、瀬戸口藤吉翁のモニュメント裏面には、

瀬戸口藤吉翁記念行進曲コンクールの歴代グラ

ンプリ受賞団体名や、瀬戸口藤吉翁のふるさと

コンサートで演奏していただいた今までの海上

自衛隊音楽隊の紹介と、これまでの関係者の功

績を記したものを予定いたしております。同じ

く、和田英作画伯のモニュメント裏面には、歴

代の話題作、和田香苗記念絵画コンクールの趣

旨のほか、各部門の受賞者等を表示し、また、

所有博物館等の著作権のお許しをいただいたう

えで、和田英作画伯の富士やバラ絵の陶版画を

載せたいと考えております。 

 なお、今回この予算を議決いただきましたな

らば、両顕彰碑の垂水市文化会館の敷地内への

移転整備と、モニュメントの市民の皆さんへの

お披露目、つまり除幕式につきましては、平成

30年度が瀬戸口藤吉翁の生誕150周年と市政60

周年の記念すべき年であり、また、同コンクー

ルコンサートが第20回の節目の年を迎えますこ

とから、平成30年６月に開催を予定いたしてお

ります瀬戸口藤吉翁のふるさとコンサート時の

海上自衛隊の音楽隊による表敬演奏と合わせて、

モニュメントの除幕式を開催したいと考えてお

ります。 

 また、あわせて今回の補正で計上いたしてお

ります両偉人の紹介リーフレットを新たに作成

し広く周知することにより、改めて垂水市の両

偉人を顕彰する機運を高めていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

 続きまして、２番目の市民館の情報提供コー

ナーについて移転は考えていないのかという御

質問についてお答えいたします。 

 情報提供コーナーに関するこれまでの経緯を

御説明させていただきますと、平成25年に、当

時、パソコン等の普及に伴い垂水市情報セン

ターの利用が減少し、公共施設の効果的、効率

的な配置と有効利用の観点から、情報センター

及び子育て支援センターのあり方検討プロジェ

クトチームにおいて、情報センターの今後の方

向性等について検討されました。その際に、検

討後の市の方針といたしましては、情報セン

ターが有しておりました市民の情報活用能力の

向上業務と市民利用のパソコン端末の定型業務

の機能は、当時の各家庭でのパソコンの普及状

況等から情報センターの機能は一旦役割を終え、

情報センターは閉館することになりましたが、

市民の皆様の利用に対する激変緩和等に配慮し、

平成26年４月からは、現在の市民館中央ロビー

に市民利用パソコンの台数を縮小した上で、情

報提供の機能を移転・存続することとし、今後

の適切な管理運用については検証することとな

っておりました。 

 現在、市民館中央ロビーの一角に移転し、運

営しておりますが、市民館出入口ドアに近く部

屋として締め切ることができないため、暑さ対

策として空調設備の設置等を検討してきたとこ

ろですが、施設の構造上設置ができず、また、

フロアが解放してあることから、冷風扇やスポ

ットクーラー等で環境整備を講じておりました。

しかしながら、夏季の猛暑が続いた中では室内

の温度が高温になっております、現在のところ

ではパソコン利用者の方に直接冷風が当たりま

すことから、利用者から暑すぎてパソコンが利

用できないとの苦情はいただいていないところ

でございますが、よりよい環境の施設に移転す

ることも検討すべき時期に来ていると考えてお

ります。 

 なお、御質問にありました移転先は考えてい

ないのかにつきましては、他自治体を参考にい

たしますと、利用者の情報検索の面から、図書

館に情報提供のパソコンを設置しております自
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治体が多いことから、図書館への移転も選択肢

の一つであると考えております。 

 また、今後の適切な管理運用につきましては、

情報提供コーナーの現況を見ますと、利用者の

パソコン利用形態が主に動画の閲覧やゲームで

あり、先ほど申し上げました市民への移転時の

の機能の一つである情報提供という行政サービ

スの役割がそれでいいのかという声もいただい

ております。今後は、現在の市民館への移転の

際に、継続・検討を要することとなっておりま

した、情報提供コーナーの機能存続や設置場所

等につきましては、利用環境の面や利用状況等

に鑑みて、議員御提案の内容も含めまして情報

提供コーナーがどうあるべきかや施設環境など

についての検証や検討を、今後進めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  北方議員の御質

問でございます。 

 計画予定地に対する、現在の土地の取得面積

率とその人数につきましてお答えをいたします。 

 市が整備を行うエリアが40筆２万2,289.8平

米ございます。このうち、９月８日現在で、36

筆１万8,878.8平米を取得しており、90％の取

得率となっております。 

 土地所有者につきましては、９月８日現在で、

対象者64人のうち62人から同意をいただいてお

ります。こちらには、登記名義人のほか法定相

続人も含まれております。 

 次に、地権者との交渉の遅れの原因は何かの

御質問にお答えいたします。 

 本年３月から用地交渉を開始し、本市の施行

計画エリア内の対象者となる土地登記名義人及

び相続人である64人と交渉を行ってまいりまし

た。用地交渉に当たっては、それぞれの思い入

れや事情が異なる中、一人ひとりに対しまして

丁寧な説明を行い、事業への理解を深めていた

だき、相手方の不安の解消に努めてまいりまし

た。用地交渉の遅れの原因でございますが、対

象者64人のうち43人が市外在住者であったこと

もあり、交渉の日程調整に苦慮したこと、また、

登記名義人死亡に伴う相続発生事案等も発生し

ましたことから、新たな相続人を調査をし、土

地の売買交渉を行うケースもございました。加

えて、抵当権や共同担保等の権利設定がある対

象地もあり、権利の抹消等の手続については、

当事者間において行っていただく必要がありま

したことから、相当の時間を要したところでご

ざいます。 

 次に、売買契約が終了した地権者に対する支

払の手続につきましてお答えをいたします。 

 売買代金の支払いにつきましては、土地売買

契約書の第６条におきまして、この土地の占有

を移転し、かつ、この土地の所有権移転登記が

完了した後に土地代金の支払いを請求すること

ができるものとすると定められております。こ

のことから、土地代金の支払いは地権者から垂

水市土地開発公社への所有権移転登記が完了す

ることが必要でございます。この所有権移転登

記でございますが、土地の地目によりまして事

務手続が異なります。宅地や雑種地につきまし

ては、権利設定抹消を確認することで土地所有

移転の登記が可能となります。しかし農地の場

合は、農地法に基づく農地転用許可を得た後で

なければ所有権移転登記を行えないこととなっ

ております。現在、エリア中心の水路より北側

のエリアにつきまして、農地転用申請中でござ

いますが、都市計画法に基づく土地の開発行為

申請が行われている場合は、農地転用の許可は、

この開発行為の許可と同時となるようでござい

ます。また、用地交渉を継続しているエリア中

心の水路よりも南側でございますけれども、農

地転用申請は同一事業につきまして、一体的に

申請を行わなければならないことから、土地売

却の契約締結と同時に農地転用を申請する予定

でございます。９月11日現在、３筆10人に支払
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を完了しておりますが、議員御指摘のとおり地

権者に対しましては不安感を与えないように丁

寧に説明をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  ２回目の質問に入らせていた

だきます。来年の６月に瀬戸口藤吉翁コンクー

ルに、前は、僕が聞いたときは、来年の10月と

いう予定であったと聞いておりますが、早まっ

たということですね、それはわかりました。 

 そこで、これまで、先ほど除幕式を計画して

いると言われました。そして、この除幕式には、

当然、関係者をお呼びになると思うんですけれ

ども、この瀬戸口、和田、両人の遺族との関係

は、今現在どのようになっているか、わかれば

教えていただきたいと思います。 

○社会教育課長（野嶋正人）  以前、まず、瀬

戸口藤吉翁の分につきましては、瀬戸口藤吉翁

のパネルを、今、社会教育課では20年ぐらい前

に30枚つくりましたが、そのときには親族を訪

ねて写真等をいただいて作成しました。私が、

そのときにも助手として携わっておりました。

しかしながら、今、瀬戸口藤吉翁と和田画伯の

親族関係者につきまして、まだ、今のところで

は、もうちょっと調べがついていないところで

す。また今後のこともございますので、調べて

おきたいと思っております。 

 以上です。 

○北方貞明議員  今現在のところ、家族の方と

は連絡はとれていないということですけども、

今回20回目を迎えるわけですよね、その間、こ

の20年間なんも連絡がとれていなかったという

のは、大変、この遺族の方々に対しても、その

人の名前のもとで開催されているコンクール等

です。市当局、教育委員会としましても何かち

ょっと足らない部分があるんじゃないかと、僕

自身は思っております。 

 そこでですけども、今回、家族の調査をして、

今回の20回大会時の除幕式には、その遺族の方

を呼ぶ段取りはするのか、それをお伺いいたし

ます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  ただいま、北方

議員より御提言をいただきましたので、その点

は十分に配慮させていただきながら今後の偉人

の顕彰のためにも、いろいろと親族の方々とも

連絡を取り合い、また、できればこの除幕式の

ときにもおいでいただきたいと考えております

ので、その方向で努力していきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○北方貞明議員  私は、この瀬戸口藤吉翁のこ

とでは再三質問しておるわけなんですけども、

私ごとになりますけども、私は東京に行った機

会、これまで２回、瀬戸口藤吉翁のお墓参りに

も行ってきております。その間、教育委員会、

教育長、市長にも、ぜひ行ったらどうですかと

いうような質問もしてまいりました。というこ

とは、こちらではどんどん盛大にやるわ、その

功績、和田画伯、瀬戸口藤吉翁のこの偉大なる

２人には、何ら市として、教育委員会として、

そういう態度というか、行動を示されていない

というのは非常に残念に思っておるとこです。

ちなみに、昨年は都城でも和田英作展があった

と思っております。そして、和田英作展を愛知

県の知立市ですか、そこでも和田画伯展の絵画

コンクールをやっておるとも聞いております。

これは、和田画伯は戦争当時に疎開されておっ

て、そこでおられたとの記念として、そしてま

た画伯が絵画のほうで、そして文化勲章ももら

っていると、そういうふうな功績を称えてやっ

ておるというふうにも聞きました。 

 そういうことで、ほかの都市もそのように力

を入れておるわけです。今回、垂水がこうして

力を入れるわけなんですけども、やはり遺族の

方々にも、そのような敬意をあらわしたらいい

んじゃないかと思います。皆さんも御存知と思

いますけども、教育委員会のあの場所にあるア
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トリエ、和田画伯の、あれは昭和37年にですか、

静岡県の清水からこっちに移設されたわけです

けども、もちろん家族の同意があってのことな

んですが、これに携わった尽力された方が、皆

さんもう既に御存知かもしれませんけども、角

野尚徳さん、これは、今、ここの議場におられ

ます角野課長のおじいさんのお兄さんにあたる

方だと聞いております。そのようにして、いろ

んな方がこうして尽力をされておるわけです。

だから、そのようなことにも敬意を表していた

だきたいと、私は個人的に思っております。 

 また、瀬戸口藤吉翁におかれましては、曲は

皆さんも御存知でしょうけども、作詞家は鳥山

啓という人で和歌山県田辺出身の方です。この

作詞家には瀬戸口藤吉翁が足を運んで作詞を依

頼されているということも物の本にも書いてあ

ります。このようにあらゆる関係者が町が両氏

の功績をたたえて協力されております。これを

機会に関係者はもちろんのこと、関係都市と友

好関係を結ばれるのも、また一つの垂水の発展

につながっていくんじゃないかと思いますので、

これは要望しときます。 

 次に、情報コーナーパソコンについてですが、

先ほど前向きといいますか、図書館のほうへ移

設するのも選択肢の一つだと言われました。私

も本当に図書館のほうに移設したら一番いいん

じゃないかなと思っております。現在、あのフ

ロアには６台やったかな、５台やったかな、そ

れぐらいのパソコンの台数がありますが、図書

館にはそれぐらいのスペースは十分あると僕自

身は思っておりますので、これをぜひそちらの

ほうに移設していただければと思っております。

ことしの夏は、これは暑かったわけですけども、

暑さが過ぎれば今度は寒さも来ます。どういう

寒さが来るかわかりませんけども、できるだけ

早い時期に移設のほうを検討していただきたい

と思います。（「質問したら」と呼ぶ者あり）

参考までな、いろいろとアドバイスをありがと

うございます。 

 ちなみに、今回のパソコン情報センターのと

ころの気温のデータがあります。30度以上です。

大方、30度以上、７月10日から８月31日まで休

館日除いて午前10時から午後５時まで連日30度

以上です。このような状況ですから、できるだ

け移設のほう、早目に検討をお願いしたいと思

っております。 

 これで、情報提供コーナーの質問を終わりま

す。 

 南の拠点ですが、先ほども言ったように、川

越議員との、重複するわけなんですが、地権者

の方で２名ほどが、まだ交渉に行き詰まってい

るというふうなことでした。この方とも早いこ

と、交渉が進むように努力をしてください。 

 ２回目の質問に入ります。契約予定はわかり

ました。次に、これ、今、課長が答弁されたの

は垂水がかかわるところの答弁だと認識してお

りますけれども、国土交通省の買収状況はどの

ようになっているか、お聞かせください。 

○企画政策課長（角野 毅）  エリア内におけ

る国の整備部分の用地交渉の状況につきまして、

お答えをいたします。 

 当該エリアは、道の駅の登録を目指しまして、

大隅河川国道事務所と、随時、協議を行ってお

ります。国は、本年度７月に浜平地区簡易パー

キング設置計画その他業務に関する技術提携書

の提出を公募をされておりまして、本年度９月

に受託事業者と契約をされているようでござい

ます。この事業は、南の拠点に係る国に整備を

お願いしているエリアに該当する詳細設計業務

でございまして、業務内容としては、道路平面

交差点の詳細設計や休憩施設機能の規模や配置

の検討、道路標識の詳細設計となっているよう

でございます。 

 当該エリアの対象用地でございますけれども、

用地が10筆、3,747.26平米程度、住宅２軒を含

む４つの建物がございます。 
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 対象者は７名でございますが、市におきまし

て、事業に対する同意書を全員から、既に、い

ただいております。 

 今後の用地交渉は国が整備されるエリアは、

国で用地買収を行うと伺っております。したが

いまして、現在、発注されている詳細設計によ

りまして、国の整備エリアが確定した後は、本

年度中に用地調査が行われ、来年度当初には用

地交渉と工事着手される見込みであると伺って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  国土交通省の部分を垂水には

交渉というので、僕は聞いたような気がする。

これは垂水は、全然、タッチをしないんですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  国の用地につき

ましては、国が全ての用地買収を行われるわけ

でございますけれども、用地交渉等につきまし

ては、業務委託という形の中で、本市のほうに

委託をしていただけないかと要請はまいってお

りますので、本市のほうで用地交渉をするとい

うことになると考えております。 

○北方貞明議員  そしたら、国の代行をすると

いうことで考えたらいいんですね。 

○企画政策課長（角野 毅）  その通りである

と考えております。 

○北方貞明議員  代行ですから、それは国が責

任もってするつもりでの、その代行ですけれど

も、国が示したというような交渉のデータちゅ

うか、評価というか、そういうのをデータをい

ただいた上で、交渉されるんですか、それとも、

市独自で、この交渉はですよ、垂水の部分は土

地開発公社が交渉しておるわけですよね、土地

買収は。今度の交渉は、ちょっと開発公社じゃ

なくて、垂水がするんですよね。違いますか。

ちょっとそこ。 

○企画政策課長（角野 毅）  まず、エリア内

の用地につきましてですけれども、先ほども申

しましたけれども、現在出されております国が

発注をされている詳細設計によりまして、整備

エリアが確定をします。その後に、本年度中に

用地調査、いわゆる土地の価格でございますと

か、保障についての調査が国によって行われま

す。そして、来年度当初には用地交渉と工事に

着手される、要するに、来年度、用地交渉につ

いて、土地の購入、交渉といったようなものが

始められると、その用地交渉については、本市、

垂水市のほうに業務を委託される予定になって

いると。これはあくまでもまだお話があった状

態でございまして、実際に、その契約を交わし

ているわけではございませんので、何とも言え

ませんけれども、そのような形で進めていただ

けないかというお話はいただいております。で

すので、あくまでも市で用地の交渉はさせてい

ただくということになると考えております。 

○北方貞明議員  私たちはちょっとわかりにく

いところがあるわけですよね。一方では、土地

開発公社であのエリアを交渉し、同じ職員が国

の代行で行くわけですよね、私たちにそういう

わかりにくいのはあるわけなんですけれども、

一応、国のほうが市に交渉依頼したということ

ですね。最後ですけれども。 

○企画政策課長（角野 毅）  依頼されたわけ

ではございません。そのような相談があったと

いうことで、まだ国のほうも予算がついており

ませんので、国の予算がついた後に、そのよう

な依頼をしたいという意向はいただいていると

いうことでございます。 

○北方貞明議員  予算がついたとき、市からは

出向くというような形ですね。ということは、

今すでに市のエリアに入る人にも市のほうから

出向いていっとるんじゃないですか。それがち

ょっと話の整合性がとれないような気がします

が。 

○企画政策課長（角野 毅）  用地交渉、値段

交渉といったような部分につきましては、国の

ほうの予算がついてから動くということでござ
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います。事業の同意といったような部分につき

ましては、うちのほうから出向くという形にな

ります。御理解をいただけましたでしょうか。 

○北方貞明議員  それがまだ金額が国からは指

示がないから、そういう国土交通省のエリアの

方々とは交渉は進んでいないちゅうことで、理

解してよろしいですね。 

○企画政策課長（角野 毅）  国の予定エリア

の方々につきましては、全員の同意は、既に、

いただいております。あと、国のほうの先ほど

言いました詳細設計、それから用地の調査、要

するに、その価格の設定、保障費の額の算定と

いったような事業が本年度中に行われた後に、

来年度当初予算で用地交渉が行われるという形

になっているところでございます。よろしいで

しょうか。 

○北方貞明議員  来年の当初予算というたら、

国で言えば４月、５月になるの、そしたら、当

初をされるちゅうことになれば、その当事者は

それまで金額の指示されないわけですから、動

きがとれない状態ということですね。そしたら、

後になれば、お宅らの計画はかなりずれるんじ

ゃないでしょうか。計画変更はあるんですか、

それと。 

○企画政策課長（角野 毅）  地権者の方々に

はその辺の御事情は、もう既に、お話がしてご

ざいますので、地権者の方々にはそのような不

安は持っていらっしゃらないと認識をしており

ます。 

 工事につきましては、このエリアにつきまし

ては、駐車場のエリアでございますので、工事

着工をいたしますと、さほど工期を持たなくて

も事業展開としては終了するエリアになってお

りますので、事業に対する遅延の原因になるこ

とはないというふうに考えております。 

○北方貞明議員  計画の遅れはないと言われま

したけども、新年度予算が決まってから、その

方々は、意見を考えられるわけなんですけれど

も、即、意見をできるはずがないと思うんです

よね。だから、計画はかなり遅れるんじゃない

かと思っておるんですが、それは遅れないんで

すね。 

○企画政策課長（角野 毅）  当事業について

の同意を先ほどお話をしましたけれども、同意

書をいただいているということで、事業展開の

スケジュール等についてもお話がしてございま

す。ですので、一定の移転に対する準備といっ

たものについては、既に、お願いがしてござい

まして、それぞれの地権者の方々は、その時期

に合わせた移転を計画をしていただくように御

相談がしてあり、そのような方向性で調整が進

められております。 

○北方貞明議員  わかりました。ありがとうご

ざいました。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、３時55分から再開いたします。 

      午後３時42分休憩 

 

      午後３時55分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、12番、川菷達志議員の質問を許可しま

す。 

   ［川菷達志議員登壇］ 

○川萇達志議員  昼から、梅木さん、川畑さん、

北方さん、非常に端的に質問をされて、質問時

間が非常に短くてさすがだなと思いながら聞い

ておりました。そこで、私も、端的に済ますよ

うに努力をしたいと思います。けさほどの新聞

に、人生100年ということが載っておりました。

本市に与える影響はといろいろ考えておったん

ですけれども、これは割愛をいたします。それ

で、私の質問は端的に行います。ですので執行

部も説明は要りませんので、私の質問に端的に

御答弁をいただくことをお願いをいたします。 
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 それでは、まず、本市農業の現状についてと

いうことでありますけれども、中間管理機構を

介しての農地集積に対する現状をどのように捉

えていますかということであります。 

 南の拠点事業の１番目でありますけれども、

私は、前々から道の駅と森の駅と南の拠点と３

つがうまく連携をしていかないとこの事業は成

り立たない、それを申し上げておきます。これ

は、水迫市長時代からの課題でもあります。そ

ういったことで、この前、全協の場で課長にこ

れまでの三者による協議はしたかということで

したけれど、したということでして、今、資料

をもらいましたところ、説明をしただけである、

というのは今までの、大体、でき上がった、こ

れまでにいろんな協議をして、そのことを３つ

が生かしていかないとうまく、これ、連携はで

きないだろう、みんながそれぞれがそれぞれの

思いで、もし事業が進むとするならば、この事

業はちょっと大変かな、そう思います。これに

ついては、課長から資料をもらっておりますの

で、答弁は市長にそのことについて協議がなさ

れていない、これは政策的な話、お互いに足ら

ざるところを補い、そうやっていくことが大事

なんだろうと思います。ここについては、今か

ら間に合うのか合わないのかわからないけれど

も、市長の見解をただしていきたいと思います。 

 それから２点目ですけれども、労働力が不足

している。これは日本全国そうであります。そ

の中で、人員確保についても、私は過去何回も

質問しておりますが、ここに来て、事業の内容

も明らかになってまいりました。そうすると、

正規が何人、パートが何人、ここぐらいは押さ

えていかないと採用のめども立たなくなるんで

はないかと思いますので、ここの進捗状況につ

いてお伺いをします。 

 マリンスポーツについても、過去から何回も

質問しております。 

 まず、これは冬場は使えません。夏場でも、

申し上げているんですけれども、昼からになる

と西風が吹きます、これは、今回、私も去年の

16号台風でどんどん木が流れてきたと。それを

土木課の援助をいただきながら、自分たちでま

とめて焼いたんです。朝からはなかなか燃えな

いんです。ところが、昼からになると風が吹き

ますから、ざんざん吹く。そうしたときに、昼

からはなかなかマリンスポーツ、困難かな、そ

ういうふうに思います。 

 それと、一番大事なことは、本市における対

象人数は幾らぐらい考えていらっしゃるのか。

これについて、お伺いをします。 

 土地の確保状況でありますけれども、けさほ

どから出ておりますが、多分、図面を見ており

ませんので、わかりませんけれども、虫食い状

態になるんじゃないかと、この３件が解消しな

いことには。そうしたときに大幅な当初の計画

の変更、それから予算の変更、こういう基本的

なところがうまくいかなくなるおそれがある。

努力はされるんでしょうけど、なかなかこれは、

一旦、こじれたとは言いませんけれども、こう

いう状況になりますと、合意を取りつけるも至

難の技であろうと思う。 

 そこで、先ほど北方議員も質問がありました

けれども、事業の遅れとか改修費用の変更とか、

かなり大きなダメージがあると思うが、まず、

ここらについてお伺いをします。 

 それから３点目についてですけれども、これ

については、１番と２番一緒に質問をしたいと

思います。これについては、既に、各課から資

料をもらっておりますので、これに基づいて質

問をしていきたいと思います。 

 まず、社会教育課、大野の体育館の使用状況

が去年ゼロということであるが、これは間違い

ないかということであります。 

 それから、土木課ですけれども、16あるのか

な、管理している公園が。これも金額について

はあるんだけれども、一番肝心な利用状況の把
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握がされていない。まず、今後、利用状況の調

査をされる意思があるかないかということをお

伺いをしたいと思います。 

 次に、水産商工観光課だったと思うんですね。

これについては、まず、過去に、鳴り物入りで、

宇喜多秀家公の潜居地跡の整備をされました。

それから、同じころ、埋没鳥居もされました。

今、ここいらの状況は、それこそ利用状況です。

ここいらはどうなっているのか。それと、宇喜

多秀家公の山の上についても、これもなかなか、

多分、県が金を出すのか出さないのかわかりま

せんけれども、垂水市としてどう捉えているの

かということをお伺いをします。これについて

は、なぜこういう質問をするかといいますと、

今、社会教育課のほうで運動公園の整備をされ

ている、ここにも子供たちの遊具をつくる、新

しく替えるということをやられるのでしょうか。

それと、南の拠点にもそういう施設ができるよ

うに聞いとる。これはつくるなとは言わないけ

れども、少なくともスクラップ・アンド・ビル

ドでないとだめなの、つくるだけ、つくるだけ、

後の管理はどうする。それこそ、そういうこと

が市民の要求の中から出てきてそれをうのみに

するのは、ポピュリズムの最たるものでありま

す。本市の財政、マンパワー、そういうことを

考えたときにここいらで見直す時期でもあるの

かな、そう思います。 

 そこで、道の駅、南の拠点でどのくらいの金

額とかそういう希望を考えているのか。 

 それから、運動公園のことで、遊具施設につ

いてもどのくらいの予算を考えているのかとい

うことを、まず、お伺いをしたいと思います。 

 それから、職員の採用、技術職ということで

すけれどね。きょうの昼のニュース見ますと、

台風が大陸から真っすぐまたこっちへ来そうで

あります。その後にも、台風のたまごがいっぱ

いあるようです。そうしたときに、去年の、あ

えて申し上げます、醜態をしっかり思い出して

ください。技術職が足りなくて応援を頼んで、

何とか間に合ったという状況である。けさのニ

ュースでもやっていましたけれども、ことしに

なって気象庁が特別な大雨に対する警報という

のは、過去最高だそうです。またこれから増え

てくる。そうしたときに、本市ではそういう大

雨に起因したような災害が必ず起こる、そうし

たときに、また、去年みたいな対応をしていく

のか、抜かれたところは大変ですよ。ここいら

について答弁、総務課長。全国学テですけれど

も、今朝ほど堀内議員がタイムリーな質問をし

ていただきました。切り口が少し違うようです

ので、私も質問をしたいと思います。今回の学

テで一番問題、そして、浮き彫りにされたのが、

大都市と地方の学力格差の拡大だと。これは地

方議員の我々は、当然のこととして、文科省に

してもこの格差というのはどうしても解消して

いかなきゃならないと思う。教育の公平性、そ

うしたときに、教育長はついこの間まで教育の

現場にいらっしゃいました。そのことについて

も、多分、造詣が深いんだろうと思います。そ

のことの原因は何なのか、端的にお答えを頂き

たいということですが、なぜこういう質問をす

るかといいますと、原因がわからないと対策が

打てないからであると。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○農林課長（二川隆志）  川菷議員からの農地

集積に対する現状と課題について、農地の現状

等をどう捉えているか、また、この事業の取り

組みも合わせて、この事業の取り組むメリット

についてお答えさせていただきます。 

 地域の農業を取り巻く環境を見ますと、とり

わけ営農者の方々の高齢化に伴い、農地の維持

管理が困難となっていることや後継者の不在な

ど遊休地化や農地周辺の環境も次第に悪化が進

み、農地をめぐる厳しい状況に危機感を持って

いるところでございます。 

 今回、農地の新しい貸し借りの方法として、
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平成26年度から国の主導で農地中間管理事業と

いう制度が導入されたところでございます。本

事業は、県地域振興公社内の県農地中間管理機

構を農地の中間受け皿として、自治体の農業委

員会とも連携しながら、農地利用の最適化を目

指す事業でございます。具体的には、事業上の

要件を満たす担い手であります認定農業者、基

本構想水準到達者、認定新規農業就農者、集落

営農等への農地集積、集約を支援することによ

り、将来にわたって担い手が農業を続けていけ

る環境をつくり出すとともに、また一方で、中

間管理機構に農地を貸し出した農地所有者や話

し合いにより農地を集積した地域に対し、協力

金が交付される支援措置も設けられております。

これによりまして、経営規模の拡大を目指す耕

作者にとっては、借り受けようとする農地を集

約することができ、作業の効率化や生産性の向

上が図られるほか、県公社との契約で借り受け

る農地でありますことから、より安心して長期

的な営農計画を立てられ、農業経営の安定を図

ることができるとされております。農地をめぐ

る本市の現状を踏まえましても、担い手への一

層の農地集積、集約化が農地や周辺環境の維持

にもつながると期待できますことから、ただい

ま申し上げました農地中間管理事業を活用した

農地の貸し借りの仕組みの理解を広く伝えてい

く必要があると考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  川菷議員が私への質問で

ございますので、お答えをしたいと思います。 

 私のまちづくりの政策の中で、経済政策の中

心として６次産業化と観光振興ということを、

これまで申し上げてきたところでございます。 

 観光振興に関しましては３つの拠点をつくる

と、ある意味、水迫市長の施策の継続の部分も

ございます。３つの拠点をつくる中で、北の拠

点が道の駅たるみずであると。これはいつも申

し上げていますけれども、年間平均80万人と、

８月末の速報によりますと、トリップアドバイ

ザーというところのサイトで、全国1,100ある

中で第４位ということでありますから、しっか

りと安定的に根づいているということがいえる

というふうに思います。また、中央の拠点に関

しましては、これまで市で管理をやっていたわ

けでありますけれども、毎年約300万の赤字が

出るという状況がありまして、公募して指定管

理、皆様の議決をいただいて、今、株式会社財

宝様が運営をあたっておられるということであ

ります。それともう１つ、南の拠点の整備とい

う中で、今、いわゆる１つ拠点をつくって、現

在、約120万人の交流人口を200万人に増やして、

人口減少の中で経済を増やして、いろんな意味

で相乗効果を持って波及していこうということ

が大きな流れでございます。 

 川菷議員の御質問は、その連携ができている

のかということだというふうに思います。（発

言する者あり）そうですね。先ほど課長のほう

からの資料であったとおり、これまでそういう

お願いはしてありますけど、具体的にというこ

とになりますと、例えば、道の駅に関しても来

月、10月、公募して選定されて、12月の議会を

もって新たな指定管理者が決まるということで

ありますし、中央の拠点に関しましても、今、

約半分ということであります。南の拠点自身も

まだ完成はしていないわけでありますけれども、

十分、しっかりとその辺の連携は、今、現状は

先ほど申し上げたようなことでありますし、川

菷議員がおっしゃることはよくわかりますので、

ただ、新たな指定管理者がそれぞれ明確になっ

て、しっかりと連携の部分を進めていかなけれ

ばいけないというふうに思っております。 

○企画政策課長（角野 毅）  川菷議員の御質

問、１番、向こうの計画につきましてでござい

ますけれども、優先事業者が決定をいたしまし

たので、これからこの運営事業者が具体的なテ

ナント出店や運営計画を立てていくものと思わ
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れます。民間事業者でございますことから、交

渉段階では機密保持が発生いたします。事業計

画が確定した段階で具体的な数字というものが

出てくるものと考えております。 

 それから、マリンスポーツについてでござい

ますけれども、マリンスポーツにつきましては、

浜平地区というものが非常にすばらしい景観、

すばらしい位置関係にございます。そういった

ものを使いながら、本市としては海洋観光とい

う新たな観光モデルの構築というもの、それか

ら、経済の活性化と交流人口への増加に寄与し

ていくことを目的にして、拠点内にマリンス

ポーツの交流施設を整備をし、その中におきま

しては、ＳＵＰ等を初めとする新しいマリンス

ポーツの紹介をし、経営の関連化を取り入れた

施設整備と管理運営のあり方について、鹿屋体

育大学と連携をしながら進めているわけでござ

いまして、マリンスポーツの普及、振興が最大

の視点でございまして、フルシーズンでの活用

を計画をしておりますし、対象者につきまして

も市内に限らず、幅広い年齢層が対象となりま

すことから、多くの市民にファンになっていた

だく取り組みを、今後、進めていきたいと考え

ておるところでございます。 

 それから、４番目の土地確保の状況でござい

ますけれども、事業の遅れ、それから事業費に

ついては、計画どおり、推進をしているという

ふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  川菷議員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 川菷議員に、事前に報告をさせていただいて

おりました一覧表において、大野体育館の利用

者数につきましては、平成28年度は利用団体ゼ

ロ件、利用人数がゼロ人、平成27年度は利用団

体が２件、利用人数が42人と、川菷議員には報

告させていただいておりましたが、実は、この

数字は、大野体育館を一般の方がスポーツ競技

の場所として、施設使用料をお支払いただいて

利用されていた分でございました。しかしなが

ら、川菷議員御指摘のとおり、このほかに大野

体育館の利用形態の２番目として、大野地区公

民館の別館という位置づけで、平成28年度では

地域行事としてのいきいき祭りや敬老会、また、

施設の受け入れ等で年間16件、2,600人御利用

いただいておりました。また、このほかに３番

目として、大野自然学校での社会教育課主催事

業や、他団体の受け入れや事務も大野体育館を

利用しておりますことから、大野自然学校とし

ての平成28年度の利用者は41団体、3,460人と

なっておりました。この３部門を合わせました

利用団体数57件、利用者6,060人を、本来の大

野体育館の利用者として報告すべきでございま

した。訂正しておわび申し上げます。誠に申し

わけありませんでした。（「了解」と発言する

者あり） 

○土木課長（宮迫章二）  川菷議員の御質問に

ついてお答えいたします。 

 まず、管理状況と今後についてでございます

が、土木課では、都市公園13カ所、その他公園

５カ所を所管しております。管理状況につきま

しては、年間の管理委託費を計上し、前期・後

期の２期に分け、前期は主に除草作業、後期は

剪定作業を造園業者に委託しており、環境整備

班でも、特に、宮脇公園を年間５回から６回ず

つしております。また、中央公園や海岸公園な

どの比較的利用者の多い公園も実施しておりま

す。また、地域によりましては、地区住民で自

主的に実施していただいておりまして、大変、

感謝しているところでございます。前期の除草

作業は、夏場にかけて実施しておりますが、夏

場は草の伸びが早く、２、３週間たちますと元

の状態に戻っているのが実情でございまして、

市民満足度調査でも御指摘をいただいていると

ころでございます。このようなことから、利用

する皆様に満足していただけますように、適正
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な管理を心がけ、さらにさらに努力してまいり

たいと考えるところでございます。 

 次に、表をお渡ししているところでございま

すが、利用者数管理等についてお答えいたしま

す。 

 詳細につきましては、牛根境から新城までご

ざいますが、（発言する者あり）いや、中身を

ちょっと説明させてください。遊具やトイレの

設置してある公園につきましては、平成27年度

に市報及びホームページでの広報や子育て支援

パンフレットに公園マップを掲載し、公園紹介

をしているところでございます。 

 次に、利用者数でございますが、各公園に管

理人を配置しておりませんので、おのおのの公

園の利用者数は、現在のところ、把握しており

ませんが、ほとんどの公園が近隣住民の憩いの

場として利用され、振興会によりましては、グ

ラウンドゴルフや地区住民の花見とかお月見会

などに利用され、地区のコミュニティーが図ら

れているようでございます。 

 最後に、管理費でございますが、平成28年度

実績では総体で約860万円かかっております。

内訳は、公園の植栽管理費、トイレの清掃、浄

化槽の管理費及び電気料金等にかかった費用で

ございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（森山博之）  川菷議員の

御質問にお答えをいたします。 

 宇喜多秀家潜居跡の整備につきましては、平

成24年度から平成25年度の２カ年で整備を行っ

ており、整備後、岡山からの来場者はございま

したが、その後の来場者につきましては、誠に

申しわけございません、カウントはしておりま

せん。本箇所は、平成28年９月20日の台風16号

により、隣接いたします山腹が大きく崩壊をし、

遊歩道に大量の土砂が堆積をいたしております。

復旧に向けて、県、観光課に相談をいたしまし

たところ、本事業の復旧に係る補助制度はなく、

各自治体で対応をしていただきたいとのことで

ございました。このようなことから、市の単独

事業において、土砂除去並びに大型土のうを積

み、応急的な処置をいたしておるところでござ

います。また、牛根麓埋没鳥居につきましては、

平成23年度に施工をいたしております。来場者

につきましては、所有者の方でカウントをいた

しております。平成27年度2,130名、平成28年

度1,520名、平成29年度に至りましては、６月

現在で620名の来場者がございます。こうした

ことから、この事業は魅力ある観光地づくりで

整備をいたしましたけれども、今後、整備に係

ります維持管理並びに集客に向けての対策に加

えて、費用対効果も、今後は、十分、検討しな

ければならないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  南の拠点の公園整備

につきまして、土木課のほうでお答えいたしま

す。 

 南の拠点の整備事業の子ども広場の整備計画

につきましては、市民ニーズに寄り添った魅力

的な施設整備を実現するため、子育て支援セン

ター利用者や幼稚園・保育園の保護者にアン

ケートを実施しまして、アンケートで人気のあ

った公園も視察しまして、本市の環境にマッチ

した形を検討したいと考えております。そのこ

とで、魅力ある公園の整備が魅力ある南の拠点

の整備に直結し、年齢、性別を問わず幅広い世

代に対しまして、多様な過ごし方を提供し、滞

在時間を増やし、本市における経済効果を高め

ることにもなるのではないかと考えております。

また、アンケートでは、南の拠点の子ども広場

に求めるものでは、充実した遊具の設置や雨天

時や降灰時にも利用できる施設整備を期待した

いと……（発言する者あり）それで、面積は約

2,000平米、今ちょうど委託を実施しておりま

すけど、６月補正で提案しておりましたが、約

１億円の整備工事費を契約しております。 
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 中央運動公園の整備につきましては、これは

中央運動公園の全体の改修計画を社会資本総合

整備交付金事業の都市公園で採択を受けて、平

成26年度に長寿命化計画を作成しました。（発

言する者あり）いいですかね。老朽化対策を図

るために、改修していきますけど、現在あると

ころが老朽化しておりますので、その場、取り

替え、取り替えというふうになります。今から、

まだ詳細設計を委託しますけど、大体、今のと

ころでは、全体の計画の中では約2,000万計画

しております。そこには、トイレとかあります

ので、そういった改修も含めてあります。 

○総務課長（中谷大潤）  技術職員の採用につ

いてお答えいたします。 

 現在、本市の技術職員は、土木課に７名、農

林課に４名、水道課に３名の合計14人を配属し

て、それぞれ各業務に一生懸命取り組んでいる

ところでございます。 

 技術職員の採用計画につきましては、29年度

末２名の退職者が予定されているから、今年度

採用試験を実施して30年４月に２名採用する予

定でしたが、昨年の台風16号災害による業務量

増大のため、前倒しで今年度２名を新規採用い

たしました。また、30年度末においても１名の

定年退職者が予定されて補充の必要があります

が、29年度末退職予定の技術者２名が再任用の

意向であることから、来年度の募集については、

今のところ、未定でございます。近年の異常気

象による災害や今後、予想される大地震など不

測の事態のために、技術職員の確保は必要なこ

とかもしれませんが、職員採用は終身雇用が原

則でありますことから、災害発生など一時的な

業務のために終身雇用となる採用については、

計画に基づき慎重に取り組んでいかなければな

らないと考えております。 

○教育長（坂元裕人）  川菷議員の御質問でご

ざいますけれども、全国学力学習状況調査で結

果が悪かったその原因、背景を述べよというこ

とでございますけれども、今、先ほど学校教育

課長が答弁しましたことと少し重なる部分もご

ざいますけれども、受験の年によって、多少、

変わるもんですから、いい年と悪い年がござい

ます。これはもう御理解いただければと思いま

す。しかしながら、子供には、私も、決して、

それをかぶせることはできないと思います。や

はり教師に矢を向けて、教師の授業がまずいか

らだと思うべきだろうと思うんです。そういう

意味で、授業力の向上というのが大事だろうと

思います。そして、合わせて言うならば、こう

いう小さな町では、平均をとって物を言うので

はなくて、やはり一人ひとりを追っかけて、そ

して、経年経過で、何年後にはどうなっている、

中学にいったらどうなっている、卒業したらど

うなっているということを、やはり丁寧に追っ

かけて、その成長を見守りながら指導を加えて

いくべきではないかなと思っております。ちな

みに昨年度は、非常にいい。中学校３年生が、

頑張っておりまして、昨年聞いてくださったら

よかったんです、はい。昨年度（発言する者あ

り）でしたね。すみません、どうも。川菷議員

御質問の大都市と比べてまあ、地方の子供たち

の格差のことですね。確かに、私どももそうい

うところは感じてるところでございまして、だ

からこそ、本市の子供たちにとって学習する場

とか機会を与えることは大事だということで、

あつまれわんぱく！夏の勉強会でありますとか

夢の実現まなびの教室等々で、できるだけそう

いう学びの機会というものを多く設けたいとい

うふうに考えているところでございます。希望

すればどの子も学ぶことができるということで、

広く子供たちの対象として、いわゆる格差の是

正にこれはつながっていくのかなという取り組

みでございます。 

 以上です。 

○川萇達志議員  それでは、一問一答で質問す

るわけですけれども、農林課長、メリットにつ
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いてはよくわかります。そこで、本事業を進め

るにあたって、農林課として課題、問題点をど

うとらえるか。 

○農林課長（二川隆志）  事業推進にあたって

の課題、問題点についてお答えさせていただき

ます。 

 農地中間管理事業において貸し出せる農地は、

農業振興地域にある農地であり、現在、既に、

遊休地となっている農地は対象とならないとな

っております。借り手貸し手双方にあると思わ

れる課題としましては、本事業の制度上、借り

手が決まらないと事業化してならない点がござ

います。つまり、貸し出す意思のある農地所有

者とその農地を借り受ける耕作者の両者を調整

し、両者の話が整った時点で、県公社への申請

等を行うこととなっております。 

 したがいまして、両者への制度説明とともに、

農地ごとの調整に時間を要する場合が考えられ

ます。なお、貸し借りの手続が完了しました後

は、当該農地の借地料につきましては、県公社

により徴収、支払いが行われることとなってお

ります。県の機構が中間受け皿になって借り受

けると申しましても、農地は先祖から受け継い

だ大切な財産であるという思い入れの方も多く、

これを５年、10年、また、それ以上の長期にわ

たって貸し出すことに対し、将来、農地が所有

者のもとに返還されるのかなど、不安を募らせ

る方がおられるのも当然のことと思っておりま

す。 

 そこで、地域の話し合い等を通じて制度の説

明を行い、県の地域推進委員の協力もいただき

ながら、農地の所有者の方々のこうした不安を

取り除き、安心して事業を活用いただけるよう

に努めているところでございます。 

 また、申請事務など書類上の手続も多くあり

ますことから、本年４月以降、本市では臨時職

員として雇用した事業推進委員が対象地域に何

度となく出向き、貸し手借り手双方の負担をな

るべく減らすことができるよう、支援を続けて

いる状況でございます。 

 もう１つ挙げられる課題は、貸し出そうとす

る農地が相続未登記の農地があった場合でござ

います。事業上の規定に基づく貸し出しの方法

は示されてはおりますけれども、その手続でさ

えも煩雑であるというイメージから、現在のと

ころ、着手に至らないケースが多くございます。

いずれにしろ、農地が荒れていくことは誰もが

望まないことであり、農地を初め営農の将来を

めぐる危機感が地域で共有されつつある今、事

業を積極的に推進することがこれからも農業で

頑張ろうと努力されている農家の方々の支援に

つながると考えております。 

 したがいまして、国からの各種協力金が交付

される現制度のもとで、引き続き農家の方々や

関係機関の協力のもと、事業の推進に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  ありがとうございます。非常

に模範の答弁なんだけれども、一つ、指摘だけ

をさせておいてください。 

 先ほども企画のところで言いましたけれども、

働く人がいない、農地集積をして、そこで働く

農業者がいないということ、ここを忘れちゃい

かん。ヒントになるだろうからいいんだけどね、

ビジネス観光モデル、外国人を利用するとか、

ここは何ちゅうても研究の課題としてしっかり

と取り組みをしていただきたいと思います。そ

れで、この事業をスタートして４年半になるの

かな（発言する者あり）その中で実績、それと

会員の中でやっているんですけれども、異業種

の参入とかそういったことについてどのように

考えているか。 

○農林課長（二川隆志）  それでは、これまで

の実績及び異業種を含む企業参入の可能性につ

いてお答えさせていただきます。 

 農地中間管理事業の今年度における本市の進
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捗状況について、まずは申し上げたいと思いま

す。 

 今年度は、大野の垂桜地区と新城の宮脇地区

を重点地域として事業の推進を図っているとこ

ろでございます。８月末現在、垂桜地区の集積

面積は約11ヘクタール、対象地域のうちの約

36％を集積しております。今後、担い手等に集

約する予定でございます。また、宮脇地区にお

いては地域の耕作者の方々の御協力を得て、農

地の所有者や地域の話し合いを尊重しつつ貸し

借りの調整を図り、事業の推進を行っていると

ころでございます。ただいま申しました垂桜地

区における農地の貸し借りの実態については、

借り手は個人の農業者に限らず、農業を行って

いる法人も借り受けるようになっております。

集積した農地を担い手に集約していくという点

では、単一農家のみでは集約化の解消に難しさ

も出てくるのじゃないかと考えております。地

域の理解を得ることが前提となりますけれども、

垂桜地区のように、今後、他の地区においても

法人が借り手となって農地集積、集約を進めて

いくことが必要になると考えております。 

 市内異業種の企業におかれましては、将来に

向けた農業参入の可能性を追求され、去る７月

10日には来庁された市内企業及び関係者と市行

政との新規作物に係る検討会が行われましたほ

か、８月24日には県主催によります企業等農業

参入研修会に市内から２つの企業が出席された

ところでございます。２つの企業とも農業参入

する場合の方法や参入時の留意点などについて

具体的な研修を受けておられたところでござい

ます。参入を検討されている企業は、新たに農

地の借り手となられた場合には、営農活動とあ

わせて地域の活性化にも貢献していただけるも

のと期待を持っておりますことから、経営の規

模や営農を希望される場所等事業構想や収支計

画等を確認させていただきながら、支援を行っ

てまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  ありがとうございます。あと、

啓蒙の方法についても聞きたいんですけれど、

時間の制約もあります。いずれこの事業は垂水

の農業を守る最後の砦だと思います。耕作放棄

地を守るとか里山を守るとか、いろんなことで

将来に大きな禍根を残さないように、ぜひしっ

かりと市長以下、このことについても取り組み

をしていただきたいというふうに思います。 

 次に、南の拠点事業でありますけれども、市

長、私が申し上げたのは、こういう３つの連携

をかからないかんというのはわかっていた、こ

れを当初からなぜやらなかったのか。今でもた

だ、どこだったですかね、説明を、道の駅も６

月ですか、森の駅についても、説明をことしし

ただけである、そうしたときに、南の拠点事業

はどんどん進んでいる、行っている、私はこの

ことが大事だちゅうことを前も申し上げている。

ところが、まだ協議がなされていない、こっち

はどんどん進んでいる。そうしたときに、本当

にあなたが意図する３カ所の連携というのが可

能なのかどうか、私は非常に不思議でならない。

それを可能と言えるのか。お互いの気持ちとい

うのを最初に合わせていかないと。ここが一番

肝要なところで、途中でこういうのつくったか

ら協力するよということだとするならば言語道

断であると思うが、どう思いますか。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど、思いちゅうのは

語らせていただきましたけど、まずは、南の拠

点はまだ正式に決まった、今、動いていますけ

れども、いろんなところで途中経過を御質問受

けて御説明をしている段階でございますので、

まずは、しっかりそれを受けて南の拠点に関し

て事業を進めているということでありますし、

道の駅に関しましても、近々また指定管理者の

新たな選定という（発言する者あり）はい、そ

れは同様に中央の拠点に関しても同じでありま
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すので、そこがしっかりと決まった中で連携を

していくと、大事なことはそれぞれがまず魅力

的な施設をつくると、多くの人が集まって魅力

的であれば、おのずと連携もとれていきますし、

そこをまた戦略的にどうやって連携をしていく

というのは、これからの課題であるというふう

に思っておりますので、まずは、しっかりとそ

れぐらいの拠点を磨くということが大事だと思

います。 

○川萇達志議員  ということは、まだ３つの連

携が間に合うということの理解でいいんですね。

企画課長、そうであれば、ぜひここいらの情報

を公開をしていただきたい。今までほとんど情

報を公開されていないから、説明のときだった

から情報の公開は必要なかったけれどね、今後

においては、連携、協議をする中での情報公開

を必ずしていただけますか。 

○企画政策課長（角野 毅）  ３つの拠点が連

携をするということに関しての共通理解を持っ

ていただくことは非常に重要なことだと考えて

おります。ただ、この３つの事業につきまして

は、民間が、それぞれにそれぞれの知恵を出し

合いながら事業展開を進められているエリアで

ございますので、どのような具体的な政策を持

ちながら進めていくといったような、今後検討

していくべき事項につきましては、我々が知り

得る事実、それから三者だけがお互いがアイデ

アを出しながら進められる時期、要するに、内

容について具体的に内容までをこの場で公開で

きるものかどうかは、なかなかこの場で御回答

することは難しいと思いますけれども、こうい

う話し合いがあったというようなタイミングと

かいうようなものにつきましては、今後、議会

の席でも公表していければと考えております。 

○川萇達志議員  我々が議会で賛同すると、そ

こいらが大事なんです。このことをしっかりと

理解をしていただきたい。我々も半端なことで

賛成はできないの、禍根を残さないために。そ

のためにはやはり情報公開をしっかりせえちゅ

うことを言っているんですよ。ぜひ、このこと

については、時間の制約があるのでこれで終わ

りますけれども、これについてはしっかりと情

報公開を求めていきたいというふうに思います。

そうしないと、競合して、後で問題が出たとき、

どうするのという心配しとる、本当は皆さん方

がそれを心配してクリアして我々に問題ありま

せんよと言っていただくことが条件だというこ

とですので、ぜひよろしくお願いをしたいと思

います。 

 それから、労働力についてですけど、もうぼ

ちぼち計画をしっかり出さないと予算もできな

いでしょう。これ、ずっと何回も質問している

んです。これで３回目かな。まだ出てこない。

賛成できる道理がないよ。人員計画もしっかり

と、立ててしないと予算も組めないはずなの。

民間のは全部そうしますよ。まず、人件費が一

番高いんだから。ランニングコスト、イニシャ

ライズひっくるめて、ここいらがまだ曖昧なち

ゅうことがね、どうも腑に落ちない、心配です。

ほいから、マリンスポーツについても、課長、

僕が言った冬場はつらい、使っちょるけどもさ、

具体的にウエットスーツというの、ああいうの

を着て、風が吹きますよ、南海フェリーだって

ね、なかなか着岸できないことがあるの、北西

が吹きますと。もうそういうこと信用できない

んです、残念ながら。観念的に垂水の市民も判

こを押していただくと言っているけど、じゃあ、

具体的に組織なのか、学校なのか、そこら辺に

ついての具体的なことも出ていないんでしょう。

私はこのことについても何回も質問をしている。

できたときに失敗しないように、昔の話になり

ますけれど、道の駅で私は釣りいかだをつくる

話でした。ところが、あそこは北西の風が吹く

と、とてもじゃないが、釣りいかだどころじゃ

ない、そのことを申し上げてやめました。だか

ら、今のうちに、そういったところをしっかり
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と、将来後悔しないために、人員計画に、そし

て、マリンスポーツに、僕が納得する形で説明

をしてくれないからこう言っている。何回も何

回も。いっしょくただけれども、市長、土地が

虫食い状態になっている、心構えが計画も見直

しをしなきゃいけない。予算もついてます。来

年の９月にというけれども、果たして、それ、

間に合うのどうするの、この南の拠点について

は、何回も言うんだけれども、僕の質問、議員

の質問、これ、市民の質問なんです。これにし

っかりと明確に自信を持って答えないと絶対だ

めだと思うんだけれども、市長、労働力の話、

マリンスポーツ、土地の状況、これについても、

ぜひ市長の見解をお伺いしたい。 

○市長（尾脇雅弥）  いつもその辺が出るわけ

ですけれども、管理形態が違いますので、これ

までのやりようとは違うということで、これま

でも説明をしておりますので、詳細に関しては、

また担当課長から、必要あれば今でもいいんで

すけれども、形態が違うというところ、はい。 

○川萇達志議員  そういうことですので、必ず、

市長に報告をして判断を仰ぐ。政策的なことは

市長なんです。あなたたちは事務方だから、具

体的な数字を、「市長、こうこうです」と上げ

て、その上で市長判断なんです。市長のところ

に情報が入っていないということ。今、ここで

答えられないということは、市長が。まあまあ

いいや。ちょっと待って、ずっとそうだよ、一

緒に聞いたんだから。人員計画はどうなってい

るね、心配しているから。マリンスポーツだっ

て本当に投資効果があるのかなって。これ、み

んな思っているはずです。必ずこういったこと

をさ、おれの質問に答えてくれると何もこれ以

上言わないよ。歯切れのいい答弁がないから何

回も何回も聞かなきゃいけない。 

○企画政策課長（角野 毅）  川菷議員の雇用

の問題についてでございますけれども、この南

の拠点につきましては、施設の設計、施工、管

理運営につきまして、民間事業体で実施をする

ものでございます。ですので、我々が雇用の予

算を立てるとかいったような作業は行うことで

はございません。あくまでもこの施設を運営し

ていくための人員を何名配置する、どういう形

態で運営していく、どのような管理をしていく

というものをこのＰＦＩ事業の中でＳＰＣと言

われる企業体の中で運営をされていくものでご

ざいますので、我々が雇用を何人雇いますとか

いうのは想定としてお聞きして、大体、これぐ

らいは想定できるんじゃないか、この南の拠点

で80名程度の雇用が発生するのではないかとい

うことをお聞きしてお答えすることはできます

けれども、それに（発言する者あり）それにつ

いては答えておりますし、前回の議会でもこの

ことは80名程度の雇用を計画しているというこ

とをお伝えしてあります。 

○川萇達志議員  かみあいません。私は、その

80名を保障ちゅうかな、ここに来て具体的、具

体化しているんだろうという思いで聞いている

んだけれども、なかなか答弁がかみ合わない、

答弁がかみ合わないのは、この世界では間々あ

ることですので、これ以上は申し上げませんけ

れども、道の駅に南の拠点に対する私の心配を

十分理解をして、今後の執行に当たっていただ

きたいということをお願いをしたいと思います。 

 次に、移りますけれども、財政課長、スクラ

ップ・アンド・ビルドということでいきなり振

りますけれども、このことで経費的にどのよう

に考えているの。これ、要求のまま出すの。何

でかというと公園がいっぱいあって、なかなか

利用されていないところもある。先ほども言っ

たけれども、こういうやつを全部受け入れると

するならば、ポピュリズムの典型、財政を考え

て、マンパワーを考えて、それは勘弁してくだ

さいとか、別な方法を考えていくのが当然のこ

と、先ほど森山課長が答弁してくれましたけれ

ども、今後の管理並びに新たな公園等建設の際
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には、管理体制の見直しや費用対効果等を十分

考慮して検討していく必要がある、全くそのと

おりである。そのことについて、財政課長、費

用対効果、どう考えるのか。 

○財政課長（野妻正美）  今、議員御指摘のス

クラップ・アンド・ビルド、これにつきまして

は、財政課としても重要な課題だという認識は

あります。ただ、今は経費的にという御質問で

したが、この経費というのは、一応、試算して

おりません。と言いますのが、現状としまして

は、制度の見直しや施設の見直し、こういうも

のにつきましては、スクラップ・アンド・ビル

ドは、毎年、予算説明会でも全庁的にお願いし

ております。ですが、一部の受益者、利用者、

使用者等があれば、なかなかこれは所管課とし

てそこについての廃止や見直し等できないのが

現状でございます。ですが、お話がありました

施設につきましては、平成28年度に公共施設等

総合管理計画をつくっております。これは全協

でも御説明しましたが、大きな市の施設のあり

方を見直す時期に来ているということです。大

きな方針を立てておりますので、今後、いろん

な施設を所管課が持っておりますが、その今後

にどうあるべきか、統合も廃止も総体的に含め

て今後のあり方を検討されるものと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  また、市長に触れなきゃいけ

なくなりました。市長、やはりここぐらいは高

度の政治判断と思うのよ。地域住民から１人２

人ね、お願いされたらなかなか断りきれないん

だけど、垂水の現状を考えたときに、ここが政

治決断です。ここを怠ると、将来に必ず禍根を

残す。前へ進むだけじゃなく、過去の精算をし

っかりして、かわいい後輩たちに少しでも負担

を減らしていくことがスクラップ・アンド・ビ

ルドの原点なんだろうと思う。これが、今、政

治にも求められている。大きなことを言います

と、国も1,000兆弱借金を抱えておる。ポピュ

リズムですよ、これは。じゃあ、これ、誰がす

るのという話。私のこれ、孫の世代で返してい

く、みんなそんなことはわかっているはずなの。

でも、それを役人の皆さん方はやっぱりその声

でなかなか決断ができない。そこで、登場する

のが政治家たる市長ですけれども、今までの話

を聞いて、どう思われますか。 

○市長（尾脇雅弥）  スクラップ・アンド・ビ

ルドは、当然のこととして、大事なことだと思

います。それがちょうど合併のころ、私、政治

家になりまして、なかなかままならない状況も

あったと思いまして、財政の状況も厳しかった

と。その後、ある意味、行革で皆さん御協力を

いただいて、今、数字的には大分改善はされて

おりますけれども、それ以外にも長期的ないろ

んなものを見直しをしなきゃいけない時期であ

りますので、先ほど財政課長が申し上げたよう

な考え方に従ってスクラップ・アンド・ビルド

を行っていくと、当然、これからもそういう継

続するのか、廃止するのかということ、あるい

は新しいものをつくることに関しては川菷議員

がおっしゃる視点というのは、当然、重要なこ

とで、そのことを決断するのが私の役割だと思

っております。 

○川萇達志議員  土木課、それから、水産商工

観光課もだけれども、利用者の把握ちゅうのが

一番大事なのよ。これが市長がおっしゃった判

断の材料になるんです。市長もそういったこと

を指摘をしてください。ここが大事なところで

すよ、市長。具体的に指摘をして調べろと。例

えば、それぞれの公園で振興会の皆さん方にお

願いをして１年間調査をしてください。ところ

が、それが財政の同意を得て幾ばくかの謝礼も

出さなきゃいけないんですよ。そういうことを

考えて行政をやっていただきたいと。まず、今、

どういう利用状況かわからないことには観念的

な話ばっかりだったらだめなの。そのことが、
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もし私のところの中俣公園が廃止するというふ

うになったときに、実は、こうこうだから、あ

あ、どうでしょうかと数字を持っていかないと

誰も納得しませんよ。ほかのところはよって。

実は、この辺にありますからと。ここからこん

くらいは、財政上、将来禍根を残さないために

も必要だろうという解決策をしていかなきゃい

けないと思うが、市長、どうですか。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的な考え方は同じで

ありますので、その時々の状況を鑑みながら、

決断をしていくということになろうかと思いま

す。 

○川萇達志議員  最後になりますけれども、南

の拠点と陸上競技場で１億5,000万支出をしま

す。このことについても、造るなとは言わない

んだけれども、本当に利用者がいるのか、この

ことをしっかりと調査した上で執行していただ

きたいと思います。こうやって前、どんどん１

億幾らも使って、後にも、過去のやつも、全然、

精算ができない、スクラップ・アンド・ビルド

じゃない、ビルドビルド。何回も言いますけど

も、これが大衆迎合の一番のシンボルでありま

す。ぜひこういうことについてもお願いをして

おきたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  子育て支援に関しては、

これまでも申し上げておりますけれども、垂水

市の一番の課題は人口減少だと認識をしており

ます。その中で、やっぱり子育て世代、年少人

口率の数が県内で下から二番目に低いという現

状であります。その中で、子育てのそういう広

場でありますとか、環境を充実してくれという

声が圧倒的に多いわけですね。いろんなアン

ケート調査からもデータからもあります。その

ことをもとに、皆様方に提案をして議決をいた

だいて、今回、予算化していただいていますか

ら、中身の問題は、今、そういう声をもとに絵

を描いていただいていますから、しっかりとそ

のことは無駄のないように効果的になるような

中身ということで、これから進めてまいりたい

というふうに思います。 

○川萇達志議員  だから、つくるなとは言って

ない。特に効率よく予算執行していただきたい

ということを申し上げたいと思います。 

 ちょっと時間がありませんけども、教育長、

先ほど学力の話をしましたけど、昔から帝大と

言われるところを出た人たちは、ほとんど地元

には帰ってきません。教育費を使って東京に出

て、自分の栄耀栄華とまでは言いませんけれど、

そういう方、非常に多うございます。新域の中

村四郎先生は、郷土に対する思いが非常にあっ

たということで、されてですね。それから、京

セラの稲森会長においては私財をはたいて地元

のために、そういう中村先生とか謦咳で接する

ことが一番の教育なんだろうと思う。 

 今、皆さん方が答弁をされているのはどこで

も官僚が言う答弁なの。これは、全然、訴えな

いんです。そういう人たちの謦咳に触れる、そ

の人が帰ってきてくれる教育も合わせて学力と

同時に、垂水を愛おしむ、育ててくれたと、そ

ういう教育もぜひしっかりとしていただくこと

をお願いをして、答弁いいですか。 

○教育長（坂元裕人）  ありがとうございます。

学力だけではやはりこれからの世の中、たくま

しく生き抜くことは非常に難しいんじゃないか

なと思います。とりわけやはり自分を育ててく

れたふるさとへの思い、愛着、夢を育んでくれ

た地元に対する心をなくしては、やはり人とし

ていかがなものだろうかなと思います。けさほ

ど堀内議員のほうからも出ました、いわゆる学

力と人間形成は一体的に結ばれていくものだと

いうところには通じていくのかなと思います。

十分、受けとめて頑張ります。 

○川萇達志議員  ありがとうございました。 

○議長（池山節夫）  本日は、以上で終了しま

す。 

   △日程報告 
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○議長（池山節夫）  次は、明日、午前９時30

分から本会議を開き、一般質問を続行します。 

   △散  会 

○議長（池山節夫）  本日はこれにて散会しま

す。 

     午後４時54分散会 
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平成29年９月13日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程はお手元に配付いたしたとお

りであります。 

 議事に入ります前に、皆様にお知らせをいた

します。 

 本日、齋藤農林水産大臣が海潟、牛根のカン

パチ、ブリの養殖業者の視察にお見えでありま

す。正午から懇談の設定がございますので、市

長と私が出席をいたします。このため、午前中

の質問者を２人といたしますので、御了承くだ

さい。 

   △一般質問 

○議長（池山節夫）  日程第１、昨日に引き続

き、一般質問を続行します。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。 

 最初に、７番池之上誠議員の質問を許可しま

す。 

   ［池之上誠議員登壇］ 

○池之上誠議員  皆さん、おはようございます。 

 ６月議会で時間が足らずに今回、持ち越しを

している質問もございますので、早速質問のほ

うに入らさせていただきます。 

 まず第１番目の市立小・中学校の今後につい

てというところですが、10日の日でしたかね、

日曜日でしたけれども、垂水中央中の運動会が

ありました。やはり、暑い中で、救護テントの

中が非常に大盛況だったことが印象的でありま

して、また、来賓席のほうから児童生徒のテン

トを見てみますと、先のほうが見えると。何で

かなと思ったら、人が少ないんだなということ

を感じました。 

 創立から８年目ですから、当初400人を超え

ていた児童生徒、生徒数なんですけれども、現

在は300人を切っているという状況でございま

す。このことは人口減少、少子化ということが

如実にあらわれていると思いますけれども、市

の次期総合計画の中でも、人口は１万3,000人

というふうに計画をされているようでございま

して、じり貧の垂水市で推移していくんだろう

というふうに思っております。 

 そういう中、市立小・中学校の今後の児童数、

生徒数について年を追って教えていただければ

というふうに思っております。また、牛根地区

あるいは新城、柊原地区と、そういうところの

地区ごとの推移もわかれば教えていただきたい

というふうに思います。 

 ２番目の垂水中央中学校の進学先についてで

ございます。 

 話によりますと、ことし、小学校６年生は80

数人というところで、その中で、親の転勤とか、

あるいは私立中学校への進学を希望する子供た

ちとか、何人かは毎年、垂水中央中学校に進学

しないという実態があります。そういうところ

で、わかっているのがあれば教えていただきた

いというふうに思っております。 

 そうしまして今、中央中学校が統合しました

けれども、今の世の中を見ますと、小中一貫校

というのが新聞あるいは現実にも結構あります。

その中で、小中一貫校というのは果たしてどん

なものなのかというところを教えていただきた

い。また、市町村の動向を含めて、わかってい

るところで教えていただければというふうに思

います。 

 ２番目の垂水絹糸跡の土地売買、交換につい

てでございますけれども、議会は議案をチェッ

クするだけではなくて、垂水市の過去、現在、

未来についても質問をし、ただしていく権限が

あると思っておりますので、その観点から、ち

ょっと古いかもしれませんけれども、「済んだ
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こっじゃが」と言わずに、覚えている限り、教

えていただきたいなというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いします。 

 その中で１番目、土地開発基金の買い戻し理

由についてでございますけれども、これについ

ては、何人かの議員の皆さんが質問されまして、

答弁を聞いております。 

 去年の９月に、普通財産に土地を買い戻しを

してから、いろんなことが起こっておりますけ

れども、議事録を見る限り、何らおかしい手順

はないなというふうに思っております。立派な

手順で来られております。 

 特に、土地交換については、12月の議会が終

わってから３月の議会までの間、わずか２カ月

ちょっとというところで全てが完了していると、

本当にスピーディーな行政手腕であったと敬服

をするところもございます。 

 ただし、９月以前のことについては、議会説

明もいろいろあったんです。質問もいっぱい皆

さんされてこられましたけれども、不確定な問

題であるとか、そういうところで、全く絹糸跡

と、あるいは南の拠点の計画地に対するホテル

の進出という問題については説明がなかったと

いうか、説明ができませんというところで、答

弁をされてきております。 

 そういう中で、このことは財政、企画政策、

いろいろな課が関係しているとは思うんですけ

れども、全ての事務を、垂水市を掌握されてい

る市長について、このことについて、９月以前

について何らの一切の情報もなかったかどうか

を聞きたいと。 

 情報公開ができるかできないかというところ

もありますけれども、市長の立場として知り得

たのかどうか、その辺についてお伺いをします。 

 そしてまた、その中で、農地転用の問題もご

ざいますので、あるいは農業委員会のほうにい

ろんな相談をされたかもしれません。そういう

実態があったのかどうか、それについても、答

えられれば答えていただきたい。 

 そしてまた、６月議会で北方議員が、市職員

が大和ハウスの方を紹介をされて、土地の買収

というか、そういう問題について尋ねられたと

いうことをおっしゃいましたけれども、市長は、

それは民民の問題であって、また、単価につい

ても想定の単価ですからコメントを控えますと

言われましたけれども、そのことは控えてもい

いですけれども、じゃあ、市職員の関与という

言葉が出ましたけれども、そのことについては、

ちゃんとその後、確認をされているかどうか、

それをお伺いをします。 

 次に、２番の一般会計の２億4,000万円の使

途についてということですが、これは土地開発

基金を買い戻すためのお金でございまして、一

般財源から２億4,000万円を土地開発基金のほ

うに支払っております。このことは、土地開発

基金ということは、要するに、その基金の中で

しか使えない。塩漬けの財源だろうというふう

に思っております。 

 この塩漬けの財源２億4,000万円、普通であ

れば市民の皆さんに還元できるお金を塩漬けの

財源にしたというところで、問題はないのかと

いうところで、このことも同僚議員が質問され

ましたけれども、廃止をすれば一般財源になる

んだと。財布は一緒だというふうに答弁をされ

ております。 

 そういうところで、じゃあそういう検討を、

答弁の中でも「検討をします」ということを言

われておりますので、その後、そういう検討が

なされたか、あるいはどういう方向性で進まれ

るのか、その点についてお聞きをいたします。 

 次の３番目、ＡＺホテルの土地交換について

と書いてありますが、これは間違いでございま

して、大福コンサルタントとの土地交換につい

てでございます。訂正方、お願いいたします。

また、坪単価４万7,000円と書いてありますけ

ども、正確には坪単価４万7,984円、ざっと４
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万8,000円と言ってもいいぐらいの値段でござ

います。 

 それについて、大福コンサルタントが所有し

ておりました４筆、これについて、名義は何だ

ったのか。宅地だったのか、あるいは農地だっ

たのか。それとまた、その坪単価というのを調

べられたのか。また、あるいは庁舎内の不動産

価格評定委員会でそういうのを調査されて単価

を決められたのか、そういうところを、わかっ

ていればお話をいただきたい。 

 そしてまた、等積・等価交換と書いてありま

すけども、これは等積の間違いでございまして、

ここはまた等価を消していただきたいというふ

うに思います。その中で、なぜ等積交換という

ふうにしたのか、その根拠を教えていただきた

いというふうに思っております。 

 南の拠点については、最初、実施方針あるい

は募集要項と、30年の８月１日にオープンをす

ると、供用開始をするというふうに明記をして

あります。 

 その中で、議会議決も９月にする予定ですと

いうことが明記をしてあります。また、そのこ

とが今回、いろんな事情で12月に延びたという

ことで、ＰＦＩ、その館をつくるのに対して、

そういう工期的な影響とか、そういうところは

ないのかどうかをお聞きをしたいというふうに

思っております。 

 ２番目以降は、一問一答の中で、個別に進め

ていきたいと思いますので、１回目はこれで終

わりたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  おはようござい

ます。 

 池之上議員の市立小・中学校の児童数、生徒

数についてお答えいたします。 

 小学校につきましては、10年前の平成19年度

は828人、５年前の平成24年度は646人、平成29

年度は585人であり、５年後の平成34年度は574

人の見込みで、減少傾向でございます。 

 中学校につきましては、平成19年度は480人、

24年度は367人、29年度は287人であり、34年度

は265人の見込みで、小学校同様減少傾向でご

ざいます。 

 また、牛根地区の境、牛根、松ヶ崎の３小学

校の合計につきましては、平成19年度から順に、

60人、52人、36人、33人で、協和、垂水、水之

上の中央３小学校は672人、543人、518人、514

人で、南部地区の柊原、新城の２小学校は96人、

51人、31人、27人となっております。 

 いずれの地区も減少傾向ではございますが、

今後５年後に向けては、その傾向が若干鈍化す

るのではないかと捉えているところでございま

す。 

 続きまして、垂水中央中学校以外への進学に

ついてお答えいたします。 

 平成27年の３月の小学校卒業生で、垂水中央

中学校以外の中学校へ進学した生徒は５人で、

内訳は、私立中学校４人と養護学校１人でござ

います。平成28年３月の卒業生で、垂水中央中

以外へ進学した生徒は４人で、私立中学校３人、

養護学校１人でございます。同様に、平成29年

３月の卒業生で垂水中央中以外へ進学した生徒

は12人で、私立中学校７人、県立中学校１人、

養護学校１人、一家転居３人でございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（池松 烈）  池之上議員の小

学校統合、小中一貫校につきまして、お答えい

たします。 

 教育基本法が平成18年に改正され、第５条第

２項に「各個人の有する能力を伸ばしつつ、社

会において自立的に生きる基礎を培い、国家及

び社会の形成者として必要とされる基本的な資

質を養う」という義務教育の目的が定められ、

続く平成19年の学校教育法の改正においても、

小・中学校共通の目標として、義務教育の目標

規定が新設されております。 
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 子供たちは小学校１年生から中学校３年生ま

での義務教育９年間の中で、日々の学習を積み

上げて成長していきますが、例えば、小学校低

学年の教員は、中学校での学習や、子供たちが

中学校を卒業するときの姿をイメージしながら、

日々の教育活動を行っているのか。中学校の教

員は、小学校のどの学年で、何を学んで、何に

つまずいて今の子供たちの姿があるのかを知っ

た上で指導に当たっているのかといった問いに

向き合い、目の前の子供たちの課題に応じた対

応を模索することが、前述の法令上の要請と相

まって重要性を増してきているようでございま

す。 

 このような状況がある中、小学校と中学校が

ともに義務教育の一貫を形成する学校として、

学習指導や生徒指導において互いに協力し、責

任を共有して目的を達成するという観点から、

双方の教職員が、義務教育９年間の全体像を把

握し、系統性、連続性に配慮した教育活動に取

り組む機運が高まり、各地域の実情に応じた小

中一貫教育の実践が増加してきているようでご

ざいます。 

 そして、その小中一貫教育制度には３つの類

型があるようです。 

 小中連携教育は、小・中学校段階の教員が互

いに情報交換や交流を行うことを通じて、小学

校教育から中学校教育への円滑な接続を目指す

教育として、その中の小中一貫教育は小中連携

教育のうち、小・中学校段階の教員が目指す子

供像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成

し、系統的な教育を目指す教育として、その中

に３つの類型が入ってくるようです。 

 １類型は、義務教育学校で新たな学校種、１

つの学校で１人の校長、１つの教職員組織、２

類型は小中一貫型小学校・中学校で、組織上、

独立した小学校及び中学校が一貫した教育を施

す形態で、それぞれの学校に校長、教職員組織

で、さらにその中に、併設型小学校、中学校同

一の設置者と、連携型小学校、中学校、異なる

設置者の２類型があるようでございます。 

 義務教育学校は、１人の校長のもと、１つの

教職員組織が置かれ、義務教育９年間の学校教

育目標を設定し、９年間の系統性を確保した教

育課程を編成、実施する新しい種類の学校で、

心身の発達に応じて義務教育として行われる普

通教育を、基礎的なものから一貫して施すこと

が学校の目的とされています。 

 併設型小・中学校は、既存の小学校及び中学

校の基本的な枠組みは残したまま、義務教育学

校に準じた形で９年間の教育目標を設定し、９

年間の系統性を確保した教育課程を編成、実施

する学校で、中学校におけるこれまでの小中連

携の取り組みを基盤とし、一貫教育にレベルア

ップさせるイメージです。 

 連携型小・中学校は、ほとんどの場合、一貫

して教育を行おうとする小学校と中学校の設置

者は同一であると考えられますが、設置者の異

なる小学校と中学校が一致した教育を行おうと

する場合も少数ながら想定され、そのような場

合に適用される仕組みとして連携型小・中学校

の制度が設けられているようです。 

 先週、９月６日水曜日の読売新聞によります

と、教育学校が今年度、26校増設され、計48校

になったことが５日、文部科学省の調査でわか

ったようです。 

 文科省によりますと、2018年度には新たに25

校がふえ、2023年度までに約100校になる見通

しだそうです。 

 一方、小中一貫型小学校・中学校は、これま

でに253組が開設されたそうです。 

 それでは、近隣市町の状況につきまして、ま

ず、お隣の鹿屋市の花岡学園につきましては、

鹿屋市では、小中一貫教育の形態として、小・

中学校の施設が同一敷地に設置されている一体

型として鶴羽小学校、古江小学校、菅原小学校、

花岡中学校を小中一貫校として平成25年度に統
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合、小学校の名称は鹿屋市立花岡小学校、中学

校の名称は鹿屋市立花岡中学校とし、この２校

を合わせて小中一貫校として呼称する場合の名

称を小中一貫校花岡学園とされているようです。 

 また、東串良町につきましては、県のモデル

地区指定を受けて、平成27年度から池之原小学

校、柏原小学校、東串良中学校で連携型、施設

分離型の研究実践校として学校団体間の連携や

小中一貫教育の一層の推進を図っていらっしゃ

るところでございます。 

○財政課長（野妻正美）  ６月議会で答弁しま

した土地開発基金の今後のあり方についての調

査結果についてお答えいたします。 

 土地開発基金につきましては、土地価格が、

バブル期以降下落している現在、基金が土地を

先行取得する必要性が薄れ、運用金としての機

能を失いつつあり、今後のあり方が、全国の自

治体において課題となっているところです。 

 その中、県内他市の状況を調査しましたとこ

ろ、19市中３市において既に廃止をしておりま

す。 

 本市においても、設置目的である公共用地の

先行取得の必要性が薄れ、今後の活用も見込ま

れないことや、公共用地の取得に当たっては、

市民の税金を使って取得する以上、取得価格の

妥当性や取得目的の透明性、公平性を一層明確

にすべきであることから、今後、基金のあるべ

き姿を、廃止も含め、先進地への具体的な調査

などを行い、検討していきたいと考えておりま

す。 

 次に、坪単価４万7,000円と等積交換の根拠

等についての御質問にお答えいたします。 

 ６月の第２回定例会の北方議員の御質問をし

ているところがあり、繰り返しになる点がござ

いますが、市有財産の売買や交換を行う場合、

財産管理規則に定めてあるとおり、額の適正を

期するため、不動産価格評定委員会にて審議を

行い、その結果に基づいて交渉をし、契約を行

うことになっております。 

 賃金の詳しい内容については、今後の売買に

影響を及ぼすおそれがあるため申し上げられま

せんが、今回、売買交換するに当たり、不動産

鑑定士の鑑定額等をもとに審議を行い、補正値

等を考慮していない標準価格の高い額を交渉価

格とし、売買交渉を行い、契約に至っておりま

す。 

 また、相手方の土地交換の理由としましては、

第１回の相手方との交渉は平成28年12月26日で

あり、予算がなかったことから、購入するため

の予算を議会で審議していただくためには、平

成29年３月の第１回定例会になります。 

 相手方は既に平成29年春のオープンを目指し

ていたため、市が購入するとなると、３月議会

終了後となり、ホテルオープンが遅れることに

なることで、急がなければならなかったという

ことでございます。 

 また、南の拠点整備事業についても、早く整

備しておかなければならないという事情もござ

いました。 

 以上でございます。 

○議長（池山節夫）  大福の何筆の。 

○財政課長（野妻正美）  雑種地であったと考

えております。雑種地ではなかったかと。ここ

のところはすみません。すぐ資料を確認します。 

○池之上誠議員  大事なところです、議長。 

○議長（池山節夫）  すぐわかりますか。 

○財政課長（野妻正美）  登記上の交換地のと

ころは畑地だったと。 

○池之上誠議員  畑地。畑。 

○市長（尾脇雅弥）  池之上議員から私のほう

へも、２点ほどだったと思いますが、ちょっと

聞き取れなかったので、反問権で確認をしたい

と思います。 

 １点目、ＡＺとの土地交換のことを職員から

聞いているかというような質問。 

○池之上誠議員  反問権ということで。 
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 ９月以前に、９月に補正予算を組んで、土地

開発基金から買い戻したと。それ以前に、説明

は、将来を見込んで売却を含めて検討しますと

いう説明がずうっと我々議会には来たわけです。 

 その中で、９月に普通財産に換えるというと

ころで、２億4,000万円の一般財源の歳出を、

補正予算を出されてきたわけですけれども、そ

れまでは不確定であるというところで、将来に

向けてという説明があったけども、その中で、

何も知らずに、じゃあ本当に換えたのかという

思いがあるわけです。 

 だから、そこは、市長は民間のことでも、全

てのことを御存じでなければこういうこともで

きないだろうし、一番の市のトップでございま

すから、ある程度の情報というのは知っておら

れたんじゃないのというところで、聞いておる

わけです。 

 だから、市長が知らんけりゃ知らんでもいい

し、もし何らかの情報があって、それが公開で

きないんっだったら公開できない理由を述べて

もらえれば、我々はそれで納得するわけですけ

ども、市のほうがそういう説明でずっと来てい

るもんだから、ちょっと疑問に思うからこそ、

質問をしているわけです。 

○議長（池山節夫）  わかりました。 

○市長（尾脇雅弥）  ちょっと正確に答えられ

るかどうかわかりませんけれども、このＡＺホ

テルの関係の話は、もともと、スズキアリーナ

さんの垂水側の土地にＡＺホテルさんが先行的

に土地をいろいろ交渉されておられたという話

は聞いております。 

 その後、南の拠点の計画が正式にという形で、

私が正式に、そのことを具体的に聞いたという

ことになりますと、その農地転用の確認、申請

をされて以降、そういうことがあるということ

で、職員から報告を受けて、これまで答弁して

いるように、動きをスタートをしているという

ことでありますので、正確にそういう動きがあ

るというのはそれ以降ということになります。 

○議長（池山節夫）  はい、市長。 

○市長（尾脇雅弥）  もう１点、何かもう１つ

ございましたか。 

○池之上誠議員  いいですか。北方議員の６月

定例会の質問で、大和ハウスさんがＡＺホテル

をつくるんかどうかわからなかったけども、大

和ハウスさんの営業部の方が北方議員のところ

に来られて、その土地交渉の話をされたと。 

 そういうのの理由を聞くと「市の職員から紹

介されて来ました」ということを議会で述べら

れているわけです。そういうことは、市の職員

の関与があったんじゃないのというところで、

私は思うわけです。 

 それについて、市長はそのときは、民民のこ

とであると。また、坪単価にしても、想定の単

価ですからここでコメントは差し控えますと言

ったけれども、じゃあ、市の職員が関与をして

いるという言葉が出た以上、そこを調べたんで

すか。確認したんですかということを私は聞い

たんです。 

○議長（池山節夫）  わかりましたか、はい市

長。 

○市長（尾脇雅弥）  関与ということに関して、

職員が関与しているかどうかということですね。 

 この間、はい。直接的に職員は関与はしてい

ないというふうに私は思っておりますので、関

与というのはどういう意味なのか。 

○池之上誠議員  営業マンに対して、市の職員

が紹介した。 

○市長（尾脇雅弥）  要するに、誰がどういう

アプローチをしたということなんでしょうか。 

○池之上誠議員  そういう名前は出せませんよ。

そういう質問をするのは、そういう反問権はな

いと思いますよ。それは個人を特定するわけで

すからね。我々も言いたいけども黙っているん

ですよ。そういう質問をしたらおかしいですよ。

知っているか知ってないかですよ。そこだけで
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す。 

○市長（尾脇雅弥）  そこは、知っているか知

ってないかということで言われると、知ってな

いということになります。 

○議長（池山節夫）  １回目の答弁、あと。 

○企画政策課長（角野 毅）  池之上議員の御

質問でございます。 

 当初計画スケジュールにおける供用開始時期、

平成30年８月１日供用開始への影響につきまし

てお答えをいたします。 

 本契約に関する議案の提出は、６月議会まで

の説明の中で９月としておりましたけれども、

先日の全員協議会で、ＳＰＣ設立でございます

とか、契約内容の弁護士チェックに要する時間

を非常に要しますことから、12月議会を予定し

ていることを御説明をいたしました。 

 議案提出時期が延びたことにより、供用開始

の影響はないかということでございますけれど

も、８月31日、基本協定書の締結の際に、提案

事業者に確認を行いまして、本契約までの間、

この基本協定書に基づきまして、各手続や準備

行為を行うことが出来るということで、影響は

ないと回答をいただいております。 

 なお、基本協定書とは、本事業におきまして、

事業候補者として決定をしたことを確認し、事

業契約の締結に向けまして、双方の義務を定め

るとともに、円滑な事業実施に向けまして、双

方に必要な協力事項や手続を定めたものでござ

います。 

 この中で、準備行為として、第８条に「事業

候補者は事業契約締結前であっても自己の費用

及び責任において、本事業の実施に関して必要

な準備行為を行うことができる」としておりま

して、市は必要かつ可能な範囲で事業候補者に

対する協力をする者と定めております。 

 以上でございます。 

○池之上誠議員  ２回目。一問一答でいきたい

と思いますので、よろしく御答弁ください。 

 児童生徒数については減少傾向にあると。ま

た、ただしこの５年間は鈍化傾向だということ

なんですけれども、要は、本当に減ってきてい

るなというような実感をしております。 

 それについてと、あと、垂水中央中学校につ

いても、29年度が若干多過ぎるなあとは思った

んですけれども、このことは、転勤とかいろい

ろあればしようがないことだし、また、子供た

ちの希望とか目的とかあるでしょうから、私は

ここに行って勉強したいんだというのがあれば、

無理やりに中央中へということもできないとい

うところは致し方ないんだろうというふうには

思っております。 

 このことは、生徒の進路ということは、今、

垂高の問題もございますけども、中央中の子供

たちが垂高に行けばいいんでしょうけども、や

はり、進路でいうのはそれぞれですから、子供

たちの希望を優先するというところで指導もな

されているんだろうと思います。そうあってほ

しいというふうに私は思っております。 

 その中で、教育総務課長がいろいろと丁寧に、

本当に丁寧に説明していただきました。それで、

大体わかったと思うんですけれども、こういう

現状を踏まえて教育長、垂水市もやがて小中一

貫という話も出てくるかもしれません。このこ

とは、地域の皆さんの総意でないとできないこ

とは重々わかっておりますが、教育委員会とし

て、今後の垂水市の小・中学校のあり方、その

辺についての思いはありますか。どうでしょう

か。 

○教育長（坂元裕人）  まず、前段の部分の小

学校の統合についてですけれども、これまでの

肥後教育長、そして長濱教育長の答弁を踏襲し

たいと思います。 

 簡潔に申し上げますと、現時点では、近い将

来も小学校の統廃合は考えておりませんという

ことでございます。 

 そして、小学校を統合し小中一貫校とすると
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いうことにつきましては、今、議員のほうから

もございましたとおり、地域の皆さんあるいは

市全体の皆さんの考え、思い、そういったもの

が意見あるいは要望としてまとまってきたとき

に、すぐに教育委員会として対応できるように、

その準備はしっかりとしておきたいというふう

に考えております。 

 現状としましては、中学校を核とした小中連

携を深化拡充していきたいなと考えております。 

 以上です。 

○池之上誠議員  教育長がおっしゃったとおり

だと思います。 

 このことは、子供たちを育てるためには地域

も必要だというところで、総意が必要だという

ことは十分に理解しておりますので、もし、そ

ういうときがあったら、怠りなくできるような

準備はしておいていただきたいというふうに思

っております。 

 このことについては終わりたいというふうに

思います。 

 垂水絹糸の土地売買交換については、市長が

最後に答えられましたので、市長については最

後のほうで聞きたいと思いますけれども、今後、

廃止を含めた上で、先進地を検証しながら検討

したいということでございました。６月議会と

余り変わっていないのかなという感もしました

けれども、それはそれでいいです。検討してく

ださい。 

 一刻も早く、その塩漬けの２億4,000万円と

いうのを市の一般財源で使えるような状況にな

るように考えていただきたいということを要望

しておきます。 

 これはこれで終わります。 

 それで２回目ですね、大福コンサルタントの

土地が農地だったというふうに聞きました。絹

糸跡は宅地ですよね、登記上。農地と宅地と等

積をして換えたというところなんだけども、こ

こで、私は私なりにちょっと検討というか、大

雑把な数字で言いますけれども、大雑把ですか

らね、足を引っ張らんでくださいね。てげてげ

ですから。てげてげだけど、結構いい線をいっ

てますからね。 

 絹糸跡が3,992平米ということ、1,210坪です

ね。これが４万7,980円の坪単価ですと、大体

5,800万円、土地の価格というか、評価はその

くらいあるということです。5,800万円。 

 大福コンサルタントが残地を1,675平米買っ

たと、508坪、これは土地の解体撤去費用を除

かないですると、大体2,400万円強のお金を払

われたということ。 

 そしてまた、その４筆を民間から借り上げた

のが、話に聞きますと、２万2,000円という、

大体そのぐらいじゃらせんかという話を土地の

人からも聞いてたんだけど、そこらも想定の話、

これも想定ですから、はっきり言わんでもいい

ですけど、大体700坪ですね。2,317平米、それ

で２万2,000円とすると1,500万円ぐらいという

ことは、大体4,000万円ぐらいですか。大福コ

ンサルタントさんが土地代を買うのに使ったお

金はですね。絹糸跡と、その民用地と買うのに

4,000万円ぐらい。 

 そしたら、土地の価格の評価としては、絹糸

跡が5,800万円あったというところでは1,800万

円ばかりあるわけですよね、まだ。評価が。と

いうことは、大福さんのほうはものすごく有利

な。経費はありますよ。いろんな経費を使った

んだと思いますよ。 

 ただ、それを差し引いても、結構有利な交換

をされたんではないかなと私は思うんだけども、

それについてはどう思われますか。 

○財政課長（野妻正美）  土地交換と売買、今

回したわけなんですが、ちょっと民については、

民と民は当事者間の合意で決まりますので、行

政の場合は、一定のルールに従って売買を行い

ますので、そこについて、もうちょっと詳しく、

不動産価格評定委員会の内容も含めまして答弁
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させていただきます。 

 実際、あそこの標準価格というのが、今、議

員言われました４万7,900円、これは平米当た

り１万4,500円。不動産鑑定士が鑑定した額が

実際、旧垂水絹糸跡が１万300円でございます。

交換地が8,800円でございます。ここについて

は、その標準価格１万4,500円からいろんな補

正値が入ってこの数字が入っているということ

です。 

 ですので、そこの等積交換というのでは差が

ありますので、議員が言われたように、そこに

はちょっと不利益をこうむったという考え方も

できます。 

 ですが、まずはここの土地が市として必要な

土地であったという、取得しなけりゃならなか

ったという方針を前提に財政課としては交渉し

たところで、まず、その決定になるときに、不

動産価格評定委員会の中でもいろんな議論がな

されたところです。 

 というのが、当初、平米当たり２万4,200円

でこれは当初、購入しております。それから、

それはものすごく地価の下落で安くなっている

ところです。 

 今回評価をした中でも、差額があって、そこ

に私の試算では、ここの平米にこの評価額で試

算したところ、350万円ぐらいの差があります。

そのため、その不動産価格評定委員会の中で、

審議していただいた中では、いろんな要因を議

論していただきまして、例のない標準価格での

交渉額ということを決定したところでございま

す。 

 そして、そこについては、もちろん、相手方

からはいろんな補正値やら、いろいろと条件も

ありましたが、そこを粘り強く交渉して、その

標準価格で了解を得、契約に至ったところでご

ざいます。 

 この標準価格に１万4,500円ということで、

標準価格で売却できたということで、大体700

万円程度上乗せして購入できております。 

 ですので、交換地を仮に、純粋にそこが350

万円、差が私の試算でありますが、それより高

い金額で購入できたものというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○池之上誠議員  よくわかったようで、もう一

回、ちゃんと教えてください。このことはそれ

でいいと。 

 私だったら高く売ったんじゃなくて、向こう

のほうが条件よかったんじゃないのというのを

聞いただけでありますからね。いいですか。そ

れはもうそれでいいとします。 

 それでは、あと、市長が９月以降は、私も９

月以降のこと何も言わないんですよ。ただ、前

にそういうことを知っていたかというと、若干

は知っていましたというようなことなんだけど

も、９月でしたかね、９月議会で参考資料を訂

正をしましたね。 

 ２億4,000万円というところで、その参考資

料の訂正方をお願いするときに、これは内部資

料でしたと、担当課長と市長の査定のための内

部資料でしたというところで答弁がされている

わけですよ。 

 ということは、もうその時点で御存じのはず

なんですよ。南の拠点に関するものだというこ

とは御存じ、内部資料だってもうすぐここへ出

てきているわけだから、それはわかる。だと思

うんですよね。 

 そういうことはありながらも、頭ひねられる

というのはどういうことなのか、その１点、そ

こだけ教えてください。 

○市長（尾脇雅弥）  ちょっと今、この質問が

よくわかりませんので、ちょっと説明。 

○議長（池山節夫）  今のことについて、もう

一回丁寧に説明してください。 

○池之上誠議員  ９月議会で。 

○市長（尾脇雅弥）  去年の９月議会。 
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○池之上誠議員  去年の９月ですよ。私が今言

っているのは普通財産に換えたときの話をして

いるわけですから、そこはちゃんと前提として

思っちょってくださいね。何年も前の９月議会

言っているわけじゃないんだから。この問題に

ついての問題、やっているわけですから。 

 そのとき、内部資料ということで参考資料を

出されたんだけど、その中に南の拠点関係とい

うところがあった。それを訂正されたわけです。

それは事実です。そのときに、答弁としては査

定があるというところで、その内部資料をその

まま出してしまいましたというところで訂正を

しました。 

 ということは、市長査定があるんだったら、

そのことについては、９月前にちゃんとわかっ

ていたんじゃないですかということを聞いてい

ます。 

 市長はさっき、あんまりあやふやというか、

はっきりと答弁をしなかったもんだから、じゃ

あ、このことについて、こういうのはあるけど

どうなんですかということを聞いている。 

○市長（尾脇雅弥）  全く記憶にありませんで

したし、今確認したら、財政課が本当に間違っ

ていたということでございます。 

○池之上誠議員  はい。じゃあ、そういうこと

にしましょう。財政課が全て間違ったというこ

とですね。内部資料でも何でもなかったと。そ

ういうことでしょう。答弁いいよ。答弁をした

ら後が続かなく、また12月にせないかんように

なってくる。いいですよ。だから、次はもうそ

れでいいがもう。知らないということだから。

いいです。 

 じゃあ、次の３番目、南の拠点、これについ

ていきます。 

 これは６月議会で回答をもらっていたんです

けれども、２回目が全くできなかったというと

ころで、引き続いてやりたいと思いますが、そ

の中で、ずれ込んだ理由というのが、これ１番

目ですね。 

 １番目のずれ込んだというのが、今後の手続

のあるＳＰＣの設立とかリスク分担協議とか、

契約書のチェック等というのが挙げられており

ますね。このことについては、実施方針、募集

要項案の中には、多分書かれてないんじゃない

かなというふうに思います。 

 ちょっと聞いたら、初めてしたようなことも

言われましたけど、そういうところが原因なの

かどうなんですかね。遅れた、12月に延びた要

因としては、私が言ったところですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  12月に議決が遅

れました理由につきましては、先ほども申しま

したけれども、基本協定書の締結という非常に

重要なものがございます。 

 その中で、弁護士のリーガルチェックでござ

いますとかいったような、そういう諸々の手続

を実施するに当たって、それ相応の時期がかか

るということでございます。 

○池之上誠議員  協定書は８月31日に結ばれて

いますよね。その中で後の手続があるというこ

とで理解をしていればいいわけでしょ。という

ことは、その前に実施方針とか募集要項にはそ

ういうのは書いてなかったんですよ。その期間

が必要だということは書いてないんですよ。 

 実施方針と募集要項の中に、９月に議会の議

案を上げて審議してもらいますというのは書い

てあるけど、だから、そこの部分が書いてない

もんだから、初めて、これ挙げたんですかとい

うのを聞いたんです。 

○企画政策課長（角野 毅）  可能性調査とい

う事業を我々実施をして、このＰＦＩ事業を推

進しております。 

 その中で、可能性調査を実施いたしました事

業所からの事業手続、スケジュールによります

と、我々が実施している９月での議決が可能で

あるという方向性が示されておりました。 

 それで我々は事業を進めておったわけですけ
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れども、その中で、貸し出しを行う金融機関の

チェックといったような部分が非常に重要な位

置づけで時間がかかるというようなことで、そ

こら辺の修正というものがまいっておりまして、

その関係で12月になったと、その理由が、先ほ

ど言いました仮契約に至るまでの手続の話でご

ざいます。 

○池之上誠議員  そういうことなんですよね。

改めてわかってきたところがあったということ

でいいわけですね。それでいいわけです。 

 それで、次はほかにも実施方針、募集要項等

についても聞きたかったんだけど、これ聞くと、

また時間が長くなるからいいです。 

 その中でも、募集要項の中でも、その提案期

間が短いんじゃないかというのが結構ありまし

た。課長も御存じだと思います。 

 そういう中で、多くの、言えば来年の８月に

オープンを予定していると。また、地方創生事

業であるということで、８月のオープンは、ま

あ言えばそういう予定でしていますから、期間

が短くなっていますということで押し切られて

きたと。押し切られたということはないけど、

それで説明をされてきたということは、ほかの

参加を希望する人たちも、これじゃ短いなとい

うところで断念される方が何人かいらっしゃる

かもしれない。 

 そういうところで、その話をいくと、１社あ

ったということで、ほっとしましたという言葉

も聞きましたけれども、要は、私はその逆も感

じるんですよね。 

 １社しか来なかったなあと。二、三社来れば、

まだ比較も何ぼでもできて、まだよかった。魅

力あるＰＦＩになったんじゃないかなあと私は

思うんだけども、それについての反省というの

は、反省じゃないけど、１社しか来なかった。

それでよかった。来てくれてありがとうじゃな

くて、１社しか来なかったなあ、残念だったな

あという思いはないですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  議員の募集期間

が短いとの指摘に対する回答でございます。 

 ６月議会で池之上議員の御質問にお答えをし

ましたとおり、実施方針に関しましては、３つ

の事業者の方から、質問でありますとか提案を

いただきました。 

 質問につきましては、事務手続の期間が一般

的な事業よりも短いというものがございました

が、本市といたしましては、本施設の開設予定

から、建物建設工事の標準工期等を考慮したス

ケジュールを組んでいること、また、本施設は

地方創生事業でございますので、一刻の猶予も

許されない危機感のもとで事業進捗を図らなけ

ればならないとの考えに基づきまして、提示の

期間を設定している旨を説明をし、回答したと

ころでございます。 

 一刻の猶予も許されない危機感のもとで事業

進捗を図らなければならないとは、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略2017にうたってありま

す。 

○池之上誠議員  課長、そこはいいですよ。そ

こは聞いてないんですよ。それはもういいと、

わかりましたと言っている。 

○企画政策課長（角野 毅）  中で、本施設の

供用開始予定平成30年８月１日は、ただいま申

し上げましたとおり、地方創生の流れの中に加

えまして、市長が、海に面した観光施設である

こと、利用者の利便性等を総合的に考慮されて、

目標として指示されたものでございますので、

企画政策課としては、市長が示しました目標設

定に基づきまして、事業進行スケジュールを構

築しまして、各機関と調整や許可申請、許認可

申請の手続等の事務を行っているところでござ

います。 

○池之上誠議員  聞いたことに簡潔に答弁して

ほしいですね。 

 もうその辺はわかっているんですよ。言って

もらわなくても、もう十分わかっていて、今、
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逆の話をしていっているわけですから、そこに

ついてはちゃんと答えてほしい。全然答えてな

いですよ、今のは。まあ答弁のほうはもう要り

ません。 

 それで、２回目のＰＦＩのこの決定ですね。

説明資料、これについてちょっとやっていきた

いんだけども、まず、このＰＦＩ事業の決定説

明資料なんですけども、事業者構成委員の中で

垂水市、事業者候補の中で協力会社というとこ

ろで、垂水未来創造商社には垂水市にも含まれ

ているんですね。イエスかノーだけで答えてく

ださい。 

○企画政策課長（角野 毅）  株主として参加

をいたしております。 

○池之上誠議員  そういう中で、次はこの審査

会です。 

 南の拠点整備事業にかかる民間事業者と選定

委員会の構成メンバーを市職員が８人、あと外

部の方が２人ということを聞いておりますけど、

外部の方はだれだれだったのか、ちょっと教え

ていただけますか。 

○企画政策課長（角野 毅）  外部の新規につ

きましては、鹿児島大学法文学部の林 亮輔准

教授、もう１人が株式会社九州経済研究所の澁

木猛主任研究員のお二人でございます。 

○池之上誠議員  それでは、垂水市の職員さん

が８人、これは副市長が多分、委員長さんとい

うところで伺っておりますので、間違いはない

だろうと思いますが、その中で、選定委員会の

設置要綱の中の第６条ですね。委員の責務とい

うのがあります。 

 第２項「委員は直接、間接を問わず、事業に

関する提案に応募し、または入札に参加はして

はならない」とありますけど、これは抵触しま

せんかね。間接ということもありますので、こ

の辺についてはどうでしょう。 

○企画政策課長（角野 毅）  本市が出資をし

ている垂水未来創造商社の応募といったものに

つきましてですけれども、応募事業者と選定者

の関係性を明記した要項等は２つございまして、

１つは応募要項の４、構成委員及び協力企業等

の制限において、本事業に係る選定委員会の委

員の資本関係もしくは人的関係面において関連

がある者については、構成委員や協力企業等と

して認めないことを示しております。 

 ２つ目は、垂水市南の拠点整備事業に係る民

間事業者等選定委員会設置要綱におきまして、

委員の責務として、第２条第２項で、委員は直

接、間接を問わず、事業に関する提案に応募し、

または入札に参加してはならないと示しており

ます。 

 応募提案者と委員における資本関係や人的関

係につきましては、平成29年３月23日に開催を

いたしました第２回選定委員会において、委員

個人と資本関係、人的関係があるものについて、

委員１人ひとりを指しており、委員が所属して

いる組織、法人のことではないということを確

認しております。 

 その後、１次審査におきまして、応募提案者

と委員個人と資本関係、人的関係の確認を行い、

全ての事業者において問題はないことを確認し、

２次審査を行っております。 

 以上でございます。 

○池之上誠議員  抵触はしないということです

ので、それはそれでよしとしましょう。私はど

うなのかなというところで、疑問を呈しただけ

でございます。 

 引き続きまして、この事業提案内容につきま

して、我々は今まで７億900万円ばかり、これ

は施設整備資金ということ、これはあと、それ

を出すために2,100平米前後の床面積で試算を

したということ、ずうっと事業の開始から聞い

てきております。 

 その中で1,400平米ですね。大分少なくなっ

ているんだけども、これについてはどう考えた

らいいのかなというふうに思っておりますが、
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どうでしょう。 

○企画政策課長（角野 毅）  建物が床面積が

減少をしているということにつきまして、お答

えいたします。 

 市は業務要求水準書におきまして、建物の床

面積の最大面積を2,140平米、階数を２階まで

と提示をいたしました。これに対しまして、事

業候補者の提案は、延べ床面積1,461.21平米、

１階部分が1,088.11平米、２階部分が373.1平

米を提案いただきました。 

 当初面積に対する提案面積の割合は68.3％と

なっております。当初想定より狭い延べ床面積

となっておりますが、これは、事業候補者にお

かれまして、民間経営のノウハウでありますと

か経験から、商圏や来場者数を見込み、収益性

15年間の維持管理、運営を想定された上で、適

正な規模と判断されたものと推測をいたしてお

ります。 

 なお、要求水準にあります諸室の性能の基準

は満たしておりますので、延べ床面積が減少し

たことについては、特に問題はないと考えてお

ります。 

○池之上誠議員  ただいま、諸室についての業

務要求水準を満たしているとありましたけれど

も、レストラン規模は800平米となっています

ね。それが推定、私の計算では250平米ぐらい

減って、大体500平米というふうになっており

ますが、これについては、委員会の中では、そ

ういうことも含めて審査をされていると思うん

だけども、委員長、こういうことを含めて検討

されたか、そういうのがあったか、ちょっと教

えてください。 

○副市長（長濱重光）  選定委員会に当たりま

しては、事前に委員全員に、前もって提案書等

が配付されました。そういう中で、実際、選定

委員会におきましては、そういった質疑はなさ

れませんでしたけれども、それらを含めて了と

されたというふうに理解しております。 

 以上でございます。 

○池之上誠議員  質疑がなかったということは、

私だけかもしれませんね。こういう疑問に思う

のはね。それはしょうがないですけども、本当

にこう見て「ええ、ええ、ええ」というのがあ

るんですよ。 

 もう時間があんまりないですからね、答弁を

求めたら答弁で終わってしまいそうな気がしま

すので、提案価格にしても、５億9,400万円、

これはもう、募集要項に載っている限度額目い

っぱいですね。 

 果たして、民間の入札でも何でもそうですよ。

果たしてそういう予定価格の満額でとるところ

があるのか。多分ないですね。これも１社だか

らこそでき得たところであって、それについて

も、ええっというふうには思います。 

 そしてまた、今まで削減率というのをずうっ

と説明されてこられました。施設整備が７億

900万円というところで、削減率が80％にした

ら１億4,000万円ぐらい削減されますよと、そ

れがＰＦＩの効果ですよというような説明を

我々は受けてきたわけですね。 

 そのことの受けてきたことをすると、多分、

今回もその施設整備については20％ぐらいの削

減率でできているんだろうなというふうには思

いますけれども、私なりの計算ですけれどもす

みません。 

 言えば、予算額のこの７億、従来方式ですね。

７億900万円をするためには、その坪単価を出

したら、そしてまた、この1,461平米にその平

米単価、坪単価をかけたら４億8,000万円ぐら

いになるんですね。 

 これはですよ。まあ言えば、我々が聞いてき

た７億1,000万円からすると、２億幾らか、も

う下がっているわけです。じゃあ、どこで比較

をしたらいいのかなというのが本当に素直な疑

問がありまして、最後に、この予算額７億977

万6,000円に対しての削減率は１億1,572万
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1,000円ですよとありますけれども。どこを比

較したらいいのかわからないんですね。 

 その辺について、課長さんたちと打ち合わせ

の中で聞いたんだけど、ちょっと納得できなか

ったなという思いがありますので、ここについ

ては簡単に、簡潔にお話をしていただきたいと

思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  削減効果という

ことでございますけれども、当初予算７億977

万6,000円に対しまして、提案をしていただき

ました額５億9,405万5,000円、83％程度の削減

ということで、実際の数字をいただいておりま

す。 

 この単価でございますけれども、本来ならば、

この予定単価を設定しております７億977万

6,000円、これにつきましては、建設に対する

標準、公共単価で計算をされた数字でございま

す。 

 実際、ＰＦＩとして、事業単価として出され

たものは７億3,000万円を超える数字が出てお

りましたけれども、本市としては、これを当初

予算として設定をしておりました関係上、この

数字で述べております。ただし、これに15年間

の維持管理経費を含めたもので５億9,405万

5,000円として出されておりますことにつきま

しては、適正な競争がなされたというふうに、

削減努力がなされたというふうに考えておりま

す。 

○池之上誠議員  終わります。 

○議長（池山節夫）  次に、８番持留良一議員

の質問を許可します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、許可を得ましたの

で、一般質問を行っていきたいと思います。 

 質問に入る前に、昨日、国連安保理事会では、

核実験を実施した北朝鮮に対する制裁決議を全

会一致で採択をいたしました。この決議の中に

は、対話を通じた平和的解決のさらなる取り組

みも強調されています。 

 私は北朝鮮の核実験に厳しく糾弾するととも

に、危機打開のために、直接対話がいよいよ緊

急切実な課題であり、政府に対して、アメリカ

政府への対話の必要性を説くことを強く求めて

いきたいというふうに思います。 

 さて、最初の質問は、防災問題です。 

 先般の防災週間では、防災の日を中心に全国

で避難訓練など、さまざまな取り組みが行われ

ました。７月の九州北部豪雨、昨年の熊本地震

など、繰り返される大きな被害は、日本が災害

多発国である事実を突きつけています。 

 これまでの災害から教訓を来し、あらゆる事

態に備えることが重要です。市民の命と財産を

守ることを最優先とする政治の役割が一層求め

られています。 

 そこで最初の質問は、防災対策です。 

 台風５号に関して質問いたします。 

 防災問題について、自治体では、従来の経験

や発想にとらわれず、警報の出し方、避難の仕

方、被災者支援など、常に点検、検証し、今後

の対策に活かし拡充する入れ替わりが重要にな

っています。 

 台風５号の防災対策での問題、課題はなかっ

たのか。どのように検証され、そして、今後に

活かすものは何だったのか、伺います。 

 避難所に指定されている学校施設や公共施設

の防災機能の問題について伺います。 

 災害対策基本法には、被災者の心身の健康の

確保、居住の確保、さらに、高齢者、障害者、

乳幼児その他の特に、配慮を要する者に対する

必要な措置が位置づけられています。このよう

な観点から、最初は学校施設で先般、文科省の

調査結果が報告され、電力の確保、断水時のト

イレ対策など、避難所としての課題が明らかに

なりました。 

 鹿児島県は、全国と比較しても、また、必要

な対策の充実の観点からも、電力対策など、整
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備が急がれるという結果になっています。そこ

で、本市の状況、結果はどうだったのか。施策

の具体化をどのように図っていくのか、伺いま

す。 

 さらに、公共施設の防災機能は先進的な取り

組みがされてきていますけれども、現状と課題

について伺います。 

 次は福祉の問題です。 

 最初は母子家庭問題について質問いたします。 

 厚労省の全国調査で、母子家庭の母親の81％

が働いていますが、そのうち、47％がパート、

アルバイト、派遣社員であり、非正規雇用労働

者です。母子家庭の平均収入は179万円。両親、

子供世帯の３割にも届かないという現状です。 

 ひとり親家庭の相対的貧困率は約55％であり、

そのうちの85％を占めています。これらを克服

し、安心して生活し、子育てをするためには、

雇用の確保や就労支援、保育所等の優先入所、

公営住宅の確保など、安定した暮らしへの支援

が必要であることは明らかになっています。 

 そこで、本市の支援事業はどうなっているの

か、伺います。問題や課題は何かなど、対策に

ついて伺います。 

 １点目は実態の把握はできているのか。 

 ２点目は、施策があっても必要な、女性にそ

の支援が届いているのか。 

 ３点目は、相談支援の取り組みはどうなって

いるのか、十分か。 

 これらの状況を踏まえて、課での対策をどの

ように考えているのか、伺います。 

 次の福祉問題は、学童保育所の指導員の待遇

改善などと未開所地域の対策について質問いた

します。 

 共働き世帯やひとり親家庭がふえており、学

童保育は子供たちが放課後や夏休みなど、長期

休暇を、生活を送る上で安心・安全に過ごせる、

なくてはならない施設になってきています。そ

の生活の場に欠かせないのが指導員です。 

 しかし、勤務は過酷な実態であることが、全

国学童保育連絡所協議会の調査でも明らかにな

っています。安心して生活できることが指導員

に保証されて、初めて保護者も安心して働き、

預けられることができるのではないでしょうか。 

 国も、指導員の雇用に当たっては、子供との

安定的、継続的なかかわりが重要であるため、

放課後児童支援員の雇用に当たっては、長期的

に安定した形態にすることを示し、財政的な支

援も行っています。 

 そこで、取り組んでいきたいと、いろんな検

討もしていきたいということで、先般の質問で

は出ましたが、その後の検討等報告は出たのか、

正規職員化はどうなっているのか、平均年収は

どうなっているか、有給の実態はどうなのか、

昇給はあるのか、勤務時間外手当等、勤務実態

と改善は図られたのか、伺います。 

 また、地域から要望が出ていた新城、柊原等

の未開所地域の現状と今後の取り組みについて

伺います。 

 次の質問は農業問題です。 

 地域農業の持続、再生を目指す取り組みにつ

いて質問いたします。 

 これまで農業を担ってきた多くの高齢者が現

役引退をする中で、今後、だれが農地を管理し、

だれが食料生産と農村を担うかという問題は深

刻さが増してきています。これは、これまでの

農政に大きな問題があると考えます。 

 その結果、地方農村地域には崩壊の危機が広

がり、このことは、日本社会の持続可能性が問

われるものでもあります。そこで、改めてこの

ような背景にある中、垂水の農業の現状、統合

について質問いたします。 

 今後の農業の担い手も家族経営が主役であり、

担い手対策の中心に多様な家族経営を維持する

ことを柱に据え、規模の大小で農家を選別する

のをやめて、農家を続けたい人全てを応援する

ことがさらに重要だと考えます。 
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 また、一定程度取り込まれている後継者対策

や新規就農支援の参入、定着を支援する取り組

みも、一層積極的な取り組みが必要と考えます。 

 そこで質問しますが、１点目は垂水農業の現

状について、農家の減少はどうなっているか、

基幹的従事者で70歳以上の割合はどうなのか、

同居の農業者後継者がいない農家の割合はどう

か、名義不明農地の割合はどうなっているか、

農林課職員の変更は、この10年間どうなったか、

御回答をお願いいたします。 

 ２点目は、競争より協同、連帯を重視した地

域政策で、集落の構成員が助け合う意味での集

落と家族経営を支援する取り組みが必要であり、

重視する取り組みが求められていると考えます。

垂水の集落営農の現状と集落営農の方向性につ

いての見解を伺います。 

 ３点目は、新規参入者の支援、育成について

の課題や対策について。 

 １つは、この間の取り組みの総括と対策の必

要性についての考え方はどうか、若者の農村へ

の定住増加やふるさと回帰等への対策はあるの

か伺います。 

 ３番目は、市独自の新規就農支援対策は十分

か、課題と対策はどうなっているか。 

 ４点目には、技術指導など支援策はどうなっ

ているか、改めて伺います。 

 最後の質問は、南の拠点事業について、この

間の取り組みや論点に当たっての総括的な質問

をし検証してみたいというふうに思います。そ

して、12月の最終提案になるであろう契約問題

審査への手がかりにしたいと思います。 

 １点目は事業の進め方について問題はなかっ

たのかという点です。 

 その中身は議会での説明、審議のあり方、企

業への提案、市民への報告、説明はどうだった

のか、伺います。 

 ２点目は、審査とその公開、報告についての

見解について伺います。 

 総務省は、実施の検討に当たっては、事前に

適切な需要見通しを行うなど、事業自体の必要

性を十分検討するとともに、事業者選定段階に

おいても、需要変動リスクが存在する事業また

は大きな事業については、過大な需要見通しを

前提とした事業提案ではないか、十分に審査す

ることを通知しています。これは当然のことで

す。 

 議会審査で大きな論点はＶＦＭと経営問題で、

採算制、安定性の確保など、需用見通しなどは

どのようになっているのかということでした。

しかし、需要見通しの資料は明らかにされてい

ません。これは契約を認めるかどうかの大きな

判断材料にもなると考えます。審査とその資料

等公開、報告はどうなるのか、改めて見解を伺

います。 

 ３点目は、選定委員の公平性、信憑性につい

て伺います。 

 先般の説明資料で、審査会の選定結果が示さ

れ、審査自体の項目に透明性と公平性を確保し、

審査したと報告されました。疑問があり、以下

質問いたします。 

 １つは、選定委員会の過半数を市の職員が占

める中で、公平性と信憑性は本当に担保できた

のか。２点目は、職員のＰＦＩの理解等どうで

あったのか、どのような意見があったのか、伺

いたいと思います。 

 回答については、質問に対する回答を簡潔に

お願いいたします。不十分な点については、再

質問でただしていきたいというふうに思います。 

○総務課長（中谷大潤）  それではまず、台風

５号対策についてお答えいたします。 

 台風５号につきましては、７月21日の発生か

らしばらくはゆっくりとした速さで複雑な動き

を続けていましたが、接近、上陸が予想された

ため、８月４日午後３時に災害警戒本部を設置

いたしました。翌５日の午後４時、市内全域に

避難準備、高齢者等避難開始情報を発令して、
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早目の避難準備を呼びかけ、５時に９カ所の避

難所を開設し、６時に避難勧告へ切りかえて対

応しました。 

 ピーク時の６日夜には開設した全９カ所の避

難所に115世帯、184名の方が避難されました。

早目に災害警戒本部を設置して、関係課間の情

報共有を行い、土砂災害警戒区域、本城川浸水

区域の高齢者等が早目に避難できる体制を整え

ております。 

 台風接近に伴う避難情報、道路通行規制情報、

フェリーの運休・再開情報、停電情報等につい

て防災ラジオ、防災行政無線、ホットメール、

市ホームページから情報を発信しました。また、

消防団による避難広報活動も行いました。 

 奄美や種屋久地方に大きな影響を与えた台風

でしたが、九州の東海上を北東へ通過した７日

９時に避難勧告の解除、９カ所の避難所閉鎖、

合わせて災害警戒本部を解散しました。 

 本市における人的被害はなく、住宅の一部損

壊５と非住宅一部損壊３と林道２カ所、観光施

設１カ所の被害が確認されております。 

 議員質問の台風５号の防災面の課題、問題点

はないかということでございますが、先ほど答

弁しましたように、最大時で184名の方が避難

されたわけですけども、６日昼過ぎに風が弱ま

りましたけども、まだ大雨警報が残っておりま

したことから、消防団また防災ラジオを通じま

して、まだ避難所にいらっしゃる方に、まだ避

難所にとどまるように周知活動も行ったところ

でございますので、避難対策につきましては、

適切な対応はできたものと考えております。 

 ただ、議員御存じのとおり、台風５号につき

ましては奄美近辺で停滞、迷走し、速度も非常

に遅く、進路や本市への最接近時間、また本市

に及ぼす影響など、分析が非常に困難な状況で

ありまして、情報収集に非常に戸惑いまして、

情報発信で十分な発信ができなかったと判断し

ているところでございます。 

 今後は速やかな情報収集に努め、詳しい情報

は発信できなくても、住民が安心できるように、

またわかりやすい情報発信を検討したいと考え

ております。 

 自分の命は自分で守る、自分のことは自分で

助けるという防災の基本である自助の観点から

も、万一に備え、自分は何をすべきか、早目の

避難についても自分自身で判断することが大切

なので、こういったことも含めて、今後、市民

の防災意識の向上と知識の向上を図ってまいり

ます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（池松 烈）  持留議員の学校

施設避難所指定の防災機能の課題、文科省の調

査につきましてお答えいたします。 

 まず、避難所となる公立学校施設の防災機能

に関する調査の主な内容でございますが、地域

防災計画や防災マニュアル等における防災担当

部局との連携、協力体制の構築状況はと問われ、

「地域防災計画等でそれぞれの役割を明確化し

ている」と回答しております。 

 学校数は９校、避難所指定も９校、避難所と

しての学校施設機能計画を策定している学校は

と問われまして、１校、垂水中央中、要配慮者

が避難する場所として、和室や保健室など、特

別なスペースが設定している学校数、プライバ

シーに配慮したスペースを設定している学校数

はともに０校と回答しております。 

 備蓄倉庫等が学校の敷地や建物内にある学校

は１校、垂水中央中。協定等により備蓄体制を

確保している学校数は６校と回答。耐震性、貯

水槽やプールの浄水装置、井戸等が学校敷地内

にある学校は１校、牛根小の井戸でございます。

協定等により飲料水を確保できる学校数は６校、

飲料水のペットボトル等備蓄の確保は０校と回

答しております。 

 自家発電設備、太陽光発電設備及び蓄電池の

いずれかを保有している学校は７校と回答、要
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配慮者が体育館や校舎を利用することを想定す

る学校は７校で、うち、スロープ等により段差

を解消している学校は体育館、校舎ともに３校

で、垂水小、柊原小、垂水中央中と回答。 

 要配慮者が体育館、校舎を利用されることが

想定される学校は７校で、要配慮者が利用する

体育館、またはその体育館の棟内等に多目的ト

イレを設置している学校は１校、垂水中央中で

ございます。 

 同様に、校舎またはその校舎の棟内等に多目

的トイレ等設置している学校数は２校でござい

ます。柊原小学校と垂水中央中、学校内に多目

的トイレを設置している学校数は２校、柊原小、

垂水中央中と回答しております。 

 災害時に通信可能な設置や装置を設置してい

る学校数では７校、防災行政無線でございます。

うち、総合通信ができる設備や設置している学

校数は０校と回答しております。マンホールト

イレを設置している学校数、断水時にプールの

水や雨水等、洗浄水として利用できるトイレを

設置している学校数、携帯トイレや簡易トイレ

等確保している学校数はともに０校と回答して

いるところでございます。 

 以上、調査内容につきまして報告いたしまし

たが、避難所として調査の結果に不足があるよ

うなものにつきましては、例えば、飲料水につ

きましては、総務課によりますペットボトルの

飲料水の提供や近隣の市民の方々の御好意によ

る井戸水の提供、断水時のトイレの洗浄水につ

いては、プールの水をバケツで運んで使用した

りと、工夫を凝らしての対応が図られていると

ころでございます。 

 今後の学校施設におけます防災機能の向上に

つきましては、まずは児童生徒の学校での生活

の安心・安全の確保が優先事項ではございます

ので、本課を初め教育委員会、また関係課のさ

まざまな計画や予定に応じた整備を促進すると

ともに、総務課を初めとします関係課と連携、

調整を図り、各学校の防災機能強化の推進を図

るとともに、防災訓練等通じて、日ごろから防

災意識の向上に努めていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、持留

議員の御質問の公共施設、特に避難所に指定さ

れた施設の状況と課題、そして対策の具体化に

ついてお答えいたします。 

 社会教育課所管の第１次避難所に指定されて

おります公共施設は柊原地区公民館以下協和、

水之上、新城、牛根の６カ所の地区公民館と市

民館でございますので、この施設の状況につき

まして説明させていただきます。 

 まず、備蓄倉庫と飲料水は整備されておりま

せんが、断水等が発生した場合には、関係各課

と連携を図り対応しているところでございます。 

 非常用電源装置につきましては、各施設とも、

市より配備されました発電機がございますが、

避難者が特に多い市民館につきましては、課題

として、施設の非常用発電機が非常灯と通路灯

の限定された照明でありましたので、避難者の

待機室へ、停電時に新たに電気を供給し、照明

や空調機が作動できますように、今回、市民館

屋上に設置されております非常用発電機の配線

等の改修を現在、進めているところでございま

す。 

 段差につきましては、７つの施設のうち３地

区公民館が出入り口に段差があるところでござ

います。 

 多目的トイレにつきましては、市民館１階の

み設置されているところでございます。 

 通信装置につきましては、７つの館全て整備

されております。 

 マンホールトイレについては設置してござい

ません。 

 社会教育課所管の避難所施設の状況につきま

しては、以上申し上げたところでございますが、
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今後も継続して関係各課と連携を図り、避難者

や施設利用者に配慮した安心・安全確保に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○福祉課長（保久上光昭）  それでは、母子家

庭、シングルマザー対策についてお答えをいた

します。 

 まず、本市の実態の把握はできているかとの

御質問ですが、本市の状況は、平成29年９月１

日現在、ひとり親世帯数は152世帯で、うち母

子世帯が130世帯、父子世帯が22世帯となって

おります。大部分が母子世帯ということになっ

ております。 

 その生活や労働状況につきましては、毎年８

月に児童扶養手当の受給者に対し現況調査を行

っており、その際に、面談により、就労先の確

認や収入の状況、また養育費の状況等について

確認を行っております。また、無職や休職中の

方にはどのように生計を立てているかについて

も確認をしているところでございます。 

 それにより把握しております本市の状況は、

国と同様、母子家庭におけるシングルマザーの

就業形態は、正規職員としての雇用よりも、

パートやアルバイト等の就業形態が多いという

傾向が見受けられます。 

 その要因としましては、子育てのために急に

休まなければならなくなることや、労働時間が

制限されることなどが考えられるようです。 

 次に、施策があっても、必要な女性にその支

援が届いているかとの御質問についてでござい

ますが、ひとり親世帯に対する施策は、ひとり

親医療費助成事業を初め、保育料の軽減、ひと

り親家庭高等職業訓練促進給付金事業等がござ

います。 

 これら各種施策の手続につきましては、配偶

者との死別や離別、また未婚での子の出生によ

り、ひとり親世帯になった場合は市民課で各種

手続が必要であり、その後、福祉課にもお寄り

いただき、各種手続をしていただいております。

その際に、もれなく各種施策の説明を行い、必

要な手続をしていただくようにしております。 

 なお、市民課との連携もとって、必要な方に

は電話連絡を行うなどし、手続漏れがないよう

にしているところでございます。 

 次に、相談支援の取り組みですが、窓口での

相談件数は特にカウントしておりませんが、窓

口に相談にお越しの際には、プライバシーを確

保した上で、現況や悩みに傾聴することとして

おりますし、来庁できない方等は、電話による

相談などもございます。そして、精神的な支援

や貧困による生活支援など、多方面からの支援

が必要となるケースについては、庁内各部署と

連携して、支援を行っているところでございま

す。 

 またフォローが必要な方もいらっしゃいます

ので、各種手続等で窓口にお越しの際などに連

携を確認するなど、必要に応じ、継続しての見

守りを行っているところでございます。 

 これらを踏まえての課題と対策についてでご

ざいますが、母子家庭、シングルマザー等を対

象とした就労支援策として、ハローワークと連

携した臨時相談窓口の設置や垂水市ひとり親家

庭高等職業訓練促進給付金事業など実施してお

りますが、そのほかにも、県の事業もございま

すので、必要な方には有効に利用していただく

よう、積極的に周知していくことと合わせて電

話での相談など、来庁せずとも相談できること

の方法にも努め、今以上に気軽に相談できるよ

うな体制の検討も必要であると考えているとこ

ろでございます。 

 続きまして、学童保育所放課後児童クラブの

指導員の待遇改善の御質問にお答えをいたしま

す。 

 現在、放課後児童クラブは垂水小学校と水之

上小学校に設置をしており、垂水児童クラブは

垂水児童クラブ運営委員会に、また水之上児童
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クラブは垂水市シルバー人材センターに運営を

委託しているところでございます。 

 指導員に補助員を含めた支援員の扶養や待遇

面につきましては、それぞれの委託先で定めて

いることから、議員から御質問のありました内

容について確認しましたところ、賃金形態は両

委託先とも時間給での支給となっております。 

 平均年収ですが、支援員の勤務はシフト表に

より管理されており、年間を通じて、勤務する

支援員や短期間または短時間勤務の支援員もい

ることから、日数及び勤務時間制に差異があり

ますので、全体の平均年収としてはお示しする

ことはできませんが、参考としましては、垂水

児童クラブで、年間を通じ、一定時間以上勤務

している支援員で、年間約90万円となっており

ます。なお、このほか、主任指導員には、別に

手当として月額5,000円が支給されています。 

 支援員の勤務年数につきましては、平成29年

９月１日現在で、５年未満が12人、５年以上が

６人となっております。そのほか、年間を通じ、

一定時間以上勤務している支援員には、労働基

準法に基づく年次有給休暇も付与されておりま

す。 

 この放課後児童クラブの支援員の処遇改善に

つきましては、今年度より新たに、放課後児童

支援員キャリアアップ処遇改善事業が創設され

たところであります。 

 処遇改善の内容は、支援員の人材確保を初め、

キャリアアップを目的とし、支援員の勤続年数

や研修実績等に応じた賃金改善を図るもので、

支援員のうち、認定資格研修を受けた者には月

額１万円を、また、勤続年数が５年以上で専門

性の高い研修を受講した者には月額２万円を、

また、児童クラブの長の立場にある勤務年数10

年以上の支援員には、月額３万円を加算するも

のとなっております。 

 放課後児童クラブの支援員につきましては、

日ごろ、業務に携わりながら必要な知識、技能

の習得を目的とした研修にも参加し、資質の向

上に努めていただいているところでございます。

そのせっかく習得した知識、技能を長く生かし、

また、別の支援員に引き継ぎ指導していく体制

を構築していくためにも、有効な処遇改善とな

っておりますので、実施の方向で前向きに検討

していきたいと考えているところでございます。

また、ほかの勤務労働条件の改善につきまして

も、引き続き、調査検討をしてまいります。 

 次に、未開所地域の現状と今後の取り組みに

ついてお答えをいたします。 

 先ほど申し上げましたとおり、放課後児童ク

ラブは垂水小学校と水之上小学校に設置してい

るところですが、やはり、小学校に児童を持つ

保護者から、垂水小学校と水之上小学校以外に

も放課後児童クラブを設置してほしいといった

要望が、これまでも寄せられてきております。 

 また、先日開催された第５次垂水市総合計画

の策定に向けた子育て支援の分野の鹿児島大学

公開講座の中でも、放課後児童クラブ設置の要

望が多く寄せられたところでございました。 

 この放課後児童クラブにつきましては、子育

てと仕事の両立支援を推進することを目的に、

垂水市子ども・子育て支援事業計画で、実施場

所の拡大に向けて検討することと位置づけてお

りますので、その必要性を検証することを目的

に、現在、どれだけのニーズがあるか、また、

将来的に、どれだけの利用が見込めるのかなど

を確認するために、市内の全小学校及び保育所、

幼稚園、認定子ども園の児童・幼児の保護者を

対象にアンケート調査に着手したところでござ

います。 

 また、社会福祉法人による開所の動きもある

ことを承知しておりますことから、このアン

ケート調査結果とあわせまして、未開所地域で

の放課後児童クラブの開所についての検討を前

向きに進めていきたいと考えているところでご

ざいます。 
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 以上でございます。 

○農林課長（二川隆志）  持留議員の農業問題

について、垂水の農業の現状はについての御質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、農家数の減少についてでございますが、

2015年農林業センサスによりますれば、垂水市

の総農家数は788戸となっております。これに

対しまして、2005年の農林業センサスにおきま

しては1,037戸となっておりまして、10年前と

比較いたしますと249戸減少しております。 

 基幹的農業従事者のうち、70歳以上の割合に

つきましては、垂水市の基幹的農業従事者628

人に対しまして、70歳以上が281人となってお

りまして、その割合は44.7％でございます。 

 農業後継者のみでございますけれども、販売

農家のみの統計データになりますけれども、

368戸に対しまして、同居する農業後継者がい

ない個数が317戸、その割合は86.1％でござい

ます。 

 また、名義不明の農地につきましては、農林

業センサスにおいては調査事項に含まれており

ませんので、情報はございません。ただし、平

成28年４月に農林水産省経営局農地政策課長よ

り、相続未登記農地等に係る実態調査がありま

して、農業委員会の保有する農地台帳と住民基

本台帳、固定資産台帳と突合する方法で調査を

行っております。 

 垂水市においては、平成28年度の農地台帳上

の面積が２万9,031筆、2,049ヘクタールに対し

まして、相続未登記、所有者が市外在住となっ

ている農地が１万5,847筆、1,180ヘクタールで、

その割合は筆数では54.6％、面積では57.6％で

ございます。 

 なお、この情報につきましては、今後、相続

が発生しても、相続登記がされずに、その権利

関係が不明瞭となる可能性がある農地が含まれ

ておりますことを御理解いただきたいと存じま

す。 

 農林課職員の過去10年間の推移につきまして

は、平成17年４月の組織再編により、農林課と

耕地課が統合されて農林課耕地係が設けられた

ところでございます。平成27年４月には耕地係

と林務係の統合で、林務耕地係として事業に取

り組んでおります。 

 ここ10年間の人数の推移としましては、係の

統合による係長職の１減により、15名から１名

減の14名で業務に当たっております。今後とも、

各係並びに職員が連携して施策を推進し、垂水

市の農政を支えてまいりたいと考えております。 

 続きまして、集落営農の現状と集落営農の方

向性についての見解は、についての御質問にお

答えさせていただきます。 

 本市の集落営農の組織としましては、新城地

区農作業受託組合と垂水市水之上地区三和営農

組合がございます。ここでは三和営農組合の取

り組みを御説明し、今後の方向性についてとあ

わせてお答えさせていただきます。 

 三和営農組合は、水之上地区において平成23

年に設立され、水稲の集荷物作業受託を初め、

共同利用機械を調達して、菜種の栽培のほか、

トウモロコシ、大豆、ソバの栽培、販売等を通

じて、地域の営農を牽引するほどの活動を展開

しておられます。 

 特に、ことし初めの地域の遊休農地を再生利

用する事業を活用し、秋大豆の栽培に取り組ん

でおられます。収穫後には、その大豆を使い、

地元加工グループにより麦みそを製造する構想

も立てておられ、将来の６次化産業化や、さら

には組織の農業法人化についても検討段階に入

っていくのではないかと期待しているところで

ございます。 

 営農組合において、製造されました３品につ

きましては、地産地消に取り組んでいただくこ

とはもとより、ふるさとを遠く離れた方々も手

に入れたいと待ち望む方々も多くいらっしゃい

ますので、ふるさと納税の返礼品に登録してい
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ただくようお願いしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 こうした活発な活動の背景には、高齢化など、

営農全般が厳しさを増す中、水之上の営農の将

来を考え、農作業の受託や農地の有効利用など

に組織的に取り組むことで、諸問題を解決しよ

うとする意識が農業者の間で共有されているこ

とが挙げられていると考えております。 

 次に、家族経営の農業については、先ほど申

し上げました統計上の数字とも関連し、本市に

おいては、販売を行わない自家消費が中心の農

家を含め、耕作面積１ヘクタール未満の小規模

形態が過半数を超える実態がございます。 

 先ほど申しました集落営農が、集落の農業者

同士で助け合って農業を行っていく考えであり

ますことから、家族経営を行っている農業者の

方々が、今後も安心して農業を続けられること

が集落の農地を守ることにつながる１つの方策

として考えれば、集落営農の支援を行うことと

家族経営の支援の方向性は多くの点で一致する

と考えております。 

 よって、本市としましては、集落営農によっ

て地域農業の道を開こうとする地域の方々の姿

勢を尊重し、大隅地域振興局など、関係機関と

も連携しながら、既存の集落営農組織の支援と

ともに、それらの取り組みを市民の皆様に知っ

ていただき、他の地区への波及効果もねらった

広報活動を行ってまいりたいと考えるところで

ございます。 

 続きまして、新規参入者の支援や育成につい

て、課題や対策についての考え方についての御

質問にお答えさせていただきます。 

 これまでの新規就農者の方々への支援につき

ましては、市の認定を受けられた新規就農者を

対象として、国の制度であります農業次世代人

材投資資金を初め、平成28年度からは、市単独

事業としまして、生活支援として月額３万円を

３年間支給する事業や、設備、機械を導入する

際の経費の一部助成を行う事業など、さまざま

な制度を設けまして、支援させていただいてい

るところでございます。 

 ただし、申し上げましたとおり、これらの支

援制度は市の認定を受けられた新規就農者を対

象としておりますので、例えば、市外から本市

へ移住し、農業を始めようと考えておられます

方々に対しましては、直ちに支援を開始する農

政管理の制度の用意は現在、ないところでござ

います。当然、市外から移住して就農すること

を検討しておられる方々の御相談には個別に対

応している状況でございます。 

 次に、新規就農者の育成メニューにおける技

術指導については、認定新規就農者に対しまし

て、大隅地域振興局管内で組織する指導農業士

間による現場圃場での巡回指導が行われますほ

か、経営管理能力の向上を目指す簿記記帳講座

等が開催される際には、案内を行っているとこ

ろでございます。 

 市独自の技術指導については、新規就農者を

受け入れ、直接的に育成を図る体制がございま

せんことから、体系的な研修等は実施しており

ません。 

 なお、このことに関連しまして、本年７月に

鹿児島きもつき農協内に、新規就農に係る相談

窓口の一本化を図る目的で、地域みらい開発部

就農支援課が新設されました。９月27日には、

県や各市町、農業委員会等が参集し、連携強化

に向けた１回目の会合が開催される予定でござ

います。 

 会合では、関係団体との連携、サポート体制

などについて意見交換されるとお聞きしており

ますので、新規就農者支援のための新たな体制

構築を含め、各自治体との懸案事項である後継

者不足などの解消へ連携して取り組むために、

本市といたしましても、積極的に参画してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○企画政策課長（角野 毅）  南の拠点につき

まして、事業の進め方について問題はなかった

かにつきましてお答えをいたします。 

 南の拠点整備事業の情報発信でございますが、

市としては、事業上、必要と思われる段階で、

情報発信やさまざまな団体等の依頼による説明

会や勉強会等の対応を行ってきております。 

 議会の皆様に対しましては、基本的に各定例

会の全員協議会の場で御説明をさせていただい

てきております。また、商工会や観光協会など、

さまざまな団体から、南の拠点事業に対する勉

強会の講師依頼も増えてきておりまして、これ

まで13回ほど説明会や勉強会に出席しており、

そのたびに資料を作成するなど、事業に対する

理解を深めていただけるよう努めているところ

でございます。 

 特に、ＰＦＩ事業の実施については、本市初

めてのＰＦＩ事業ということもあり、ホーム

ページでの情報発信のほか、建設事業者全てに

資料等を送付いたしました。市民の皆様に対す

る情報発信でございますが、ＰＦＩ事業という

性質上、これまで発信できる情報は限られてお

りましたが、今回、ＰＦＩ事業の審査が終了し

ましたので、広報たるみず10月号で最新の情報

を掲載する予定でございます。 

 次に、適切な需要見通しによる事業提案が十

分なされたかということにつきまして、お答え

をいたします。 

 議員御指摘のとおり、過大な需要見通しによ

る事業計画の場合は、最悪、事業破綻し、市民

や関係者に多大な迷惑をかける可能性があるこ

とは、私どもも認識をいたしております。こう

いったことから、事業提案の内容については、

所管課でございます企画政策課内でのチェック

を初め、審査会での審査を行っております。 

 また、事業提案がなされる場合、融資元でご

ざいます金融機関のチェックがございます。金

融機関としましても、融資を行うわけでござい

ますから、事業に対するリスクがないか、慎重

なチェックを行っているものと考えられます。 

 以上のことから、事業提案の内容は、民間の

技術やノウハウを生かし、十分に成果が発揮で

きる提案であり、適切な需要見通しによる事業

提案がなされていると判断しているところでご

ざいます。 

 次に、選定委員会の公平性と信憑性につきま

して、お答えをいたします。 

 初めに、選定委員会委員構成でございますが、

南の拠点整備事業の事業者選定に関する所掌事

務を行うために、施設の管理者としての視点と

ＰＦＩ事業に精通しＰＦＩ事業の手続が適正に

行われているか、チェックする視点が必要と考

えられますことから、南の拠点整備事業に係る

民間事業者と選定委員会設置要綱において、市

職員８名、ＰＦＩ事業に精通した学識経験者２

名としたところでございます。 

 同委員会の所掌事務は、実施方針、特定事業

に選定募集要項、民間事業による提案書の審査

及び優良提案者の選定となっておりますが、こ

れまで開催された委員会では、ＰＦＩ制度や手

続について、学識経験者、委員の助言等をいた

だきながら、また、公共施設のあり方の視点か

ら、委員であります関係課長の意見をいただき

ながら、公平性のある委員会運営を行っている

と考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  それでは、一問一答で再質問

を行っていきたいというふうに思います。 

 最初の防災問題については、課長が言われた

とおり、不安にこたえる。このことが、やっぱ

り大変重要な中身だったと思うんです。 

 この前もＮＨＫで、予想しにくい天気予報、

いわゆる今日のそういう天気状況になってきた

ということで、非常に予報官自体がどう出せば

いいのかということもあるかと思います。そう

なってくると、市民にとったら、さらに一層そ
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のあたり、不安になってくるということは、も

うこれは当然、出てくるわけなんですよね。 

 市の職員にとっては大変な苦労をかけると思

いますけども、しかし、それ以上に市民は、や

っぱり必要な対策を市に求めてくるわけなんで

すね。そのとき、やっぱりどうこたえていくの

かという点で、やっぱり不安にどうこたえてい

くのかということ、非常に重要なことだと思い

ますので、そのあたりがやっぱり職員の専門性

だとか、もしくはその体制のあり方、協力また

知識も含めて、そのあたりぜひ、再度、そのあ

たりも含めて意思疎通を図っていただきたいし、

さらに研修も図っていただきたい。 

 というのは、市の職員は担当者が変わります。

２年、４年含めてですね。そういう意味では、

非常に継続していくというのは、結果として個

人に蓄積していく可能性も高いわけなんです。

ぜひそれは組織として対応していただくように、

このことは要望して終わりたいというふうに思

います。 

 それから後、防災対策で２点目。公共施設等

の問題についてです。 

 これは今回、北部豪雨でもそうですけども、

阪神大震災から含めて、東北地震、避難所のあ

り方が大変厳しく問われていたかと思います。 

 特に、去年の熊本地震ではそういう実態がね。

さまざま私たちも難題なわけで、去年９月議会

でもこのことについては課長にもいろいろと質

問した経過があるのじゃないかなというふうに

思います。そういう意味では、どういう点検を

し、どういう内容が必要なのか。 

 そしてこれ、やっぱり大事なのは市民目線だ

と思うんですね。 

 特に、福祉避難所という問題が今、提起もさ

れていますけども、これについては、まだ具体

化がされてないという現状があるわけなんです

よね。そういうことも含めて、この問題につい

ては、さまざまな国の支援策等も準備がされて

います。だから、そういうことも含めて、やは

り、私たちのこの垂水というのは災害のデパー

トと揶揄される先生もいらっしゃいましたけど

も、それだけに必要な避難所の問題というのは

大変重要な中身になっていると思います。 

 特に、学校施設との関係で、必要な予算とい

うのはとるのかとられるのか、とれるのか、こ

の点についてお聞きしたいと思います。 

○教育総務課長（池松 烈）  まず、防災機能

の課題について、先ほど、調査の内容を報告し

ました。 

 それを受けまして、昨日通知のほうが届いた

ところでございます。 

 その文言を披露させていただきますと、防災

関連予算との関係行政分野の予算を活用しなが

ら、各校の防災機能強化のために必要な施設等

の整備を推進することというようなことで、こ

ういうようなパンフレットもいただいてきてい

るところでございますので、今後は、まだ文書

が届いたばかりでございますので、関係課にも

供覧をして、今後の方針なりをば、また市全体

で協議をしていけたらというふうに考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  公共施設もやっぱり同じよう

な観点だろうというふうに。 

 特に、一番利用されるのはこの公共施設を最

初に利用されている。昨日の案も出ましたけど

も、大規模災害に遭ったときには、それよりも

っと大きな施設が必要になってくるんで、日常

的に、やっぱり公共施設が十分な役割、機能を

果たしていかなきゃいけないというふうに思う

んですが、この点について、先ほど、いろいろ

課題も出されましたけども、この点について、

財政的な補償、財政的な対策、この点について

はどのようにお考えなのか。 

○社会教育課長（野嶋正人）  先ほど申し上げ

ました内容につきましても、今後市役所関係課
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と協議をまた、重ねていきたいと思います。 

 以上です。 

○持留良一議員  今回もそれぞれ、避難された

方々からいろんな意見もあったかというふうに

思います。 

 確かに、全てを今の段階で満足して、皆さん

が安心してこの施設に来ていただくということ

は非常に困難な点もあろうかと思いますけど、

しかし、やっぱりそれ１歩ずつ近づけていくと

いう点では、どうしても財政が伴う問題がある

わけなんですね。 

 このあたりもぜひ克服しながら、この対策を

早急に、本当に垂水が１つのモデルになるよう

に、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに

思います。 

 このことはもう要望しておきたいというふう

に思います。 

 次に、シングルマザー問題についてお聞きを

したいというふうに思います。 

 先ほど、いろんなただした観点で御報告いた

だきましたけども、やはり、大事なのは、どれ

だけの現状の中で、実態把握して、そして支援

策がやっていけるかというところだと思うんで

すけど、私、特に重要なのは支援員の問題だと

思うんですね。 

 国の資料でおいても、なかなかそのあたりの

体制がとれてないと。系統的に支援をするとい

うことは非常に難しいというようなことが言わ

れているんですけども、そういう中で、非常勤

とか含めて体制が、それから専門性も弱いと。

そうすると、やっぱり相談にどれだけ乗られる

のかという点があるかというふうに思うんです

が、そのあたりが支援員の役割もしくは専門性、

このあたりについてはどのような現状なのか。

また打開策を含めて、そのあたりがあるのかど

うなのか、お聞きしたいと思います。 

○福祉課長（保久上光昭）  確認をしたいんで

す。 

○議長（池山節夫）  ちょっと確認をしたいそ

うです。持留議員。 

○福祉課長（保久上光昭）  すみません。その

支援員というのは放課後児童クラブの支援員の

ことですか。 

○持留良一議員  シングルマザーのこと。 

○福祉課長（保久上光昭）  シングルマザーで

すね。 

 そのシングルマザー対策、母子家庭のひとり

親世帯全体に言えることなんですけれども、そ

の辺の専門性といったあたりでは、確かに弱い

ところもありますので、そこら辺はまた、研修

かれこれ、充実した形で、対応できるような形

でやっていきたいと思います。 

 ただ、現状としましては、いろんな形で、所

管する課と連携をとって対応していくように、

なるべくそういうことがないように対応してい

きたいと思っております。 

○持留良一議員  この夏、母子世帯の方から結

構相談を受けたんですよね。そうすると何がや

っぱり大事かという、そういう懇切丁寧に相談

に乗っていただく方、いわゆるパーソナルサ

ポートと言うらしいですけども、そういうパー

ソナルに沿った形で、きちっとサポートをする

体制、そして、やっぱり専門性というのは横の

連携ですね。 

 例えば、先ほど生活の問題出ましたけども、

この方は、同じ課内であると生活保護に結びつ

けていくとか、やっぱりそういう部分がね、な

かなか思うようにいってないというのもあるん

じゃないかなと。 

 あとやっぱり、相談といっても、なかなか事

務所に来るという点では門が、いわゆる敷居が

高いというか、その環境の中で、このあたりも

今、生活保護はああいうボックスを設けてらっ

しゃいますけども、それなりに必要な、やっぱ

りそういう個人情報も含めて、体制を相談しや

すい環境をぜひつくっていただきたいと、この
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２点は要望しておきたいと思います。 

 支援員の問題と専門性の問題と、やっぱり、

そういう相談できる環境、このことを強く要望

しておきたいというふうに思います。 

 この問題については終わりたいと思います。 

 それから、学童保育の問題、先ほど、処遇改

善も今後行っていくということが言われました。

非常に職員の方々も大変勇気というか、元気が

出るのじゃないかなというふうに思います。 

 国のほうも、先ほど言ったとおり、そういう

安定した形で環境を整えていくんだと。そのた

めに、処遇改善に当たっての支援も行っていく

ということだったというふうに思います。 

 ただやっぱり問題は、先ほど言われたとおり、

年収がなかなか低いと。これじゃあ、安定して

働くという点では、さらなる課題が多いのでは

ないかなというふうに思うんですが、市長にち

ょっと１点お聞きしたいんですけども、先ほど

言いましたけども、国が言っている子供の安定

的、継続的なかかわりが重要であるために、放

課後児童支援員の雇用に当たっては、長期的に

安定した形態にすることと、このことについて

は、御理解いただけますか。 

○市長（尾脇雅弥）  昨日からも子育て支援に

関しての御質問もありました。垂水市にとって

最大の課題の１つであるというふうに思ってお

ります。 

 私自身も「市内の女性と語る会」あるいは

「母親委員会」、都合15カ所でいろいろ意見を

聴取するときに、やはり、この放課後児童クラ

ブの設置ということの御要望は大変多ございま

す。 

 人口減少であるけれども、しっかりとこれを

担保していくということは重要なことでござい

まして、現状におきましては垂水小学校、そし

て水之上小学校には設置があるわけであります

けれども、今後、協和小におきましては、シル

バー人材センター等との連携あるいは南部にお

きましては、新城、柊原におきましては、さざ

なみ保育園さんがそういう形で対応していただ

ける旨、伺っております。 

 課題は牛根の３地区、やはり大変広うござい

ますし、子供の数も点在しております。そのあ

たりをしっかりと、重要なことだと思いますの

で、しっかりと対応して要望もしていきたいと

いうふうに思っております。 

○持留良一議員  処遇改善は働く人たちにとっ

てだけじゃなく、子供たち、保護者にとっても

大変重要な観点だろうと思いますので、このあ

たりの処遇改善、ぜひ積極的に取り組んでいた

だきたいというふうに思います。 

 また、地域の問題についてはこれ、市長が言

われている、どこでも安心して子育てができる

環境、この点について、やっぱりこの点で、ぜ

ひ取り組みを前進させていただきたいというふ

うに思います。 

 次は農業問題に移りたいというふうに思いま

す。 

 先ほど、いろいろと垂水の現状も出していた

だきました。本当に、これまでの農政のさまざ

まな問題がここにあらわれてきているんだろう

なというふうに思います。この点については、

また改めて見解をね、いつかお聞きをしたいな

というふうに。ここでの一致点がないと、やは

り今後の方向というのは、互いの共通の認識に

は立てないだろうというふうに思います。 

 そういう意味で、私が言っている集落営農へ

の取り組みというのが、やっぱり垂水にとって、

今後の垂水の農業の打開策と、１つの打開策と

いうふうに位置づけてもいいのじゃないかな。

そのために先ほど、いろんな支援も今後行って

いくというふうに言われました。 

 その中で、やっぱり大事なのは、後継者の問

題だと思うんですね。いわゆる新規参入、また

家庭での後継がいるところは、それなりにまた

必要でしょうけども、私が特に注視しているの
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は、今、ふるさと回帰という動きがね、全国的

にも始まっていると。それを先駆けてるさまざ

まなところがあるんですけども、この回帰支援

センターの状況にいくと、山梨県が１位なんで

すね。 

 ここは県で相談員を配置していると。あと、

ベスト10があるんですけれども、福岡が５位、

７位が大分、９位が長崎、10位が宮崎と、こん

な形で、本当に積極的に取り組むところはそれ

なりの効果があるのではないかなということは、

この数字でも出てくるんじゃないかなと思いま

す。 

 私たちのこの新規就農支援対策というのは、

待ってては始まらない問題、課題だろうと思い

ます。だから、さまざまな形でこういうのを活

用していただいて、ぜひ新規就農支援、特に、

その独自の研修制度とか生活支援金とかいうの

もね、ぜひ取り組んでいただきたいというふう

に思いますけども、やっぱり、これが最低ない

と、保証されないと頑張っていこうというふう

にならないと思いますので、ぜひ、これあたり

もさまざま検討していただいて進めていただき

たいというふうに思います。二川課長の肩にか

かっていると思いますので、ぜひよろしくお願

いしたいというふうに思います。はい。 

 じゃあ、最後は南の拠点事業に時間をつくっ

ていきたいというふうに思います。 

 私は今回、総括的な取り組みという形で検証

していくということを先ほど提案し、るる課長

から回答をいただいたんですけれども、この進

め方の問題、これについては本当私たちも、議

員もそうですけども、ついていけなかったとい

うのが率直な今の現状じゃないかなと。 

 本当に十分な説明だったのかどうなのか、こ

れは検証しなけりゃなりませんけども、実際に

ＰＦＩを理解するというのは、専門家の話を聞

いてもなかなか難しかったし、独自に勉強して

もね、なかなか難しかったという面があります。 

 出された資料を分析する、我々の役目なんで

すけども、そこのところでどうだったのかとい

うのも、さまざまありました。 

 例えば債務負担行為、一般的には評価、選定、

公表がされて初めて負担行為というのは出てく

るんだよと我々、学んできました。ところがも

う、最初にね、３月にそれが出てきたというこ

とで、一体これはどういうことだという戸惑い

もあったわけなんですね。 

 先ほど、もう１つの市民業者への説明で、池

之上議員が民間業者からのこういう意見があっ

たんだということも言われて、進め方が早いん

じゃないかということなんかも出てきたかとい

うふうに思います。 

 そういう意味では、いろんな点でそういう問

題課題を残しながら今、進めていらっしゃるん

ではないかなという、私たちは認識を持ってい

るわけなんです。 

 それで、あと私たちがこの問題を議論し、最

後に決を出すのは12月議会なんですけれども、

そこまでに対してきちっとした説明または資料

の提供、そういうことは十分されていく考えが

あるかと思いますけれども、これまでの総括を

含めて、そういう立場は堅持されるのかどうな

のか、お聞きしたいと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  議員からの御指

摘でございます。 

 理解を深めにくかったというようなお話でご

ざいます。我々も初めての事業展開ということ

でございます。我々も本当に課挙げて勉強に取

り組みながら、理解を深める努力をしながら、

同時に議員の方々への御説明、それから市民の

方々への説明といったようなものについて取り

組んでまいっております。 

 今後もこのことについては十分時間をかけな

がら取り組んでいきたいと考えておりますので、

今後、また説明会、勉強会、それから事業進捗

の状況の説明といったものについては、実施を
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していくつもりでございます。 

○持留良一議員  審査と公開、報告について、

先ほど、皆さんの中では、そういう事業提案に

ついて、需要見通し等も含めてチェックしたと

言われましたけども、議会に対してはどうなん

でしょう。提供されるのか。 

○企画政策課長（角野 毅）  まず、提案につ

きましては、資料提出といったものは全然可能

になっておりますので、提出はできていくと考

えております。 

○持留良一議員  それがないと、一体、この事

業の収支見通しはどうなっていくんだという最

大の判断材料が、先ほど言いましたＶＦＭから

次への需用見通しだと私たちは思っているんで

すよ。 

 そういう意味では、これがないと私たちは判

断も何もできないということですので、これは

早急に、この調査が終わりましたら、私たちに

も出していただきたいというふうに思います。

確約できるでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  提出させていた

だきたいと。 

○持留良一議員  時間も少なくなってきまして、

最後、選定委員会との公平性、信憑性の問題に

ついて伺います。 

 １点お伺いしたいんですけども、この２名の

専門委員の方で九州経済、名前でしたね。この

方は、今まで垂水市との関係では、コンサルタ

ントを請け負った方ですかね。 

○企画政策課長（角野 毅）  これまでの事業

コンサルの中で鹿児島経済研究所時代に事業に

ついてかかわられたことはございます。 

○持留良一議員  直接指導とかアドバイスを受

けたことはありますか。 

○企画政策課長（角野 毅）  ＰＦＩについて

でしょうか。 

○持留良一議員  そうです。この間ずっと、事

業の流れの中で。 

○企画政策課長（角野 毅）  当然、ＰＦＩ事

業については精通されている方でございますの

で、我々が疑問に思うことでございますとか、

そういった部分については、大学の林准教授を

初め、質問については我々から投げかけて御回

答いただいております。 

○持留良一議員  あと３分しかありませんけど

も、ということは、さまざまな形でアドバイス

も含めて助言、こういうのもあったということ

ですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  当然、我々とし

ても専門的な知見を持っていらっしゃる方です

ので、我々が疑問に思うことについては御質問

をしております。そういう知見がある方である

からこそ、委員に選定をしているということで

ございます。 

○持留良一議員  そうなると、若干、そういう

意味で、ここに参加していること自体がどうな

のかなという疑問はあります。これはまた、今

後検証していきたいと思います。 

 最後に絞りますけども、私は選定の中で、職

員の皆さんいらっしゃいます。それぞれ専門を

持っていらっしゃいます。例えば土木、農林課、

水産商工観光課とかあったかというふうに思い

ます。 

 先ほど、池之上議員が言った検証する。例え

ばＶＦＭの関係で、なぜこれだけ差が安くでき

るのか。そうするとやっぱり、専門的な立場か

らいくと、土木課でそれはできる問題だという

ふうに思うんですね。 

 それとあと、これは職員の採用の問題ですけ

ども、結果として、先ほど安くなったというこ

とは、その後の職員、例えば採用される職員に

影響はないのかとか、こういう観点からもさま

ざま、視点を持って取り組まれると思ったんで

すけども、この点については、そういう専門性

は発揮されて、この委員会で検証ができたのか

どうなのか。そういう意見はあったのかどうな
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のか。 

○企画政策課長（角野 毅）  先ほど、委員長

のほうから、副市長のほうからございましたけ

れども、非常に丁寧な説明でございました。

我々が、例えば面積が少なくなることに対する

説明といったようなものが理路整然と行われま

したので、我々としては、そこについて質問を

する必要がないぐらいの説明をいただいたとこ

ろではございます。 

 いろいろな部分については、今言われた部分

については、今後、ＶＦＭの評価というものは

以前から、持留議員のほうからおっしゃってお

りますけれども、建設のほうの具体的な実施設

計等ができてまいりますときに、また改めて、

その辺の数字というものは出てくるもんだと認

識しておりますので、また、そこにつきまして

は、委員の方々にも公表していきたいと考えて

おります。 

○持留良一議員  よろしく、そのあたりも含め

て情報公開をお願いします。 

 終わります。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は13時20分から再開いたします。 

     午前11時36分休憩 

 

     午後１時20分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、１番、村山芳秀議員の質問を許可しま

す。 

   ［村山芳秀議員登壇］ 

○村山芳秀議員  昨日から熱心な論議が続いて

おりますけど、今日午前中の一般質問、少し、

多少ダブるところもあるかもしれませんけど、

あと一踏ん張りということで質問をさせていた

だきます。 

 先月上旬の台風通過は昨年の悪夢を思わせま

したが、幸いに直前で右側にそれて、被害も大

したことなくほっとしたところでございました。

その後の残暑の厳しさは御承知のとおりでござ

います。週末の台風18号が気になるところでは

ございますけど。 

 昨日は、感王寺議員から鹿児島和牛日本一の

お祝いの御紹介をいただきました。その話題に

は少し劣りますが、昨日も市長から少し御紹介

がありましたけど、口コミでは世界最大のウエ

ブサイトでありますトリップアドバイザーが選

ぶ今年の旅好きが選ぶ道の駅ランキング2017で

道の駅たるみずが、全国1,000を超える道の駅

の中で、先月末、堂々第４位を獲得しました。 

 道の駅たるみずは昨年９月の同じ口コミサイ

トで選ぶ「行ってよかった道の駅ランキング」

でも、全国13位を収めておりました。絶景と癒

しの道の駅として、全国的にも有名になりつつ

あります。 

 旅好きを魅了する書き込みには、異口同音に

桜島、錦江湾、霧島連山の絶景と足湯と時折出

会えるイルカや桜島の噴煙に絶賛の声があり、

足湯につかりながら、お弁当や地元の垂水かる

かん、ふくれ菓子、焼き芋などをほおばる喜び

を述べていらっしゃいます。 

 ビワの販売にも声がありました。先輩議員の

堀添さんの裸ビワも出しておりますが、路上販

売のこの裸ビワの甘さにもびっくりしたという

書き込みもございました。私も地元議員としま

して、特産のビワの売り込みとか、レンタサイ

クルを利用した周辺の歴史めぐりにも力を入れ

て盛り上げたいと思う次第です。 

 ちなみに、１位は宮崎県の日南市の道の駅南

郷、２位が日本最南端にある沖縄県糸満市の道

の駅いとまん、３位が千葉県の道の駅富楽里と

みやま、５位が島根県出雲市、６位が北海道ニ

セコ町というような道の駅が続いておりました。 

 それでは、南の拠点事業で６月議会で回答が

得られなかった分からお尋ねをいたしたいと思

います。 
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 もう半年近く、５カ月近くなりますけど、再

度４月20日の商工会説明会のやりとりについて

お尋ねをいたします。 

 説明会で、特に市長自ら出席して説明してい

ないことへの不満や財宝さんの垂水絹糸跡への

ホテル建設への質問があり、市有地を売却した

ことへの強い不満と疑念を示されました。 

 特に、財宝さんが話されたのは、大福コンサ

ルタント株式会社へ売却した件について、３年

ほど前に、現在ＡＺホテルが建っている垂水絹

糸跡に近くの温泉源から温泉を引いて、財宝の

ペットボトルの新工場を建てたいと打診された

際、坪11万円から12万円という値段を提示をさ

れて、値段が下がらない土地であるということ

で、購入を断念されたと、そういうお話でござ

いました。 

 今回、坪20万円近い値段で市が土地開発基金

から買い戻して、普通財産の公有地として取得

して、２か月後にはホテル用地として等積交換

をされ、しかも、坪４万7,000円余り、8,000円

に近いですが、残りの部分を売却されたことへ

の不満を申されていました。 

 まずは、説明会の質疑応答の冒頭部分から市

長が出席していないことへの不満が聞かれまし

たが、これに対し、市長も報告を受けていらっ

しゃると思いますが、商工会委員や財宝さんの

不満の声を市長はどう受けとめておられるか、

お尋ねをします。 

 次に、指定管理者制度についてお尋ねをしま

す。 

 指定管理者制度は、御承知のとおり、多様化

する住民ニーズに対して、効果的、効率的な運

営、対応をするために公の施設の管理に民間の

能力を活用しながら、住民サービスの向上を図

るとともに、経費節減、こういうことを目的に、

今から14年前、2003年の地方自治法の改正によ

り創設をされた制度でございます。 

 その３年後の2006年９月から直営か指定管理

か、いずれかに移行しなければならなかったわ

けですが、垂水市でも、垂水中央病院を初めコ

スモス苑、できたばかりの道の駅垂水、そして、

昨年、指定管理されました森の駅など、次々と

一定の収入確保が図られる公的施設について、

指定管理を行ってこられました。 

 地域活性化や公的な要素も強い公共施設の管

理運営について、市長はどう自己評価をしてお

られるか、道の駅、森の駅についてお尋ねをい

たします。 

 ここに今月号の市報がございます。今月号の

市報は、職員の村山 滋さんの錦江湾奥会議の

フォトコンテストの入賞作品の写真に特集和牛

をメインタイトルとして、実に絶妙なタイミン

グとなり、２位に入賞した笠木さんの後追い記

事も楽しみになるところでございます。 

 このお知らせ版のところに、３カ所の市有財

産の売却のお知らせ記事が掲載されていました。

非常にわかりやすくよいことで、ビジュアル化

した試みは早速反応もあったと聞いております。 

 過去５年間の売却状況についてお尋ねをしま

す。 

 主なものだけで結構です。山林とか道路部分

とかは結構でございます。 

 これで第１回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  村山議員の商工会説明で

のやりとりに関する件についてお答えをいたし

ます。 

 ４月20日に行われました商工会説明会の件に

つきましては、その翌日、企画政策課長以下職

員３名が商工会の依頼で出席をし、南の拠点事

業の説明と質疑応答に対応したと報告を受けま

した。 

 企画政策課が作成しました会議録の中身の確

認をいたしましたけれども、確かに、参加者か

ら「市長が出席していないのか」という声がご

ざいました。この御意見に対して、企画政策課

長が、事前に、この会議よりも先に案内が来て
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おり、出席がかなわなかったことは御理解をい

ただきたいと回答をしているようでございます。

また、最初の質問者からも、理解した旨の回答

が記されておりました。 

 実際、以前より決定をしておりました４市５

町の首長と大隅選出県議との意見交換がござい

ましたため、そちらのほうに出席をいたしまし

た。私への要請ということも商工会からござい

ませんでしたので、そちらの会に出席をさせて

いただきました。 

 このような団体が主催する説明会は、主催者

の意向がありまして、事務担当レベルの説明だ

けを求めるケースも多い状況でございます。実

際に、この商工会説明会も、担当職員への出席

要請でございます。 

 私自身、そうは言うものの、もっと私の思い

を伝える場を確保したいとは考えておりますの

で、できる限り、このような説明会出席をして

思いを伝えることができるように、今後調整を

指示したところでございます。 

 それから、２点目の指定管理に関してですけ

れども、まずは、垂水市猿ヶ城渓谷、森の駅垂

水及び垂水市猿ヶ城活性化施設につきましては、

毎年生じておりました約300万円の赤字解消に

向けて公募を行い、議会の先生方の御理解をい

ただきまして、平成28年度から株式会社財宝様

と管理運営に関する協定書を締結をし、指定管

理を行っているところでございます。 

 平成28年度は指定管理者の選べる麺流しやマ

ス釣りなど、さまざまな取り組みや近隣民間施

設との連携によりまして、猿ヶ城全体の交流人

口は平成27年度５万6,441人に比べ、約2.5倍の

14万1,802人ということで、大変な増加をして

おります。 

 また、昨年度９月に発生しました台風16号の

影響により、施設周辺が大きな被害を受けたに

もかかわらず、森の駅自体の来館者数及び宿泊

者数も約５万人、正式には４万8,454名という

ことで、前年の２万887人の約2.3倍の実績であ

るという報告を受けております。このようなこ

とから、民間の経営能力や創意工夫を行い、利

用者に対するよりよいサービスの提供が行われ

ているのではないかと考えております。 

 加えて、地域情報の発信並びにスポーツ合宿

等の活動拠点としての役割も果たしていただい

ておりまして、今後も指定管理者には、地域の

活性化並びに福祉の増進が図られることを期待

をしているところでございます。 

 続きまして、道の駅たるみずは道路を利用す

る方々に良好な休憩の場を提供するとともに、

本市の地域情報の発信、地域特産品の展示及び

販売等により地域振興を図り、また、地域間の

交流促進により、観光振興に寄与していただい

ております。あわせて、地域の活性化を促し、

市民の健康増進と福利厚生を図ることを目的と

して設置した施設でございます。 

 指定管理制度は、平成23年10月から導入を行

い、現在、株式会社芙蓉商事様が指定管理によ

る管理運営を行っております。 

 報告によりますと、利用者数につきましては、

平成17年開設当初から平成26年までの平均来場

者数は約180万人と順調に推移してまいりまし

た。しかしながら、平成27年度には、深港川の

氾濫による通行止めや平成28年度の台風16号災

害などがあったものの、交流人口の中心的役割

を果たすとともに、地域経済の活性化にも寄与

していただいているものと考えているところで

ございます。 

 また、先ほどありました世界最大の旅行サイ

トでありますトリップアドバイザーの本年８月

29日発表「行ってよかった道の駅ランキング」

では、全国1,117カ所ある道の駅において、第

４位にランクインをいたしました。 

 道の駅が全国に広がり、車の旅には欠かせな

い施設として定着してきている中、上位にラン

クされましたことは、指定管理者の経営能力や
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創意工夫がなされているというふうに考えてい

るところでございます。 

 このようなことから、指定管理を行っていた

だいております２つの施設は、指定管理者とし

ての目的並びに役割を果たしていただいている

ものと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○財政課長（野妻正美）  市有財産の過去５年

間の売却状況についての御質問にお答えいたし

ます。 

 市有財産は、市において直接、公用または公

共用に供し、または供することと決定した行政

財産と行政財産以外の普通財産がございます。 

 この市有財産のうち、行政財産の売却は地方

自治法で違反する行為とされ、無効となってい

るため、売却するには、用途廃止をして普通財

産に変えて、手続に沿って売却を行っておりま

す。 

 その中で、過去５年間の売却状況は、平成24

年度は４件４筆で、売却総額212万4,400円、平

成25年度は３件６筆で417万3,000円、平成26年

度は６件９筆９棟で１億1,151万2,000円、平成

27年度は１件１筆で144万1,000円、平成28年度

は１件１筆で2,173万1,000円でございます。な

お、平成29年度も申しますと、今現在で１件４

筆で91万1,000円でございます。 

 また、今回、広報誌９月号に掲載しましたが、

行政改革の一環として、市有地の遊休地を売却

するに当たり、過去に公募を行った中で、応募

がなかった物件について、売却方法を入札から

随時売却に変更し、さらなる売却の周知を図っ

たところ、現在、１物件について３件の問い合

わせがあり、現在、売却に向けて手続中でござ

います。 

 以上でございます。 

○村山芳秀議員  それでは、一問一答方式でお

願いをいたします。 

 確かに、市長の都合もいろいろありますし、

そういう出席できない場合も当然あることかと

思います。 

 ただ、会員の皆様が口々に申されたことの本

質の中に、やはり、南の拠点事業に関する説明

不足の感がどうしてもぬぐえなかったことです。

このとき、商工会長でしたか、15％ぐらいしか

まだわかっちょらんどというようなこともおっ

しゃっておりました。 

 実は、このことは３年半前の南中跡地の方針

転換というか、住民に対する説明不足、そこら

辺ともちょっと重なってくるような印象を受け

ております。 

 ちょっと企画政策課長に、いろいろめまぐる

しい展開があるから、記憶がどうかわかりませ

んけど、財宝さんとのやりとりの確認ですが、

間違っていたら御指摘をいただきたいと思いま

す。 

 財宝さんのほうがなぜ市有地を交換すること

になったかという質問に対して、ＡＺホテルの

予定地が計画地内であったことから、構想のイ

メージと合わないということで、２軒離れた市

有地を用意し斡旋、交換をしたと。等積交換を

行った。ＡＺの不足分は売買となったと。売買

価格は不動産鑑定士に依頼し評価を行って、坪

４万8,000円近い値段であったと、こういうや

りとりで間違いはないですかね。 

○企画政策課長（角野 毅）  間違いございま

せん。 

○村山芳秀議員  以前、財宝が買いたいと話し

たときと値段が違うのはなぜかというような問

いに対しまして、垂水絹糸跡は平成５年に坪８

万円の価格で土地開発基金で購入しており、そ

の後、利子等がついて、当時5.6％ぐらいであ

ったと思うが、昨年は坪19万円余りだったとな

ったと。昨年12月に議会の議決を経て、基金か

ら市が買い受けを行い普通財産にしており、今

回、これを交換したものであると、これで間違

いはないでね。 
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○企画政策課長（角野 毅）  坪８万円という

表現はいたしておりません。そのときの価格が

9,700万円程度という形で、売却のときの土地

の価格についてをお話をしております。 

○村山芳秀議員  じゃあ、この土地開発基金で

１億9,000万円で買った部分、これはその金額

で間違いはないわけですね。 

○企画政策課長（角野 毅）  間違いございま

せん。 

○村山芳秀議員  市が２億4,000万円の土地を

ＡＺに数千万円で売ったのではないかというよ

うな質問に対して、そういうことではないと。

土地開発基金投資は違うもので、あくまで基金

が持っていた土地が、今回は垂水が２億4,000

万円で買い戻しをしたということでしかないと。

その後、垂水市は不動産鑑定士を入れて、現在

の価格を設定したということであると、こうい

う、このとおりでよろしいでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  そういうことで

ございます。 

○村山芳秀議員  さらに、財宝の質問で、南の

拠点の事業構想の中で、ホテルがふさわしくな

いということで市有地を売却したということで

あったが、ホテルがなくなったということで、

事業の縮小とか計画の見直しは行わないのかと

いう問いに対しまして、事業計画について、今

後見直す考えはないと、これでよろしいでしょ

うか。 

○企画政策課長（角野 毅）  特に、事業の縮

小をするというような考えは、現在持っており

ませんということで答えております。 

○村山芳秀議員  あと２つほどですけど、ＡＺ

ホテルはフランチャイズと聞いているが、オー

ナーは誰なのか。何室あるか。宿泊施設だけな

のかなどの問いに、建設新聞にも載ったので、

差し支えないと思う。鹿児島市の大福コンサル

タントさんが、今回買い付けを行ったと。建設

は大和ハウスである。客室数は133で宿泊特化

型と聞いていると。中身についてはわからない。

以上のようなやりとりでよかったでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  買い取ってとか

いう表現ではございません。オーナーさんは大

福コンサルタントさんということでございます

ということで、以下、大和ハウスさんとのくだ

りになるということでございます。 

○村山芳秀議員  最後に、今回のホテル建設用

地が民地であれば、おっしゃるような競争原理

であろうかと。市有地を払い下げるということ

は、問題があるのではないか。財宝は薩摩明治

村として十数年前に開設し、ようやく固定客も

ついているところに、ホテルを建てられたら困

ることから、建設には反対であると。 

 その問いに対しまして、随分ネガティブな発

想だと思うが、何をそんなに心配されているの

だろうか。今回のホテルは簡易のビジネスホテ

ルであり、明治村さんのような温泉もないし、

利用する客層は異なっていると思っているとの

回答でありましたけど、これでよろしいでしょ

うか。 

○企画政策課長（角野 毅）  非常に一言一句

を言われておりますので、その部分について、

議事録からお読みしたいと思います。 

 非常にいい温泉をお持ちになられております。

明治村さんにおかれましては、非常にいい温泉

をお持ちになっておられます。そして、いろい

ろな施設、いろいろなサービスで営業されて、

非常に魅力的な、全く別質の、いわゆる宿泊特

化型と言われるＡＺホテルとは全く別質のもの

が私は明治村さんだと思っております。 

 そして、いろいろな展開をされている事業だ

と思い、そこに新たな人間が来るわけですので、

そこを我々が、当然、財宝さんへの誘導を、市

内への温泉施設への誘導を、当然今回のように、

事業施設の中でいろいろ行われるわけで、決し

て、マイナスな話ではなく、新たな交流人口へ

の、そしてキャパが増えるだろうというふうに
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我々は思っております。ですので、決して財宝

さんにマイナスになるというふうには考えてい

ないということを伝えております。 

○村山芳秀議員  ありがとうございました。 

 ここで市長に質問ですが、４月20日の財宝さ

んとのやりとりを聞いて、どう思われるでしょ

うか。報告等があったと思うんですが。 

○市長（尾脇雅弥）  どう思うというよりは、

今、報告のとおりだなというふうに理解をして

います。 

○村山芳秀議員  このやりとりは３年半前に大

きな決断をされました垂水南中跡地の売却に端

を発していると思っております。水迫市長時代

に、南中跡地に物産館構想を立てられて、幾つ

かの話の中で急転直下、南中跡地が財宝さんに

売却をされることになりました。 

 それまで、楽しみにしておりました新城それ

から柊原地域住民は、まさに寝耳に水というよ

うな、説明会がないまま決められたことに対し

て、失望とあきらめを感じておられました。 

 新城の地域づくり計画の中では、住民が練り

ながら物産館、レストラン、要望などをしてま

いられましたけど、でも当時は、南中跡には50

名の社員寮と、その後に60名程度の従業員が働

くペットボトル工場ができるということで、企

業誘致や雇用創出を考えた場合は、半分は致し

方ないというような感もあったわけです。 

 市長は、26年６月議会の中で、こう答弁され

ております。株式会社財宝様の提案が、まずは

定住で50人近い、50名程度の新しい若い方々の

独身寮を中心とした定住という意味合いでのメ

リット、さらには、その後の工場新設というこ

とで、60名程度の雇用が生まれるということで

ありまして、本市にとりまして、やはり最大の

課題というのは、人が減っていくことでありま

す。雇用の場が失われつつあるということであ

りますという答弁をなさっております。 

 ちょうどこのタイミングで、当時１万6,000

人ぐらいの人口だった垂水の人口を、平成37年

ごろですか、１万8,000人にするという人口、

当時よりも2,000人多い人口減少対策プランも

発表されたのもこのころでございます。 

 市長、今、南中跡地の現状を見られてどう思

われますか。 

○市長（尾脇雅弥）  今、当時のことをお話を

していただきました。発言のとおりだというふ

うに思っております。 

 当時、村山さんも課長としておられましたし、

当然理解されていると思います。議員の先生方

に御理解をいただいて、議決をいただいて、そ

のような方向で決断をして、１つの定住の場と

いうのはつくっていただいたんですけれども、

雇用の場がまだできていないということなんだ

ろうと思いますけれども、５年間ということで

ありますので、あと２年ぐらいですかね、ござ

いますので、この間に財宝さんには、お約束ど

おり、そういう雇用の場ということをつくって

いただけるものと思っておりますし、そのよう

な形で、またお願いをしていかなきゃいけない

というふうに思っております。 

○村山芳秀議員  今、２年の間にはというよう

な言葉がありましたけど、その当時は、来年の

３月までに社員寮をつくって、その後はすぐ住

民の方々は、すぐにペットボトル工場ができて

雇用が発生するというような、そういう形を描

いて、大部分の人は描いていたと思います。現

実的には計画どおり進んでいない。それから、

そういう財宝さん自身の不満の声も今回、出て

きたわけです。 

 市長が決断する前は、地域住民の方々が体育

館とかグラウンドとか、それから、その前の年

にはテニスコートなんかも整備をされまして、

小学生の練習場であったりとかですね。現状は

どうかと言えば、３年たって、草で覆われた工

場予定地、あと三十数名の社員の方々が入って

いるという状況でございます。 
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 この財宝さんとのやりとりを聞いとって、60

名の雇用確保のペットボトル工場の新設、これ

は地場産業の育成という、それから大きく転換

をした南中跡地の計画を考えれば、最優先課題

として市が取り組むべきところではなかったか

と思いますけど、どう考えますか。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど説明したとおりで

ありまして、定住の場としては、ある程度お約

束を果たしていただいて、雇用の場として財宝

さんが南中の跡地も求められておりますから、

議会の先生方に説明をして、議決をいただいて、

そこに決定をしていただいたと。まだお約束ま

で時間がありますので、そのような形で履行し

ていただけるものと考えております。 

○村山芳秀議員  今、議決を得たという御表現

がございましたけど、当然、その後すぐ、１年

２年後にはもう、今の時点ではそういう雇用が

生まれているという状況が想像して、そういう

のに議会の先生方なども同意をしたというふう

に思います。 

 今回、ことしの３月の議会でも話をしました

けど、垂水徳洲会病院それから県の試験場、ゴ

ルフ場、130人ぐらいの雇用がなくなったと。

一挙になくなって、この雇用の確保という、こ

れはもう本当に市政の最重要課題と思いますけ

ど、再度、この工場建設に向けた、市長が支援

できる部分とか、そういう部分は何か考えられ

ませんか。 

○市長（尾脇雅弥）  雇用の確保というのはど

この雇用の確保なんですか。 

○村山芳秀議員  今、ここ２年間で、市長の場

合はペットボトルの工場60名ということで、２

年間の間には確保できる形をとれるのでしょう

か。 

○議長（池山節夫）  わかりましたか。 

○市長（尾脇雅弥）  そこは財宝様が、まずは

そういうことでお約束をしているわけですから、

まずはやっぱり、財宝様の考えというのがあり

ますので、我々はそこに対しては、お約束どお

りお願いをしているということでございます。 

○村山芳秀議員  結局、３年前の４月15日です

か。その決断自体が何も形としてない中で、市

長が決断をして、そういう形で進まれたのでは

ないかというようなふうに私のほうは思います。 

 どうも、その雇用確保が、ここ五、六年見ま

すけど、実績が上がってきていないような気が

しますし、むしろ、そういう衰退のスピードが

加速度的に進んでいるような現状を感じます。 

 もう一遍、この地場産業育成、こういうとこ

ろを大きく舵を切っていただいて、次に移りた

いと思います。 

 先ほどありましたＡＺホテルとの土地交換、

これ大福コンサルタントの土地交換なんですけ

ど、午前中からずっとやって質問されておるの

で、重なっているところもあるかもしれません。

どうも市役所側がやっているのにちょっと疑問

符がつけられるような点が多いのではないかな

というような気もいたしております。 

 南の拠点事業区域内の畑の土地と真四角な国

道沿いの宅地を同じ面積で交換をしたと。この

ことは、先ほどの話ですけど、ペットボトルを

ここに工場をつくりたいなと思っていましたそ

の財宝さんとしては、本当に真四角で優良な市

民の財産だったわけですね。 

 これを売りに出すのであれば、当然、廃校に

なっている協和中とか牛根中と同じように、前

もって普通財産にしておいて、公募の対象とす

べきではなかったかと思われますけど、市長は

どう思われますでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  その辺のところは、これ

まで課長を中心に説明したとおりだというふう

に思いますので、特段問題はないというふうに

思っております。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員のほう

の御質問でございますけれども、これまでの株

式会社財宝と垂水絹糸跡につきましてのいきさ



－131－ 

つが非常に混在されているようでございますの

で、再度確認をさせていただきます。 

 平成26年の２月に、株式会社財宝様より、

5,000平米程度の用地を要する新たな事業を計

画の相談がございました。その後、本市の所有

しております垂水絹糸跡地を現地を視察してお

ります。その場で株式会社財宝様より、事業計

画を進めるには、垂水絹糸跡地は面積が狭いと

いうことで、隣接地の購入の希望がございまし

て、隣接地の地権者を御紹介し、財宝と地権者

で土地購入協議をされております。 

 しかしながら、土地価格が折り合わなかった

とのことから、隣接地の購入の話は不調に終わ

ったとなっておりまして、その後、平成26年４

月15日に、株式会社財宝様より正式に、市有地

の購入による垂水南中学校跡地への企業進出計

画が提出をされまして、平成26年６月19日に土

地売買仮契約を締結し、平成26年第２回定例会

において議決をいただいております。 

 このことによりまして、株式会社財宝様の新

たな事業計画は、垂水南中学校跡地で実施され

ることになったと認識をいたしております。よ

って、先ほどから言われております垂水絹糸跡

地について、株式会社財宝様より土地購入の正

式なオファーは一切発生しておりませんことを

御報告いたします。 

○村山芳秀議員  それじゃあ、なぜ、商工会と

のやりとりの中で、そういう部分が出てきたの

でしょうか。市有地を今、ＡＺホテルさんに、

市有地にして２か月後に売り払った。これはも

う、財宝さん自身もあの土地を欲しがっていた。

今のところではペットボトル工場はできないと、

温泉が掘れないというような、そういう思いも

あったみたいです。結局持ってきて、あそこに

ペットボトル工場をつくりたいという意思はあ

ったようでございます。 

 ここの今回、等積交換を行われたことに対し

まして、やはり、財宝さんが不満をされたわけ

ですけど、大福コンサルタントさんが垂水絹糸

跡の土地を一括購入していただいて、大福コン

サルタントさんが南の拠点の予定地内に持って

いる畑地を公社が買収するという考えはなかっ

たのか。19万9,600円ですか、買い戻したこの

普通財産の土地でございます。 

 まあ、普通であれば、その状況で考えれば、

一括買ってもらって、それで畑地を、土地開発

公社で後で大福コンサルタントさんから買い上

げるというのも考えられますけど、その検討は

なかったのでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  今言われました

土地の購入に対する手法のお話でございますけ

れども、いろいろな方法論は協議をされた結果、

現在行いました等積等価交換、残地における土

地買収、土地の売買という形で整理をされたと

ころでございます。 

○村山芳秀議員  これはもう今朝の池之上議員

のほうで質問されたのとダブってくるわけなん

ですが、全体で5,800万円ぐらいの土地を、普

通は、どうしてもこっちのほうも取りたいわけ

ですので、値段が落ちた４万7,000円で全部を

買っていただいて、こちらのほうの経費がかか

った分をも含めて買うのが、普通としてはそう

いう部分で考えるんですけど、いかがでしょう

か。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員がおっ

しゃるやり方も１つの方法でございます。ただ、

いろいろなメリット、デメリットを考察した結

果として、我々としてはこのような方法を選ん

だということでございます。 

○村山芳秀議員  結局、市民に対してというか

市に対して、それだけの差額というか、損害を

与えるというわけじゃないんですけど、ホテル

側に有利な形で、そういう土地売買、真四角な

工場用地にもなり得るようなそういう土地を売

却をしたという点で、まだ、これが実現してや

ったら、こういう財宝さんの話もまだ出なかっ
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たんじゃないかなというような気もしておりま

す。 

 当初から等積交換をするというのは、どうい

うところで、どういう場所で、最終的には決定

をしたかというのは。 

○企画政策課長（角野 毅）  時系列的には、

平成28年11月４日に来まして、これは、うちが、

垂水市だけでこの土地についてどうしよう、こ

うしようという話にはなりません。相手方がい

らっしゃるわけですので、大福コンサルタント、

大和ハウスさん、それから財政課、企画政策課、

土地について協議をいたしまして、概ね、どう

いう方向で調整をするかというものの方向性だ

けは協議をいたしました。 

 その後、11月14日に副市長、企画政策課長、

財政課長で協議を行いまして、事務進行の中で

どういう手続で進めるという最終決定、方向性

を示して、その後に市長に報告をいたしまして、

方針の決定をしていくというプロセスでござい

ます。 

○村山芳秀議員  ということは、大福コンサル

タントさんには、当初から「これ一括購入して

くださいよ」という話は全く持っていってない

ということで理解していいんでしょうか。 

○財政課長（野妻正美）  すみません。この土

地の売買についての手続は財政課所管ですので、

私のほうでちょっとお答えいたします。 

 この方針決定が昨年の11月の中旬ごろだった

と記憶しておりますが、その方針決定を受けて、

売却等の手続に財政課として入っております。 

 その当時は12月議会の準備あるいは当初予算

の編成時期でもあり、なかなかそこのところが、

ちょっと確認作業と手間取ったところがありま

すが、まずは、不動産価格評定委員会を開催し

なけりゃならなかった。それに、今ありました

ように、各委員があります。日程調整するのに

時間がかかりまして、12月20日、この日に開催

しております。そのときに、不動産鑑定士の額

をもとに、現在の評価が幾らなのかと。 

 先ほど、池之上議員の御質問とダブるところ

ありますが、旧垂水絹糸跡地の平米当たりの評

価額は１万300円でございます。交換地は宅地

見込み地として8,800円という評価が出ており

ました。ここを基本に実際、審議していくわけ

なんですが、この土地につきましては、もとも

と、土地開発基金として、バブル期に購入した

平米当たり２万4,200円という高い金額でござ

いました。こういう土地の要因についても協議

がなされたところです。それに、今まで議員御

指摘もありましたように塩漬けの土地、今言う

金額が問題となっておりますが、ここも議論の

１つでございます。 

 そういう、有効にここを活用するにはどうす

るかと。行革の中でもうたっておりますが、売

却も大きな選択肢の１つでございます。そのた

めに、ここのところは全体として売却をお願い

すると。必要な分と言うのでは、残った土地が

どうなるかというところまで議論が成されたと

ころでございます。 

 そのときに、等積交換というのは、先ほども

答弁しましたが、ここは南の拠点事業を推進す

る上で必ず取得しなければならない土地という

市の方針をもとに、私のほうでお受けしており

ます。そのために、ここをスムーズに生かせる

ために、等積交換ということで、先ほど言いま

したように予算もなかったもんですから、それ

しかしようがなかったんです。 

 ただ、そのことで不利益をこうむらせるわけ

にはいきませんので、どうにかそこのところは

議論がなされ、そのために、不動産鑑定士が出

した評価額は基本に、通常であれば売買価格と

して設定し交渉に入りますが、そのもとになる、

ここは一緒でございました、どちらも。１万

4,500円、平米当たり。ここが標準価格です。 

 ここから今、村山議員御指摘のとおり、補正

値なんか、いろんな要因が入りまして、１万
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300円と8,800円に設定がされたと。そこの等積

分がありますが、そこの差額、資産を示したと

ころで、約350万円そこに差がありました。 

 しかしながら、これは１万4,500円といいま

すのは残地の価格を少しでも高い金額で買って

いただこうという、意図するところもあったわ

けでございます。そこの金額というのが大体

1,700万円が2,400万円程度、700万円程度上乗

せとなっております。 

 そこについて等積とした経緯もありますが、

その不動産価格評定委員会の中では、いろんな

ところでの審議がなされ、この標準価格での交

渉が決定され、粘り強く交渉し、その価格とし

たところで契約できたところでございます。 

 ですので、純粋に、ここではいろんな要因を

議論して価格が決定したことで、ホテルへの有

利な考えというのは、所管としては毛頭ござい

ません。 

 以上でございます。 

○村山芳秀議員  結果的にですよ。農地、大福

さんが1,500万円ぐらいで農地を買い上げて、

250万円ぐらいで更地にするお金、それから

2,100何万円追い金をして、3,800万円ぐらいで、

２億4,000万円で市が買い戻した土地を手に入

れられたと。 

 その一括購入という形であれば、先ほどあり

ましたけど5,800万円、ここでも2,000万円近い

開きが出ているのではないかと。我々はそうい

う素人考えなんです。そういうふうにどうして

も思えるわけなんです。 

 財政課長は今年の３月議会の一般質問の答弁、

昨年の９月の議案の参考資料として出した。こ

れも午前中あった話なんですけど、この土地の

買い戻し補正の資料の中で、９月の議会資料の

中で、南の拠点事業関連ということで出されて

いたわけです。 

 市長は財政課の、それはミスだったと。内部

の作成資料だということで訂正をお願いをして

おられました。その翌月、大福コンサルタント

さんから農地転用許可の書類が農業委員会に出

されている。当然、その動きがあるということ

はわかっていたのじゃないかなというふうに通

常は考えるのですけど、どうでしょうか。 

○財政課長（野妻正美）  本当、財政課のミス

と言うより、財政課としては本音で言いますと

ミスと考えておりません。これは内部資料の中

で、この表現、南の拠点事業関連という表現を

使っています。この南の拠点事業ができるから

こそ、あそこの環境が変わってくるというふう

に考えたところです。これは、内部での協議の

中では、もう共通の認識やったんです。 

 ですが、この南の拠点事業関連ということを

参考資料で記載することで、知らない方が、あ

たかも南の拠点事業に使われると。このことを

避けんがために、私はあの参考資料から除いた

ところでございます。 

 ですので、ここにつきましては、私としての

判断は、通常のあそこの関連ということで、必

ずそこには民間もいろんな動きがあるであろう

ということで、つくったところだったんですが、

議員の皆様にお示しするのには余りにも説明不

足で、これ１つでは誤解を招くおそれがあると

いうことで、私は訂正したところでございます。 

 以上でございます。 

○村山芳秀議員  納得できる形ではないんです

けど、あともう１つ、先輩の北方議員のお話の

中で建設を担当していた、これもダブるんです

けど、最後の確認です。 

 建設を担当していた大和ハウスさんが市役所

の紹介で来られたと。ホテル用地の一部を買う

と。大和さんのほうで。計画地内に、この土地

の購入について、市役所側が黙認していた、あ

るいは積極的に関与してという、そういう疑念

というのは、どうしてもぬぐい切れないものも

ございます。 

 この問題に関しましては、まだまだちょっと、
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私自身も納得できない部分もございますので、

改めてちょっと、正確な情報を掴みながら、今

後また追っていきたいと思っております。 

 時間がちょっと迫ってきておりますので、次

にまいります。 

 民間活力への具体的な計画について、６月議

会で国土交通省の駐車場エリアが縮小されて、

先行取得エリアが拡大した。借り入れの額が、

当初見込み２億円から５億2,000万円というふ

うにふくれ上がっております。 

 この民間エリアの開発エリアですけど、これ

から造成工事、それから地価の価格、坪単価等

も決まってくると思いますけど、今回の南の拠

点でできた債務はどれほどで、回収をどれほど

見込んでいるか、お尋ねをいたします。 

○企画政策課長（角野 毅）  この事業につき

ましては、土地開発公社としまして、賃貸事業

それから売買事業と併設しながら、事業費の回

収を考えておりますので、その最終的な工事費

等が決定した後に、その事業費をもって、最終

的な回収計画における単価等についても設定が

されるものと考えております。 

○村山芳秀議員  時間が迫ってきておりますの

で、いろいろ質問をしたいという部分もござい

ましたけど、指定管理についてでございます。 

 新たな指定管理に向けた取り組みについて、

環境施設等社会教育施設、現在、まだ指定管理

までいっていないわけなんですけど、ここの部

分、もし今後の考えですが、環境施設、社会教

育施設、今後の部分、すごく大事な部分がある

と思います。これについて、ちょっと答弁をい

ただきたいと思います。 

○生活環境課長（髙田 総）  それでは、生活

環境課所管であります環境センターの取り組み

状況についてお答えいたします。 

 環境センターは、水環境の保全を目的として、

24時間管理体制の中、職員５名で施設管理や水

質管理の業務を行っており、うち、２名の職員

の方々には火葬場業務の兼務をお願いしている

ところでございます。現状におきましては、円

滑な勤務体制のもとで、施設の管理運営が行わ

れていると考えております。 

 また、５名の職員の方々には、施設内の事業

部にとどまらず、市内の環境保全にかかわる清

掃作業についても快く対応していただいており、

本当に助かっているところでございます。その

ほかにも、環境センター内の機器の軽微な修理

や部品の交換と経費節減についても、日ごろか

ら懸命に取り組んでもらっているところでござ

います。 

 このような状況を考えますと、指定管理制度

の導入につきましては、環境センターの管理運

営にかかるコストの増加や本市の環境保全にか

かる作業において、支障を来すことが予想され

ることから、現状においては考えていないとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○村山芳秀議員  時間がないので、この指定管

理者制度、今後、今度できる陸上競技場の改修

が行われました。全面芝生、今年の夏、水の水

道代金も70万円上がったというようなお話もち

ょっと聞いておりますけど、桜島の降灰、そう

いう部分、あと、今回は出していませんけど、

こういう施設を今管理している公営施設管理公

社の問題が今後、指定管理に向けた文化施設、

それから環境施設なんかは積極的に、やはり検

討をしていただいて、やはり効率的な運営、そ

れから民間の発想をどんどん出せるような形の

指定管理のあり方をしていただきたいと思いま

す。 

 それから、市有財産の部分も市有地の売却の

部分なんですけど、どうも企業の論理に引っ張

られて、市役所が振り回されているような印象

も受けますので、やはり、計画に沿ったような

形で、難しい時代ですけど、土地売買も本当に

少なくなってきております。そういう時代です
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けど、これからの市政運営、財政運営を見据え

たような運営をしていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は２時30分から再開いたします。 

     午後２時21分休憩 

 

     午後２時30分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、６番、堀添國尚議員の質問を許可しま

す。 

   ［堀添國尚議員登壇］ 

○堀添國尚議員  早速ですが、ただいま議長の

許可をいただきましたので、先に通告しておき

ました案件について、考え方や取り組みをお尋

ねしますので、よろしくお願いいたします。 

 まず１点目が、錦江湾横断道路について、現

状と課題、今後の取り組み。実現した場合、垂

水市にどのような効果をもたらすかなどについ

てお尋ねいたします。 

 ２点目、牛根地区の市道、農道、林道につい

て、除草や降灰除去、改善、補修工事等の取り

組みについてをお尋ねします。 

 ３点目ですが、市営住宅の管理について。 

 老朽化した住宅の建て替えなど、また外国人

の入居基準の現状と対応、空き部屋の管理の状

況は適切に対応しているか、取り組みをお尋ね

いたします。 

 ４点目、陸上競技場、テニスコート、国道か

ら市道への進入路の拡幅について、今後、陸上

競技場が新装オープンになり、市民の利用度、

スポーツ合宿、国体開催などで、利用者の増大

が予想される。利便性の向上を図るべきだと思

うが、伺います。 

 場内はもとより、周辺の照明にも気を配るべ

きだと思います。どのような対応を考えておら

れるか、お尋ねします。 

 ５点目、医療行政についてです。 

 交通の便も悪い山間部や牛根地区の病弱な高

齢者の健康をどのようにして守っていくおつも

りか、お考えを伺います。 

 ６点目、災害時の公共交通機関の運行につい

て。 

 磯脇橋の流出によりバスの運行がストップし、

タクシーを利用し、病院に行かなければならな

くなりました。このような場合の代替手段を検

討すべきであると考えますが、取り組みへのお

考えをお尋ねします。 

 ７点目、防災行政無線の放送についてのお考

えをお尋ねします。 

 垂水市に居住している外国人にも放送の内容

がわかるように、英語による放送を検討する必

要があると思うが、お考えをお聞かせください。 

 これで１回目を終わります。 

○企画政策課長（角野 毅）  堀添議員の錦江

湾横断道路についての御質問にお答えをいたし

ます。 

 大隅地域住民の長年の悲願であります錦江湾

横断道路につきましては、現在、整備建設促進

の早期事業化に向けて、大隅４市５町の大隅総

合開発期成会での取り組みとしまして国・県へ

要望を行っていることに加え、県市長会の要望

事項にも盛り込んでいただいているところでご

ざいます。 

 また、垂水、鹿屋両経済同友クラブを初め、

大隅地域の経済界、産業界など、各種関係団体

の皆様も建設促進にかかる機運の醸成を図り、

官民一体で連携して取り組んでおられる事業で

ございます。 

 課題としましては、県において、平成21年度

から24年度にかけて実施されました錦江湾横断

交通ネットワーク可能性調査で残っております

地質調査の早期実施でございますとか、本事業

の予定自治体でございます鹿児島市の合意形成

がございます。これらが解消されることで、早
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期事業化に向けた推進につながるものではない

かと認識しているところでございます。 

 また、錦江湾横断道路につきましては、大隅

横断道路とあわせまして事業化を要望している

ところでもございます。大隅横断道路の整備に

つきましては、本年７月に、国に対しまして、

垂水市議会から国道220号の道路整備促進に係

る要望書を提出されたことは、議員御承知のこ

とと存じます。 

 本市が掲げますネットワーク構想におきまし

ては、大隅横断道路と錦江湾横断道路がともに

整備されることで、最大の効果が生まれるもの

と認識しております。 

 その効果としましては、本市のみならず大隅

地域、ひいては県全体の浮揚にも大きな影響が

あると考えられます。市民生活におきましては、

24時間通行が可能になることから、通勤・通学

や救急医療、災害時の多様な路線の確保、市民

生活に係る利便性の向上が見込まれます。 

 産業、経済におきましては、志布志鹿児島間

の移動時間が約１時間弱になり、時間短縮やコ

スト削減による輸送能力の向上、ルート確保に

よる安全性の向上などにより、生産物の市場拡

大が図られ、国際バルク戦略港である志布志港

の多目的活用とあわせまして、流通業の活性化

及び地域経済の振興が見込まれます。 

 また、時間短縮による行動範囲の拡大により

まして、大隅半島の観光資源を生かした新たな

広域観光ルートの構築により、交流人口の増加

が期待されるものでございます。 

 実現に向けましては、引き続き、県・国に対

しまして、大隅半島の各市町と連携を図り、要

望活動を行うなど、広域的な取り組みを推進さ

せることで、早期事業化につなげたいと考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  ２番目の牛根地区の

市道について、除草、降灰除去、改善補修工事

についてお答えいたします。 

 １点目の除草につきまして、牛根地区の集落

内につきましては、集落の方々で実施していた

だいているようでございますので、主に、山間

部の市道を年２回、森林組合と委託契約し実施

しております。 

 なお、災害復旧工事で長期間通行止めとして

おりました桜島口牛根麓線につきましても、復

旧工事完了後、実施したいと考えております。 

 ２点目の降灰除去につきましては、噴火が発

生した後、職員が現地の降灰状況や清掃範囲を

確認し、市民生活に影響があると判断された場

合、契約している業者に清掃の指示を行ってい

るところでございますが、次の日に降雨が予想

される際は、清掃の指示を見合わせることもご

ざいます。 

 降灰除去事業は、降灰量が基準量に達した時

点で国の補助対象となりますことから、市道と

して認定している道路以外は清掃できませんが、

人家に隣接している集落道や農道につきまして

は、環境整備班で除去したり、重機借上料で契

約している業者に依頼することもございます。 

 ３点目の市道の改善、補修工事につきまして

は、パトロール時に異常が確認された際や、利

用者からの通報時に、環境整備班や、場合によ

っては地元業者に依頼するなどの対応をしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○農林課長（二川隆志）  堀添議員の牛根地区

の農道、林道の除草、補修など、維持管理の状

況についての質問にお答えさせていただきます。 

 市内全域の主要農道、林道の除草作業を７月

の梅雨明けから11月末までに、大隅森林組合に

委託して行っているところでございます。 

 牛根地区では、主に居世神、辺田、境、上園

の鉄道跡地や中浜樹園地農道、林道二川線や林

道海潟麓線などで除草作業を実施しております。

牛根地区の鉄道跡地や樹園地農道、林道は国道
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や県道などが災害等で通行止めになった際に迂

回路の機能を果たしますので、通行に支障を来

さない程度の維持管理は保たなければならない

というふうに考えております。 

 現在、中浜樹園地農道の磯脇が上流部に隣接

する区間は、県の砂防工事や河川災害復旧工事、

農地災害復旧工事の関係で、近隣の耕作者の

方々の通行に不便をおかけしているところでご

ざいます。今しばらく御辛抱願いたいと存じま

す。 

 牛根境の松尾集落から国道の松尾口までの農

道につきましては、集落の方々及び業者の御協

力もいただき、車両通行が容易な状態に維持管

理していただいております。改めて感謝を申し

上げたいと存じます。 

 林道二川線は、昨年の台風災害により８カ所

が災害復旧事業で採択され、二川の県道側から

と高野集落側からの３カ所で工事が進められて

いるところでございます。 

 ３カ所とも近々完成予定でございますので、

９月から10月までの間に、さらに２カ所が発注

予定としているところでございます。来年の末

までには災害復旧工事を完了させて、全面通行

ができますように、県林務水産課並びに施行業

者と協力して努めてまいります。 

 林道海潟麓線につきましては、12カ所が災害

復旧で採択され、海潟側、牛根麓側からの３カ

所が工事中でございます。こちらも９月から10

月にかけて、順次６カ所の工事を発注予定でご

ざいます。同じように、平成30年度末の工事完

了を目指して、工事発注を計画しているところ

でございます。 

 なお、全線開通の予定につきましては、山腹

法面工事などが関係しまして、計画路線の変更

が予想されますことから、今のところ未定と、

県林務水産課より報告を受けたところでござい

ます。引き続き、県には早期完了、早期開通に

向けて取り組んでいただけるように要望してま

いります。 

 また、農道、林道において、簡易的な路面の

補修作業等につきましては土木課と連携して、

環境整備班で対応してもらうようにお願いして

いるところであります。これからも、地元の耕

作者の皆様方の御理解と御協力をいただきなが

ら、安心して通行していただけるように、道路

の維持管理並びに必要な経費の確保に努めてま

いります。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  ３番目の市営住宅の

管理について、老朽化した住宅の建て替え等に

ついてお答えします。 

 市営住宅の建て替えにつきましては、本市の

公営住宅と長寿命化計画に基づき進めていると

ころでございます。牛根麓にございます牛根麓

団地につきましても、建て替えとなっておりま

して、建て替えをする団地は、この団地を含め

まして５団地計画しておりますので、事業費の

標準化を考慮しまして展開することとしており

ますが、この団地につきましては、次期計画期

間での事業実施に向けた準備を行う予定として

おります。 

 建て替え事業は多大な財政負担を伴うことか

ら、本市の財政状況を見きわめ、国の交付金制

度をうまく活用し、同計画の見直しを図り、計

画的な建て替えを実施したいと考えております。 

 敷地の整備につきましては、昨年度、敷根町

団地内の舗装工事、牛根麓団地、海潟団地、元

垂水団地の敷地内に堆積した降灰除去工事を行

い、平成27年度には、城山Ｂ団地内の降灰も除

去しております。 

 そのほか、団地内に植栽された高木につきま

しては、入居者の相談、要望に応じ、第２牛根

境団地、牛根麓団地、元垂水団地３号棟の樹木

を伐採するなどの対応を行っております。 

 次に、外国人の入居基準の現状と対応の改善

についてお答えいたします。 
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 外国人の公営住宅への入居の取り扱いは、日

本国内において永住する資格がある方は、日本

国民に準じて取り扱うことが望ましいとされて

おります。このため、外国人の公営住宅への入

居申し込み資格は出入国管理及び難民認定法第

22条第２項の規定により、永住許可を受けた方

並びに日本国との平和条約に基づき、日本の国

籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例

法第３条、第４条、及び第５条に定める特別永

住者として、永住することができる資格を要す

る方について認めることとしております。 

 本市の市営住宅への入居申し込みを相談され

る外国人の方は、本市の企業に雇用される技能

実習生などの立場の方が多く、相部屋での入居

を希望されることが多いことから、まず、永住

許可を受けておられないこと、また、公営住宅

の場合、同居できる方は親族と条例等で定めら

れているため、申し込み者の意向に沿うことが

できず、定住促進住宅への入居申し込みとして

相談に応じております。 

 現在、定住錦江町の１部屋において、外国人

農業実習生の方が同居により入居されておりま

す。定住促進住宅においても、原則、同居でき

る方は親族となっておりますが、入居申込者の

特別な事情や理由に応じた対応をとりたいと考

えております。 

 最後に、空き部屋の管理についてお答えいた

します。 

 住宅の退去確認後、次の入居者が決定した時

点で入居できるよう、室内の修繕を行っており

ます。また、空き家の草が生い茂り、近隣の入

居者の迷惑となるような場合も、状況を確認し、

対応しているところでございます。 

 以上でございます。 

 ４番目の国道から市道への進入路の拡幅につ

いてお答えいたします。 

 御質問の市道は、本城川の右岸を通る市道潮

田田畑線でございまして、起点は国道の交点か

ら終点は田畑の浜平大都線との交点まで、延長

4,732メートルのその他市道でございます。 

 御質問でありますように、国道から70メート

ルぐらいは幅員が狭くなっております。これは、

当時の担当者に問い合わせましたところ、もと

もと、この市道は本城川の堤防を舗装した道路

であり、幅員は４メーターから５メーターぐら

いだったようです。 

 運動公園に隣接している区間は幅員が６メー

ターから９メーターと広くなっておりますが、

これはもともと、整備前は堤防の高さより低く

なっており、盛り土をしたため、その法面部分

が広がったとのことでございます。特に、テニ

スコートの前あたりが広くなっているようです。

国道の取りつけ附近は、今の高さだったため、

幅員を広げられなかったようでございます。 

 この70メーター部分を拡幅することにより、

運動公園利用者の利便性が図られるようになる

のではないかとの御質問でございますが、幅員

が広くなれば離合もしやすくなるし、歩行者も

安全に通行できるのではないかと想定されます。 

 ただし、拡幅となりますと、委託料、登記費

用、工事費などがかかりますので、有利な事業

で対象にならないか、調整したいと思います。 

 また、実施となりますと、国道との取りつけ

の協議、都市公園施設としての面積の変更協議、

また、道路交通法の関係もございますので、警

察との協議などございますが、改修後に通行形

態の変化をしっかりと見きわめ、必要と判断さ

れました時点で、関係機関と協議を行い検討し

たいと考えております。 

 次に、周辺の照明は十分であるかとの御質問

ですが、一般的に、市道には、道路照明設置基

準でも道路照明は設置するようにはなっており

ません。国道220号であれば、信号機のある交

差点とか横断歩道に道路照明が設置されてある

ようです。 

 現在、この場所はテニスコートの入口にあり
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ます公園の照明と国道の端にあります照明で、

道路としては支障はないようです。テニスコー

トを利用される方々はナイター設備もあるよう

ですので、利用者から要望等がございましたら、

関係課と協議をして検討したいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  ５番目の医療行政の

今後の取り組み、交通の便も悪い牛根地区の病

弱な高齢者をどういう方法で守っていくのかの

御質問にお答えします。 

 初めに申し上げておきたいことは、医療体制

の充実につきましては、垂水市民からのニーズ

が高い施策でございまして、担当課として、そ

の充実を図るべく、日夜取り組んでいるという

ことを御理解いただきたいということでござい

ます。そして、牛根地区の病弱な高齢者をどう

いう方法で守っていくかということでございま

すが、堀添議員同様、重要な課題として認識し

ているところでございます。 

 議員が住民の方々と話していると、まず、第

一に不安を口にされるということでございまし

た。不安に感じられている原因といたしまして

は、地区に医療機関が十分でないということが

ございますし、議員がおっしゃいますように、

地理的に災害の被害を受けやすいということや

交通の便が悪いという点もございます。 

 これからどのように取り組んでいくかでござ

いますが、住民の方々の要望の多いものとして、

地元での医療機関の整備、例えば、二川の旧牛

根中央クリニック跡地などを活用できないか、

また、病院や買い物に行く交通手段の確保、充

実を図ってほしいというものがございます。 

 旧牛根中央クリニック跡地の活用につきまし

ては、本年６月議会で森議員の御質問がござい

ました。この御質問に対しまして市長から答弁

があったように、牛根地区の医療の充実のため

の政策として、現在検討を進めているところで

ございます。 

 また、交通機関に関する各種支援策につきま

しても、本年５月に庁内に設置いたしました健

康長寿子育て支援対策委員会におきまして、重

点項目として、庁内各課により横断的に検討を

進めていくことを確認したところでございます。 

 本市の医療行政をめぐる状況の変化はめまぐ

るしいものがございますが、垂水中央病院の機

能の充実とあわせまして、市民の安心・安全を

守っていく所存でございます。 

 以上です。 

○総務課長（中谷大潤）  災害時の公共交通機

関の運行につきまして、お答えいたします。 

 昨年の台風16号による磯脇橋決壊の際は、公

共交通機関である三州バスが運休となり、通行

止めの間は地域住民の方に大変な御不便をおか

けしました。磯脇橋が通行止めの間、路線バス

は桜島口から福山地区までの区間が運休してい

ましたが、交通事情により、変則的なダイヤ編

成のため、時刻表の設定ができないとの理由で、

バス会社からの情報提供がなく、地元利用者へ

の情報提供ができませんでした。 

 海上輸送に関し、磯脇橋以北地区への飲料水

配布において、牛根漁協との協定を活用して、

組合員漁船による搬送で対応しましたが、牛根

地区住民にとりまして、路線バスは買い物や通

院で利用する唯一の公共交通手段であることか

ら、今回の路線バスの運休に関する件は検討課

題としてとらえているところで、今後、関係課、

関係機関と協議を進めて、代替交通手段の確保

や利用者への対応など、地域住民の利便性を図

ってまいります。 

 続きまして、本市に居住する外国人に対し、

緊急時の情報伝達において、英語放送を検討す

る必要があるのではとの質問ですが、防災ラジ

オにつきましては、公共施設及び社会福祉施設

等含む市内全世帯へ配布して、これまで避難所

開設などの緊急を要する情報発信において、有
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効性は広く認識されています。 

 ８月末日現在、本市に居住する外国人は10カ

国171名でございます。うち、英語圏の外国人

は３名だけです。残りの外国人が何名ほど英語

を理解できるか定かでありませんが、どちらか

と言うと、日本語を理解できる外国人も少なか

らずいらっしゃる現状においては、少数対象者

のための特別放送、しかも、緊急時の割り込み

英語放送は必要性、効果はさほどないと判断し

て、今のところ、実施しておりません。 

 国際化社会が進む中での外国人対応というこ

とでの議員提案の緊急時の割り込み英語放送で

ございますが、職員の語学力を含む放送する側

の体制、対象者、利用者などの実態調査、また、

英語放送により、高齢者等に混乱を招くことも

予想されるなど、検討すべき事項があり、早急

な対応には時間を要しますが、国際化社会対応

に向けた取り組みの一貫の中で、今後検討すべ

き課題としてとらえてまいります。 

 まずは普段から、地域住民との意思疎通を図

り、共助の観点による非常時の声かけ、早目の

避難を心がけていただき、隣保協同の精神と連

帯感に基づく地区住民の自主的な地域防災力の

強化を図り、防災・減災に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○堀添國尚議員  一問一答方式でお願いします

が、私は前は一括方式でしておって、答弁が長

いもんだから、後のほうがわからなくなって、

それで一問一答式にしたんですけど、やっぱり

いずれも答弁が長くて、ちょっと今に何をやっ

たらええというような気がします。ただ、全体

的に前向きな御答弁だったと思います。１つ１

つ、また質問していきたいと思います。 

 この錦江湾横断道路の実現に向けての取り組

みは、垂水市が未来永劫にわたり持続、繁栄し

ていくには、これは避けて通れない最重要課題

だと、私は考えております。ですが、今度のこ

の県知事の伊藤知事から三反園知事に変わって、

何か弱くトーンダウンしたというのかな、そう

いう感じがしております。 

 市長はこれへの取り組みの大事さをよく認識

されて、私どもと国に陳情に行ったりするのに

は、関係の方々とか関係機関に強くこのことを

訴えられておりますので、市長の心の中はわか

るんですけど、やはり、市民としては、これが

何か弱くなったような気がしていると思うんで

す。 

 そこで、市長がこの大隅半島関係、組織と一

丸となって、この運動を先頭に立って頑張って

いただきたいと思います。息切れしないような

この熱い胸のうちを、この場で語っていただけ

たらありがたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  私、36のときに市会議員

に初当選をしたときに、初めて堀添議員にお会

いをいたしまして、そのときに開口一番、覚え

ておられるかどうかわかりませんけれども、堀

添議員が私におっしゃったのは、尾脇さん、当

時桜島架橋でしたけど、「いけん考ぐっな」な

んていうのが開口一番でした。そのときはとん

でもないことを言われる方だなというのが正直

なところでした。 

 ただ、その後、いろんなことを勉強していっ

たときに、やはり、垂水の将来のことを考えた

ときに、なかなかハードルは高いんですけれど

も、やっぱり、しっかりとそのことは大事なこ

とだなというふうに思っております。 

 御案内のとおり、鹿児島県というのは桜島、

錦江湾というのは観光においての魅力でありま

すけれども、一方で、海を渡るという利便性の

悪さというのが、いろんな意味でなかなか難し

くしているということは、これは共通認識であ

ります。 

 地元の代議士の先生であります森山先生が、

常々「大隅、熊毛の元気が日本の未来を開く」

ということをおっしゃっておられる。恐らくは、

大隅の持つ食の宝とか、あるいは観光というの
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が、これから世界へ打って出る非常な宝になる

んだということを考えておりますし、私自身も、

６次産業化と観光振興というのは同じような考

え方であります。 

 現に今朝も、昨日感王寺議員の質問もありま

した。鹿児島の黒毛牛が日本一になって、今日

も現地から帰ってまいりました。これから本当

に、オリンピック等々を目指しても、この食の

部分、畜産の部分のお墨つきをいただいたし、

また、ちょうどお昼には農林水産大臣が来られ

まして、道の駅で意見交換もさせていただきま

した。 

 つい先だっても、人工種苗のカンパチができ

た、あるいは牛根のブリは、海外輸出日本一と、

こういうことをとっても食の宝があるわけであ

りますし、観光においても、いろんな宝がある

わけなんですけども、何といっても、この垂水、

大隅に入っていく時間的な問題がこれまでもあ

るということでありますので、そういった意味

では、いつもあれしていますけれども、東九州

自動車道が２年前に完成をして、これから南大

隅、佐多岬へ向かって東九州自動車道を目指し

て、今進んでおられます。 

 その横軸の大隅横断道路やこの錦江湾横断道

路をしっかりと整備をしていくことによって、

交通の時間的な距離を短縮することによって、

この大隅の良さを生かす、いわゆる経済効果あ

るいは利便性という問題も１つあります。 

 同時に、もう１つの視点として、１年間に

300台近い緊急車両、救急車が、今でも鹿児島

桜島フェリー渡って行くんですよというお話も

させていただいております。「ドクターヘリが

あるじゃないか」という話もあるんですけど、

夜は飛びません。 

 そういったことを考えたときに、生命を守る

という意味では、あったほうがいいのか、なか

ったほうがいいのかという点に置いては、これ

はあった方がいいわけでありますし、ただ、よ

く公共事業で「無駄ではないか」というお話も

あるんですけども、指数としてＢ／Ｃというの

がありますけれども、1.0を超えたら有効なと

いうことでありますから、1.5から2.0という数

字においては、前伊藤知事が、最初は反対でし

たけれども、よくよく勉強されて理解をして、

いよいよ建設というところまであと一歩という

ところでありましたけれども、県民の判断で三

反園知事に交代をされておられますから、また

よく十分、御理解をしていただいていないんだ

というふうに思っておりますので、このことは

しっかりと、県内全体で訴えていかなきゃいか

んということであると思います。 

 つい先だって、堀添議員と一緒に国道整備の

副委員長というお立場で、九州あるいは東京の

ほうに陳情・要望をさせていただきました。そ

の中でも同様のお話をさせていただいたときに、

九州あるいは国においてはよく理解をいただい

て、もっと早く大きな声を上げてくれというよ

うなお話もあったのも事実でありますので、

我々は我々の地域のエゴとして言っているので

はなくて、地域の発展あるいは大隅の発展が利

便性を充実をさせることが県全体の浮揚につな

がるということは、どなたにとっても有効であ

るというふうに考えておりますので。 

 ただし、大きなプロジェクトであります。数

十年かかるということをいかに勉強して、大き

な声を上げて、できるだけ早目に、そういった

大きな基軸となる高速ネットワーク体系をつく

っていくことが垂水、鹿児島の発展につながる

というふうに思っておりますので、そのことを、

皆さんとともに頑張っていければというふうに

思っているところでございます。 

○堀添國尚議員  今のお話を聞いて、やはり前

の熱い気持ちが十分まだ残っているんだなあと

いうふうに感じました。 

 そこで、今市長のおっしゃったこの、私はエ

ゴでもいいと思うんですよ。垂水市の市民が大
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事であるから、そういうエゴから始まるものだ

と思います。ですので、このエゴが通るように、

今さっき申し上げたとおり、雰囲気がちょっと

変わってきているなあというふうに思いますの

で、目に見える形で、この大隅地域の関係の組

織と語り合いながら、看板の設置も２、３カ所

は必要じゃないかなというふうに思っておりま

す。 

 それと、さっきおっしゃったように、この高

隈の横断道路から鹿児島へ行く時間短縮とか、

そういうことが、１時間以内で常々市長はおっ

しゃるんですけど、まだそれよりもっと早い方

法をとって、しかも安全に行けて、そして、桜

島島民5,000人の命を垂水に、一次避難所とし

てなるような、私は橋をかけるべきじゃないか

と思っております。 

 その場所としては、今、新海潟トンネルがで

きたあそこらあたりから有村展望場のほうに橋

をかけると、もう桜島口のほうにも行かなくて

いいし、有村展望所まで桜島口から行くのにも、

くねくねした曲がり道で時間のロスになります

ので、そういうことをこの桜島架橋横断道路の

実現に向けて打ち出してみたらどうかと。 

 そうするとやっぱり、鹿児島市も5,000人近

い島民の命を守らないかんわけですから、垂水

市がそういう一次避難所としての位置づけを考

えたら鹿児島市議会も乗ってくるんじゃないか

なと思うのです。 

 そして、実現が何十年単位のことになるんで

しょうけど、１年でも２年でも、やっぱり引き

寄せることができるんじゃないかと、このよう

に思います。そこのところの考え方、市長はど

ういうふうに。 

○市長（尾脇雅弥）  今のルートに関しては初

めてお伺いしましたので、十分いろんな検討を

しなきゃいけないと思いますけれども、島民の

安心・安全というのは、これは湾奥４市の中で

も協議をしているところでございます。鹿児島

市さんもいろいろ、桜島の大爆発等を考えて、

今、テレビでもいろいろ、船だとかいろんなシ

ミュレーションをしておられますけれども、や

はり、数年前の深港の災害のように、台風があ

り、土砂崩れがあり、通行止めがあるとなると、

そういう方法も難しいと。 

 やっぱり陸路という選択肢も十分考えなけれ

ばいけないというふうに思いますから、大きな

鹿児島市とつなぐという中の関連のいろんな道

路としては十分検討していかなきゃいけないこ

とであろうと思いますけれども、大局的に、大

きな中で、これまでも桜島と鹿児島市をつなぐ

ということで、橋あるいはトンネルということ

は、歴史的に大隅の方々を中心にやってきたこ

と。 

 よく、一方で流出がするのではないかという

御意見もあるんですけれども、いろんなところ

の先進事例をもとにしながら、橋がかかったと

ころの30分から１時間圏内というのは、人口増

も含めてプラスの効果が大きいと。つまり、垂

水市あるいは鹿屋市というところがそういう恩

恵を受けるということがデータ的にもわかって

おりますので、我々だけではなくて、鹿屋市も

含めた、まずは大隅４市５町あるいはその首長

だけではなくて議会の先生方、市民も巻き込ん

で、もう一回そのことの、先ほど申し上げたよ

うな必要性ということの意義を考えながら、壮

大なプロジェクトでありますので、しっかりと

協議をしながら、１歩１歩進んでいくというこ

とが大事ではないかなというふうに考えており

ます。 

○堀添國尚議員  よくわかりました。 

 市長がおっしゃったとおりだと思いますので、

今さっき、看板の問題も言いましたけど、やっ

ぱりそういう、地域住民がそういう関心を示す

という意味でも大事だし、やはり、今まで言っ

てきたことの中に、いきなり海潟の新トンネル

から有村展望所へという案は、ほかの市町、鹿
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屋とか大隅地域についてのその組織の中ではな

いですので、やはり、性急には垂水だけではで

きないかもしれないけど、私はやはりこの、桜

島の5,000人近い方々が、やっぱり陸路で逃げ

るという橋については、非常に鹿児島市議会の

議員の皆さんも考えざるを得ない、私は構想だ

と思います。 

 ですので、そこが、今から先考えてみるとい

うようなことでしたので、市役所内部でのその

議論を深めながら、このことは真剣に検討して

みたらどうかと、こういうふうに思います。 

 もう１点ですね、今、牛根地区は霧島市に人

口が吸い取られております。家を建てるとなる

と、まず霧島市のほうへ建てられます。それは、

考えてみたら、仕事の関係とか病院とか、市民

生活全般にわたる利便性とか、そういうことに

市民が魅力を感じておって、霧島市のほうへ出

ていくということにつながっているようですが、

そこで、霧島市とか姶良市とかいうこの、姶良

市はどんどん人口が増えていくようですが、こ

こと肩を並べて、同じスタートラインに立つた

めには、この牛根境と福山のこの危険な崖地の

改修はぜひとも必要です。 

 桜島架橋が実現に向けて動き出し、この福山

境間のあの崖地の危険性をなくするような早咲

大橋みたいなのを海にせり出してつくる。この

２つがそろったときに、私は鹿児島市、姶良市、

霧島市と同じスタートラインに並ぶんだと。こ

れが出せれば本当の競争やと、こういうふうに

思うわけです。 

 ですので、今度森山先生の選挙区も霧島市ま

でになりました。いい天が与えたチャンスだと

思います。このことを市長もよくお考えになっ

て、この言葉を、構想の中に、横断道路が背骨

だとするとあばら骨になるようなこの霧島、こ

の垂水間のこの危険地の解消に向けて、そうい

うお考えはいかがでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  これまた今、御提案いた

だいたわけでありますけれども、なかなかやっ

ぱり、我々だけで難しい面もあります。中身を

まず精査をしていかなきゃいけないということ

もありますけれども、先ほど言った大隅横断と

か錦江湾横断というのはこれまで歴史があって、

いろんな意味で各道路から進められていただい

ているわけですけども、おっしゃるとおり、あ

そこを通るときの安全上の問題というのはあり

ますので、それは、今のところ当面の対応とし

て、国道220号の整備の中で、そういう位置づ

けもされて、その対応もされておられますから、

そういったことを一つ一つやりながら、両面必

要だと思います。将来のことを、長期的なもの

を描きながらやっていくということと、足元の

ことをしっかりやっていくと。 

 錦江湾横断道路に関しても、昔は建設自体が

何十年もかかるということでありましたけれど

も、工法によっては２年ぐらいでできるという

ことも言われておりますので、要は、そこのコ

ンセンサスをとって、どうやって決断をしてい

くのかということもございますので、その辺の

ところは、しっかり声を上げながら、今申し上

げましたような考え方で、一つ一つやっていく

ということになろうかと思います。 

○堀添國尚議員  今、市長の話を聞きました。

当然、この将来に向けての考えは、この垂水市

の最高責任者として、何十年かかろうとも、そ

のことは構想を持ちながらしていただかなきゃ

いけないというふうに思うし、当然、現実的に

は、やっぱり今のことは今しなければ、市民は

そのことは納得しないわけですから、当然なこ

とです。今ある国道のこの問題とか、これは、

もう言わなくてもみんなわかっていらっしゃる

と思うんですけど。 

 だけど、やっぱり一番の最高責任者としての

行動、自分から考えて行動をとるというような、

この垂水市のトップに立つ人間として、そこを

ば頑張っていただきたいと思います。 
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 考えるということですので、このことはすぐ

に解決はできないかもしれないけど、そういう

ことは実現した暁に、垂水市は、先ほどおっし

ゃったように、道の駅とか、食品とかも魅力い

っぱいのところですから、人口も姶良市みたい

にどんどん増えていくだろうと、こういうふう

に思います。ぜひ、その方面も頑張っていただ

きたいと思います。 

 市道の降灰の、今、課長がおっしゃいました

ように、その降灰の除去をする車が出動すると

きの基準みたいなことをおっしゃったんですが、

そしたら、この前、限定的だけど、牛根麓のあ

の川内線の市道、あれは市道ですよね。あれが

相当量灰が降っていたにもかかわらず、そうい

う点検等があったら、僕は気付かれるはずだと

思うんですが、桜島の灰が垂水のほうから見え

なかったんですか。この吹く方向が。牛根は、

だから、降灰の掃除車が来なかったんですか。 

○土木課長（宮迫章二）  このごろ活発になり

まして、また噴火しているんですが、今朝も朝

一番で確認に行ったところですが、こっちから

見れば、麓かな、霧島かなと思うんですけど、

行けば、昨日からの分も二川も降っていなくて、

麓も降っていなくて、確認には行ったところで

す。 

○堀添國尚議員  いや、それは今朝の話でしょ

う。今朝は、ちょうどよか加減に降っとったん

ですよ。ぱらぱらと。あれぐらいじゃ、どこも

出動しないです。 

 その前の問題ですよ。今、雨が降って、もう

流されたんです。先ほど、大雨が降るときはど

うのこうのとおっしゃいましたけどね。だから、

その前に、灰を取らなかったのが悪いとは言わ

ないの。その基準はどうなっているのか。その

基準がおかしいから、灰取りに来なかったんじ

ゃないかと思う。だから、その基準をどうして

いるのかということなんです。 

○土木課長（宮迫章二）  このごろの桜島降灰

というのが、ちょっと目が細かくなっておりま

して、確認に行って、大体目安としましては、

白線が隠れるようであれば走らすようには指示

をしているんですが、例えば、雨が降りそうな

前とかになれば、また雨が降ってすぐ流れてし

まうと。それでまた、粒が細かいもんですから、

車が通れば、言えば、すぐ飛んで行ってしまう

ということで、確認へ行くんですけど、なかな

か走らすまでにはなっていないということでし

た。 

 ７月に降ったときにも確認に行ったんですが、

そのときには、雨が予想されていたということ

で、出動は見送っております。 

○堀添國尚議員  もう言いわけはいいですが。

わかりました。ただ、取りに来なかったのは事

実なんですよ。私もこの議会の場でこういうこ

とを言うちゅうのは、あなた方も侮辱されたら

腹が立つでしょうが。地域住民に確認してるん

ですよ。白線が隠れる。積もっておったですよ。 

 だから、そういうことはいいから、垂水市民

が一番嫌なのは、この灰が降ることなんですよ。

だから、降った時にさっと出動すれば、市民は

喜ぶの。垂水はよかとこじゃと思うんです。 

 次に行きます。 

 農林課のこの答弁については、大体それでい

いと思う。今からもそういう方向で頑張ってく

ださい。 

 土木課長ですが、松尾のこの市道、松尾ブロ

イラーというのがあります。あそこ周辺の市道

が、当然アスファルトはしてないですよ。でこ

ぼこも大きいの。だから、あれは誰が見てもお

かしいと思う。質問通告をしていたわけだから、

見に行かれたんじゃないかなと思うんだけど、

そこらあたり、どうだったですか。 

○土木課長（宮迫章二）  松尾線につきまして

も確認しておりまして、昨年度は、ブロイラー

の鶏舎の先のほうを、舗装を実施いたしました。

また、今言われるところは、経営者が自分で土
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地を購入されて、もともと畑のところをば道路

を通るようにされているようです。もともとの

道路が狭かったために、そういった手法をとら

れたわけですけど、そこについては確認してお

りますので、補修を行いながら将来的には舗装

工事をしなければならないと考えております。 

 以上でございます。 

○堀添國尚議員  もう、そんな将来までは待て

ないですよ。ただ、アスファルトをせいとも何

とも言わんじゃないですか。あの大きなでこぼ

こを将来に、砂利でも何でも入れたら、それで

事の済むことじゃないですか。しかも、あれは

業者が土地を買われたところじゃないです、市

道ですよ。改善に向けて処置をとってください。

要望しておきます。 

 この松尾から、今度は高野のほうへ行きます

ね。高野のこの天球館へ抜ける林道の整備です

が、所管は土木課かな。今後どのようにしてい

くか、お尋ねをします。 

○土木課長（宮迫章二）  高野線の整備につい

てお答えいたします。 

 この路線は、平成27年度から、浜田ブロイ

ラー前から高野集落を通る高野２号線と合流部

分までの約900メートルを、継続工事として実

施しているところでございます。 

 平成27年度は…… 

○堀添國尚議員  課長、今あなたのおっしゃる

900メートルのあの接続から天球館へ抜けるこ

の道路の整備について、今後どうするのかとい

うことをお尋ねしているんですよ。 

○土木課長（宮迫章二）  つきましては、約

2,000メートルが未舗装であるため、整備の必

要性は認識しておりますが、維持補修を行いな

がら適正な管理に努めてまいります。 

 今年、台風５号通過後には、法面からの崩土

や、路面が荒れたため、地元の建設会社に依頼

しまして整備をしまして、通行できるようにし

ていたところでございます。 

 以上でございます。 

○堀添國尚議員  あのね、なぜあの天球館への

道が大事かということを、今から話をしますか

らね。先ほど、農林課長が、二川林道、今、工

事をしておりますね。通行止めというのを垂水

市長でなっています。あれは、今、来年度まで

おっしゃったですよね。そしたら、土木課長、

考えてみてくださいよ。昨年のあの台風も、も

う米が実って、あと２、３日したら刈り取ると

いうときに、ああいう災害になったでしょ。 

 そうすると、市道高野線のあの急斜面の道を

曲がりくねって行くあの市道は、私は、災害は

もう必ず起きると思うんです。そうした場合に、

今の二川林道は通れない。市道高野線は通れな

いとなったときに、この鶏関係の業者が５戸あ

りますよね。この人たちの製品を搬出する方法

としては、この天球館へ抜ける道しかないんで

すよ。だから、この整備は、今あなたのおっし

ゃったとおり、大雨とか台風のときは、この現

地を見に行って、せめてものこの１トン車ぐら

いは通れるような状況にしておかないと、この

農家は不安。それは、市長にもおっしゃったで

すよ、この前。で、市長もそれを否定はされな

かったと、取り組まにゃいかんというようなこ

とだったと思うから、大事さは認識していらっ

しゃると思うんです。だから、ほかに通り道が

あったら、それも余り言わないけど、あれしか

ないんです。 

 そうした場合に、５戸のこの農家は、何日も

待っておって、その道路が開くのを待つわけに

はいかない。卵も種鶏卵だから、早く届けない

といけない。飼料も１週間も２週間も買いだめ

するわけにはいかない。飼料の性質が劣る。そ

ういうことで、あの道は大事なんです。だから、

そのことを言うわけです。 

 だから、あなたも、今、私の説明を聞いて、

ああ、なるほど、そうかというふうにお思いに

なったでしょう。だったら、やはりそういう方
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向に、先ほど、市民の安心・安全の言葉も出て

きましたけど、そういうことも含めての安心・

安全だと思います。だから、このことについて

も、このことは積極的にやっぱり取り組まなけ

りゃならないと、こういうふうに思います。ど

うか、よろしくお願いします。答弁はいいです。

よかん指示をせっくいやいな。 

 高野の浜田ブロイラーから先に、今先ほどお

っしゃった900メートルぐらいあるあの道路に

ついては、一遍には大変だと思う。だけど、こ

の前通ってみたら、車の車輪が落ちるような、

水で流されているところもありました。あそこ

は、下のほうからよりも、上のほうから改修し

たほうがいいですよ。だから、少しずつでもい

いから、やはりそういうふうに進んでもらった

らいいんじゃないかと思います。そこのところ

を、課長、どう考えているか。 

○土木課長（宮迫章二）  その900メーター区

間の話でよろしいですか。それについては、27

年度からやっているんですけど、27年度に139

メーター、28年度に230メーター、今年度に約

200メーター整備をする計画でありまして、残

りが330メーターほどあります。ですから、来

年で実施できると思います。 

○堀添國尚議員  わかりました。ただ、とにか

く上のほうをちょっとやったほうが、あそこは

傾斜が強いから、雨で流されることが大きい。 

 さっき、１回目の質問の答弁で、自分の胸の

に届くような答弁じゃなかったけど、やる方向

でということであったようですので、ほかのこ

とも頑張って。 

 ただ、一つだけですが、外国人のこの放送で

す。これは、課長、フィリピン人は、もう全部

英語で話すそうです。だから、この英語がわか

るのは２、３人とそれは、ないようですよね。 

 だけど、課長のおっしゃることもわかります

ので、英語で表示しなければならないような防

空壕みたいな、セメントがつくっているのがあ

るでしょう。退避壕ですか。ああいうところと

か、やっぱり重要なそういうところには英語で

表示するような対策をとったほうがいいんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 積極的な答弁、ありがとうございました。感

謝します。 

 それでは、私の質問を終わります。 

○議長（池山節夫）  以上で、一般質問を終わ

ります。 

 本日の日程は全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（池山節夫）  明14日から９月21日まで

は、議事の都合により休会とします。 

 次の本会議は９月22日午前10時から開きます。 

   △散  会 

○議長（池山節夫）  本日は、これにて散会し

ます。 

     午後３時31分散会 
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平成29年９月22日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。 

   △諸般の報告 

○議長（池山節夫）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 去る９月17日の午前11時半ごろに、鹿児島県

南九州市付近に上陸した台風18号は、その後も

日本列島への上陸を繰り返し、観測史上初めて、

九州・四国・本州・北海道の本土４島全てに上

陸した台風でありました。 

 幸いなことに、本市においては、台風による

影響は余り受けなかったものの、全国各地で暴

風雨に加えて、記録的な短時間の豪雨等により

災害が発生いたしました。死者、行方不明者合

わせて７名、負傷者も五十数名に上り、住宅被

害も多数発生いたしました。 

 今回お亡くなりになられた方々の御冥福を心

よりお祈り申し上げますとともに、被災された

方々に対してお見舞い申し上げ、一日も早い復

旧、復興を御祈念申し上げたいと存じます。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第３条第１項及び第22条第１項の規定によ

り、平成28年度健全化判断比率及び平成28年度

資金不足比率に関する報告がありましたのでお

目通し願います。 

 以上で議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆様、おはようございま

す。 

 本議会開会後に報告すべき主な事項について

御報告をいたします。 

 大型の台風18号は、17日昼前に南九州市付近

に上陸後、本州付近を通過しながら、県内を北

東に横断、暴風域を伴ったまま日本列島に沿っ

て北上をいたしました。 

 九州では宮崎県、大分県、さらには四国、関

西、北海道におきまして、多大な被害が発生し

ており、香川県、高知県では、お二人の方がお

亡くなりになられております。被災をされまし

た皆様を初め、関係者の方々に心よりお見舞い

を申し上げますとともに、犠牲になられた方と

御遺族の皆様方に対し、深くお悔やみを申し上

げます。 

 本市の体制につきましては、16日午後１時に

災害警戒本部を設置し、２時に市内全域に避難

準備、高齢者等避難開始情報を発令して、早目

の避難準備を呼びかけました。３時に８カ所の

避難所を開設し、５時には避難勧告へ切りかえ

て対応いたしました。 

 最大時で90世帯、138名の方が８カ所の避難

所に避難されましたが、非住家において一部破

損１カ所、林道１カ所の被害が確認されたのみ

で、大きな被害もなく通過していきましたこと

に安堵しているところでございます。今後も早

目の避難を呼びかけ、早目の情報収集、早目の

情報伝達で防災対策を進め、人災ゼロの対策、

体制に努めてまいります。 

 次に、水産商工観光課所管事項について報告

を申し上げます。 

 ９月13日に、齋藤農林水産大臣が、本市の養

殖場の視察にお見えになられました。当日は本

会議一般質問がございましたが、議員の皆様方

の御理解をいただき、議長とともに道の駅での

昼食意見交換会に出席をさせていただきました。 

 席上、昨年11月に、対ＥＵ・ＨＡＣＣＰ認定

を受けました牛根漁協所属の水産業者につきま

しては、順調に輸出も伸びており、今後も海外

輸出に向けて、安全で安心して食べられるおい

しいブリの出荷を期待しておりますと激励をさ

れました。 
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 また、垂水市漁協所属の水産業者が育ててお

ります完全養殖のカンパチの漁場視察をされ、

鹿児島県が20年の歳月をかけ研究開発した人口

種苗のカンパチが出荷され、県民の皆様に食し

ていただけることは大変うれしいことであり、

今後、養殖は安定して高品質なものができ、こ

れから伸びる分野であるとの見解を示され、く

わえて海外販路の拡大に向けて、どうお手伝い

できるかを考えていきたいと述べられました。 

 人工種苗は平成23年度から国の補助を導入し

て取り組んでおりますが、幾つかの課題もあり、

今後解決していかなければなりませんが、完全

養殖の推進に向けて、大きな一歩であると考え

ております。 

 そして何より昼食に食べていただいたカンパ

チとブリの海鮮丼は、人生の中で最もおいしい

ものに入ると絶賛をされました。また大臣から

は、名刺交換の後、困ったことがあれば何でも

相談をしてくださいとのありがたいお言葉もい

ただきました。 

 次に、農林課所管事項につきましては、鹿児

島黒牛が日本一の称号を獲得した件につきまし

て、御報告をさせていただきます。 

 先般、９月７日から11日の５日間にわたり、

宮城県仙台市で開催をされました第11回全国和

牛能力共進会では、39道府県から513頭が出品

され、全国最多の29頭を全９区に出品をした鹿

児島が４つの区で１席を取り、出品した全ての

牛が上位６席以内に入って、総合１位の団体賞

を獲得いたしました。 

 私も９日に現地に赴き、会場の熱気と生産者

や関係者の皆様方の意気込みを肌で感じ、来場

されていた国会議員や県議会議員、県内自治体

の首長と、今後の取り組みについて意見交換を

行ったところでございます。 

 今回の全共に、肝付地区からは県内最多の13

頭が出品され、本市からは５区繁殖雌牛群に上

市来の笠木ヒサ子様に出品をしていただき、宮

崎との大接戦の末、僅差で２席を獲得され、あ

わせて農林水産省生産局長賞を受賞されておら

れます。これまでの御苦労へのねぎらいと祝福

を直接お伝えさせていただきました。 

 また笠木様におかれましては、御子息が本年

７月27日に新規就農者に認定され、後継者にも

恵まれましたことから、５年後に地元鹿児島県

で開催される予定の第12回全共での活躍も期待

しているところでございます。 

 今回の日本一獲得においては、肉用牛生産農

家の方々の日々の努力はもとより、ＪＡを初め、

行政など関係者の長い年月にわたる研究と努力

の積み重ねで得られた成果であります。 

 畜産業界は若い世代の後継者も多く、将来の

展望に希望を持てますことから、経営の安定化

に向けたハード、ソフト面でのさまざまな環境

整備に向けたニーズについて、関係団体などと

連携をして、今後取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 これから和牛日本一という称号が鹿児島県の

畜産業界にもたらす経済の波及効果は大きなも

のになると思われます。来年のＮＨＫ大河ドラ

マ「西郷どん」に始まり、東京オリンピック、

国体などの重要なイベントが控えており、鹿児

島並びに垂水のすばらしい食材の数々を世界に

ＰＲし、マーケットを獲得する絶好の機会と捉

えております。 

 時代の追い風に乗って、今後さらに本市が目

指す６次産業化と観光振興の環境整備に努めて

まいります。これからもさまざまな場面におい

て、垂水食材のすばらしさを伝え、一層の販路

拡大のためにトップセールスに取り組んでまい

る所存でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △報告第11号上程 

○議長（池山節夫）  これより議事に入ります。 
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 本日の議事日程は、お手元に配付をいたした

とおりであります。 

 日程第２、報告第11号、定住促進住宅の家賃

等の請求に関する訴えの提起についての専決処

分の報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。 

○土木課長（宮迫章二）  おはようございます。 

 報告第11号、定住促進住宅の家賃等の請求に

関する訴えの提起について、地方自治法第180

条第１項の規定に基づき、市長専決処分事項の

規定によりまして専決処分いたしましたので、

同条第２項の規定により御報告いたします。 

 専決処分の内容でございますが、定住促進住

宅の入居者である当該者に対し、支払い督促の

申し立てを行ったところ、平成29年９月６日に、

当該者から督促異議の申し立てがなされ、これ

に伴い民意訴訟法第395条の規定に基づき、訴

訟事件に移行をすることになり、訴えの提起に

ついて専決処分したため、市議会に報告するも

のでございます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  以上で、報告第11号、定

住促進住宅の家賃等の請求に関する訴えの提起

についての専決処分の報告についての報告を終

わります。 

   △議案第43号～議案第46号、議案第48号

～議案第56号、議案第６号、議案第

７号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第３、議案第43号か

ら日程第６、議案第46号までの議案及び日程第

７、議案第48号から日程第15、議案第56号まで

の議案13件並びに日程第16、請願第６号及び日

程第17、請願第７号の請願２件を一括議題とい

たします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 議案第43号 垂水市農業委員会の委員及び農

地利用最適化推進委員の定数に関す

る条例 案 

 議案第44号 垂水市営住宅条例の一部を改正

する条例 案 

 議案第45号 垂水市病院事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例 案 

 議案第46号 大野原辺地に係る総合整備計画

の変更について 

 議案第48号 平成29年度垂水市一般会計補正

予算（第３号）案 

 議案第49号 平成29年度垂水市国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）案 

 議案第50号 平成29年度垂水市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）案 

 議案第51号 平成29年度垂水市交通災害共済

特別会計補正予算（第１号）案 

 議案第52号 平成29年度垂水市介護保険特別

会計補正予算（第１号）案 

 議案第53号 平成29年度垂水市老人保健施設

特別会計補正予算（第１号）案 

 議案第54号 平成29年度垂水市漁業集落排水

処理施設特別会計補正予算（第１

号）案 

 議案第55号 平成29年度垂水市簡易水道事業

特別会計補正予算（第１号）案 

 議案第56号 平成29年度垂水市水道事業会計

補正予算（第１号）案 

 請願第６号 国民健康保険税を値上げをしな

いよう求める請願書 

 請願第７号 小・中学校給食費の負担の軽減

を求める請願書  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  ここで、各常任委員長の

審査報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長堀添國尚議員。 

   ［産業厚生委員長堀添國尚議員登壇］ 

○産業厚生委員長（堀添國尚）  去る９月１日

の本会議において、産業厚生委員会付託となり

ました各案件について、９月14日に委員会を開
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き審査いたしましたので、その審査結果を報告

いたします。 

 最初に、議案第43号、垂水市農業委員会の委

員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する

条例案については、年額24万円を上限とした実

績加算額の査定基準はどうなっているのかとの

質問に対し、従来の仕事より、農地の集積化、

集約化に伴う活動がふえ、その農地集積率の

パーセンテージが基準となっているとの答弁が

ありました。 

 また、農業委員と農地利用最適化推進委員と

の仕事のすみ分けはどうなっているのかとの質

問に対し、２つの明確な違いは、農業委員は毎

月の定例総会に必ず出席し、議案関係について

の裁定権を持っているが、推進委員は議案関係

決定事項について参画できないことであるとの

答弁がありました。 

 その他、各委員より活発な質疑が交わされた

後、採決を行いましたところ、原案のとおり可

決されました。 

 次に、議案第44号、垂水市営住宅条例の一部

を改正する条例案については、入居者が収入の

申告をできない場合の改正だとは思うが、具体

的にはどういうことかとの質問に対し、認知症

や知的障害者等で申告ができない方々について、

担当課で収入を調べて家賃を認定することがで

きるようになったとの答弁がありました。 

 審議の後、本案の採決を行いましたところ、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第45号、垂水市病院事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例案について

は、今回、利用料金制へ変更するメリットは何

かとの質問に対し、垂水市から指定管理料を払

うと、そこに消費税が発生していたが、利用料

金制に変更すると、収益がもともとの病院の収

益になるため、消費税が発生しないことが第一

であり、病院の経営状況も明確にされるとの答

弁がありました。 

 審議の後、本案の採決を行いましたところ、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第48号、平成29年度垂水市一般会

計補正予算（第３号）案中の、福祉環境課の所

管費目について説明後、特段質問はありません

でした。 

 次に、生活環境課の所管費目について説明が

あり、簡易水道施設整備補助金の３施設はどこ

かとの質問に対し、大野原簡易水道組合、二川

簡易水道組合、牛根麓簡易水道組合であるとの

答弁がありました。 

 また、塵芥処理場の解体についての要望もあ

りました。 

 次に、農業委員会、農林課の所管費目につい

て説明がありました。荒廃農地再生事業補助金

の詳細について質問があり、28年度から取り組

んでいる市の単独事業で、面積にして１万

5,525平方メートル、４カ所とも垂桜を予定し

ているとの答弁がありました。 

 また、農地費の委託料300万円の詳細や、熊

本の新規作物の研修、私有林の干ばつについて

質問等もあり、各委員より活発な質疑が交わさ

れました。 

 次に、水産商工観光課の所管費目について説

明があり、378万4,000円の修繕費について、温

泉施設に絡んだ修理なのかとの質問に対し、お

おむね三、四年で更新している井戸のろ過ポン

プと、平成17年のオープン当時から使用してい

る給水量の加圧ポンプに係る修繕費であり、温

泉施設とは切り離した設備であるとの答弁があ

りました。 

 またプレミアム商品券の売れ残りについての

販売方法の検討や、加盟店の確保、また先日、

農林水産大臣が視察されたカンパチ養殖に関し、

交付税両面から情報発信することについての要

望もありました。 

 次に、土木課の所管費目について説明があり、

赤迫排水路の改修工事について活発な質疑があ



－152－ 

りました。 

 その他、南の拠点の子ども広場、水路整備な

ど、さまざまな意見、要望が出ました。 

 審議の後、法案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第52号、平成29年度垂水市介護保

険特別会計補正予算（第１号）案、議案第53号、

平成29年度垂水市老人保健施設特別会計補正予

算（第１号）案、議案第54号、平成29年度垂水

市漁業集落排水処理施設特別会計補正予算（第

１号）案及び議案第55号、平成29年度垂水市簡

易水道事業特別会計補正予算（第１号）案並び

に議案第56号、平成29年度垂水市水道事業会計

補正予算（第１号）案については、いずれも原

案のとおり可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

   ［総務文教委員長持留良一議員登壇］ 

○総務文教委員長（持留良一）  おはようござ

います。 

 去る９月１日の本会議において、総務文教委

員会に付託となりました各案件について、９月

15日に委員会を開き、付託案件の審査をいたし

ましたので、その結果を報告をいたします。 

 最初に、議案第46号、大野原辺地に係る総合

整備計画の変更につきましては、どのように変

更になったのかという質問に対して、社会資本

整備交付金内示額の減額、路線の延長及び資材

等の高騰による事業費の増額を、辺地事業債充

当額の増額により補う変更であると回答があり

ました。 

 また松尾、岳野地区において、辺地は該当し

ないのかとの質問に対し、辺地の指定には条件

が複数あり、松尾、岳野地区においては、中心

より５キロメートル平米以内の人口が50人以上

に合致しないため、辺地には該当しないとの回

答がありました。これらの審議を行った結果、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第48号、平成29年度垂水市一般会

計補正予算（第３号）案中の所管費目及び歳入

全款につきましては、安心安全対策品における

審議の中で、「県の条例では、自転車運転中の

ヘルメット着用義務は中学生までであったが、

購入補助が高校生まで広がった対象となってい

るのは安全面を理由にしてのことか」との質問

に対し、「本市では公共交通機関が脆弱なこと

や、高校生も通学や電車で遊びに行くなどの利

用機会が多いこともあり、ヘルメットの着用を

促すという意味合いを持って、高校生まで対象

にした」と回答がありました。 

 次に、「企画費における審議の中で、庁舎建

設における共設計の内容は」との質問に対して

は、「庁舎を建設する場合における基本計画、

機能、規模、建設位置、概算事業費及び整備使

用について、基本設計書としてまとめる形を予

定している」と回答がございました。 

 また、「庁舎建設における財源問題について

の問題はないのか」との質問に対しては、「本

市は脆弱な市であることから、市の財政持ち出

しが少ない形での事業展開、事業完了というも

のを目指していきたい」との回答がございまし

た。 

 また、「庁舎建設において重要なことは何

か」との質問に対して、「市民の合意形成が非

常に重要な事業展開になると考えている」との

回答がございました。 

 次に、「芸術文化振興費における審議の中で、

瀬戸口藤吉と和田英作の建築碑を文化会館に移

転する計画について具体的な説明を」との質問

に対しては、「現在、鹿児島神社内に建立され

ている瀬戸口藤吉と和田英作の建築碑を、文化

会館入り口にある生け垣に移設を行う計画であ

り、完了については３月いっぱいと予定してい

る」との回答がございました。 

 これらの審議を行った結果、審査の結果、議

案通り可決されました。 

 次に、議案第49号、平成29年度垂水市国民健
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康保険特別会計補正予算（第１号）案及び議案

第50号、垂水市平成29年度後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）案及び議案第51号、垂

水市交通災害共済特別会計補正予算（第１号）

案につきましては、審査の結果、原案のとおり

可決されました。 

 次に、平成29年第２回定例会において継続審

査となっておりました請願２件のうち、請願第

６号、国民健康保険税の値上げをしないを求め

る請願書議案につきましては、以下のような議

論がありましたので御紹介をしておきます。 

 「制度設計の問題と国からの支出金が年々減

少をしていることが、国民健康保険税増額の理

由の一端であることからも賛成である。国民保

険税をよくするためには、一般会計からの繰り

入れが主であり、市民全体が国民健康保険税を

支払っているわけではないことから、平等性が

保てない部分があることから趣旨採択とした

い」との議論が行われた結果、挙手採決により

採択となりました。 

 また、同じく継続審査となっていました請願

第７号、小中学校給食費の負担の軽減を求める

請願書につきましては、８月17日に先進地でも

ある長島町委員会にて行政視察を行ったことも

あり、活発な意見交換がありました。 

 その中では、「給食費の負担軽減により就学

援助の形成や補助率の向上など対応をしていく

べきであり、この請願は時期尚早である。財源

の問題としても、視察を行った長島町では過疎

債を充当しているが、本市では過疎債自体ほぼ

満額充当しており難しい。無償化ではなく軽減

という趣旨であることから採択としたい。子育

ての軽減という意味合いを含めて採択とした

い」などの議論が行われ、結果、挙手採択によ

り採択となりました。 

 以上で、総務文教委員会の審査報告を終わり

ます。 

○議長（池山節夫）  ただいまの報告に対して、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さんおはようございます。 

 私は、請願第７号、小中学校給食費の負担の

軽減を求める請願書につきまして、反対の立場

で討論いたします。 

 まず、本市の現状はどうなのか、また政策

ニーズはあるのか、この部分が１点。２点目は、

財源、あとは定住対策、この２点に絞って反対

討論を行います。 

 まず、本市の給食費の納入未納状況ですが、

平成24年度から平成28年度、過去５年間の平均

の納入率は99.5％でございます。また未納額は

各単年度平均しまして25万5,538円と、きちん

と納入いただいているのが事実でございます。 

 また、生活困窮者の保護者が多数おられると

いうことは確かでございますが、その皆様につ

きましては、文具、教材、給食費などに充てら

れる就学援助制度がきちんと機能しております。

従来、係数が1.0であった部分を1.2に引き上げ、

補助率の部分も70％から80％に引き上げられて

おり、きちんと担保されているものと考えます。

実際、小学校で555人中104人で17％、中学校で

287人中67人の方が就学援助を使われ23％とな

っております。 

 つまり、またこの就学援助については全額が、

財源は一般財源でございます。一般財源の部分

できちんと生活困窮者の保護者の皆さんを、生

活を担保している、支援しているという事実が

一つございます。この部分につきまして、さら

に財源を使って、屋上に屋根を重ねる、二重に

補助をする意味が私にはあるとは考えておりま
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せん。 

 それよりも、より生活が困窮な保護者に対し

ましては、就学援助の、より以上の係数の引き

上げ、また補助率の引き上げを図っていくこと

によって、きちんと担保できると考えておりま

す。 

 また、これでも困る方々については、最終的

な部分で、国の生活保護の部分がありますんで、

そちらのほうで救済するのが筋ではないかと思

っております。 

 ２点目の財源あと定住支援策についてですけ

れども、財源につきましては、長島町、私ども

先ほど委員長の報告にもありました。長島町で

は、小中学生を初め、町外に通っておられる特

別支援学級、学校への通学者についても全額補

助がなされておりました。 

 財源につきましては、長島町は過疎債また近

隣の市町であります東串良町は一般財源で、ま

た志布志市はふるさと基金、ふるさと納税のふ

るさと基金も活用されております。現状で、垂

水市で全額補助をしますと4,200万円、2,000円

の定額補助でも毎年1,800万円の財源が必要で

ございます。 

 過疎債につきましては、委員長報告のとおり

ありましたけれども、極めて有利な財源でござ

いますが、本市の場合は満額過疎債を使ってお

ります。ほかの財源、ほかの部分の施策からお

金を引っ張ってこなければいけないという部分

になっております。 

 以上の２点から考えまして、私は、この請願

については時期尚早であると考えますので、以

上の理由を持ちまして反対討論とさせていただ

きます。 

○議長（池山節夫）  ほかに討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。 

 議案第43号から議案第46号までの議案並びに

議案第48号から議案第56号までの議案13件につ

いては、各委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、議案43号から議案第46号までの議案

並びに議案第48号から議案第56号までの議案13

件については、各委員長の報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、請願をお諮りいたします。 

 まず、請願第６号を委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、請願第６号は採択とすることに決定

いたしました。 

 次に、請願第７号をお諮りいたします。 

 御異議がありましので、請願第７号は起立に

より採決いたします。 

 なお起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は採択であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の方は、起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（池山節夫）  起立多数です。 

 よって、請願第７号は委員長の報告のとおり

決定しました。 

   △議案第57号～議案第65号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第18、議案第57号か

ら日程第26、議案第65号までの議案９件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 議案第57号 平成28年度垂水市一般会計歳入

歳出決算認定について 

 議案第58号 平成28年度垂水市国民健康保険
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特別会計歳入歳出決算認定について 

 議案第59号 平成28年度垂水市交通災害共済

特別会計歳入歳出決算認定について 

 議案第60号 平成28年度垂水市地方卸売市場

特別会計歳入歳出決算認定について 

 議案第61号 平成28年度垂水市老人保健施設

特別会計歳入歳出決算認定について 

 議案第62号 平成28年度垂水市漁業集落排水

処理施設特別会計歳入歳出決算認定

について 

 議案第63号 平成28年度垂水市介護保険特別

会計歳入歳出決算認定について 

 議案第64号 平成28年度垂水市簡易水道事業

特別会計歳入歳出決算認定について 

 議案第65号 平成２8年度垂水市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  お諮りいたします。 

 各決算については、６人の委員をもって構成

する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、

閉会中の継続審査とすることにしたいと思いま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、各決算については６人の委員をもっ

て構成する決算特別委員会を設置し、これに付

託の上、閉会中の継続審査とすることに決定い

たしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会委員

の選任については、委員会条例第８条第１項の

規定により、川畑三郎議員、篠原炳則議員、森

正勝議員、堀添國尚議員、川越信男議員、村山

芳秀議員、以上６名を指名したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました６人の決

算特別委員会委員に選任することに決定いたし

ました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本定例会に付託されました案件は全

部議了をいたしました。 

 お諮りいたします。 

 閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会の

所管事項調査を行うことに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。 

 よって、閉会中、各常任委員会及び議会運営

委員会の所管事項調査を行うことに決定いたし

ました。 

   △閉  会 

○議長（池山節夫）  これをもちまして、平成

29年第３回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前10時33分閉会 
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